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Ⅰ 高等専門学校の現況及び特徴 

１ 現況 

（１）高等専門学校名 岐阜工業高等専門学校 

（２）所在地 岐阜県本巣市上真桑2236-2 

（３）学科等の構成 

学科 ：機械工学科，電気情報学科，電子制御工学科， 

環境都市工学科，建築学科 

専攻科：電子システム工学専攻，建設工学専攻 

（４）学生数及び教員数（平成25年５月１日現在） 

学生数：準学士課程 1038人 

       専攻科課程   81人 

専任教員数：78人 

助手数：     0人 

 

学生数（平成25年５月１日現在） 単位：人 

準学士課程 1年 2年 3年 4年 5年 計 

機械工学科 42 44 43 44 38 211 

電気情報工学科 42 44 41 41 35 203 

電子制御工学科 42 42 39 43 47 213 

環境都市工学科 42 45 44 37 40 208 

建築学科 43 42 46 34 38 203 

計 211 217 213 199 198 1038 

 

専攻科課程 1年 2年 計 

電子システム工学専攻 22 17 39 

建設工学専攻 20 22 42 

計 42 39 81 

 

教員（平成25年５月１日現在） 単位：人 

学科 教授 
准教

授 
講師 助教 計 

一般科目 10 6 5 1 22 

機械工学科 4 4 1 2 11 

電気情報工学科 6 4 1 2 13 

電子制御工学科 6 3 1 1 11 

環境都市工学科 5 3 1 2 11 

建築学科 5 3 1 1 10 

計 36 23 10 9 78 

 

２ 特徴 

「学校の沿革」 

本校は産業界の強い要望により，中堅技術者の養成の高等

教育機関として，昭和38年４月１日に設置された。設立時の

学科構成は，機械工学科，電気工学科，及び土木工学科の３

学科であり，入学定員はそれぞれ40名であった。昭和38年岐

阜県各務原市鵜沼中学校の仮校舎で開校式と第１回入学式が

挙行され，昭和39年岐阜県本巣郡真正町の本校舎に移転し，

現在に至っている。 

この間，昭和43年度に岐阜県下の高等教育機関として初め

てである建築学科（入学定員40名），昭和63年度には電子制

御工学科（入学定員40名）が増設された。 また，平成５年度

には土木工学科が環境都市工学科に改組され， 平成７年度に

は 電子システム工学と 建設工学の２つの専攻を持つ専攻科

が設置された。 平成12年度には電気工学科が電気情報工学科

に改組され，電気電子工学と情報工学の２コース制をとって

いる。  

現在では５学科・２専攻，学生数1,040名（入学定員）規模

の教育・研究機関に発展してきている。 

 

「学校の特徴」 

以下の事項に積極的に取り組み成果をあげている。 

１．国際性の育成 

１）英語教育の活性化 

TOEIC団体受験を全国高専に先駆けて平成12年度より導入し

第３学年全員が団体受験している。導入当初の３年間で平均

スコアが60点上がり，366点（平成17年度）と飛躍的な成果を

生んでいる。 

２）海外大学等との包括交流協定締結 

 バンドン工科大学（インドネシア）・マレーシア工科大・

ハノーバー大学数学・物理学部（ドイツ） 

３）海外インターンシップ 

平成15年度より導入し，継続して実施している。近年では，

包括交流協定教育機関への派遣の事例も増えている。 

 

２．マルチメディア教育 

マルチメディア教育棟を建設し，第４学年全員の机にパソ

コンを設置し，マルチメディア教育を実施している。 

 

３．ものづくり教育 

各学科でPBL に取り組み，オープンキャンパス，ロボコン，

プロコン，デザコン，アウトリーチ活動で成果をあげている。 

 

４．ＦＤへの積極的な取り組み 

１）フォローアップ点検 

学生による授業評価，教員による自己点検，フォローアッ

プ教員による点検評価及び面談，評価の低い項目の改善案の

提示を実施している。 

２）授業参観週間 

授業参観週間を設定し，保護者，教員及び職員による授業

の点検評価を実施している。 

３）ＦＤ講演会 

  

５．専攻科教育 

１）インターンシップ 

平成７年の設置当初からインターンシップを必修単位とし

て継続的に実施している。海外インターンシップは，平成15 

年度から導入・実施している。 

２）JABEE 認定 

「環境システムデザイン工学」教育プログラムが平成15 年

度にJABEE 認定された。 

３）英語教育 

平成20 年度修了生以降はTOEICスコア425以上の能力を保証

している。 

４）学会発表 

学協会等で口頭発表する能力があることを保証する。 

 

６．教員の教育・研究活動等 

１）外部資金獲得 

科研費採択件数は，全国の高専間でも上位に位置している。 

２）表彰等 

教員研究集会の文部科学大臣賞や機構理事長賞の受賞等，

多くの教員が学協会で表彰を受けている。 

３）地域社会への貢献 

岐阜県の重点施策である情報産業育成に協力している。 

本巣市と地域連携協定を結んでいる。



  

 



 岐阜工業高等専門学校 

 

- 2 - 

Ⅱ 目的 

１ 岐阜工業高等専門学校の使命 

「深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を養い，有為の人材を育成すること」を昭和38年の創設時に

学校の目的と定め学則に掲げた。平成7年には専攻科の目的を「高等専門学校の基礎の上に，精深な程度におい

て工業に関する高度な専門的知識及び技術を教授し，その研究を指導すること」と定め学則に掲げた。この目

的は現在に至るまで一貫している。 

平成15年には創立40周年を機に新たな教育研究活動の基本方針，教育理念及び養成すべき人材像を定めた。 

２ 教育研究活動の基本方針 

高等学校や大学とは異なる高等専門学校本来の魅力を一層高めるという使命に燃え，日本の産業構造の国際

化ならびに高度化に伴う急速な変化に柔軟に対応できる学力や創造力に加えて，環境に配慮した人間性豊かで

倫理観を備えた技術者を育成する。教育理念，教育目標及びその具体的な内容は不断に改善し，計画的に教育

・研究活動を実行する。より具体的には，以下に示すような「教育理念」，「養成すべき人材像」及び「教育

目標」を高く掲げ，教職員はその目標に向かって努力する。 

３ 教育理念 

（１）科学技術に夢を託し，人類愛と郷土愛に目覚める。 

（２）国際性豊かで世界に羽ばたく気概を持つ。 

（３）情報化社会の最前線で活動する。 

４ 養成すべき人材像 

科学技術に夢を託し，人類愛に目覚め国際性豊かで情報化社会の最前線で活躍する技術者 

５ 本科，専攻科において養成すべき人材像 

本科 

一般科目（人文） 

人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を考えることができる広い視野

と倫理観を持った人材，日本語で十分に受容・発信できるだけでなく，外国語でも異文化に偏見を持つことな

く受容・発信でき，獲得した広い視野，高い見識，倫理観を実社会で活かすことができる人材 

一般科目（自然） 

数学・物理・化学の基礎的な知識をもち，専門分野にそれを応用する能力のある人材 

心身の健康についての知識を持ち，健康的な生活を送ることができる人材 

機械工学科 

国際社会において機械技術者として活躍するための基礎学力を有し，社会情勢の急激な変化に柔軟に対処で

きる情報処理能力と情報解析能力を備えた技術者 

電気情報工学科 

電気・電子・情報の各分野における基礎知識と技術をバランス良く身につけると共に，社会の要求に応え高

度な専門技術と知識を修得していける能力を身につけた技術者 

電子制御工学科 

電気・電子，情報・制御，機械関連の基礎知識と考え方を身につけ，国際化する高度情報化社会の要求に応

え，電子制御・情報制御技術を基礎として，創造的な技術改良・技術開発ができる能力を身につけた技術者 

環境都市工学科 

人類が自然災害から国土を守り快適で安全な生活を支えるための社会基盤の整備と，自然と共生・調和し環

境負荷の低減を考慮した「循環型の都市づくり」の創造に関する基本的な知識・考え方を理解し，人類の持続

的発展を支える社会基盤整備を積極的に推進できる能力を身につけている技術者 
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建築学科 

人間が社会生活を営む空間を構築するために建築・都市空間の構成技法，環境調整及び構造安全性に関する

基礎的技術と教養を有し，それらを包括的にとらえることのできる技術者 

専攻科 

（電子システム工学専攻） 

より確かな専門知識とそれを応用しながら，資源，エネルギーの有効利用および環境への配慮等を意識し，

自然環境と共生・調和したヒューマンフレンドリーな知的機能システムを開発でき，異分野のシステム・技術

を理解して，これと自らの分野にまたがるシステムを構築できる技術者 

（建設工学専攻） 

得意とする専門分野を深めそれを応用しながら，自然環境と共生・調和した循環型社会の創造や社会生活を

営む空間の構築とそれらを自然災害から守る防御システムの構築等を達成するための発展的思考力を持ち，異

分野のシステム・技術を理解して，これと自らの分野にまたがるシステムを構築できる技術者 

６ 教育目標 

準学士課程 

(1)広い視野を持ち，自立心と向上心に富み，教養豊かで心身ともに健康な技術者の育成 

(2)基礎学力を身につけ，創造力，応用力，実践力を備えた技術者の育成 

(3)国際コミュニケーション能力と先端情報技術を駆使する能力を備えた技術者の育成 

(4)工学技術についての倫理観を有した技術者の育成 

(5)教育研究活動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成 

専攻科課程 

(1)得意とする専門分野をさらに深め，異分野を理解し複数の分野にも対応できる思考力を備えた技術者の育成 

(2)社会の要求するテーマを創造的に調査・企画・設計・計画し，継続的に解析・実行・改善できる問題解決能

力を備えた技術者の育成 

(3)的確な日本語と国際的に通用するコミュニケーション能力を備えた技術者の育成 

(4)先端情報技術を駆使して専門分野のプログラムを構築する能力を備えた技術者の育成 

(5)多様でグローバルな視点の倫理的判断ができ，技術者の社会的責任を理解して地域貢献できる技術者の育成 

７ 養成すべき学力及び資質・能力等の具体的な学習・教育目標の分類 

各学科・専攻科では，養成すべき学力及び資質・能力等の具体的な学習・教育目標を次のように分類して，

その内容を定めている。 

（A）倫理観 （A-1）社会倫理，（A-2）技術者倫理，（A-3）芸術・保健体育・徳育 

（B）デザイン能力 （B-1）計画能力，（B-2）実践能力 

（C）コミュニケーション能力 （C-1）日本語，（C-2）外国語 

（D）専門知識・能力  

（D-1）数学，自然科学，（D-2）基礎工学，（D-3）専門分野を含む学際分野，（D-4）専門分野， 

（D-5）異なる分野の理解と複合 

（E）情報技術 

このうち，（A-1），（A-3），（C-1），（C-2），及び（D-1）は各学科に共通の学習・教育目標である。 

本校の目的に沿って，準学士課程では基礎を重視し，基礎的知識及びそれを応用する能力の取得を具体的な目

標とし，専攻科課程では専門分野のより高度な知識の取得及び他の分野を理解しそれを複合する能力を取得す

ること目標としている。詳しい内容は学生便覧等に明示している。 
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Ⅲ 基準ごとの自己評価 

 

基準１ 高等専門学校の目的 

（１）観点ごとの分析 

観点１－１－①： 高等専門学校の目的が，それぞれの学校の個性や特色に応じて明確に定められ，

その内容が，学校教育法第115条に規定された，高等専門学校一般に求められる

目的に適合するものであるか。また，学科及び専攻科ごとの目的も明確に定めら

れているか。 

（観点に係る状況） 

 本校では，昭和38年の創設時に学校の目的を定め，学則（資料１－１－①－１）に掲げた。平成７

年には専攻科の目的を定め，学則（資料１－１－①－２）に掲げた。この目的は現在に至るまで一貫

している。 

資料１－１－①－１ 

「本校の目的」 

第１章 総則 

（目的） 

第 1 条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）は，教育基本法の精神にのっとり，及び学校教育法に基

づき，深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を養い，有為の人材を育成することを目的とする。 

（出典 岐阜工業高等専門学校学則） 

 

資料１－１－①－２ 

「専攻科の目的」 

第８章 専攻科 

（設置） 

第 37 条 本校に専攻科を置く。 

（目的） 

第 38 条 専攻科は，高等専門学校の基礎の上に，精深な程度において工業に関する高度な専門的知識及び技術を教

授し，その研究を指導することを目的とする。 

（出典 岐阜工業高等専門学校学則） 

 

平成 15 年には，創立 40 周年を機に新たな教育の基本方針（資料１－１－①－３），教育理念（資

料１－１－①－４），及び養成すべき人材像（資料１－１－①－５）を定めた。 

 

資料１－１－①－３ 

「教育の基本方針」 

本校への多様な役割が期待される中にあって，高等学校や大学とは異なる高等専門学校本来の魅力を一層高める

という使命に燃え，日本の産業構造の国際化ならびに高度化に伴う急速な変化に柔軟に対応できる学力や創造力に

加えて，環境に配慮した人間性豊かで倫理観を備えた技術者を育成するということが本校の教育方針であります。

教育理念，教育目標及びその具体的な内容は不断に改善し，計画的に教育・研究活動を実行しています。より具体

的には，以下に示すような「教育理念」，「養成すべき人材像」及び「教育目標」を高く掲げ，教職員はその目標

に向かって努力します。 

（出典 学生便覧） 

 

資料１－１－①－４ 

「教育理念」 

（１）科学技術に夢を託し，人類愛と郷土愛に目覚めること。 

（２）国際性豊かで世界に羽ばたく気概を持つこと。 

（３）情報化社会の最前線で活動すること。 

（出典 学生便覧） 
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資料１－１－①－５ 

養成すべき人材像 

科学技術に夢を託し，人類愛に目覚め国際性豊かで情報化社会の最前線で活躍する技術者 

（出典 学生便覧） 

 

準学士課程及び専攻科課程の教育目標を，資料１－１－①－６及び資料１－１－①－７に示した。 

資料１－１－①－６ 

「教育目標」（準学士課程） 

（１） 広い視野を持ち，自立心と向上心に富み，教養豊かで心身ともに健康な技術者の育成 

（２） 基礎学力を身につけ，創造力，応用力，実践力を備えた技術者の育成 

（３） 国際コミュニケーション能力と先端情報技術を駆使する能力を備えた技術者の育成 

（４） 工学技術についての倫理観を有した技術者の育成 

（５） 教育研究活動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成 

（出典 学生便覧） 

 

資料１－１－①－７ 
「教育目標」（専攻科課程） 

（１）得意とする専門分野をさらに深めるとともに，異分野を理解し複数の分野にまたがった思考力を備えた技術

者の育成 

（２）社会の要求するテーマを創造的に調査・企画・設計・計画し，継続的に解析・実行・改善できる問題解決能

力を備えた技術者の育成 

（３）的確な日本語と国際的に通用するコミュニケーション能力を備えた技術者の育成 

（４）先端情報技術を駆使して専門分野のプログラムを構築する能力を備えた技術者の育成 

（５）多様でグローバルな視点の倫理的判断ができ，技術者の社会的責任を理解して地域貢献できる技術者の育成 

（出典 学生便覧） 

 

 各学科と専攻科で養成すべき学力及び資質・能力等の具体的な学習・教育目標を（A）倫理，（B）

デザイン能力，（C）コミュニケーション能力，（D）専門知識・能力，（E）情報技術に分類し，卒

業生・修了生全員が達成すべき内容として定めた。 教育目標と，具体的な学習・教育目標の分類と

の対応を資料１－１－①－８及び９に示す。 
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専攻科課程の対応を資料１－１－①－９に示す。 

資料１－１－①－９ 

「学校の教育目標，専攻科で養成する学力や資質・能力等の具体的な教育目標の分類及び標語との対応」 

◎は特に関与，○は関与 

        養成する学力や資質・能力等 

          の学習・教育目標の分類 

学校の教育目標 

（専攻科課程） 

（A） 

倫理 

（B） 

デザイン

能力 

（C） 

コミュニ

ケーショ

ン能力 

（D） 

専門知識

・能力 

（E） 

情報技術 

（１）得意とする専門分野をさらに深めるとと

もに，異分野を理解し複数の分野にまたがった

思考力を備えた技術者の育成 

   ◎  

（２）社会の要求するテーマを創造的に調査・

企画・設計・計画し，継続的に解析・実行・改

善できる問題解決能力を備えた技術者の育成 

 ◎    

（３）的確な日本語と国際的に通用するコミュ

ニケーション能力を備えた技術者の育成   ◎   

（４）先端情報技術を駆使して専門分野のプロ

グラムを構築する能力を備えた技術者の育成     ◎ 

（５）多様でグローバルな視点の倫理的判断が

でき，技術者の社会的責任を理解して地域貢献

できる技術者の育成 

◎     

標語（校長，教務） 
広い教養 

ものづく

り 
英語 深い専門 IT 

（出典 学生便覧） 

 

資料１－１－①－８ 

「学校の教育目標，各学科で養成する学力や資質・能力等の具体的な学習・教育目標の分類及び標語との対応」 

◎は特に関与，○は関与 

     養成する学力や資質・能力等 

       の学習・教育目標の分類 

学校の教育目標 

（準学士課程） 

（A） 

倫理 

（B） 

デザイン

能力 

（C） 

コミュニ

ケーショ

ン能力 

（D） 

専門知識

・能力 

（E） 

情報技術 

（１） 広い視野を持ち，自立心と向上心に富

み，教養豊かで心身ともに健康な技術者の

育成 

◎ ○    

（２） 基礎学力を身につけ，創造力，応用

力，実践力を備えた技術者の育成  ◎  ◎  

（３） 国際コミュニケーション能力と先端情

報技術を駆使する能力を備えた技術者の育

成 

  ◎  ◎ 

（４） 工学技術についての倫理観を有した技

術者の育成 ◎     

（５） 教育研究活動を通じて社会へ貢献でき

る技術者の育成 ○ ◎  ◎  

標語 広い教養 
ものづく

り 
英語 深い専門 IT 

 

（出典 学生便覧） 
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養成すべき人材像及び学力・資質・能力等の具体的な教育目標を資料１－１－①－10～16 に示す。 

資料１－１－①－10 

「養成すべき人材像及び学力・資質・能力」 

一般科目(人文)で養成する人材像 

今の時代が求めるものは，ひとつには専門的な知識と技術に精通した高度な専門性であり，ひとつには国際事情

と人類の歴史についての該博な知識，そして確固とした倫理観に基づく高い見識である。またそれを獲得し伝達す

るためにコミュニケートしようとする意欲と能力である。技術，情報，知識を操るのは人間であり，人間的基盤の

健全な育成のため教養的かつ実践的な教育に一般科目(人文)は取り組んでいる。 

以上に基づき，一般科目(人文)では，以下に示す「養成すべき人材像」を掲げている。 

一般科目（人文）養成すべき人材像 

・人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を考えることができる広い視野と倫

理観を持った人材 

・日本語で十分に受容・発信できるだけでなく，外国語でも異文化に偏見を持つことなく受容・発信でき，獲得し

た広い視野，高い見識，倫理観を実社会で活かすことができる人材 

 

一般科目(自然)で養成する人材像 

人間に役立つ工学を活用し発展させるには工学の基礎となる物理・化学分野の自然法則を理解し，科学的な考え

方を養うことが大切である。数学は自然法則を適切に表現するために必要不可欠な手段であるから，その手法や考

え方を十分に学習しなければならない。 

現代社会で科学技術の成果を利用しながら人間らしい健康な生活を送るためには，保健の知識を修得する必要が

あり，また，体育の心身に与える効用を体験的に理解しなければならない。 

以上に基づき一般科目（自然）では以下に示す「養成すべき人材像」を掲げている 

一般科目（自然）で養成すべき人材像 

・数学・物理・化学の基礎的な知識をもち，専門分野にそれを応用する能力のある人材 

・心身の健康についての知識を持ち，健康的な生活を送ることができる人材 

 

一般科目で養成する学力及び資質・能力等の具体的な学習・教育目標 

・人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を捉える倫理観の基礎を身につけ

る。 

・心身ともに健康な技術者たるために，健康管理能力および体力を身につけるとともに，芸術の鑑賞力，協調性，

創造力，想像力などを培い，心のゆとりを育て，生活を豊かにする。 

・日本語で記述，発表，討論する能力の基礎を身につける。 

・英語，ドイツ語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

・数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。 

以上の学習・教育目標は準学士課程の各専門学科に共通のものである。 

（出典 学生便覧） 

 

人間としての倫理，芸術・保健体育に関する能力，コミュニケーション能力，数学・自然科学の基

礎知識及びそれを用いた問題解決能力は一般科目で対応し準学士課程のすべての学科に共通である。 

 

資料１－１－①－11 

機械工学科で養成する人材像及び学習・教育目標 

機械工学は｢ものづくり｣技術の根幹を成す学際領域である。｢ものづくり｣は機械製品の立案計画段階である

（１）機械設計と，これに続いた製品を具現化する段階である（２）機械製作の２段階により構成される。機械設

計は，機械技術者の叡智と経験とを集約・統合することによって，はじめて実現される創造的な営みの発露であ

る。機械技術者をめざす学生は，機械設計技術の基盤である数学，物理，及び情報技術等を修得することが不可欠

である。さらに，これらの科学技術を基礎として，機械設計技術に直結した｢材料力学｣，｢流体力学｣，｢熱力学｣，

及び｢機械力学｣を中心とした力学関連教科目を修得しなければならない。 

機械製作は，機械設計技術者により考案された製品のイメージを，実際の製品として具現化する崇高な創造的プ

ロセスである。機械技術者は①経済性，②品質，③工期，あるいは④環境保全・安全についての所定の制約条件下

で，最適な加工条件を見出し実現する重責を担っている。機械技術者をめざす学生は，生産機械操作についての実

践的能力のみならず，生産技術に深い関わりのある｢機械工作法｣，｢計測工学｣，｢制御工学｣，及び｢システム工学｣

等の教科目を修得しなければならない。 

一方，｢ものづくり｣を効率的に遂行するために，機械技術者は，道具としての IT 技術を修得することが必要で

ある。また，国内外の｢ものづくりチーム｣の一員として活躍するためには，｢コミュニケーション能力｣，及び｢倫

理観に基づく社交性｣が求められ，機械技術者をめざす学生にはこれらの能力を滋養することが期待されている。 

以上に基づき，機械工学科準学士課程では，以下に示す「養成すべき人材像」及び「学習・教育目標」を掲げて 
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いる。 

 

機械工学科で養成すべき人材像 

国際社会において機械技術者として活躍するための基礎学力を有し，社会情勢の急激な変化に柔軟に対処できる

情報処理能力と情報解析能力を備えた人材 

 

機械工学科の学習・教育目標 

（A）倫理を身につける。 

（Ａ－１）人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を捉える倫理観の基礎を身

につける。 

（Ａ－２）機械技術が地球環境に及ぼす影響等に責任を自覚する機械技術者としての倫理観の基礎を身につけ

る。 
（Ａ－３）心身ともに健康な技術者たるために，健康管理能力および体力を身につけるとともに，芸術の鑑賞力，

協調性，創造力，想像力などを培い，心のゆとりを育て，生活を豊かにする。 

（B）デザイン能力の基礎を身につける。 

（Ｂ－１）機械技術上の問題点や新たな課題を理解し，豊かな発想で自発的に問題を解決するための計画を立てる

能力の基礎を身につける。 

（Ｂ－２）機械工学の基礎知識を活用し，着実に計画を継続して解析・実行し，得られた成果を論文にまとめる総

合的なデザイン能力の基礎を身につける。 

（C)コミュニケーション能力を身につける。 

（Ｃ－１）日本語で記述，発表，討論する能力の基礎を身につける。 

（Ｃ－２）英語，ドイツ語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

（D）機械工学とその基礎となる学際分野，及びその周辺の境界学際分野の知識・能力の基礎を身につける。 

（Ｄ－１）数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。 

（Ｄ－２）基礎工学（設計・システム，情報・論理，材料，力学）の基礎知識と能力を身につける。 

（Ｄ－３）機械工学のうち，その周辺学際分野にも共通な分野（環境，創生，エネルギー，計測・制御，安全等）

の知識と能力を身につける。 

（Ｄ－４）機械設計技術者としての基礎知識を身につけ，この深度化と体系化を図るため次の４つの能力を修得す

る。 

（1）強度が保証され安全に利用することができる機械を設計するための材料の力学に関する能力 

（2）空気あるいは液体などの流体の力学的挙動を把握し，これを機械設計に適用する能力 

（3）機械の動力，あるいは利用効率に関わる物質の熱的な挙動を力学的に評価し，これを機械設計に適用する能

力 

（4）機械の運動，あるいは振動についての力学的挙動を理解し，これを機械設計に適用する能力 

（Ｄ－５）機械工学とは異なる技術分野にも興味を持ち，これらと機械工学の知識とを複合する能力の基礎を養

う。 

（E）情報技術を身につける。 

情報機器を使いこなし，情報処理システムのプランを構築する能力の基礎を身につける。 

（出典 学生便覧） 

 

 

資料１－１－①－12 

電気情報工学科で養成する人材像及び学習・教育目標 

電気情報工学科では，近年の急速な電気・電子・情報技術の進展や今後の各種技術革新にも対応でき，国際性や

倫理観を有する技術者を養成するため，情報化社会の基盤をなす電気・電子・情報の各分野についての基礎的な技

術と知識を身に付け，高度細分化した専門技術や知識の自立的な修得を可能とする教育を目指している。本学科で

はこの目標を効率的に達成するため，学生の資質に応じた教育を可能とする，コース別カリキュラムを四年次より

導入している。電気電子工学コースと情報工学コースに分かれた教育カリキュラムにより，専門的技術と知識の効

率的な修得を可能とし，電気・電子・情報の各分野における基礎知識と技術をバランス良く身につけると共に，社

会の要求に応えることのできる高度な専門技術と知識を修得した技術者の養成を目指している。 

以上に基づき，電気情報工学科では本校ＪＡＢＥＥプログラムと対応して以下に示す「養成すべき人材像」及び

「学習・教育目標」を掲げている。 

 

電気情報工学科で養成すべき人材像 

電気・電子・情報の各分野における基礎知識と技術をバランス良く身につけると共に，社会の要求に応え高度な

専門技術と知識を修得していける能力を身につけた技術者 

 

電気情報工学科の学習・教育目標 
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(A)倫理を身につける。 

(A-1) 人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を捉える倫理観の基礎を身につ

ける。 

(A-2)電気・電子・情報技術が地球環境に及ぼす影響等を自覚する技術者としての倫理観の基礎を身につける。 

(A-3) 心身ともに健康な技術者たるために，健康管理能力および体力を身につけるとともに，芸術の鑑賞力，協調

性，創造力，想像力などを培い，心のゆとりを育て，生活を豊かにする。 

(B)デザイン能力を身につける。 

(B-1)電気・電子・情報に関係する技術上の問題点や新たな課題を理解し，豊かな発想で問題を解決していくため

の計画を立てる能力を身につける。 

(B-2)電気・電子・情報工学の基礎知識を活用して計画を実行し，得られた成果を解析して論文にまとめていく総

合的なデザイン能力を身につける。 

(C)コミュニケーション能力を身につける。 

(C-1)日本語で記述，発表，討論する能力の基礎を身につける。 

(C-2)英語，ドイツ語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

(D)電気・電子・情報工学とその基礎となる学際分野及びその周辺の境界学際分野の，知識・能力の基礎を身につ

ける。 

(D-1)数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。 

(D-2)設計・システム・情報・論理・材料・力学等，工学技術の基礎知識とその応用能力を身につける。 

(D-3)電気・電子・情報工学の周辺学際分野の共通分野（環境，エネルギー，計測・制御，創生，安全等）の基礎

知識とその応用能力を身につける。 

(D-4)電気電子コース・情報コースにて，両コースに共通する基礎知識をバランス良く身につけるとともに，社会

の要求に応え高度な専門技術と知識を修得していける能力を身につける。 

(1) 電気・電子・情報工学の基礎となる主要な知識を身につけ，その応用能力を身につける。 

(2) 電気電子コースでは，電気・電子工学分野の基礎知識を身につけ，応用的な専門技術や知識を自立的に修得し

ていける能力を身につける。 

(3) 情報コースでは，電子・情報工学分野の基礎知識を身につけ，応用的な専門技術や知識を自立的に修得してい

ける能力を身につける。 

(E)情報技術を身につける。 

(E-1)情報機器を使いこなし，専門分野で必要とされるプログラミングなど，情報処理システムを用いた企画・構

築・表現化の基礎知識と能力を身につける。 

（出典 学生便覧） 

 

資料１－１－①－13 

電子制御工学科で養成する人材像及び学習・教育目標 

近年における電子制御技術の進歩に代表される各種技術に柔軟に対応できる技術者の育成を目的とし，電子制御

技術の高度化や専門細分化の進化に伴う時代の流れを適切にとらえ，その基礎となる基礎技術の習得ならびに，そ

の応用展開としての電子制御システムの運用に実践的に関わることができる学生を育てることを教育目標とする。

そのため，電気・電子，情報・制御，機械関連技術を統一的見地から総合的に駆使して，将来において，より高度

で環境に配慮した知的システムを創造的に構築し展開できる人材を育成することが，電子制御工学科の社会的役割

である。 

以上に基づき，電子制御工学科では，以下に示す「養成すべき人材像」及び「学習・教育目標」を掲げている。 

 

電子制御工学科で養成すべき人材像 

 電気・電子，情報・制御，機械関連の基礎知識と考え方を身につけ，国際化する高度情報化社会の要求に応え，

電子制御・情報制御技術を基礎として，創造的な技術改良・技術開発ができる能力を身につけた技術者。 

 

電子制御工学科の学習・教育目標 

（A） 倫理を身につける。 

（Ａ－１）人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を捉える倫理観の基礎を身

につける。 

（Ａ－２）電子制御技術が地球環境に及ぼす影響等に責任を自覚する技術者としての倫理を身につける。 

（Ａ－３）心身ともに健康な技術者たるために，健康管理能力および体力を身につけるとともに，芸術の鑑賞力，

協調性，創造力，想像力などを培い，心のゆとりを育て，生活を豊かにする。 

（B） デザイン能力を身につける。 

（Ｂ－１）電気・電子，情報・制御，機械に関係する技術上の問題点や新たな課題を理解し，豊かな発想で自発的

に問題を解決するための計画を立てる能力を身につける。 

（Ｂ－２）電気・電子，情報・制御，機械の基礎知識を活用し，着実に計画を継続して解析・実行し，得られた成

果を論文にまとめる総合的なデザイン能力を身につける。 

（C) コミュニケーション能力を身につける。 
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（Ｃ－１）日本語で記述，発表，討論する能力の基礎を身につける。 

（Ｃ－２）英語，ドイツ語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

（D） 電子制御工学とその基礎となる学際分野，及びその周辺の境界学際分野の知識・能力を身につける。 

（Ｄ－１）数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。 

（Ｄ－２）設計・システム・情報・論理・材料・力学等，工学技術の基礎知識と応用能力を身につける。 

（Ｄ－３）電子制御工学の周辺学際分野にも共通な分野（環境，エネルギー，計測・制御，創生，安全等）の知識

と応用能力を身につける。 

（Ｄ－４）電子制御工学の専門分野における基礎知識を身につけ，それを活用して電子制御システムを運用できる

能力や，社会の要求に応じて専門知識と技術を修得していける能力を養う。 

(1)電気・電子工学を基礎とした電子制御工学分野に関する基礎知識と考え方を身につける。 

(2)制御・情報，機械を基礎とした電子制御工学分野に関する基礎知識と考え方を身につける。 

（E） 情報技術を身につける。 

情報機器を使って，専門分野で必要とされるプログラミングなど，情報処理システムを用いた企画・構築・表現

化などを行うための基礎知識と能力を身につける。 

（出典 学生便覧） 

 

資料１－１－①－14 

環境都市工学科で養成する人材像および学習教育目標 

「社会基盤」と呼ばれるモノ，それは例えば，車で走る，電気がつく，水を飲むといった当たり前の生活環境を

支えているモノであり，通信・物流・輸送といった安全かつ円滑な社会活動を支えるためのモノであり，なにより

自然災害から国土を守るためのモノである。これらはすべて我々にとって必要不可欠な存在であり，どのような世

の中になっても決して無くなるものではない。そして，これらを実現する仕組みづくりが「社会基盤整備」なので

ある。 

わが国の世界に冠たる社会基盤整備技術は，日本はもとより，人類の発展に大きく貢献しているが，今後はさら

に環境容量の配慮が最重要課題となる。人類が持続的な発展をしていくためには，自然と共生した社会基盤の整備

や地域の歴史や文化と調和のとれた創造的な都市づくりを実現できる技術者の養成が望まれている。 

以上に基づき，環境都市工学科では，以下に示す「養成すべき人材像」及び「学習・教育目標」を掲げている。 

 

環境都市工学科で養成すべき人材像 

人類が自然災害から国土を守り快適で安全な生活を支えるための社会基盤の整備と，自然と共生・調和し環境負

荷の低減を考慮した「循環型の都市づくり」の創造に関する基本的な知識・考え方を理解し，人類の持続的発展を

支える社会基盤整備を積極的に推進できる能力を身につけている技術者 

 

環境都市工学科の学習・教育目標 

（A）倫理を身につける。 

（A－1）人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を捉える倫理観の基礎を身に

つける。 

（A―2）環境都市工学にたずさわる技術者にとっての倫理の必要性を認識する。 

（A－3）心身ともに健康な技術者たるために，健康管理能力および体力を身につけるとともに，芸術の鑑賞力，協

調性，創造力，想像力などを培い，心のゆとりを育て，生活を豊かにする。 

（B）デザイン能力を身につける 

（B－1）環境都市工学に関係する技術上の問題点や新たな課題を理解し，自発的に問題を解決するための計画を立

てる能力を身につける。 

（B―2）環境都市工学の基礎知識を活用し，着実に計画を継続して解析・実行し，得られた成果を論文にまとめる

基本的な能力を身につける。 

（C）コミュニケーション能力を身につける 

（C－1）日本語で記述，発表，討論する能力の基礎を身につける。 

（C―2）英語，ドイツ語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

（D）環境都市工学とその基礎となる学際分野，及びその周辺の境界学際分野の知識・能力を身につける。 

（D－1）数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。 

（D―2）設計・システム・情報・論理・材料・力学等，工学技術の基礎知識を身につける。 

（D－3）環境システムデザイン工学の学問共通分野（環境，エネルギー，計測・制御，創生，安全等）の知識と能

力を身につける。 

（D―4）専門分野としての環境都市工学において以下の基本的な知識および考え方を身につける 

（1）人類が自然災害から国土を守り快適で安全な生活を支えるための社会基盤の整備に関する基本的な知識およ

び考え方を身につける。 

（2）自然と共生・調和し環境負荷の低減を考慮した「循環型の都市づくり」の創造に関する基本的な知識および

考え方を身につける。 

（D―5）各自が環境都市工学の主要４分野（構造系，水理系，土質系，計画・環境系）の内，もっとも得意とする
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分野とは異なる分野にも興味を持ち，これらと得意とする分野の知識とを複合する能力の基礎を養う。 

（E）情報技術を身につける 

情報機器を使いこなし，専門分野で必要とされるプログラミングなど，情報処理システムを用いた計画・構築

・表現化の能力を身につける。 

（出典 学生便覧） 

 

資料１－１－①－15 

建築学科で養成する人材像及び学習・教育目標 

建築学科では，人間が社会生活を営む空間を構築するために建築・都市空間の構成技法，環境調整及び構造安全

性に関する技術と教養並びに，それらを総合化する能力を教授することにより，実践的技術者の育成と創造性の涵

養を目標にしています。 

以上に基づき，建築学科では以下に示す「養成すべき人材像」及び「学習・教育目標」を掲げています。 

 

建築学科準学士課程で養成すべき人材像 

人間が社会生活を営む空間を構築するために建築・都市空間の構成技法，環境調整及び構造安全性に関する基礎

的技術と教養を有し，それらを包括的にとらえることのできる技術者。 

 

建築学科で養成すべき学習・教育目標 

（Ａ）倫理を身につける 

（A-1）歴史的な背景・文化を理解し，建設技術に起因する社会問題や環境問題を捉え，人間として，また，技術

者としての倫理観を身につける。 

（A-2）人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重し，地球的規模で社会問題や環境問題を捉

えるという人間としての倫理を身につける。 

（A-3）心身ともに健康な技術者であるために，感性を中心とする認識･表現能力，健康管理および体力を身につけ

る。 

（Ｂ）デザイン能力を身につける 

（B-1）建築に関係する技術上の問題点や新たな課題を理解し，豊かな発想で自発的に問題を解決するための計画

を立てる能力を身につける。 

（B-2）建築学の基礎知識を活用し，分析して成果を論文や設計図面にまとめる総合的なデザイン能力を身につけ

る。 

（Ｃ）コミュニケーション能力を身につける 

（C-1）日本語で記述，発表，討論する能力を身につける。 

（C-2）英語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

（Ｄ）専門知識・能力を身につける 

（Ｄ-1）数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。 

（Ｄ-2）設計・情報・材料・力学等，工学技術の基礎知識と応用能力を身につける。 

（Ｄ-3）建築学の周辺学際分野にも共通な分野（環境，エネルギー，計測，安全等）の知識と応用能力を身につけ

る。 

（Ｄ-4）建築学の専門分野の基礎知識を身につけ，さらに，専門性とその体系化をはかるために，次の分野に必要

とされる能力と技術を修得する。 

(1)建築・都市に関わる社会的・地域的な視点を養い，よりよい生活空間を機能的かつ芸術的観点から計画する

能力と設計に必要な技術 

(2)建築室内および外部空間において，省エネルギーを考慮しつつ適正な環境を保持するための環境要素の予

測，評価，調整の方法と設計に必要な技術 

(3)建築物の内外で安心して社会活動が営めるよう，構造上安全な建築空間ならびに構造形態を計画する能力と

設計に必要な技術 

（Ｅ）情報技術を身につける 

情報機器を使いこなし，表現化して説明できる能力を身につける。 

（出典 学生便覧） 

 

資料１－１－①－16 

専攻科で養成する人材像および学習教育目標 

人類が地球上で持続的に発展していくには，生産に関わる各種資源物質の枯渇の防止と，地球上の生態系に影響

を及ぼす諸物質の拡散防止などへの配慮が欠かせない。このためこれからの「ものづくり」においては，人間の労

働や知的活動を支援し，より快適な社会生活を営むための人工環境を提供する一方で，地球環境の保全や循環型社

会の構築に関する配慮が重要となる。専攻科では，社会生活上必要な各種「機能」とそれを実現する｢もの（機

械，電気・電子機器，建築物，社会基盤）｣，「空間（生活，都市，自然）」，「エネルギー」，「知識・情報」

およびそれらの「制御・管理」などから構成される｢環境システム｣を，地球環境の保全を考慮に入れて構想し，設
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計し，生産する，総合的なデザイン能力を育成することを目的としている。 

以上に基づき，専攻科では，以下に示す「養成すべき人材像」及び「学習・教育目標」を掲げている。 

 

専攻科で養成すべき人材像 

（電子システム工学専攻） 

より確かな専門知識とそれを応用しながら，資源，エネルギーの有効利用および環境への配慮等を意識し，自然

環境と共生・調和したヒューマンフレンドリーな知的機能システムを開発でき，異分野のシステム・技術を理解し

て，これと自らの分野にまたがるシステムを構築できる技術者 

 

（建設工学専攻） 

得意とする専門分野を深めそれを応用しながら，自然環境と共生・調和した循環型社会の創造や社会生活を営む

空間の構築とそれらを自然災害から守る防御システムの構築等を達成するための発展的思考力を持ち，異分野のシ

ステム・技術を理解して，これと自らの分野にまたがるシステムを構築できる技術者 

 

専攻科の学習・教育目標 

（A）倫理を身につける。 

（A－1）地球的規模で社会問題や環境問題を捉える倫理観を身につける。 

（A－2）科学技術が地球環境に及ぼす影響等に責任を自覚する技術者としての倫理を身につける。 

（B）デザイン能力を身につける 

（B－1）実務上の問題点や新たな課題を理解し，豊かな発想で自発的に問題を解決するための計画を立てる能力を

身につける。 

（B－2）基礎知識を活用し，着実に計画を継続して解析・実行し，得られた成果を論文にまとめる総合的な能力を

身につける。 

（C）コミュニケーション能力を身につける 

（C－1）日本語で記述，発表，討論する能力を身につける。 

（C－2）国際的に通用するコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

（D）専門知識・能力を身につける。 

（D－1）数学・自然科学の高度な知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。 

（D－2）基礎工学（設計・システム，情報・論理，材料・バイオ，力学，社会技術）の高度な知識と能力を身につ

ける。 

（D－3）環境システムデザイン工学の専門共通分野（環境，創生，エネルギー，計測・制御，安全等）の高度な知

識と能力を身につける。 

（D－4）最も得意とする専門分野のより高度な知識と能力を身につける 

（D－5）異なる技術分野を理解し，得意とする専門分野の知識と複合し，人にも地球にも優しい環境システムを開

発する能力を身につける。 

（E）情報技術を身につける 

情報機器を使いこなし，情報処理システムのプランを構築する能力を身につける。 

（出典 学生便覧） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程（資料１－１－①－１）と専攻科課程（資料１－１－①－２）の目的は，それぞれ独立

して学則に明確に定められている。準学士課程の目的は，学校教育法第115条に規定された「深く専

門の学芸を教授し，職業に必要な能力…」の表現に則している。併せて，これに叶う「有為の人材を

育成する」ことを使命としている。また，専攻科課程の目的は，準学士課程の目的を基礎として，こ

れを深度化・高度化する趣旨で「高等専門学校の基礎の上に，精深な程度において工業に関する高度

な専門的知識云々」の表現としている。さらに，学科及び専攻科ごとの具体的な人材像及び学習・教

育目標が定められている。（１－１－①－10～16） 

以上のように，学校教育法に規定され，かつ高等専門学校一般に求められる目的に合致した目的が

定められている。また，学科及び専攻科ごとの目的も明確に定められている。 

 

観点１－２－①： 目的が，学校の構成員（教職員及び学生）に周知されているか。 

（観点に係る状況）  
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 教育目的，教育方針等を学生便覧に明記し教職員に配布している。また，年度当初の教員会議で，

教務主事の資料として，「教育理念」，「養成すべき人材像」，及び「教育目標」を記載した資料

（資料１－２－① - 1）を基に説明している。また，これと同じ資料を年度初めの学級担任会議で配

布し，各教室に掲示するとともに学級担任から学生に説明している。なお、本校JABEEプログラムの

学習・教育目標については、各科専攻科委員から学生に説明している（資料１－２－① - ２）。ま

た，学生が毎朝通る学生用入口には，教育目標と教育理念をパネルで掲示している。（資料１－２－

① －３） 

 

資料１－２－①－１ 

平成 24 年度 第１回教員会議資料 

岐阜工業高等専門学校の教育目標について 

１．教育理念 

（１）科学技術に夢を託し，人類愛と郷土愛に目覚めること．  

（２）国際性豊かで世界に羽ばたく気概を持つこと．  

（３）情報化社会の最前線で活動すること． 

 

２．養成すべき人材像  

科学技術に夢を託し，人類愛に目覚め国際性豊かで情報化社会の最前線で活躍する技術者 

 

３．教育目標 

（１）広い視野を持ち，自立心と向上心に富み，教養豊かで心身ともに健康な技術者の育成  

（２）基礎学力を身に付け，創造力，応用力，実践力を備えた技術者の育成  

（３）国際コミュニケーション能力と先端情報技術を駆使する能力を備えた技術者の育成  

（４）工学技術についての倫理観を有した技術者の育成  

（５）教育研究活動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成 

 

４．各学科で養成する学力及び資質・能力等の具体的な学習・教育目標 

 

各学科の学習・教育目標の分類 学校の標語 

（Ａ）倫理 広い教養 

（Ｂ）デザイン能力 ものづくり 

（Ｃ）コミュニケーション能力 国際化 

（Ｄ）専門知識・能力 深い専門 

（Ｅ）情報技術 ＩＴ 

各学科の具体的な学習・教育目標は，上記の分類に従って，学科別に示される． 

（出典 平成 24 年度第１回教員会議資料 教務報告） 

 

資料１－２－① －２ 

平成 24 年度第１回学級担任会議資料抜粋 

教務関係 

１：学級担任の手引き 

 

２：平成 24 年度の教育目標等について 

① 本校の教育目的・目標について 

内容（JABEE 関係の項目５を除く）を説明し，教室に掲示して周知してください． 

② 「環境システムデザイン工学」教育プログラムの学習・教育目標について 

例年，各学科の専攻科委員が，本科４年以上の学級で関連の掲示をされて学生への説明をされます． 

 

３：平成 24 年度の学校行事（研修）について 

     （省略） 

 

（出典 平成 24 年度第１回学級担任会議資料 教務報告） 
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（資料１－２－①－３） 

 

（出典 学生昇降口のパネル 教育目標と教育理念） 

 

平成 24 年度末に卒業を控えた学生に対して行ったアンケート結果（抜粋）を資料１－２－①－４

に示した。教育目標の認識度は平均して 2.6（５段階評価）であり、学生への周知に対する改善が必

要である。 

資料１－２－①－４ 

5Ｍ 5E 5D 5C 5A 平均 平均(H23)

1 この教育目標を知っていますか？ 3.0 2.4 2.1 3.0 2.9 2.6 3.0

2 （１）の目標はこれでよいと思いますか？ 3.8 4.3 3.5 4.1 3.6 3.8 3.8

3 （２）の目標はこれでよいと思いますか？ 3.8 4.2 3.6 4.1 3.7 3.9 3.8

4 （３）の目標はこれでよいと思いますか？ 3.8 4.2 3.7 4.1 3.8 3.9 3.8

5 （４）の目標はこれでよいと思いますか？ 3.8 4.3 3.6 4.2 3.8 3.9 3.9

6 （５）の目標はこれでよいと思いますか？ 3.8 4.4 3.8 4.2 3.7 4.0 3.5

7 （１）の目標に対して、学校の教育に満足していますか？ 3.6 3.4 3.4 3.7 3.2 3.5 3.4

8 （２）の目標に対して、学校の教育に満足していますか？ 3.8 3.7 3.5 3.7 3.3 3.6 3.2

9 （３）の目標に対して、学校の教育に満足していますか？ 3.3 3.3 3.2 3.2 3.4 3.3 3.1

10 （４）の目標に対して、学校の教育に満足していますか？ 3.7 3.9 3.4 3.8 3.5 3.7 3.4

11 （５）の目標に対して、学校の教育に満足していますか？ 3.7 3.6 3.4 3.8 3.4 3.6 3.3

12 あなたは（１）の目標を達成したと感じていますか？ 3.4 3.2 3.2 3.7 3.2 3.4 3.2

13 あなたは（２）の目標を達成したと感じていますか？ 3.4 3.1 3.2 3.5 3.2 3.3 3.3

14 あなたは（３）の目標を達成したと感じていますか？ 3.1 2.9 2.9 3.2 3.2 3.1 2.8

15 あなたは（４）の目標を達成したと感じていますか？ 3.3 3.4 3.0 3.5 3.3 3.3 3.3

16 あなたは（５）の目標を達成したと感じていますか？ 3.4 3.4 2.9 3.6 3.4 3.3 3.2

分析

準学士課程の教育目標

点検評価・フォローアップ委員会

平成24年度　教育目標（準学士課程）に関するアンケート

　本校の教育の改善等のために、卒業時に教育目標（準学士課程）に関するアンケートを実施した。その結果を下記に示す。
５段階評価で５が最上である。

（１）広い視野を持ち，自立心と向上心に富み，教養豊かで心身ともに健康な技術者の育成
（２）基礎学力を身に付け，創造力，応用力，実践力を備えた技術者の育成
（３）国際コミュニケーション能力と先端情報技術を駆使する能力を備えた技術者の育成
（４）工学技術についての倫理観を有した技術者の育成
（５）教育研究活動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成

　昨年度の同調査よりも概ね平均値は上回っているが，教育目標の周知のみ値が下がった．教育目標に対する周知を重ねて実施する必要がある。
（３）の目標についても，昨年度より，若干，値は上がっているが，依然として学校の教育に対する満足度も達成度もともに低い傾向が続く。次年度の改善等の参
考とする。  

（出典 点検評価・フォローアップ委員会資料） 
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 教職員の教育目標等の理解度を調査するため，点検評価・フォローアップ委員会が実施したアンケ

ートの結果を資料１－２－１－⑤に示した。１．教育理念，２．養成すべき人材像，３．教育目標，

４．各学科で養成する学力及び資質・能力等の具体的な学習・教育目標，５．環境システムデザイン

工学教育プログラムの学習・教育目標，及び６．アドミッション・ポリシーの６項目について，調査

を実施した結果である。項目により，ばらつきはあるものの，これら６項目の認識度は５段階評価で，

3.1～3.7 の範囲であった。 

 

資料１－２－①－５ 
本校教育目標等の理解度に関するアンケート集計結果と点検・評価 2012.10.3

点検評価・フォローアップ委員会

人文 自然 Ｍ Ｅ Ｄ Ｃ Ａ 教員平均 総務 学生 企画 技術 職員平均 非常勤 平均
10/10 9/9 11/12 12/12 8/12 11/12 7/11 68/78 24/26 14/15 7/7 13/13 58/61 21/40 147/179

１．教育理念について 4.2 3.4 3.7 3.9 4.0 3.9 4.3 3.9 3.1 3.0 4.0 3.0 3.3 3.3 3.7

２．養成すべき人材像について 4.1 3.3 3.9 3.8 3.9 3.9 4.4 3.9 3.0 3.1 3.7 3.2 3.2 3.2 3.6

３．教育目標について 3.9 3.4 3.5 3.7 4.0 3.8 4.1 3.8 3.0 2.9 3.4 3.0 3.1 3.3 3.5

４．各学科で養成する学力及び資質・能力等の
具体的な学習・教育目標について

3.7 3.0 3.5 3.8 4.0 4.0 4.3 3.8 2.4 2.5 3.0 3.2 2.8 2.9 3.4

５．環境システムデザイン工学教育プログラムの
学習・教育目標について

3.6 2.6 3.3 3.7 4.0 3.7 3.7 3.5 2.2 2.6 2.7 2.4 2.5 2.4 3.1

６．アドミッションポリシーについて 3.4 3.1 3.6 3.6 3.9 3.6 3.4 3.5 2.8 3.1 3.0 2.8 2.9 2.5 3.2

回答率 87% 95% 53% 82%

総括

　将来計画委員会内の自己点検・評価検討ＷＧから、『教育目標等の理解度』について自己点検を行うように指示があり、点検評価・フォローアッ
プ委員会内の自己点検・評価実施ＷＧにおいて、教育目標等に対する教職員や非常勤講師の意識調査等を行い、点検評価した結果を記す。
　本点検・評価の目的は、教育目標等が教職員（非常勤講師を含む）に周知され，理解されているかどうかを分析，検証することにある。尚、評価
は5段階評価とし、下記の基準とした。

評価基準：５段階評価（　　５：よく知っている，　４:だいたい知っている，　３：何とか知っている，　２：あまり知らない，　１：全く知らない　　）

　全体として，教育理念，養成すべき人材像，教育目標，各学科での学習・教育目標はよく理解されていると思われる。専攻科課程の学習を含む
「環境システムデザイン工学教育プログラム（JABEEプログラム）」の学習・教育目標については，全体として何とか知っている程度であるが，教員
の評価だけでみると，おおむね理解されていることがわかる。
　学生の受入れ方針（アドミッションポリシー）についても，全体として何とか知っているという状況であるが，教員自体はおおむね理解されてい
る。
　懸念される点として，非常勤講師には各学科での学習・教育目標やJABEEプログラムの学習・教育目標が十分に理解されておらず，教務及び各学科
のサポート教員の連携によって理解度を向上させる工夫が必要であると思われる。  

（出典 点検評価・フォローアップ委員会資料） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校の教育理念，養成すべき人材像，教育目標，養成する学力及び資質・能力等の具体的な学習・

教育目標，及びアドミッション・ポリシーの各項目が，各種の会議で周知され，各種の掲示ツールに

も掲示されている。また，教職員及び学生に対して実施されたアンケート調査において，教育目標の

認識度については、教職員は概ね周知されているものの学生の認識度はやや劣っており、また学習・

教育目標の認識度については、職員及び非常勤講師の認識度がやや劣っており，改善が必要である。 

 

観点１－２－②： 目的が，社会に広く公表されているか。 

（観点に係る状況）  

ウェブを利用し，教育目標等を社会に公表している（資料１－２－②－１）。入試の広報誌である

「学校案内（資料１－２－②－２）」には，教育理念を掲載し，本校主催の学校説明会，各中学主催

の進路説明会，教育後援会工場見学会，岐阜高専一日入学，及び本校教員による中学校訪問等の機会

に説明している。学校説明会で配布する「入学者募集要項（資料１－２－②－３）」には本校の目的，

及びアドミッション・ポリシーを記載し，広く公開している。また，教育目標等を掲載した「学校要
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覧（資料１－２－②－４）」を近隣の高等教育機関，教育委員会，産官学連携関係企業，中学校等に

配布している。配布部数に関わる状況を資料１－２－②－５に示した。 

 

資料１－２－②－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 岐阜高専ホームページ） 
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資料１－２－②－２ 

 

 

（出典 平成 24 年度学校案内） 
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資料１－２－②－３ 

２ 岐阜工業高等専門学校の概要 

l. 創立昭和 38 年 4 月 1 日 

2. 目的教育基本法の精神にのっとり，及び学校教育法に基づき，深く専門の学芸を教授し職業に必要な能力を

養い，有為の人材を育成することを目的とします。 

3. 修学年限 5 年 

4. 学科及び入学定員 

機械工学科 40 名  電気情報工学科 40  名電子制御工学科 40 名 

環境都市工学科 40 名  建築学科 40 名 

３ 学生受け入れ方針(アドミッション・ポリシー) 

岐阜工業高等専門学校は， 

・科学技術に夢を託し，人類愛と郷土愛に目覚めること 

・国際性豊かで世界に羽ばたく気概を持つこと 

・情報化社会の最前線で活動すること 

を教育理念とし，本科 5 年間と専攻科 2 年間にわたって，一貫した教育課程のもとで，人間性豊かな倫理観

を備えた技術者の育成を目指します。 

 
 

 
 

（出典 平成 25 年度入学者募集要項の抜粋） 
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資料１－２－②－４ 

 

 
 

（出典 平成 24 年度 学校要覧抜粋） 

 

資料１－２－②－５ 

平成２５年度入学者募集要項等配布内訳 

１ 配布先：583 校    詳細は別紙のとおり 

  岐阜県：187 校，滋賀県：101 校，愛知県：208 校 小計 496 校 

  三重県：42 校，長野県：45 校          小計  87 校 

２ 各中学校への配布部数 

冊子名称 岐阜県、滋賀県及び愛知県 その他（三重県、長野県） 

平成 24 年度入学者募集要項 ３部 ２部 

学 校 案 内 2011 版 ５部 ５部 

岐阜高専ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽのご案内 ２部 ２部 

岐阜高専学校説明会 ２部 ２部 

公開講座パンフレット 別紙送付先一覧のとおり（各１部×160

校） 
－ 

キラキラ高専ガールになろう！ １部 １部 
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高専ロボコン 
別紙送付先一覧のとおり（各３部×258

校） 
－ 

 

 発行部数 配布部数（西濃印刷から送付する部数） 残り納品部数 

募集要項 4,000 496×3＋87×2= 1,662 1,662 2,338 

学校案内 11,000 583×5= 2,915 2,915 8,085 

ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ 40,000 583×2=1,166 1,166 38,834 

学校説明会 － 583×2=1,166 1,166 － 

公開講座 － 160×1=160 160 － 

ｷﾗｷﾗ高専ｶﾞｰﾙ － 583×1=583 583 － 

高専ﾛﾎﾞｺﾝ － 258×3=774 774 － 

 

教務主事 殿 

 いつもお世話になっております。 

 学生課の●●です。 

 ご依頼のありましたことについて、送付先については添付ファイルのとおりです。 

 配布先についてはおおよそ以下のとおりとなりますので、よろしくお願いいたします。 

＊平成２４年度実績 

＜学校案内＞ 

 進路説明会     3,738 部 

 ＰＴＡ訪問      165 部 

 個別学校見学      32 部 

 出前授業       739 部 

 学校説明会       767 部 

 オープンキャンパス  709 部 

 中学校訪問      277 部  

 塾関係         110 部 

 一日入学              479 部 

 その他（高専祭等）  1049 部        計  8065 部 

＜募集要項＞ 

 ＰＴＡ訪問       50 部 

 個別学校見学      5 部 

 学校説明会      480 部 

 オープンキャンパス  450 部 

 中学校訪問      266 部 

 塾関係         51 部 

 一日入学       370 部 

 その他（高専祭等）  540 部        計  2329 部 

（出典 学生課資料） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校の目的を広く社会に公表する手段として，本校のWeb，入試広報誌の「学校案内2012」，入学

者募集要項，及び学校要覧など，各種の手段を用いている。特に学校案内については，8000部以上を

配布しており，本校の目的を量的にも広く社会に公表している。総じて，本校の目的を広く社会に公

表していると言える。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

 各学科では，それぞれの学科の使命に適した「養成すべき人材像」と教育目標を定め，学校全体の

（Ａ）～（Ｅ）の５項目の教育目標をブレークダウンし，養成すべき人材像の育成をより具現化しや

すくしている。 

（改善を要する点）  
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 教育目標等の周知については，学生及び非常勤講師への周知度が比較的低い。 

 

（３）基準１の自己評価の概要 

本校の目的は学則に明確に定められており，この内容は，本校創立当時から，学校教育法に規定さ

れた目的に適合するものである。また，学科，及び専攻科ごとの目的も項目ごとに詳細，かつ明確に

定められている。これらの目的は学内の教職員や学生に周知されているのみならず，学外向けにも

Webや入試広報関係の多様なツールや機会を通じて，広く社会に公表されている。 
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基準２ 教育組織（実施体制） 

（１）観点ごとの分析 

観点２－１－①： 学科の構成が，教育の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

準学士課程の学科，学級数，入学定員及び履修コースを学則（資料２－１－①－１）に定めている。

準学士課程は，工業界の要請に対応するため，機械工学科，電気情報工学科，電子制御工学科，環境

都市工学科，及び建築学科の５つの学科から構成されている。各学科では，準学士課程で養成する人

材像を受けて（資料２－１－①－２），各学科の学際分野に対応した人材像を設定している（資料２

－１－①－３）。なお，本校のホームページに沿革を掲載しており，学科変遷の推移が掲載されてい

る（資料２－１－①-４）。 

 

資料２－１－①－１ 

第３章 学科，学級数，入学定員及び教職員組織 

（学科，学級数，入学定員及び履修コース） 

第７条 学科，学級数及び入学定員は，次のとおりとする。 

学科 学級数 入学定員 

機械工学科 1 40人 

電気情報工学科 1 40人 

電子制御工学科 1 40人 

環境都市工学科 1 40人 

建築学科 1 40人 

２ 電気情報工学科に，次の履修コースを設ける。 

電気電子工学コース 

情報工学コース 

３ 前項の履修コースの選択，決定方法等については，別に定める。 

４ 校長は，教育上有益と認めるときは，異なる学科の学生をもって学級を編成することができる。 

（出典 岐阜工業高等専門学校 学則） 

 

資料２－１－①－２ 

養成すべき人材像 

科学技術に夢を託し，人類愛に目覚め国際性豊かで情報化社会の最前線で活躍する技術者 

（出典 学生便覧） 

 

資料２－１－①－３ 

 

機械工学科で養成すべき人材像 

国際社会において機械技術者として活躍するための基礎学力を有し，社会情勢の急激な変化に柔軟に対処できる

情報処理能力と情報解析能力を備えた人材 

 

電気情報工学科で養成すべき人材像 

電気・電子・情報の各分野における基礎知識と技術をバランス良く身につけると共に，社会の要求に応え高度な

専門技術と知識を修得していける能力を身につけた技術者 

 

電子制御工学科で養成すべき人材像 

 電気・電子，情報・制御，機械関連の基礎知識と考え方を身につけ，国際化する高度情報化社会の要求に応え，

電子制御・情報制御技術を基礎として，創造的な技術改良・技術開発ができる能力を身につけた技術者。 

 

環境都市工学科で養成すべき人材像 

人類が自然災害から国土を守り快適で安全な生活を支えるための社会基盤の整備と，自然と共生・調和し環境負
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荷の低減を考慮した「循環型の都市づくり」の創造に関する基本的な知識・考え方を理解し，人類の持続的発展を

支える社会基盤整備を積極的に推進できる能力を身につけている技術者。 

 

建築学科で養成すべき人材像 

人間が社会生活を営む空間を構築するために建築・都市空間の構成技法，環境調整及び構造安全性に関する基礎

的技術と教養を有し，それらを包括的にとらえることのできる技術者。 

 

（出典 学校要覧） 

 

資料２－１－①-４ 

本校は産業界の強い要望により，中堅技術者の養成の高等教育機関として，昭和38年４月１日に設置された。設

立時の学科構成は，機械工学科，電気工学科，及び土木工学科の３学科であり，入学定員はそれぞれ40名であっ

た。昭和38年岐阜県各務原市鵜沼中学校の仮校舎で開校式と第１回入学式が挙行され，昭和39年岐阜県本巣郡真正

町の本校舎に移転し，現在に至っている。 

この間，昭和43年度に岐阜県下の高等教育機関として初めてである建築学科（入学定員40名），昭和63年度には電

子制御工学科（入学定員40名）が増設された。 また，平成５年度には土木工学科が環境都市工学科に改組され， 

平成７年度には 電子システム工学専攻と 建設工学専攻の２つの専攻をもつ専攻科が設置された。 平成12年度には

電気工学科が電気情報工学科に改組され，電気電子工学と情報工学の２コース制をとっている。  

現在では５学科・２専攻，学生数1,040名（入学定員）規模の教育・研究機関に発展してきている。 

（出典 岐阜高専 ホームページ） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

機械工学科，電気工学科及び土木工学科を設置し，時代の要請とともに建築学科及び電子制御工学

科を増設した。社会の進歩に見合った教育課程の変革を行うため，土木工学科を環境都市工学科に改 

組した。電気工学の幅広い需用に答え，学生の適正にあった選択を可能にするため，電気工学科を電

気情報工学科に改組し，第４学年に電気電子工学コースと情報工学コースのコース制を導入した（資

料２－１－①－４）。東海地区は，自動車産業，及び航空産業等を中心とした機械系や制御系の技術

者，電気電子工学関係の技術者，あるいはソフトピアに代表されるような情報系のベンチャー企業か

ら要請のある情報技術者養成の要望が高い。また，日本アルプスに代表される治山や，木曾三川に代

表される治水の観点から，環境都市（土木）技術者や建築士等の建設関係技術者への要望も高い。本

校の学科構成は基礎的ではあるが，地域の要望に応えることのできる多様な学科構成になっている。

また，教育目標の一つである「教育研究活動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成」と整合してお

り，地域貢献するために適切なものとなっている。さらに，学校の目的（達成しようとしている基本

的な成果）は各学科が掲げた養成すべき人材像や学力，資質・能力に関する具体的な学習・教育目標

に展開し整合が取れている。 

以上のように，学科の構成は教育の目的を達成する上で十分に適切な構成となっている。 

 

観点２－１－②： 専攻科を設置している場合には，専攻科の構成が，教育の目的を達成する上で

適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

本校の専攻科は，平成７年４月に，２専攻，定員20名で開設され現在に至っている。専攻科の目的

は学則（資料２－１－②－１）に定められている。また，専攻科に設置される専攻と各専攻の入学定

員は学則（資料２－１－②－２）に定められている。２専攻のうち電子システム工学専攻は，準学士

課程の機械工学科，電気情報工学科，及び電子制御工学科を卒業した学生を受け入れており，一方，

建設工学専攻は，環境都市工学科，及び建築学科を卒業した学生を受け入れている。（資料２－１－
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②－３） 

本校の専攻科の特徴として，２専攻横断型の授業科目として，「課題の発見から解決に至るまで」

の技術者に必要な問題処理能力を養成することを目的とした「創造工学実習」を開設しており（資料

２－１－②－４），斯界のニーズに応える技術者育成に取り組んでいる。 

 

資料２－１－②－１ 

「専攻科の目的」 

第８章 専攻科 

（設置） 

第 37 条 本校に専攻科を置く。 

（目的） 

第 38 条 専攻科は，高等専門学校の基礎の上に，精深な程度において工業に関する高度な専門的知識及び技術を教授

し，その研究を指導することを目的とする。 

（出典 岐阜工業高等専門学校学則） 

 

資料２－１－②－２ 

（専攻及び入学定員） 

第39条 専攻科の専攻及び入学定員は，次のとおりとする。 

電子システム工学専攻 12人 

建設工学専攻 8人 

（出典 岐阜工業高等専門学校学則） 

 

資料２－１－②－３ 

専攻科 

本校では，「電子システム工学専攻」「建設工学専攻」の２専攻があります。本校の「環境システムデザイン工学

教育プログラム」は，本科4，５年及び専攻科１，２年のカリキュラムによって構成されます。 

電子システム工学専攻 

電子システム工学専攻は，機械工学科，電気工学科，電子制御工学科を母体とする専攻であり，広くこれらの出身

分野での学習を生かしつつ，その境界領域分野の諸問題にも対処できる様，カリキュラムが構成されています。本専

攻では，エネルギー消費労働の代替のみならず，人間の知的労働をも分担し，個人及び社会の知的活動能力を拡充し

ていくための，ヒューマンフレンドリーな知的機能システムを開発する能力を修得することを目指します。本専攻の

専門展開科目の内容は次の二つに大別されます。第一は，機械の分野を基盤とする，知的機械システムに要求される

物理的機能の解析とその機構の構築に関する授業科目であります。第二は，電子の分野を基盤とする，上記構造物の

物理的機能を制御し，それに必要な情報を収集・伝達・解析・評価する方法ならびに装置に関する科目であります。 

建設工学専攻 

建設の課程は大きく分類して企画・計画・設計・工事計画・施工・保守管理にまとめられます。高専・大学など高

等教育機関ではこれまで主として設計・施工などの建設における即効性のある部門に対処して来たと言えます。しか

し，最近の社会ニーズの多様化に伴い，設計に至るまでの環境アセスメント，建設後の地域環境保全，歴史的景観と

の調和などが重視されるようになり，人間社会と自然との調和ある開発を行うための企画部門の重要性が一層認識さ
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れています。これらの問題に対応する技術の著しい高度化に対処し，研究・開発できる技術者を養成します。 

（出典 学校要覧2012の26頁） 

 

資料２－１－②－４ 

本実習は、電子システム工学専攻および建設工学専攻の学生が共同して、課題を遂行する。別途指定する工学に関

連したキーワードに基づき、製作課題を自ら設定し、環境や安全との関係を含め過去の事例や問題の所在およびそれ

らに関連する事項を調査して、テーマを具体化し、これまで培ってきた学生各自の専門知識を寄せ合って製品開発お

よび製作の計画を立て、実施する。これらにより幅広い知識を組み合わせ、課題の発見と問題を解決する総合的開発

能力が育成されることを期待する。 

（出典 平成24年「創造工学実習」シラバス抜粋） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校の専攻科は，その目的，及び内容において，学校教育法に準拠した本校の準学士課程の基礎の

上に積み上げ，高度化した構成になっており，専攻科も学校教育法に適合している。また、基準１に

本校の目的を示したが，同様の「積み上げと高度化」の観点からも適合している。 

また，現代の技術者に要請される問題発見－問題処理能力の育成を目的とした，専攻横断型の授業

科目が開設されており，社会のニーズに応える技術者の養成に対応する枞組みを構築している。 

 

観点２－１－③： 全学的なセンター等を設置している場合には，それらが教育の目的を達成する

上で適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

本校の全学的なセンターとしては情報処理センターおよびテクノセンターがある。岐阜工業高等専

門学校情報処理センター運営規程を資料２－１－③－１に示す。岐阜工業高等専門学校テクノセンタ

ー運営規程を資料２－１－③－２に示す。 
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 資料２－１－③－１ 

岐阜工業高等専門学校情報処理センター運営規程 

制定 昭和50 年2 月19 日 

学校規則第９ ８ 号 

（目的） 

第１条 この規程は，岐阜工業高等専門学校組織及び運営規程第6 条第4 項の規定に基づき，岐阜工業高等専門学校

（以下「本校」という。）の情報処理センターの円滑な運営並びに適正な維持，管理を図るために必要な事項を定

めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程における情報処理センターとは，メインシステム室，第1 演習室，第2 演習室，第3 演習室，サブ

システム室及び事務室をいう。 

(センター長の職務) 

第３条 情報処理センター長は，校長の命を受けて次の事項を掌理する。 

一 情報処理センターの運営及び管理に関すること。 

二 コンピュータ利用に伴う教育及び研究の援助に関すること。 

三 コンピュータ利用に伴う企画，調査，研究開発に関すること。 

四 コンピュータの運転，維持，管理及び保守に関すること。 

五 情報処理センターの広報活動に関すること。 

六 コンピュータ利用に伴う教育及び研究等の刊行物の発行に関すること。 

七 その他コンピュータに関すること。 

(事務) 

第４条 情報処理センターの庶務は，総務課において処理する。 

(情報処理センターの利用) 

第５条 情報処理センターの利用に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

１ この規程は，昭和50 年2 月19 日から施行する。 

２ 本校電子計算機室規程(昭和48 年学校規則第98 号)は，廃止する。 

附 則（平成19 年学校規則第47 号） 

この規程は，平成19 年4 月1 日から施行する。 

（出典 学生便覧） 

 

 資料２－１－③－２ 

岐阜工業高等専門学校テクノセンター運営規程 

制定 平成１９年３月２２日 

学校規則第６ 号 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校組織及び運営規程第６条第５項の規定に基づき，岐阜工業高等専門学校（以下「本

校」という。）テクノセンター（以下「センター」という。）の管理運営に関して必要な事項は，この規程の定め

るところによる。 

（目的） 

第２条 センターは，本校学生の実践的教育を分担すると同時に，民間企業等外部の機関との連携を深めるための技

術相談，共同研究等，技術指導を通じて，本校の教育研究の発展に寄与すると共に，地域社会における産業技術の

振興及び発展に貢献することを目的とする。 

（業務） 

第３条 センターは前条の目的を達成するために，次に掲げる業務を行う。 

一 科学技術に関する相談・助言並びに科学技術開発に係る調査・研究の企画に関すること。 

二 本校の科学技術研究の広報活動及び地域との連携活動に係る刊行物の発行に関すること。 

三 共同研究及び受託研究の受入れに関すること。 

四 知的財産権の帰属等に関すること。 

五 岐阜工業高等専門学校学則（以下「学則」という。）第７条第１項に規定する学科より委託された学生の実践的

教育並びに校長が承認した地域社会に必要と認められる教育（以下「教育」という。）の計画及び指導に関するこ

と。 

六 センターの設備及び機械器具等の管理保全並びにこれに係る安全管理に関すること。 

七 教育の準備並びに教育・研究用装置等の製作・修理に関すること。 

八 その他教育並びに地域との連携活動に関すること。 

（組織） 

第４条 センターは，次の各号に掲げる者をもって組織する。 
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一 センター長 

二 副センター長 ２名 

三 コーディネーター 

四 その他校長が指名した者 

（職務） 

第５条 センターの管理運営は，センター長が掌理し，研究主事が統括する。 

２ 副センター長は，センター長を補佐する。 

（委員会） 

第６条 センターの円滑な運営を図るため，テクノセンター運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 研究主事 

二 センター長 

三 副センター長 ２名 

四 学則第７条第１項に規定する学科から選出された教員 各１名 

五 一般科目から選出された教員 ２名 

六 総務課長，学生課長及び企画室長 

七 その他委員長が指名した者 

（任期） 

第７条 前条第２項第四号，第五号及び第七号の委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第８条 委員会に委員長を置き，センター長をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは，副センター長がその職務を代行する。 

（委員以外の者の出席） 

第９条 委員会が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。 

（部門） 

第10 条 センターに以下の部門を置く。 

一 技術開発部門 

二 技術教育部門 

２ 部門の運営に関し必要な事項は，別に定める。 

（庶務） 

第11 条 センターに係る庶務は，企画室において処理する。 

（雑則） 

第12 条 この規程に定めるもののほか，センターの運営に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則（平成23 年学校規則第13 号） 

この規程は，平成23年4月1日から施行する。 

（出典 学生便覧） 

 

これらが教育の目的を達成する上で適切なものとなっているかについて、それらの利用実績を以下

に示す。 

平成２３年度前期と後期の情報処理センター授業利用クラス数と時間外利用者数を資料２－１－③

－３に示す。センターの端末機器の更新は５年ごとに行っており、平成２３年度から現行の新システ

ムに更新されている。３つの演習室を活用することで、十分に学内利用者の要求に応えている。利用

可能なソフトウェアやセキュリティ対策についても、毎年情報処理センター部門委員会及びＩＴ戦略

企画室会議において見直しを実施して、教育目的を達成する上で適切なものとしている。 

平成２３年度前期と後期のテクノセンターの授業利用クラス数と、平成１９－２３年度の時間外利

用時間及び利用者数を資料２－１－③－４に示す。センター機器は中期目標等により計画的に更新が

進められており、平成２３年度から利用可能となった４つの演習室等を活用することで、十分に学内

利用者の要求に応えている。授業以外のセンター機器利用講習会も毎年開催し、ロボコンや高専祭等、

授業でセンターを利用することの無い学生や教職員にも、センターの利用が可能なようにしている。

また、安全対策として、各センター機器に対して、これらの利用講習の受講の有無により、その利用



岐阜工業高等専門学校 基準２ 

- 28 - 

を機器ごとに制限している。 

 

 資料２－１－③－３ 

平成２３年度前期と後期の情報処理センター授業利用クラス数と時間外利用者数 

 

 

情報処理センター

月 火 水 木 金

第１演習室 第２演習室 第３演習室 第１演習室 第２演習室 第３演習室 第１演習室 第２演習室 第３演習室 第１演習室 第２演習室 第３演習室 第１演習室 第２演習室 第３演習室

　 情報処理Ⅲ
インテリア
デザイン論

英語Ａ 英語Ａ 英語Ａ 英語Ａ 　

　 ５Ｍ　加藤
３Ａ
藤田(大)

５Ｃ　亀山 ３Ｄ　亀山 ３Ｃ　亀山 ５Ａ　亀山 　

建築製図Ⅰ 情報処理Ⅰ
インテリア
設計Ⅰ

英語Ａ
電子制御
設計製図Ⅰ

情報処理Ⅰ 環境特論Ⅰ 英語Ａ

１Ａ　鶴田 ２Ｄ　福永
３Ａ
藤田(大)

３Ｍ　亀山
２Ｄ
北川（輝）

３Ａ　柴田 ５Ａ　青木 ３Ｅ　亀山

情報処理Ⅰ
空間情報
工学

材料の力学
Ⅰ

計画特論Ⅰ
社会倫理学
特論

２Ｍ　本塚 ５Ｃ　坂本 ３Ｄ　栗山 ５Ａ　鶴田 ２ＳＫ　空

英語Ａ
コンピュー
タリテラシ

情報処理Ⅱ 情報処理Ⅱ
電子制御工学
概論
１Ｄ　福永

電気電子
設計製図

３Ａ　亀山
１Ｃ
鈴木(正)

３Ｍ
山本(高)

３Ｄ　谷 １Ｅ　飯田

基礎製図  
電子制御
設計製図Ⅱ

電子制御
設計製図Ⅰ

英語Ａ 数値計算法

２Ｃ　坂本  ３Ｄ　森
２Ｄ
北川（輝)

３Ｃ　亀山 ４Ｍ　片峯

情報処理Ⅱ 英語Ａ 設計製図 英語Ａ 情報処理Ⅰ 英語Ａ

３Ｍ
山本(高)

３Ｄ　亀山
４Ｃ
水野(剛)

３Ｍ　亀山
２Ｍ
中谷(淳)

３Ｅ　亀山

建築工学
実験Ⅰ

電子応用
機器

建築製図Ⅱ 英語Ａ
デジタル
デザイン

３Ａ　青木 ５Ｄ　坂上 　
２Ａ
藤田(大)

３Ａ　亀山 ３Ａ　今田

情報処理Ⅰ
電気電子
設計製図

電子制御工学
概論
１Ｄ　福永

情報処理Ⅱ 建築製図Ⅰ

２Ｄ　福永 １Ｅ　飯田 ３Ｄ　谷
１Ａ
青木・
清水(隆)

Ⅱ

Ⅲ

建設工学
実験

１Ｋ
下村・青木・
藤田(大)・
和田・坂本・
鈴木(正)

Ⅳ

後

期

Ⅰ

Ⅳ

平成２３年度情報処理センター利用状況

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

前

期

 

 
 

（出典 各年度の情報処理センター研究報告等） 
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 資料２－１－③－４ 

平成２３年度前期と後期のテクノセンター授業利用クラス数と 

平成１９－２３年度のテクノセンター時間外利用時間と利用者数の推移 

 

授業時間 

（平成２３年

度) 

前期 １Ｍ・２Ｍ・３Ｍ・２Ｄ 各４コマ×１５週 

後期 ２Ｍ・３Ｍ・４Ｍ・１Ｄ 各４コマ×１５週 

 

 
 

 
 

（出典 各年度のテクノセンター報告を集計） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校の教育目標の一つである「先端情報技術を駆使する能力を備えた技術者の育成」のために，情

報処理センターを設置している。情報処理センターは三つの演習室を用意し，同時に３学級が情報関

係の授業を並列開講することができる。また，利用時間も午後８時までと学生の要望に充分に配慮し

たものである。 

 本校の教育目標の一部である「実践力を備えた技術者の育成」のために，テクノセンターを設置し

ている。テクノセンターは時間外の使用に対応しており，地域との共同研究や設備機器の利用講習会

を実施するなど、安全面や地域貢献の配慮にも努めている。 

 以上のように，設置されている各センター関係の施設や組織は，教育の目的を達成する上で適切な

ものになっている。 
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観点２－２－①： 教育活動を有効に展開するための検討・運営体制が整備され，教育活動等に係

る重要事項を審議する等の必要な活動が行われているか。 

（観点に係る状況）  

教育活動を有効に展開するための検討・運営組織として，教務会議が設置されている。教務会議規

程を資料２－２－①－１に示した。教務会議は，教務主事と各学科から選出された教務委員から構成

されており，資料２－２－①－２に示すように年間，40回弱の教務会議を開催している。また，資料

２－２－①－３に示すように，役割分担を決め，教務係，及び入試係の事務職員と連携して，教務会

議規程に定められた業務内容を有機的に処理している。 

 

資料２－２－①－１ 

岐阜工業高等専門学校教務会議規程 

制定 平成16年3月4日 

学校規則第4号 

（設置） 

第１条 岐阜工業高等専門学校に，教務に関する事項を審議するため，教務会議を置く。 

（審議事項） 

第２条 教務会議は，次の各号に掲げる事項について審議する。 

一 教育課程の編成に関すること。 

二 授業及び試験に関すること。 

三 特別活動及び学校行事等に関すること。 

四 転学，転科，進級及び卒業の認定に関すること。 

五 退学（懲戒処分による退学を除く。），休学，復学及び除籍に関すること。 

六 研究生及び科目等履修生に関すること。 

七 学生募集に関すること。 

八 学生の進学指導に関すること。 

九 その他教務に関すること。 

（組織） 

第３条 教務会議は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 教務主事 

二 教務主事補佐 

三 岐阜工業高等専門学校学則第７条第１項に規定する学科（以下「学科」という。）から選出された教員各講師以

上１名 

四 一般科目から選出された教員講師以上２名 

五 学生課長 

２ 教務主事補佐が選出された学科及び一般科目については，前項第３号又は第４号に規定する人数から１名を減ず

るものとする。 

（委員の職務） 

第４条 前条第１項第３号及び第４号に掲げる委員は，教務会議が所掌する事項について教務主事及び教務主事補佐

の職務を補佐するものとする。 

（任期） 

第５条 第３条第１項第３号及び第４号に掲げる委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（教務会議の招集及び議長） 

第６条 教務会議は，教務主事が招集し，その議長となる。 

２ 教務主事に事故があるときは，教務主事補佐がその職務を代行する。 

（委員以外の者の出席） 

第７条 議長が必要と認めたときは，会議に委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第８条 教務会議の庶務は，学生課において処理する。 

附 則 

この規程は，平成16 年4 月1 日から施行する。 

附 則（平成23 年学校規則第6 号） 

この規程は，平成23 年4 月1 日から施行する。 

（出典 総務課学内向けＷＥＢ） 
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資料２－２－①－２ 

 
（出典 学内向けWeb教務掲示板） 
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資料２－２－①－３ 

　　教務会議委員の分担項目 委員構成・仕事内容・日程等 H24委員 事務担当者

点検評価・フォローアップ委員会（1名） 教務･専攻科・学生･寮務から各1名 山田実 ‐

教務事務電算処理検討委員会(委員） 電算処理システムの完成 福永 織田・西田

◆学校広報活動部門

ホームページ部門委員(1名） 教務･専攻科・学生･寮務から各1名 山田博文 西田

広報誌部門委員（1名） 教務･専攻科・学生･寮務から各1名 山田博文 渡邊

広報総括 年度始めの計画と年度末の総括 山田実・廣瀬 國枝

中学校訪問立案・出前授業立案・塾訪問立案 中学訪問6月中旬～11月中旬，出前授業を予計画 廣瀬・山田実 國枝

学校説明会
学校説明会（本校主催10回），中学校からの要請

(中期目標５校以上）

山田実・

廣瀬・福永
國枝

中学校からの来訪対応 主にＰＴＡさんの見学ツアー 上原・廣瀬 國枝

岐阜高専オープンキャンパス（旧見学会） 9月3日実施 山田実・廣瀬 國枝

岐阜高専一日入学 10月5・6日実施 清水（隆） 國枝

地区懇談会への教務委員対応者 11月中に７会場で実施予定 上原　 ‐

◆定常的な仕事

シラバス関係の維持・管理 12月～2月改変，3月CD化又はHP上に公開・印刷 山田博文・上原 前原

教務重要事項の学内周知（教務掲示板の更新・維持・管理） 毎日，定常活動 山田博文・上原 織田・西田

6号館の利用促進・管理・機種更新計画・教育コンテンツ 年2～3回会議 山田博文・上原 渡邊

次年度の学生募集要項 12月～2月頃までに原案完成，印刷3月 福永 國枝

次年度の編入学生募集要項 12月～2月頃までに原案完成，印刷3月 福永 國枝

次年度の年間行事予定計画 後期から立案，２月末校了 福永 渡邊

次年度の新入生の手引き（一般科が妥当） 2月校了予定 上原 渡邊

次年度の特別活動計画　（一般科が妥当） 2月校了予定（ホームページ上に公開） 上原 渡邊

次年度学級担任の手引き
2月校了予定，3月初旬に印刷，オリエンテーション

に間に合わせる
加藤 渡邊

次年度の学生便覧・教員手帳 規則改正を含み12月～2月校了，3月印刷予定 上原・清水（隆） 渡邊

次年度の学校案内 3月上旬校了予定 清水（隆）・宮口 國枝

次年度の中学生向けパンフレット・ポスター 3月上旬校了予定 清水（隆）・宮口 國枝

新入生研修（参加）・校内研修立案 2月立案。４月実施 上原 渡邊

入学者の追跡調査の入力作業 10月末データ打込。11月末までに分析 宮口 ‐

◆上記以外または緊急事項

JABEE関係および中期計画，認証評価関係1名 随時，主事指名 上原 ‐

教員・教科間ネットワーク担当 （英語，数学，物理，留学生問題），4名程度 上原 西田・織田

FD活動推進会議 主事，教務委員3名
主事・上原・

宮口・清水
今西

授業参観の立案 FD推進会議委員が兼務 主事・上原・宮口 今西

カリキュラム検討WG 教務会議委員2名 上原・廣瀬 渡邊

学生支援委員会(学生主事主管） 学生支援委員会へ教務委員1名 上原 ‐

進学指導部門委員会（教務主事主管） 進学指導部門へ教務主事補佐1名 上原 ‐

その他・緊急事項 随時 主事指名 ‐

教務掲示板の維持管理（アップロード等） 随時 主事

議事録 年間の教務会議　36回程度 主事 ‐

平成24年度　教務会議委員業務分担表

時間割の作成・授業変更・補講計画など

前期時間割，前期中間試験，前期期末試験，前期補

講，後期時間割，後期中間試験，後期期末試験，後

期補講など，

上原 前原

 
（出典 学内向けWeb教務掲示板） 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 
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 教育活動を有効に展開するための検討・運営組織として，教務会議が設置され，年間40回弱に及ぶ

教務会議の機会を通じて，綿密な審議がなされ運営されている。各学科代表の教務委員は，各学科の

意見を吸い上げる役割と，教務会議から発信される情報を周知するための役割を果たし，学校全体と

して，有効な教育活動を実現するための核となっている。 

 

観点２－２－②： 一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携が，機能的に行われているか。 

（観点に係る状況）  

 平成22年の11月に学科会議規程（資料２－２－②－１）を制定した。この組織は当該学科の教員の

他に，第３条２項に「その他当該学科長が必要と認めた者」を定めている。この意図は，一般科教員

の学級担任を当該の専門学科会議に招き，１．学生に関わる情報交換と，２．専門学科の進路状況を

一般科の教員に伝えることの２つを意図するものである。これに関連して，資料２－２－②－２～５

に，機械工学科，電気情報工学科，環境都市工学科，及び建築学科の議事録の関連個所を抜粋で示し

た。 

 また，学級担任会議では（資料２－２－②－６），各主事の報告の後，学科別の情報交換会を開催

し，１・２学年の学級担任（一般科目教員）と３～５年の学級担任（専門学科教員）の情報交換を行

っている。 

 また，資料２－２－②－７は，機械工学科と一般科数学教員とによる連携の一例である。機械工学

科の専門科目における数学の適用事例をまとめたもので，低学年担当の数学の教員はこれを数学の授

業において学生に紹介している。 

 

資料２－２－②－１ 

岐阜工業高等専門学校学科会議規程 

制定 平成２２年１１月２９日 

学校規則第18号 

（設置） 

第１条 岐阜工業高等専門学校に学科会議を置く。 

（目的） 

第２条 学科会議は，当該学科の教育研究活動,学生指導及び運営に関する事項に関し，審議等を行うことを目的と

する。 

（組織） 

第３条 学科会議は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 当該学科の教員 

二 その他当該学科長が必要と認めた者 

２ 前項第二号に掲げる者は，必要に応じて出席するものとする。 

（会議の招集及び議長） 

第４条 学科会議は，当該学科長が招集し，その議長となる。 

２ 当該学科長に事故があるときは,あらかじめ当該学科長が指名した者がその職務を代行する。 

（庶務） 

第５条 学科会議の庶務は，当該学科において処理する。 

附 則 

この規程は，平成２２年１１月２９日から施行する。 

（出典 岐阜工業高等専門学校 規則集） 

 

資料２－２－②－２ 

平成２３年度 機械工学科 第２８回学科会議議事録（抜粋） 

日時：平成 24 年１月 16 日 16:40～ 開催場所：機械工学科会議室 

出席者：加藤・小栗・石丸・片峯・山村・山田・山本・中谷・稲葉・本塚・高橋 欠席 大野 

 

【審議事項】 



岐阜工業高等専門学校 基準２ 

- 34 - 

１．機械工学科学生情報交換会（別紙） ２Ｍ担任 坂部先生ご参加 

・後期中間試験成績資料をもとに、学年毎の情報を提供し合い、意見交換を行った。 

・１Ｍは留年が決定的な学生が１名いる。また、留年の可能性が大きい学生が 1 名いる。 

・２Ｍ学生はクラスの仲は良く、全員で進級しようという雰囲気はある。しかし、全般に学力（特に数学力）が

弱く、3 年以降の専門科目理解に支障が出る可能性がある。何らかの対策が必要。 

・３Ｍはいじめ行為が依然として続いている。各担当授業でいじめ行為が起きないよう注意してほしい。 

・４Ｍは留年が決定的な学生が１名いる。また、また、留年の可能性が大きい学生が 1 名いる。 

・５Ｍは進路が決定していない学生（  ）が会社見学をしている。しかし、進路について明確な考えを持って

いない様子。 

（出典 機械工学科会議議事録） 

 

資料２－２－②－３ 

電気情報工学科 教室会議議事録(第２５回)抜粋 

記録担当 熊崎 

日時：平成23 年11 月 7 日(月) 15：40 ～ 16：40 

場所：電気情報工学科会議室 

出席者：稲葉、所、熊崎、安田、出口、羽渕、山田博、富田勲、飯田、田島、中島泰、中島泉 

欠席者：山田功、冨田睦 

議事 

１． 報告事項 

１） １，２年関連（2E 担任：中島泰先生、1E 担任：中島泉先生） 

＊ ２Ｅ：おとなしい、マイナス２０点以上が２名 

＊ 1Ｅ：個人懇談での話「楽しいが勉強しない」、マイナス1０点代が３名 

実践技術単位に関する説明を含め、今後も専門学科と低学年担任で連携することを確認 

２） 学科長関連（安田先生） 

＊ コース別CR2 天板の貼り替え工事の日程 

＊ 一斉メール配信システムを１月より試行 

＊ 学生の事故件数（運営会議資料） 

＊ ２４年度本科入試の作業分担案、理科の採点業務：試験当日の午後にも実施 

＊ ２５年度本科入試：推薦入試から「要件２」を除く提案の可能性（教務主事） 

＊ Ｃ科より提案「企業技術者等活用プログラム」の予算が各科に配分（２４万円） 

＊ ２４年度の校務、授業担当を順次、決定（校長指名の校務：本年度と変更なし） 

＊ ２４年度の非常勤講師（現時点で未定：光工学、通信工学）：ＯＢ等に打診 

３） ５E （山田博先生） 

＊ なし 

（以下略） 

（出典 電気情報工学科会議議事録） 

 

資料２－２－②－４ 

平成23年度第26回環境都市工学科教室会議議事（抜粋） 

 

日時：平成24年1月16（月） 17:00～ 

場所：環境都市工学科会議室 

欠席者：  

 

議 題 

１．学科運営に関するもの 

連絡事項①1C,2C担任との情報交換 

・クラスの状況等について情報交換を行った 

・２Cにおいては休学中の1名を含め計3名の学生が進級をあきらめている状況であることが確認された 

審議事項① 学科予算用途について 

 1月11日現在共通経費残額（別紙） 

実験実習経常費38万 

実験実習設備費18万 

教室共通経費７万円 →年度内執行見込（数万円のマイナス見込み） 

予備費276万円 

施設維持管理費8万円 

外国人留学生特別補正予算67,200円 
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（専門基礎G配分分100万円） 

 

学科長提案  

①会議室整備(中澤さん構成済，定価で66万) 

②５C用PC更新 10万円 

③５CCR用パソコン台 ? 

④東海林研学生用PC2台 15万円 

⑤赤地さん用椅子（旧池田教員室） 2万円 

（出典 環境都市工学科会議議事録） 

 

資料２－２－②－５ 

平成23年度 第24回建築学科 学科会議議事録（抜粋） 

'12(H24)0123（月）時間16:20～19:55 

欠席：中谷（内地留学） 下村（家事都合） 

担任参加：麻草（２Ａ担任）  空（１Ａ担任） 

（略） 

■担任 

1年（空）： 

(1)成績不良の学生 

  ：平均5.4であり、進級が危ぶまれる。高専の自由をはきちがえている様子。 

  ：後期中間の成績が悪く、授業中寝ていることが多い。 

  ：前期は平均７と頑張っていたが、後期に入り、進路変更(調理師)を考えるようになり、後期中間では平均6

未満。最近は尐し持ち直した様子。 

  ：前期平均6.5、後期5.4。頑張らないと留年の恐れあり。学力が足りていない様子。 

建築には興味があり、製図等では質問も多く積極的に取り組んでいる。 

  ：停学処分を受けている。親が高専卒で高専のことはよく理解されており、停学中は自宅に戻り、両親とじっ

くり話をした模様。月曜日Ⅰ限体育で欠課時数がリーチ。 

(2)その他気になる学生 

  ：退寮し現在は自宅から通学 

   クラスの中で孤立している様子。コミュニケーションを自分から取ろうしない傾向がある。いじめがあるか

どうかは判断できないが、可能性はある。 

(3)   :製図の授業で騒がしいと指摘のあった両名については、他の授業では基本的には真面目に受けており、

ムードメーカーになっている場合もある。調子に乗りやすい部分はあるが、注意を素直に受け入られる学生

であると思う。 

(4)検定試験やコンペの紹介 

今年度は一人も挑戦していない。やればできそうな学生はいるので建築学科の教員から積極的に取り組む

よう指導して欲しい。 

 

2年（麻草)： 

(1)進級が心配される学生 

  ：前期終了科目ですでに「-12」通年英語Ｂで6未満の成績がほぼ確定 

→留年ほぼ確定(本人のモチベーションを下げないために、本人には知らせていない) 

建築製図Ⅱの欠課時数もリーチ(藤田先生) 

  ：後期中間試験以降不登校（進級をあきらめてしまっている）両親も諦めている。 

   モレラでバイトは継続、友人(  )と休日に遊んでいる様子 

   建築には興味が持てないとのことで、3年生修了で退学を考えている。 

  ：家ではほとんど勉強をしていない。成績など学校のことを全く親に話をしない。 

  ：まじめだが、一般科目をかなり落としている。 

(2)留学予定 

  ：24年度夏休み以降、留学を希望しており、現在その準備を進めている。 

(3)先週の建築製図Ⅱの授業で9名欠席 

   授業担当教員（藤田先生）から連絡を受けた麻草先生によって作業が進んでいないため、エスキースチェッ

クを避けて、意図的に欠席していた学生がいたことが、確認された。一方、製図の作業をするために午前中

の授業を欠席する学生もいた。 

（出典 建築学科会議議事録） 
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資料２－２－②－６ 

平 24 年度 第２回 学級担任会議資料 

日時：平成 24 年 6 月 20 日（水）15 時 開催場所：大会議室 

出席予定者：校長，教務主事，研究主事，学生主事，寮務主事，学生課長  

（陪席）教務係長，入試係長，学生係長，学生生活支援係長 

学級担任 Ｍ Ｅ Ｄ Ｃ Ａ  

１学年 岡崎貴宣 坂部和義 種村俊介 中島泰貴 山本浩樹  

２学年 清水晃 中島泉 北川真也 野々村咲子 空健太  

３学年 本塚智 飯田民夫 森貴彦 角野晴彦 小川信之  

４学年 小栗久和 冨田睦雄 遠藤登 水野和憲 犬飼利嗣  

５学年 石丸和博 出口利憲 臼井敏男 岩瀬裕之 今田太一郎  

欠席予定者：  

１．校長挨拶 

 

２．報告事項 司会者の指名を待ってご発言ください． 

① 教務主事報告 2/15-9/15 

② 研究主事報告 

本科４年と専攻科の夏期実習の，学内学生決定手順に関して，意見交換を次回学級担任会議にて予定． 

４学年主任に，学生課と協議し，本科各学科の改善提案の取り纏めをお願いしたい． 

専攻科にも関係しているので，専攻科会議からも調整担当者の出席が必要な場合は，専攻科長，または，

所に対応担当者の選出を依頼して下さい．所のたたき台の案は既にメールで関係各位に配信済み． 

 

③ 学生主事報告 10/15-13/15 

 

④ 寮務主事報告 14/15 

⑤ その他 

 

３．５学科別情報交換会（司会：各学科５年の担任でお願いします） 

① ５学年の進路状況（資料は持寄り 6/18 依頼済） 

② 中学校訪問用アンケートを題材にした情報交換 

③ その他 

 

（資料） 

① 学級担任会議規程 15/15 

 

学級担任会議予定 第３回 8 月 30 日（木） 15 時 

（出典 平成24年度 第２回学級担任会議資料） 
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資料２－２－②－７ 

 

（出典 機械工学科資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

平成22年の11月に制定された学科会議規程（資料２－２－②－１）の意図を反映して，専門学科に

は，一般科教員の学級担任が専門学科会議に招かれ，学生に関わる情報交換に参画している。このエ

ビデンスとして，資料２－２－②－２～５に，機械工学科，電気情報工学科，環境都市工学科，及び

建築学科の議事録の関連個所が抜粋で示されている。 

 また，学級担任会議では，１・２学年の学級担任（一般科目教員）と３～５年の学級担任（専門学

科教員）の情報交換が行われている。 

 さらに，機械工学科と数学教員が連携して，機械工学における数学の適用例を低学年の学生に示す

試みもなされている。 

 以上のように，学科会議，及び学級担任会議の機会を通して，一般科目及び専門科目を担当する教

員間の連携が，機能的に行われている。 

 

観点２－２－③： 教員の教育活動を円滑に実施するための支援体制が機能しているか。 

（観点に係る状況）  

 教員の教育活動を円滑に実施するための組織として，学級担任会議，及びクラブ顧問連絡会議が組

織されている。年に数回実施される両会議日程は，本校の年間行事予定表に予定が明示され，会議規

程に基づいて運営されている。（資料２－２－③－１，２，及び３） 

 学級担任会議では，校長挨拶に引き続き，教務主事，研究主事，学生主事，及び寮務主事による報

告事項が資料に基づき（既出資料２－２－②－３）伝達される。その後，学科別の意見情報交換会が

催され，一般科と各専門学科の有機的な情報交換が実施される。 

 クラブ顧問連絡会議では，学生主事により準備された資料に基づき，予算関係の話題や，高専体育

大会，及びこれに伴う合宿に関わる情報が提供され，意見交換がなされる。また、クラブ顧問の課外

活動を支援するものとして資料２－２－③－４に示すように、コーチを要請しやすい支援を実施して

いる。 

 

資料２－２－③－1 

岐阜工業高等専門学校組織及び運営規程（抜粋） 

（学級担任） 

第１４条 本校の学級に,学級担任各1 名を置き，本校の教授，准教授，講師又は助教のうちから学科長の指名によ

り，校長が任命する。 

２ 学級担任は,当該学級の運営及び学生指導等に関することを所掌する。 

（学年主任） 

第１５条 本校の学年に,学年主任各1 名を置き，学級担任のうちから教務主事の推薦により，校長が任命する。 

２ 学年主任は,当該学年の学級担任との連絡調整に当たる。 

（中略） 

（顧問） 

第１６条 本校の学生会のクラブ及び同好会に,それぞれ顧問を置く。 

２ 顧問は,学生会のクラブ及び同好会の指導に当たる。 

３ 顧問は,教員をもって充てる。 

（会議） 

第１７条 本校に次の会議を置く。 

一 主管会議 

二 運営会議 

三 教員会議 

四 学科会議 
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五 教務会議 

六 専攻科会議 

七 学生会議 

八 寮務会議 

九 学級担任会議 

十 クラブ顧問連絡会議 

十一 スパイラルアップ会議 

（出典 岐阜高専総務課学内サイト 規程一覧） 

 

 

資料２－２－③－２ 

岐阜工業高等専門学校学級担任会議規程 

制定 平成23年1月5日 

学校規則第1号 

（設置） 

第１条 岐阜工業高等専門学校に学級担任会議を置く。 

（目的） 

第２条 学級担任会議は，教務会議，学生会議及び寮務会議に関わる事項に関し，周知・報告等を行うとともに，

学級担任相互の意見交換及び情報交換を行い，学級運営を円滑に行うことを目的とする。 

（組織） 

第３条 学級担任会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 校長 

二 教務主事 

三 研究主事 

四 学生主事 

五 寮務主事 

六 学級担任 

七 学生課長 

八 その他校長が必要と認めた者 

（会議の招集及び議長） 

第４条 学級担任会議は，教務主事が招集し，その議長となる。 

２ 教務主事に事故があるときは，あらかじめ教務主事が指名した者がその職務を代行する。 

（庶務） 

第５条 学級担任会議の庶務は，学生課において処理する。 

附 則 

この規程は，平成２３年１月５日から施行する。 

（出典 岐阜高専総務課学内サイト 規程一覧） 

 

資料２－２－③－３ 

岐阜工業高等専門学校クラブ顧問連絡会議規程 

制定 平成23年1月31日 

学校規則 第9号 

（設置） 

第１条 岐阜工業高等専門学校にクラブ顧問連絡会議を置く。 

（目的） 

第２条 クラブ顧問連絡会議は，クラブ活動に関わる事項に関し，周知・報告等を行うとともに，クラブ顧問相互

の意見交換及び情報交換を行い，クラブ活動を円滑に行うことを目的とする。 

（組織） 

第３条 クラブ顧問連絡会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 校長 

二 学生主事 

三 クラブ顧問 

四 学生課長 

（会議の招集及び議長） 

第４条 クラブ顧問連絡会議は，学生主事が招集し，その議長となる。 

２ 学生主事に事故があるときは，あらかじめ学生主事が指名した者がその職務を代行する。 

（庶務） 

第５条 クラブ顧問連絡会議の庶務は，学生課において処理する。 
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附 則 

この規程は，平成２３年１月３１日から施行する。 

（出典 岐阜高専総務課学内サイト 規程一覧） 

 

資料２－２－③－４ 

平成25年度 クラブ顧問連絡会議 

 

議 題 

１．平成25年度クラブ活動に関する予算について 

(1)学生会 クラブ活動援助金→サークル活動リーダー研修会4/24(水)配布 

 →学生会クラブ活動援助金：5/28(火)各クラブに振込予定 

(2)教育後援会 学生活動援助費、課外活動費 

(3)コーチ謝金（教育後援会）予算40万円 

 （予算要求9クラブ：写真1万円、合唱3万円、他の7部は5万円で計画） 

 →機構へ要求の課外活動指導の導業務軽減に係る費用が認められた場合、ただちに連絡予定 

 

（出典 平成25年度第2回クラブ顧問連絡会議資料） 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

教員の教育活動を円滑に実施するための組織として，学級担任会議，及びクラブ顧問連絡会議が組

織されており，これらは会議規程に基づいて円滑に運営されている。学級担任会議では，報告事項の

伝達の後，学科別の意見情報交換会が催され，一般科と各専門学科の有機的な情報交換が実施される。

また，クラブ顧問連絡会議では，学生主事による情報提供の後，意見交換がなされる。以上のように，

教員の教育活動を円滑に実施するための支援体制が組織の規程として確立され，いずれも円滑に機能

している。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 学科会議規程が定められ，これに基づき専門５学科では，１学年・２学年の学級担任を学科会議に

招聘し，当該学科の学生についての情報交換を行っている。また，１学年・２学年の学級担任は専門

学科の学科会議に参加することにより，５学年の学生の進路（進学・就職）についての生きた情報に

触れることができ，これらの情報を低学年クラスの特別活動に反映させることができる。このように

学科会議の運営が，一般科教員と専門学科教員の協力体制を有機的なものにしている。 

（改善を要する点）  

 特になし。 

 

（３）基準２の自己評価の概要 

本校の準学士課程，及び専攻科の構成は，設置基準にも合致しており，教育の目的を達成する上で

適切なものとなっている。また，情報処理センター，テクノセンターの２つの全学的なセンターにつ

いては，各組織規程が定められ，それらに基づいて運営されており，教育の目的を達成する上で適切

なものとなっている。 

教育活動を展開する上で必要な運営組織として，教務会議，学科会議，学級担任会議，専門基礎グ

ループ，及びクラブ顧問連絡会議が設置され，各会議規程が定められ運営され，教育活動を有効に展
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開するべく機能している。特に学科会議，あるいは学級担任会議では，専門学科単独の運営を定める

のみではなく，専門学科と一般科の連携を促進する方法が包含されている。また，専門基礎グループ

は，基礎科学を鳥瞰する組織として，有機的なマスタープラン構築組織として活動し始めている。 

以上のように，本校では，学校の教育に係る基本的な組織構成が整っており，教育の目的に照らし

て適切に機能している。 
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基準３ 教員及び教育支援者等 

（１）観点ごとの分析 

観点３－１－①： 教育の目的を達成するために必要な一般科目担当教員が適切に配置されている

か。 

（観点に係る状況）  

本校の教育目標のうち，一般科目によって達成しようとするものは「広い視野を持ち，自立心と向

上心に富み，教養豊かで心身ともに健康な技術者の育成」，「基礎学力を身につけた技術者の育成」

及び「国際コミュニケーション能力を備えた技術者の育成」である。 

一般科目で養成すべき人材像及び学力・資質能力に関する具体的な学習教育目標を資料３－１－①

－１に，この目標を達成するために設定した一般科目の教育課程を資料３－１－①－２に示す。一般

科目の教員配置を（資料３－１－①－３）に示す。 

資料３－１－①－３の一覧にあるように，一般科目を22名の常勤教員が担当しており、高等専門学

校設置基準の22名を満たしている。 

 

資料３－１－①－１ 

「一般科目で養成すべき人材像及び学習・教育目標」 

一般科目(人文)で養成する人材像 

今の時代が求めるものは，ひとつには専門的な知識と技術に精通した高度な専門性であり，ひとつには国際事

情と人類の歴史についての該博な知識，そして確固とした倫理観に基づく高い見識である。またそれを獲得し伝

達するためにコミュニケートしようとする意欲と能力である。技術，情報，知識を操るのは人間であり，人間的

基盤の健全な育成のため教養的かつ実践的な教育に一般科目(人文)は取り組んでいる。 

以上に基づき，一般科目(人文)では，以下に示す「養成すべき人材像」を掲げている。 

 

養成すべき人材像 

・人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を考えることができる広い視野と倫

理観を持った人材 

・日本語で十分に受容・発信できるだけでなく，外国語でも異文化に偏見を持つことなく受容・発信でき，獲得し

た広い視野，高い見識，倫理観を実社会で活かすことができる人材 

 

一般科目(自然)で養成する人材像 

人間に役立つ工学を活用し発展させるには工学の基礎となる物理・化学分野の自然法則を理解し，科学的な考

え方を養うことが大切である。数学は自然法則を適切に表現するために必要不可欠な手段であるから，その手法

や考え方を十分に学習しなければならない。 

現代社会で科学技術の成果を利用しながら人間らしい健康な生活を送るためには，保健の知識を修得する必要

があり，また，体育の心身に与える効用を体験的に理解しなければならない。 

以上に基づき一般科目（自然）では以下に示す「養成すべき人材像」を掲げている 

 

養成すべき人材像 

・数学・物理・化学の基礎的な知識をもち，専門分野にそれを応用する能力のある人材 

・心身の健康についての知識を持ち，健康的な生活を送ることができる人材 

 

一般科目で養成する学力及び資質・能力等の具体的な学習・教育目標 

・人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を捉える倫理観の基礎を身につけ

る。 

・心身ともに健康な技術者たるために，健康管理能力および体力を身につけるとともに，芸術の鑑賞力，協調性，

創造力，想像力などを培い，心のゆとりを育て，生活を豊かにする。 

・日本語で記述，発表，討論する能力の基礎を身につける。 

・英語，ドイツ語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

・数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。 

以上の学習・教育目標は準学士課程の各専門学科に共通のものである。 

（出典 学生便覧） 
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資料３－１－①－２ 

 

 
（出典 学生便覧） 
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資料３－１－①－３ 

一般科教員構成 

 数学 外国語 国語 物理 

化学 

社会 体育 音楽 

美術 

合計 

教授 1 3 1 2 1 2 0 10 

准教授 2 2 1 0 0 1 0 6 

講師 2 1 0 1 1 0 0 5 

助教 0 0 1 0 0 0 0 1 

計 5 6 3 3 2 3 0 22 

非常勤講師 3 4 3 1 4 2 2 19 

合計 8 10 6 4 6 5 2 41 

 

平成25年度 一般科（人文）教員 

氏名 職位 主な担当授業 主な研究テーマ 

高原清志 教授 ドイツ語 ドイツ語コンピュータ教材の開発 

清水晃 教授 英語 技術英語の指導に関する研究 

亀山太一 教授 英語 英語教育とテクノロジー＆エンターテインメント 

宮口典之 教授 国語 横光利一とその周辺 

久保田圭司 教授 政治・経済 イギリス学校教育の近代化 

中島泰貴 准教授 国語 王朝物語の享受と展開 

種村俊介 准教授 英語 
第二言語習得における語彙・読解及び英語科教育法の研

究 

野々村咲子 准教授 英語 社会表象としての１９世紀英文学 

菅原崇 講師 英語 日英オノマトペ研究 

空健太 講師 倫理，地理 社会科教育学・批判的思考 

大橋崇行 助教 国語 明治 20 年代の文学、文化、学術 現代日本の物語文化 

 

平成25年度 一般科（自然）教員 

氏名 職位 主な担当授業 主な研究テーマ 

久世早苗 教授 保健，体育 
韓国女子スポーツ選手における初経遅延評価システムの

構築 

岡田章三 教授 数学 代数体上の理論の一変数代数関数体での類似 

上原敏之 教授 化学 生体関連物質の構造解析 

山本浩貴 教授 保健，体育 
各種柔道指導方法論について，体力トレーニング指導実

践 

坂部和義 准教授 物理 ホワイトノイズ汎関数の経路積分への応用 

中島泉 准教授 数学 Word の研究（ディオファントス近似を通して） 

麻草淳 准教授 保健，体育 
健康づくりと競技力向上のための運動・トレーニングに

ついて 

岡崎貴宣 准教授 数学 
相転移現象を現す数理モデルの構築と数値計算，モデリ

ングの手法を取り入れた数学教育の教材開発 

菅菜穂美 講師 物理 離散数学の場の理論への応用 

北川真也 講師 数学 
有理ファイバー曲面とモーデル・ヴェイユ格子、特異点

の変形理論への応用 

菱川洋介 講師 数学 分数冪微積分を用いた関数空間の解析 

（出典 教務主事資料） 

 

一般科目の非常勤講師を資料３－１－①－６に示す。 

資料３－１－①－６ 

「非常勤講師名簿」 

不開示資料 

（出典 人事委員会 資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

高等専門学校設置基準によれば，入学定員に係る学生を５の学級に編成する場合は，一般科目を担

当する専任者の数は22人を下回ってはいけない。資料３－１－①－３の一覧にあるように，実員が22

名であるので設置基準を満たしている。  

 

観点３－１－②： 教育の目的を達成するために必要な各学科の専門科目担当教員が適切に配置さ

れているか。 

（観点に係る状況）  

５つの専門学科の各教員構成を資料３－１－②－１～５に示す。また，専門学科の全教員の構成を

資料３－１－②－６に示す。また，各専門学科の教育目標は，資料１－１－①－11～15に示している。 

 

資料３－１－②－１ 

機械工学科の教員構成 

氏名 職位 
学位 

技術士 

実務経験 

の状況 
主な担当授業 専門分野 

加藤浩三 教授 博士（工学）        
塑性加工学，塑性力学，弾塑性

力学 
塑性加工学 

小栗久和 教授 工学修士        材料力学，計測工学 破壊力学 

石丸和博 教授 博士（工学）        
熱力学・エネルギー工学・工業

力学 
熱工学 

片峯英次 教授 博士（工学）        
計算力学，工学解析，連続体力

学 
計算力学 

山村基久 准教授 修士（工学）        
ものづくり入門，機械設計製図

Ⅰ，Ⅱ，機械設計法Ⅰ 
設計製図 

山田実 准教授 博士（工学）        
制御工学，ロボット工学，シス

テム計画学 
制御工学 

山本高久 准教授 博士（工学）        伝熱工学，熱機関 熱流体工学 

中谷淳 准教授 博士（工学）        
流体力学，流体機械，流体力学

特論 

流体力学、軌

道力学 

河野託也 講師 博士（工学）        
応用物理Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 量子エレクト

ロニクス 

稲葉金正 助教 工学士        

ものづくり入門，工学実習Ⅰ 

工学実習Ⅱ，創生工学実習 

機械工作法 

工学実習 

本塚智 助教 修士（工学）        材料学 材料工学 

（出典 教務会議資料） 

 

資料３－１－②－２ 

電気情報工学科の教員構成 

氏名 職位 
学位 

技術士 

実務経験 

の状況 
主な担当授業 専門分野 

安田真 教授 博士（工学）        情報数学，情報工学，人工知能 
ソフトコンピ

ューティング 

稲葉成基 教授 工学博士        
電子工学，光・量子エレクトロ

ニクス 
レーザ工学 

山田功 教授 博士（工学）        
信号処理，情報理論，画像処理

工学 

医用画像情報

処理 

所哲郎 教授 工学博士        
電気回路，回路網学，高電圧工

学 

誘電・絶縁材

料 

熊﨑裕教 教授 博士（工学）        
電気磁気学，電子計測，計測工

学特論 

光電子，光計

測 
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出口利憲 教授 博士（工学）        
データ構造とアルゴリズム，言

語理論 
情報工学 

冨田睦雄 准教授 博士（工学）        

電気機器特論，エネルギー変換

工学,自動制御，パワーエレクト

ロニクス 

同期モータの

制御と開発 

羽渕仁恵 准教授 博士（工学）        電気磁気学Ⅰ，Ⅱ，光工学  

山田博文 准教授 博士（工学）        プログラミング，情報理論 
情報工学，パ

ターン認識 

富田勲 准教授 博士（理学）        通信工学，電子物性 

光エレクトロ

ニクス，固体

電子論 

飯田民夫 講師 博士（工学）        
電磁気学，電子回路，プラズマ

工学 
半導体工学 

田島孝治 助教 博士（工学）        
ディジタル回路Ⅰ，ソフトウェ

ア工学，電気情報工学実験 

情報工学，プ

ログラミン

グ，ネットワ

ーク 

白木英二 助教 博士（工学）        光工学 非線形光工学 

（出典 教務会議資料） 

 

資料３－１－②－３ 

電子制御工学科の教員構成 

氏名 職位 
学位 

技術士 

実務経験 

の状況 
主な担当授業 専門分野 

藤田一彦 教授 博士（工学）        
ディジタル回路、電気磁気学Ⅰ

・Ⅱ，電子制御回路、材料学 

固体物性工学 

計測工学 

臼井敏男 教授 修士（工学）        
電気磁気学Ⅰ・Ⅱ、電子工学 

電子デバイス 

光電子工学 

計測工学 

長南功男 教授 修士（工学）        

電気回路Ⅰ，電気回路Ⅱ，電子

回路，電動力デバイス 

計測工学 

メカトロニク

ス 

森口博文 教授 博士（理学）        
応用数学，応用数学特論 非線形物理 

応用数学 

北川秀夫 教授 博士（工学）        
情報処理Ⅲ，ロボット工学，ロ

ボット応用，制御工学特論 

ロボット工学 

計測工学 

福永哲也 教授 博士（工学）        

電子制御工学概論，情報処理Ⅰ 

計測工学、ディジタルシステム

基礎 

超伝導工学 

電子・自動制

御 

遠藤登 准教授 博士（工学）        
情報処理Ⅱ、システム制御 

情報伝送工学、電子計算機 

情報数理工学 

制御工学 

森貴彦 准教授 博士（工学）        
制御工学、電子制御設計製図Ⅱ 

電子制御工学実験Ⅰ 

制御工学 

システム制御 

小林義光 准教授 修士（工学）        
機械運動学Ⅰ、機械運動学Ⅱ 

電子制御工学実験Ⅱ 

機械制御 

制御工学 

北川輝彦 講師 修士（工学）        
電子制御設計製図Ⅰ 

電子制御工学実験Ⅱ、画像工学 

画像認識工学 

医用画像工学 

栗山嘉文 助教 博士（工学）        
材料の力学Ⅰ、材料の力学Ⅱ 

電子制御工学実習Ⅱ 

制御工学 

ロボット工学 

（出典 教務会議資料） 

 

資料３－１－②－４ 

環境都市工学科の教員構成 

氏名 職位 
学位 

技術士 

実務経験 

の状況 
主な担当授業 専門分野 

鈴木正人 教授 工学博士        水工学，計画学 
水門学，河川

工学 

鈴木孝男 教授 工学修士        水理学 水理学 
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岩瀬裕之 教授 
博士（工学） 

技術士 
       コンクリート工学 

コンクリート

工学 

和田清 教授 
工学博士 

技術士 
       水工学，環境工学 

水工学，環境

工学 

吉村優治 教授 
博士（工学） 

技術士 
       土質力学，地盤工学 土質力学 

廣瀬康之 准教授 工学修士        測量学，防災工学 
都市工学，構

造工学 

水野和憲 准教授 博士（工学）        土質力学 土質力学 

角野晴彦 准教授 博士（工学）        環境工学，測量学 環境工学 

坂本淳 講師 
博士（工学） 

技術士 
       都市工学，交通工学 都市工学 

水野剛規 助教 修士（工学）        構造力学 構造工学 

渡邉尚彦 助教 博士（工学）        応用数学，耐震工学 構造力学 

（出典 教務会議資料） 

 

資料３－１－②－５ 

建築学科の教員構成 

氏名 職位 
学位 

技術士 

実務経験 

の状況 
主な担当授業 専門分野 

下村波基 教授 工学博士        鉄骨構造，建築技術者倫理 建築構造 

犬飼利嗣 教授 博士（工学）        建築材料，RC 構造 
コンクリート

工学 

鶴田佳子 教授 博士（工学）        地域都市計画，建築設計製図 都市計画 

小川信之 教授 博士（工学）        応用物理，情報処理 応用物理 

柴田良一 教授 博士（工学）        構造力学，情報処理 建築構造 

今田太一

郎 
准教授 修士（工学）        建築設計製図，建築計画 建築計画 

青木哲 准教授 博士（工学）        環境工学，建築設備 建築環境 

藤田大輔 准教授 修士（工学）        建築設計製図，建築計画 建築計画 

清水隆宏 准教授 博士（工学）        建築史，インテリア設計 建築史 

中谷岳史 講師 修士（学術）        環境工学，建築設備 建築環境 

田中正史 助教 博士（工学）        RC 構造，構造設計 建築構造 

（出典 教務会議資料） 

 

資料３－１－②－６ 

専門５学科の教員構成 

学科 

職制 

機械工学

科 

電気情報

工学科 

電子制御

工学科 

環境都市

工学科 
建築学科 合計 

教授 4 6 6 5 5 26 

准教授 4 4 3 3 3 17 

講師 1 1 1 1 1 5 

助教 2 2 1 2 1 8 

計 11 13 11 11 10 56 

非常勤講師 7 8 4 7 5 31 

合計 18 21 15 18 15 87 

（出典 教務会議資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校は５学科５学級であるので，設置基準によれば，助手を除いた教員数は36人を下回ってはなら

ない。資料３－１－②－６に示すように，教員数の総計は56人であり，設置基準を十分に満たしてい
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る。また専門科目を担当する専任の教授及び准教授の数は43名であり一般科目の教員数より多く，設

置基準を満たしている。 

また，専門５学科の教員構成について，同一学科についても，各教員の専門分野はバランスよく配

置されており，これに応じて授業担当科目も配置されている。 

以上のように，教育の目的を達成するために必要な各学科の専門科目担当教員が適切に配置されて

いる。 

 

観点３－１－③： 専攻科を設置している場合には，教育の目的を達成するために必要な専攻科の

授業科目担当教員が適切に配置されているか。 

（観点に係る状況）  

 専攻科の教育目標は、「得意とする専門分野をさらに深めるとともに、異分野を理解し複数の分野

にまたがった思考力を備えた技術者の育成」、「社会の要求するテーマを創造的に調査・企画・設計

・計画し、継続的に解析・実行・改善できる問題解決能力を備えた技術者の育成」、「的確な日本語

と国際的に通用するコミュニケーション能力を備えた技術者の育成」、「先端情報技術を駆使して専

門分野のプログラム構築する能力を備えた技術者の育成」、「多様でグローバルな視点の倫理的判 

断ができ、技術者の社会的責任を理解して地域貢献できる技術者の育成」である。この目標を達成す

るために設定した専攻科電子システム工学専攻および建設工学専攻の教育課程を資料３－１－③－1

および資料３－１－③－２に示す。また、一般科目、専門共通科目および専門展開科目の授業構成、

担当者の一覧を資料３－１－③－３～５に示す。資料中の開講時期はⅠ：１年前期、Ⅱ：１年後期、

Ⅲ：２年前期、Ⅳ：２年後期である。 
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資料３－１－③－1 

 
（出典 岐阜高専Web） 
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資料３－１－③－２ 

 
（出典 岐阜高専Web） 
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資料３－１－③－３ 

　 専攻科授業計画および担当者
　

一般科目・専門共通科目

I II III IV

社 会 倫 理 学 特 論 講義 2 2 　 空

英 語 総 合 Ａ 1 演習 1 1 野々村

英 語 総 合 Ａ 2 演習 1 1 野々村

英 語 総 合 Ｂ 演習 2 2 　 土屋

6 1 1 4 0

文 学 講義 2 　 　 2 宮口

総 合 ド イ ツ 語 1 演習 1 1 高原

総 合 ド イ ツ 語 2 演習 1 1 高原

数 学 ア ラ カ ル ト 講義 2 2 　 岡田・中島泉

6 1 3 0 2

12 2 4 4 2

生 命 科 学 講義 2 2 　 横川　（非常勤）

物 質 化 学 講義 2 2 　 上原

環 境 生 態 工 学 講義 2 2 和田

情 報 機 器 工 学 講義 2  2 北川輝

応 用 物 理 学 講義 2 　 2 富田勲

情 報 工 学 講義 2 2 　 安田

創 造 工 学 実 習 実験実習 2 2 　
樋口（非常勤）・柴田・石丸・冨田睦・
栗山・坂本・田中

14 4 2 6 2 　

量 子 力 学 講義 2 2 坂部

連 続 体 力 学 講義 2 2 片峯

環 境 材 料 学 講義 2 　 2
高木（非常勤）・小野内（非常勤）・小
栗・山田実・所・飯田・福永・水野和・
清水・犬飼

シ ス テ ム 計 画 学 講義 2 2 山田実

応 用 数 学 特 論 講義 2 2 Ｓ：森口・安田　Ｋ（必修）：森口・渡邊

統 計 力 学 講義 2 2 　 小川
ヒ ュ ー マ ン イ ン タ ー フ ェ ー ス デ ザ イ ン 講義 2 2 　 今田

実 験 ア ラ カ ル ト 講義 2 2
小川・河村・小栗・所・出口・羽渕（非
常勤）・臼井・水野和・青木・下村

ビ ジ ネ ス ア カ ウ ン テ ィ ン グ 講義 2 2 奥野（非常勤）

プロジェクト マネジメント 講義 2 2 大野（非常勤）

科 学 技 術 リ テ ラ シ ー 教 育 実 習 実験実習 2 2 山田実・飯田・栗山・廣瀬・中谷岳

22 8 8 4 2

36 12 10 10 4

48 14 14 14 6

一
般
科
目 選

択

選択科目開設単位数

開講時期

科目種別・科目名 授業種 教科担当予定者

必
修

小計

専
門
科
目

単位数

必
修

必修科目開設単位数計

一 般 科 目 開 設 単 位 数 合 計

一般科目・専門共通科目開設単位数合計

専門共通科目単位数計

選択科目開設単位数計

選
択

専
門
共
通
科
目

 
（出典 岐阜高専Web） 
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資料３－１－③－４ 

電子システム工学専攻専門展開科目

I II III IV

電 子 シ ス テ ム 工 学 実 験 実験実習 4 2 2
中谷淳・山本高・山田博・飯田・藤田
一・北川輝・北川秀・福永・遠藤・森

電 子 シ ス テ ム 工学 特別 実習 特別実習 3 3 　 　 　 専攻科主任・Ｍ・Ｅ・Ｄ

特 別 研 究 実験実習 14 2 4 4 4 専攻科主任・Ｍ・Ｅ・Ｄ

小計 21 7 6 4 4

計 測 工 学 特 論 講義 2 2  熊崎

流 体 力 学 特 論 講義 2 2 中谷淳

回 路 網 学 講義 2 2 所

半 導 体 工 学 講義 2 2  稲葉

ディジタルシス テム 基礎 講義 2 2 福永

ディジタルシス テム 応用 講義 2 2 福永

拡 散 現 象 論 講義 2 2 河村

弾 塑 性 力 学 講義 2 2  加藤

計 算 力 学 講義 2 2  片峯

メ カ ト ロ ニ ク ス 特 論 講義 2  2 北川秀

医 用 画 像 情 報 処 理 講義 2 　 2 山田功

制 御 工 学 特 論 講義 2 　 2 北川秀
デ ィ ジ タ ル 制 御 工 学 講義 2 2 小林

電 気 機 器 特 論 講義 2 2 冨田睦

計 算 論 講義 2 2 出口

30 8 6 4 12

51 15 12 8 16

48 14 14 14 6

99 29 26 22 22

41 12 9 14 6

教科担当予定者

選
択

  専門展開科目開設単位数計 

選択科目開設単位数計

開講時期

専
門
展
開
科
目

専
門
科
目

合　　　　計

必修科目単位数

専攻科授業計画および担当者

必
修

科目種別・科目名 授業種 単位数

一般科目・専門共通科目開設単位数合計

 
（出典 岐阜高専Web） 
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資料３－１－③－５ 

Ver.2013.4 .16

建設工学専攻専門展開科目

I II III IV

建 設 工 学 実 験 実験実習 4 2 2
廣瀬、和田、鈴木正、坂本、下村、青
木、鶴田

(I)(II)：C・A

建 設 工 学 特 別 実 習 特別実習 3 3 　 　 専攻科長・Ｃ・Ａ

特 別 研 究 実験実習 14 2 4 4 4 専攻科長・Ｃ・Ａ

小計 21 7 6 4 4

構 造 解 析 学 特 論 講義 2 2 柴田 A

建 設 計 画 学 講義 2 2 鈴木正 C

環 境 調 整 工 学 講義 2 2 中谷岳 A

リノベーション・ デザイン 講義 2 2 柴田・清水・中谷岳 A

地 盤 工 学 特 論 講義 2 2 吉村 C

水 管 理 工 学 講義 2 2 　 鈴木正 C

建 設 振 動 学 特 論 講義 2 2 水野剛・渡邉 C

環 境 計 画 学 講義 2 2 青木 A

都 市 形 成 論 講義 2 2 鶴田 A

維 持 管 理 工 学 講義 2 　 2 岩瀬 C

20 2 4 6 8

41 9 10 10 12

48 14 14 14 6

89 23 24 24 18 54単位以上修得

41 12 9 14 6

一般科目・専門共通科目開設単位数合計

合　　　　計

必修科目単位数

単位数

選 択 科 目 開 設 単 位 数 計

専 門 展 開 科 目 開 設 単 位 数 計

授業種

専
門
科
目

開講時期
教科担当予定者 備考

専攻科授業計画および担当者

必
修

専
門
展
開
科
目

選
択

科目種別・科目名

 

（出典 岐阜高専Web） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

専攻科の教育は、一般科目教員と専門科目教員が共同で実施している。準学士課程に比べて専攻科

の教員資格は厳しく設定されており、博士の学位を有する教員が優先的に配置されている。また、研

究の活動状況や成果についても投稿論文などで評価を行いながら、各専攻のカリキュラムに十分、対

応できるか判断している。専門科目では、博士の学位に限らず、技術士、建築士などの資格を有する

もの、企業での実務経験があるなど、その分野で精通しているものを総合的に考慮のうえ授業担当者

を決定しており、適切な配置ができているといえる。 

 

観点３－１－④： 学校の目的に応じて，教員組織の活動をより活発化するための適切な措置が講

じられているか。 

（観点に係る状況）  

教員の年齢構成を資料３－１－④－１に示した。 
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資料３－１－④－１ 

平成25年度 教員年齢構成 

人文 自然 機械 電気情報 電子制御 環境都市 建築 

年

齢 
職位 

年

齢 
職位 

年

齢 
職位 

年

齢 
職位 

年

齢 
職位 

年

齢 
職位 

年

齢 
職位 

60 教授 57 教授 55 教授 61 教授 62 教授 61 教授 58 教授 

56 教授 57 教授 53 教授 60 教授 58 教授 55 教授 49 教授 

53 教授 53 教授 48 教授 55 教授 53 教授 54 教授 48 教授 

51 教授 48 教授 47 教授 54 教授 51 教授 52 教授 47 教授 

51 教授 56 准教授 62 准教授 51 教授 50 教授 49 教授 46 教授 

49 教授 48 准教授 42 准教授 47 教授 49 教授 48 准教授 39 准教授 

40 准教授 43 准教授 38 准教授 47 准教授 45 准教授 40 准教授 38 准教授 

39 准教授 40 准教授 37 准教授 43 准教授 38 准教授 38 准教授 35 准教授 

38 准教授 34 講師 36 講師 41 准教授 36 准教授 31 講師 34 講師 

33 講師 30 講師 62 助教 33 講師 32 講師 34 助教 36 助教 

32 講師   31 助教 30 助教 29 助教 31 助教   

      29 助教       

（出典 教務会議資料） 

 

「学位取得候補教員の業務負荷配分の取扱い」を資料３－１-④－２に示した。本取扱いは，博士

の学位取得をめざす教員の業務負荷を軽減し，学位取得に専念する状況を促進する趣旨のものである。

所定の手続きにより適用が認めらえた教員は，校務分掌，クラブ顧問，あるいは授業分担の軽減が認

められる。平成24年度は，本取扱いの当初年度であるが，電子制御工学科と建築学科から各１名，合

計２名の教員の適用があった。 

 

資料３－１－④－２ 

「学位取得候補教員の業務負荷配分の取扱い」 

 

不開示情報 

 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

 「専門基礎グループに関する申合せ」を資料３－１－④－３に示した。本申合せは，各専門学科に

おいて横断的に専門基礎科目の授業分担及び内容等を検討し，専門基礎科目の教育レベルを維持する

ための組織を設けることを趣旨としたものである。平成24年度は，専門５学科に各１名ずつのグルー

プ員が配置され，趣旨に基づいた業務を実施している。資料３－１－④－４には，専門基礎グループ

で実施された物理実験のマスタープランについての意見交換会の資料の抜粋である。 

 

資料３－１－④－３ 

「専門基礎グループに関する申合せ」 

 

不開示情報 

 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

資料３－１－④－４ 

平成２４年６月５日 

意見交換会資料（抜粋） 

専門基礎グループ 
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１． 応用物理の本科の講義一覧 

３Ｍ 応用物理Ｉ（通年）４Ｍ 応用物理Ⅱ（半期）５Ｍ応用物理Ⅲ（半期） 

３Ｅ 応用物理Ｉ（通年）４Ｅ 応用物理Ⅱ（通年）５Ｅ・Ｄ 応用物理Ⅱ（半期） 

３Ｄ 応用物理Ｉ（通年）４Ｄ 応用物理Ｉ（通年） 

３Ｃ 応用物理Ｉ（通年） 

３Ａ 応用物理Ｉ（通年）４Ａ 応用物理Ⅱ（半期） 

 

２．応用物理実験室における実験講義について 

 各学科・複数学年に対して必要に応じて３回～５回程度で応用物理実験を実施 

 第３学年を中心に実験を実施 

 放課後の追実験・再実験における解放 

 仮進級の補習授業でも講義と併用して実験を活用 

 

３． 実施例 

３．１ 実施例 その１ 

実験テーマ（３年 建築学科 担当教員 小川）（ Ｈ２３年 実施例 その１ ） 

 テーマ０１ 単振り子 

 テーマ０２ Borda 振り子による重力加速度の測定 

 テーマ０３ Borda 振り子による重力加速度の測定 

 テーマ０４ Ewing 法によるヤング率の測定 

 テーマ０５ Ewing 法によるヤング率の測定 

 テーマ０６ 角速度と慣性モーメント 

 テーマ０７ 力学的エネルギー保存則 

 テーマ０８ 運動三大法則 

 テーマ０９ 運動三大法則 

 テーマ１０ 運動三大法則 

 テーマ１１ レーザー光回折 

 テーマ１２ サーキットトレーナー 

 テーマ１３ 光電管 

（出典 専門基礎グループ 意見交換会資料） 

 

 資料３－1－④－５に教員公募要項の一例を示した。教員の多様な年齢構成の実現するため，新規

採用教員の年齢について，制限を設定している例である。また，女性教員を増員する趣旨から，「能

力が同等の場合、女性応募者を優先的に採用します。」の記載も実施している。 

 

資料３－１－④－５ 

平成２３年６月２３日 

 

関係機関の長  殿 

 

                           岐阜工業高等専門学校長 

                                北 田 敏 廣【公印省略】 

 

教員の公募について（依頼） 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、このたび本校機械工学科では、下記の要領で教員を公募することになりました。 

つきましては、関係各位へご周知いただくとともに、適任者の推薦をいただきたく、よろしくお願い申し上げま

す。                                   敬 具 

 

記 

 

１．職名・人員 准教授、講師または助教 １名 

２．所属学科  機械工学科 

３．専門分野  応用物理の全分野 

４．担当科目  本科：応用物理（力学、電磁気学、相対論、量子論）、機械工学基礎研究、卒業研究 なお、 
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応用物理については機械工学科以外の学科でも担当いただきます。 

        専攻科：応用物理学（量子論）、特別研究等 

５．応募資格   

(1)博士の学位の取得者 

(2)高等専門学校の教育（生活指導、クラブ指導、寮生指導など講義以外の指導を含む）、研究および地域連携に

理解と熱意のある方 

(3)採用予定日において年齢が35歳以下であることが望ましい（雇用対策法施行規則第1条の3第1項3号のイの適用

により、長期勤続によるキャリア形成を図るため） 

(4)大学または高等専門学校において、機械系の学科を卒業したことが望ましい 

６．採用予定日 平成２４年４月1日 

７．提出書類   

(1) 履歴書（市販のものに本人自筆、写真貼付、電子メールアドレスを記載のこと） 

(2) 教育研究業績一覧（著書、論文、報告等で指定様式または様式任意） 

(3) 著書・論文等の別刷（コピー可、主要なもの3編程度） 

(4) 研究業績概要（A4版、2000字程度、様式任意） 

(5) 教育・研究・地域連携についての抱負（A4版、2000字程度、様式任意） 

(6) 所属長（または指導教員）の推薦書 

８．応募締切  平成２３年７月２９日（金）必着 

９．選考方法  第１次選考：書類審査 

        第２次選考：面接および模擬授業（第1次選考合格者のみ） 

（面接に伴う旅費等は応募者の負担とします。） 

10．書類提出先 〒501-0495 岐阜県本巣市上真桑 2236-2 岐阜工業高等専門学校 総務課職員係 宛 

※封筒に「機械工学科教員応募書類在中」と朱筆し、簡易書留で送付のこと。 

なお、応募書類は原則として返却しません。 

返却を希望される場合は、住所・氏名を記載した宅配便の伝票（着払用）を同封してください。 

11．問い合せ先 「教育・研究に関すること全般」 

12．その他    

(1)応募者の個人情報は、岐阜工業高等専門学校の教員を採用する目的のために利用するものであり、第三者に提

供または公表することはありません。 

(2)高等専門学校はその教育目標や学生の幅広い年齢層（15～22歳）から教員の職務内容も大学とは異なります。

高等専門学校の特質を良く理解したうえで応募されることを期待しています。 

(3)本校では採用に際して男女共同参画に配慮しており、能力が同等の場合、女性応募者を優先的に採用します。 

(4)カリキュラム等の詳細、提出書類の書式は本校HP(http://www.gifu-nct.ac.jp/)にありますのでご覧くださ

い。 

（出典 総務課人事係資料） 

 

優秀な教職員を表彰する本校独自のシステムとして，資料３－1－④－６に本校の「特別功労者表

彰規程」を示した。また，資料３－1－④－７にはこの表彰事例を示した。 

 

資料３－１－④－６ 

岐阜工業高等専門学校特別功労者表彰規程 

制定 平成14年9月11日 

学校規則第15号 

（趣旨） 

第１条 この規程は，岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）の教育，研究及び学校運営に関し，また

地域社会とのかかわりで特に顕著な功績等を挙げた者を「特別功労者」として表彰するため定めるものである。 

（表彰を受ける者） 

第２条 特別功労者の表彰は，次に掲げる各号の一に該当する者について行う。 

一 講義，演習，実験・実習及びクラス運営等において新たな方法を創案し，その実践を行い，教育効果を高めた

者 

二 クラブ運営を通して学生の徳育・体育教育に功績のあった者 

三 高等専門学校生向けの教科書を編纂し，教育効果を上げた者 
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四 各種委員会等において，学校運営に功績のあった者 

五 技術指導，公開講座，共同研究及び学会活動等において，社会に貢献し，本校の名を高めた者 

六 その他特に顕著な功績等を挙げた者 

（特別功労者の選考） 

第３条 校長は，前条に掲げる特別功労者を選考するため，本校に特別功労者選考委員会（以下「委員会」とい

う。）を置く。 

（組織） 

第４条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織し，教務主事を委員長とする。 

一 教務主事 

二 研究主事 

三 学生主事 

四 寮務主事 

五 事務部長 

六 その他校長が必要と認めた者 

（推薦の方法） 

第５条 推薦者（各主事，各学科長，各種委員会委員長，教育研究施設の長及び事務部長）は，別紙様式１及び２

により，候補者を委員会に推薦するものとする。ただし，自薦によることができる。 

（表彰を受ける者の決定） 

第６条 表彰を受ける者は，委員会の推薦により，校長がこれを決定する。 

（表彰の方法） 

第７条 表彰は，校長が表彰状を授与して行う。 

２ 前項の表彰に併せて，記念品を贈与することができる。 

３ 表彰は年１回行う。ただし，特に必要があると認められるときは，この限りでない。 

（庶務） 

第８条 委員会に関する庶務は，総務課において処理する。 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は，校長が別に定める。 

附 則 

この規程は，平成14 年10 月1 日から施行する。 

附 則（平成16 年学校規則第14 号） 

この規程は，平成16 年4 月1 日から施行する。 

附 則（平成19 年学校規則第45 号） 

この規程は，平成19 年4 月1 日から施行する。 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

 

資料３－１－④－７ 

「特別功労者」表彰一覧 

年度 候  補  者 選考結果 該当項目 備考（表彰日） 

１４ 一般科（自然） 山本 浩貴 ○ クラブ運営 １５．４．２６ 

〃 寮父      渡邊 義照 ○ 寮生指導 〃 

〃 非常勤講師   輔老 英淳 ○ 非常勤講師 〃 

〃 非常勤講師   田中 啓子 ○ 非常勤講師 〃 

〃 岐阜工業高等専門学校教育後援会 ○ 各種団体 １５．４．２６ 

〃 若鮎会 ○ 各種団体 〃 

１５ 一般科（自然） 川本 正則 ○ クラブ運営 １６．６．２３ 

〃 建築学科    水野 耕嗣 ○ 社会貢献 １６．６．２３ 

１６ 機械工学科   橋浦 正史 ○ 管理運営 １７．２．２２ 

〃 機械工学科   稲葉 金正 ○ 技術指導 １８．２．２４ 

〃 電気情報工学科 北川 惠一 ○ 管理運営 〃 

〃 電気情報工学科 稲葉 成基 ○ JABEE 〃 

〃 株式会社ＴＹＫ会長 牛込 進 ○ 教育支援 １８．３．１ 

１８ 一般（人文）  亀山 太一 ○ 講義演習等 １９．２．６ 

〃 環境都市工学科 吉村 優治 ○ クラブ運営 〃 

〃 前校長     小﨑 正光 ○ 学校運営 〃 

〃 機械工学科   片峯 英次 ○ 資格取得教育 〃 

〃 学生課     花木  毅 ○ 事務貢献 〃 
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１９ 電子制御工学科 木下 祥次 ○ 管理運営 ２０．３．１３ 

２０ 機械工学科   稲葉 金正 ○ 技術指導 ２１．３．３１ 

〃 電気情報工学科 所  哲郎 ○ JABEE 〃 

〃 総務課     遠山  基 ○ 事務貢献 〃 

〃 技術室     松原 芳夫 ○ 実習教育 〃 

２１ 学生課     八代 芳樹 ○ 事務貢献 ２２．３．３１ 

〃 技術室     佐藤 昌彦 ○ 技術指導 〃 

２２ 機械工学科   河村 隆雄 ○ 外部資金獲得推進 ２３．３．１７ 

〃 電気情報工学科 羽渕 仁恵 ○ 地域貢献 〃 

２３ 電子制御工学科 北川 秀夫 ○ 特に顕著な功績(ﾛﾎﾞｺﾝ) ２４．３.８. 

〃 環境都市工学科 吉村 優治 ○ クラブ運営 ２４．３.８ 

（出典 総務課資料） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

資料３－１－④－１に示したように，教員の年齢構成は均衡の整った配置になっている。また，

本校独自の「学位取得候補教員の業務負荷配分の取扱い」（資料３－１-④－２）の実現により，博

士の学位取得を志望する教員の校務分掌負荷を軽減するシステムが構築されている。さらに，学科横

断型の「専門基礎グループ」が設けられ，基礎科学分野の教育について先進的な役割を果たしている。

また，教員の採用に関しては，適正な年齢構成の実現や女子教員の増員を促進する方法が採用されて

いる。本校独自の教職員表彰規程が設けられ，この実現により，教職員の動機付けの向上を促進して

いる。以上のように，学校の目的に応じて，教員組織の活動をより活発化するための適切な措置が講

じられている。 

 

 

観点３－２－①： 全教員の教育活動に対して，学校による定期的な評価が行われているか。また，

その結果把握された事項に対して教員組織の見直し等，適切な取組がなされてい

るか。 

（観点に係る状況）  

資料３－２－①－１に機構本部主導で本校も実施している教員表彰の実施案内を示した。評価の項目

は，教員による自己評価，教員間の相互評価，及び学生の教員評価の３部門から構成されている。 

資料３－２－①－１ 

教員各位 

校長 

国立高等専門学校教員顕彰の実施について 

 

標記のことについて、高専機構理事長から通知がありましたので、下記により提出をお願いします。 

 

記 

（１）教員による自己評価（第１部）及び教員による相互評価（第2部） 

評価方法：添付ファイル『教員の教育業績等評価』に基づき、『【提出書類】評価集計表』に点数等を記入して

ください。（『実施要項』も参照願います。） 

提出方法：『【提出書類】評価集計表』をプリントアウトし、印刷室に設置した投票箱に提出してください。３

名の教員投票（第２部）については、投票者の氏名が判明しても差し支えない場合は切取不要です。 

提出期限：■■平成２４年１０月１９日（金）■■ 

（２）学生による教員の評価（第３部） 

評価方法：第3～5学年学級担任教員の印刷室のボックスにアンケート用紙を配付しましたので、提出期限に間に

合うよう実施してください。アンケートを実施する際は、『教員の教育業績等評価』の第3部（9ページ）の実施

方法に基づき、「顕著な功績をあげている」と思う複数の教員の氏名を記名用紙に記入の上、提出するよう説明

をお願いします。 

提出先：総務課職員係 
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提出期限：■■平成２４年１０月２３日（火）■■ 

（出典 総務課人事係 平成24年10月４日配信メール） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

全教員の教育活動に対して，学校による定期的な評価を行なう手段として，機構本部が主導してい

る教員表彰システムを本校も実施している。この結果は定量的に評価され，教員に示され，教育活動

向上のための重要な動機づけの一翼を担っている。 

 

 

観点３－２－②： 教員の採用や昇格等に関する基準や規定が明確に定められ，適切に運用がなさ

れているか。 

（観点に係る状況）  

資料３－２－②－１に本校の教員選考手続細則を示した。また，資料３－２－②－２に本校の人事

委員会規程を示し，さらに資料３－２－②－３に「教員選考における候補者の評価基準等（抜粋）」

を示した。教員の採用や昇格に関わる事項は，教員選考手続き細則に基づき，当該学科等の提案によ

り人事委員会に諮られ，審議される。また，この審議の際の判断の指針として，「教員選考における

候補者の評価基準等」が適用される。 

 

資料３－２－②－１ 

「岐阜工業高等専門学校教員選考手続細則」 

 

不開示情報 

 

（出典 岐阜高専 総務課Web） 

 

資料３－２－②－２ 

岐阜工業高等専門学校人事委員会規程 

制定 平成16年3月11日 

学校規則第13号 

（設置） 

第１条 岐阜工業高等専門学校における教職員（非常勤講師を含む。）の人事に係る事項等を審議するため，人事

委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

(審議事項) 

第２条 委員会は，次に掲げる事項を審議する。 

一 教員（教授，准教授，講師，助教及び助手をいう。）の採用及び昇任の選考に関すること。 

二 教職員の人事管理に関すること。 

三 非常勤講師等の選考に関すること。 

(組織) 

第３条 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 

一 校長 

二 教務主事 

三 研究主事 

四 学生主事 

五 寮務主事 

六 事務部長 

七 その他校長が必要と認めた者 

(委員長) 

第４条 委員会に委員長を置き，校長をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

(委員以外の者の出席) 

第５条 委員会が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴取することができ
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る。 

(提出書類) 

第６条 校長は，当該学科長から，次の各号に掲げる書類を提出させるものとする。 

一 第２条第１号の審議を行う場合 

イ 推薦書（様式１） 

ロ 履歴書（様式２） 

ハ 著書・論文等一覧（様式３） 

ニ 教育及び研究に関する抱負（様式４） 

ホ 選考候補者評価点数表（「岐阜工業高等専門学校教員選考における候補者の評価基準等」に定める別紙様式） 

ヘ その他校長が必要と認めた書類 

二 第２条第３号の審議を行う場合 

「岐阜工業高等専門学校非常勤講師の選考に関する規程」に定める書類 

(庶務) 

第７条 委員会の庶務は，総務課において処理する。 

（その他） 

第８条 この規程に定めるもののほか，教員の選考に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

１ この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ 岐阜工業高等専門学校教官選考委員会内規（昭和54 年10 月1 日制定）及び岐阜工業高等専門学校事務職員採

用選考内規（昭和39 年9 月15 日制定）は，廃止する。 

附 則（平成19 年学校規則第21 号） 

この規程は，平成19 年4 月1 日から施行する。 

附 則（平成20 年学校規則第3 号） 

この規程は，平成20 年4 月1 日から施行する。 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

資料３－２－②－３ 

「岐阜工業高等専門学校教員選考における候補者の評価基準等（抜粋）」 

 

不開示情報 

 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

資料３－２－②－４に人事委員会の議事要旨のサンプルを示した。 

資料３－２－②－４ 

平成24年度第４回人事委員会議事要旨 

 

日 時 平成２４年８月３０日（木） １０時５０分～１１時１０分 

場 所 校長室前室 

出席者 校長、教務主事、研究主事、学生主事、寮務主事、事務部長 

陪席者 総務課長 

 

 議事に先立ち、７月２日開催の第３回人事委員会議事要旨の確認があった。 

 

議 題 

１ 教員選考について 

 平成２５年度４月１日付け採用候補者に係る教員選考について一般科目（自然）学科長より推薦書に基づき推薦

理由及び「選考候補者評価点数表」について説明があり、同学科長が退席した後、審議の結果、次のとおり承認さ

れた。 

   一般科目（自然）・物理科目 助教採用 ●● ●● 

 

２ 非常勤講師採用者の変更について 

 総務課長から、資料に基づき、講師の転勤により変更となる旨の説明があり講師の資格を有していることから審

議の結果、承認された。 

 

３．その他 

 

（省略） 
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 （出典 総務課人事係資料） 

 

非常勤講師の選考に関する規程を資料３－２－②－５に示す。 

資料３－２－②－５ 

岐阜工業高等専門学校非常勤講師の選考に関する規程 

制定 平成15年11月12日 

学校規則第19号 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）における非常勤講師の選考は，他の法令等に規定するも

ののほか，この規程の定めるところによる。 

（選考基準） 

第２条 非常勤講師候補者は，講師以上の資格を有し，本校の教育方針に沿った教育指導ができる者で，次の各号

に該当する者とする。 

一 採用予定年度の４月１日現在で，原則として年齢が満６５歳未満の者 

二 通勤距離が，原則として片道１００㎞以内の者 

（雇用計画の策定） 

第３条 学科長は，当該学科に非常勤講師の雇用を希望するときは，非常勤講師雇用計画書（別紙様式１）（以下

「雇用計画書」という。）を雇用予定年度の前年度の10月末日までに教務主事を経て校長に提出するものとす

る。 

２ 校長は，各学科から提出された雇用計画書について，各学科長から意見を聴取の上，主管会議の議を経て，非

常勤講師雇用計画（以下「雇用計画」という。）を策定する。 

３ 校長は，前項において策定した雇用計画を，雇用予定年度の前年度の１１月末日までに各学科長に通知するも

のとする。 

（雇用手続） 

第４条 学科長は，雇用計画に基づき，非常勤講師採用候補者調書（別紙様式２）及び履歴書（別紙様式３）を雇

用予定年度の前年度の１月１０日までに教務主事を経て校長に提出するものとする。 

２ 前年度に引き続き雇用を希望する非常勤講師候補者については，前項に規定する履歴書の提出を省略すること

ができる。 

３ 第２条各号の規定にかかわらず，年齢が満６５歳以上の者，通勤距離が片道100㎞を超える者を雇用しようとす

る場合は，理由書（別紙様式４）を添付しなければならない。 

４ 雇用計画に基づく非常勤講師が交代する場合は，速やかに非常勤講師採用候補者変更調書（別紙様式５），履

歴書（前年度に引き続き雇用する場合を除く。）及び理由書（前項に該当する場合）を教務主事を経て校長に提

出するものとする。 

（雇用計画の変更及び雇用手続） 

第５条 学科長は，雇用計画が決定された後に，雇用計画の変更又はやむを得ない理由により新たに非常勤講師の

雇用の必要が生じた場合には、速やかに雇用計画書を教務主事を経て校長に提出しなければならない。 

２ 校長は，学科長から提出された雇用計画書について，主管会議の議を経て，新たに雇用計画を策定し，当該学

科長に通知するものとする。 

３ 当該学科長は，雇用計画に基づき，速やかに非常勤講師採用候補者調書，履歴書（前年度に引き続き雇用する

場合を除く。）及び理由書（前条第３項に該当する場合）を教務主事を経て校長に提出するものとする。 

（選考等） 

第６条 非常勤講師の選考については，人事委員会の議を経て，校長が決定する。 

（事務） 

第７条 非常勤講師の雇用に関する事務は，総務課及び学生課において処理する。 

（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は，別に定めるものとする。 

附 則 

１ この規程は，平成15年11月12日から施行する。 

２ 平成16年度の非常勤講師の雇用については，第３条，第４条，第５条及び第６条中 

「学科長」は「学科主任」と，「１０月末日」は「１１月末日」と，「主管会議」は 

「運営会議」と，「１１月末日」は「１２月１０日」と，「人事委員会」は「運営会 

議」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。 

附 則（平成19年学校規則第46号） 

この規程は，平成19年4月1日から施行する。 

附 則（平成20年学校規則第4号） 

この規程は，平成20年4月1日から施行する。 

附 則（平成21年学校規則第12号） 
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この規則は，平成21年12月7日から施行する。 

（出典 平成24年度非常勤講師雇用枠時間に関する基本方針） 

 

 

非常勤講師雇用枠時間に関する基本方針を資料３－２－②－６に示す。 

資料３－２－②－６ 

「平成24年度における非常勤講師雇用枠時間に関する基本方針」 

 

不開示情報 

 

（出典 平成23年9月7日運営会議資料） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校の教員の採用，あるいは昇格に関する規程として，教員選考手続細則（資料３－２－②－１），

人事委員会規程（資料３－２－②－２），及び「教員選考における候補者の評価基準等（抜粋）」

（資料３－２－②－３）が定められている。教員の採用や昇格に関わる事項は，教員選考手続細則に

基づき，当該学科等の提案により人事委員会に諮られ審議される。また，この審議の際の判断の指針

として，「教員選考における候補者の評価基準等」が適用されている。以上のように，本校の教員の

採用や昇格等に関する基準は，明確に定められており，適切に運用がなされている。 

 

観点３－３－①： 学校における教育活動を展開するに必要な事務職員，技術職員等の教育支援者

等が適切に配置されているか。 

（観点に係る状況）  

資料３－３－①－１に事務部・技術室の組織図を示した。教育に関わる主事，会議，及び学生課に

配置された係の関係は，以下のとおりである。 

 教務主事－教務会議－教務係・入試係 

学生主事－学生会議－学生係 

寮務主事－寮務会議－寮務係 
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資料３－３－①－１ 

 
 

（出典 総務課人事係資料） 

 

資料３－３－①－２に技術職員の配置を示した。第一班の技術職員は授業に関わる業務としては，実

習工場で実施される実習系科目について，学生の技能習得に携わっている。また第２班と３班の学科

付の技術職員は，各学科における実験系科目・ＰＢＬ系科目・演習系科目の教育支援を行っている。 

 

資料３－３－①－２ 

「技術職員の配置（平成 24 年 4 月現在）」 

 

不開示情報 

 

（出典 総務課人事係資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

 各主事とその主催する各会議について，事務組織の各係が対応しており，各事務組織は教員の教育

活動の展開に有機的に深く関わっている。特に，技術職員は実習工場における技能教育や，各学科に

おける実験系・演習系の科目の遂行についての寄与が著しく，学生の技術者としての育成に不可欠な

存在になっている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

専門学科と一般科の各教員間の連携を促進するために，学科会議規程や学級担任会議規程が新た

に制定され，これらが適切，かつ有機的に運営されている。 

 

（改善を要する点）  

 なし。 

 

（３）基準３の自己評価の概要 

本校では，教育活動を展開するために必要な教員が配置されている。教員組織については，学科会

議規程，あるいは学級担任規程を新たに制定するなど，個別の教員の活動を有機的に関連付ける組織

整備がなされている。 

また，全教員の教育活動に対して，学校による定期的な評価が行われている。これらの評価に基づ

き，その結果を学科会議規程や学級担任規程等の教員組織の見直し等に反映させている。また，教員

の採用及び昇格等に当たっては，定量的で精緻な基準や規程が定められ，適切な運用がなされている。 
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基準４ 学生の受入 

（１）観点ごとの分析 

観点４－１－①： 教育の目的に沿って，求める学生像及び入学者選抜の基本方針等の入学者受入

方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められ，学校の教職員に周知され

ているか。また，将来の学生を含め社会に理解されやすい形で公表されているか。 

（観点に係る状況）  

資料４－１－①－１に準学士課程入学者（中学生）向けのアドミッション・ポリシーを示した。ま

た，資料４－１－①－２には準学士課程４年次編入学生向け，資料４－１－①－３には専攻科生向け

のアドミッション・ポリシーを示した。これらは本校の外部向けのWebサイトに示されており，併せ

て，資料４－１－①－４に示すように，各募集要項にも明記されている。なお、学校の教職員の認識

度は観点１－２－①の資料１－２－①－５で示したように、平均3.2であり、概ね周知されている。 

 

資料４－１－①－１ 

準学士課程のアドミッション・ポリシー 

学校のアドミッション・ポリシー 

• 基礎学力及び幅広い能力がある人  

• 「英語」、「国語」及び理系科目が得意な人  

• 何事にも積極的に取り組むことができる人  

• 倫理観のある人  

 

学科別のアドミッション・ポリシー 

機械工学科 

• 数学と理科を得意科目とし、広く「ものづくり」に興味があり、自動車などの生活に役立つ機械を設計・製作す

る機械技術者になることを強く希望している人  

• 目標を達成することの喜びを知り、たゆまない努力をする覚悟のある人  

電気情報工学科 

• 電気・電子・情報関連の技術に興味のある人や，エネルギーや地球環境などの問題解決に挑戦したい人  

• いろいろなことに好奇心旺盛でアイデアや創造力が豊かな人，それらの思いを行動に移し，挑戦できる人  

電子制御工学科 

• 数学や理科及び英語を得意とし、ものづくりに関心があり、ロボットなど電子制御システムに関わる技術者にな

ることを強く目指す人  

• 環境に配慮した電子制御システムづくりに積極的にチャレンジし、好奇心旺盛で向上心があり粘り強くがんばる

ことのできる人  

環境都市工学科 

• 環境負荷を低減した都市のライフライン（エネルギー・交通・上下水道などの生活や産業を支えているもの），

自然災害に強い安全な都市づくりについて学びたい人  

• 公共事業にたずさわる技術者として社会に貢献したい人  

• 元気がありリーダーシップを発揮できる人  

建築学科 

• 技術・家庭および美術が得意で、社会と文化にも関心をもち、建築に関わる技術者になることを強く目指してい

る人  

• 環境との関わりを考えつつ、多種多様な意見をまとめ、個性豊かな建築をデザインしたい人 

（出典 岐阜高専ホームページ） 

 

資料４－１－①－２ 

第４学年編入のアドミッション・ポリシー 

学校のアドミッション・ポリシー 

• 基礎学力の修得に努めており、さらに専門の知識を身につけたい人  

• 好奇心が旺盛で、常に知識を獲得し、能力の開発を目指して努力する人  

• 学んだ知識を活用し社会に貢献したい人  

 

学科別のアドミッション・ポリシー 

機械工学科 
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• 数学・物理（特に力学）・情報技術を得意とし、機械技術分野、特に「ものづくり」分野に強い関心があり、社

会に貢献できる機械技術者となるための継続的な努力のできる人 

• 目標を達成するための課題を自ら見出し、これをデザイン能力、及びコミュニケーション能力により解決するこ

とができる機械技術者を目指す人  

電気情報工学科 

• 電気・電子・情報工学に関する幅広い基礎知識の修得を目指し，エネルギーや地球環境などの問題解決や物作り

に挑戦したい人  

• 電気・電子工学の主要な基礎知識を理解でき，情報工学に関係した最新知識や技術の修得を目指す，創造性豊か

な人  

• いろいろなことに好奇心旺盛でアイデアや創造力が豊かな人，それらの思いを行動に移し，挑戦できる人  

電子制御工学科 

• 工学、情報技術を得意とし、電子制御技術の根幹である電気・電子、情報・制御、機械関連の分野に関心があ

り、幅広い専門知識を身に付け社会に貢献できる技術者を目指す人 

• 意欲的かつ実践的に課題に取り組み、柔軟にかつ創造的に解決できる能力を素養として持っている人  

環境都市工学科 

• 自然と調和した社会基盤の整備と，自然災害に強い安全な都市の創造に関する幅広い専門知識の修得を目指す人  

• プロジェクトのリーダーとしてリーダーシップを発揮し，身につけた幅広い専門知識を実践的に活用できる能力

を素養として持っている人  

• 公共事業にたずさわる技術者として社会に貢献したい人  

建築学科 

• 工学、情報技術を得意とし、社会と文化並びに芸術の分野に関心があり、幅広い専門知識を身につけ社会に貢献

できる技術者を目指している人  

• 自ら課題を提起し、それをデザイン能力とコミュニケーション能力により解決できる柔軟な思考力を素養として

持っている人 

（出典 岐阜高専ホームページ） 

 

 

資料４－１－①－３ 

専攻科のアドミッション・ポリシー 

電子システム工学専攻 

• 機械、電気情報、電子制御の分野を、総合的に深く学びたい人  

• 出身分野の知識を生かしつつ、ヒューマンフレンドリーな知的機能システムを開発する意欲のある人  

 

建設工学専攻 

• 環境都市工学あるいは建築学に関する主要な基礎知識を理解でき、幅広い専門分野を身につけて社会に貢献でき

る技術者を目指している人  

• 先端技術、社会と文化、芸術などの他分野に関心があり、自ら提起した課題に対して取り組む姿勢と、柔軟かつ

創造的に解決できる思考力を素養として持っている人 

（出典 岐阜高専ホームページ） 

 

資料４－１－①－４ 

 「平成25年度国立岐阜工業高等専門学校入学者募集要項」7頁・8頁 

 「平成25年度国立岐阜工業高等専門学校編入学者募集要項」6頁～8頁 

 「平成25年度岐阜工業高等専門学専攻科学生募集要項」12頁・13頁 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程向け，同４年次編入学生向け，及び専攻科生向けのアドミッション・ポリシーが明確に

定められている。本校の学外向けのWebサイトに公開され，本校教職員のみならず，広く社会に周知

されている。特に中学生向け（準学士課程入学志望者向け）には平易な表現で示されている。 

 

観点４－２－①： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な学生の受入方法

が採用されており，実際の入学者選抜が適切に実施されているか。 
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（観点に係る状況）  

準学士課程の学力選抜 

 資料４－１－①－１に示した本校のアドミッション・ポリシーの「基礎学力及び幅広い能力がある

人 」の観点から，学力選抜では，中学の学習課程の全９教科の５段階評価の高い受験者を積極的に

受入れる方法を用いている。（資料４－２－①－１） 

 また，「『英語』、『国語』及び理系科目が得意な人 」の観点から，学力検査科目については，

数学，理科，英語，国語の４科目を採用している。さらに，「何事にも積極的に取り組むことができ

る人 」，及び「倫理観のある人」の能力は，受験者が中学校で履修する全９科目の成績評価に反映

されているとの観点からも，学力選抜では，中学の学習課程の全９教科の５段階評価の高い受験者を

積極的に受入れる方法を用いている。 

 

資料４－２－①－１ 

平成25年度入学者選抜実施要項（抜粋） 

２．合否判定方法 

 （１）学力検査による入学者選抜の合否は， 

  ① 在籍中学校等の校長から提出された調査書（第２学年及び第３学年の成績評定（9教科））及び 

  ② 学力検査（数学，理科，英語，国語の４科目）の成績により総合的に判断する。 

 （２）判定項目（調査書・学力検査）の合計は，  点を満点とし，各項目の配点は，次のとおりとする。 

  ①調査書   点 

   １）調査書評定基準が5段階表示の場合 

           点 

    （中略） 

②学力検査   点（    ） 

（出典 入試運営委員会資料） 

 

準学士課程の推薦選抜 

準学士課程の推薦選抜では，全志願者について面接検査を選抜の評価項目の一つとしている。面接

の評価項目に直接，アドミッションポリーとの適合性を評価項目に加えている。（資料４－２－①－

２） 

 

資料４－２－①－２ 

平成25年度入学者選抜実施要項（抜粋） 

Ⅰ 推薦による入学者選抜 

４．選抜検査の実施 

 （１）面接検査の実施 

 ⅳ 面接者は各自，次の評価項目及び審査基準に基づき採点し，各面接者の合計点を面接審査得点とする。 

      ①■■■■■■■■■■■■ 

       ａ 明確かつ適切である            ■点 

       ｂ 普通である                ■点 

       ｃ 不明確又は不適切である          ■点 

      ②志望学科のアドミッション・ポリシーとの適合性 

       ａ 良く適合している             ■点 

       ｂ 普通である                ■点 

       ｃ あまり適合していない           ■点 

（以下，項目略） 

（出典 入試運営委員会資料） 

編入学者選抜 

 ４年次への編入学者の選抜に際しては，全志願者の評価項目として学力検査と面接検査とを設けて

いる。面接検査においては，アドミッション・ポリシーとの適合性を直接，評価項目としている。
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（資料４－２－①－３） 

資料４－２－①－３ 

平成25年度編入学者選抜実施要項（抜粋） 

  

４．合否判定手順 

（３）面接検査の実施 

ⅳ 面接者は各自，次の評価項目及び審査基準に基づき採点し，各面接者の合計点を面接審査得点とする。 

      ①■■■■■■■■■■■■ 

       ａ 明確かつ適切である             ■点 

       ｂ 普通である                ■点 

        ｃ 不明確又は不適切である          ■点 

      ②学校及び志望学科のアドミッション・ポリシーとの適合性 

       ａ よく適合している              ■点 

       ｂ 普通である                ■点 

        ｃ あまり適合していない           ■点 

（以下，項目略） 

 

（出典 入試運営委員会資料） 

 

専攻科入学者選抜 

 両専攻ともに，各２項目あるアドミッション・ポリシーの一つ目は（資料４－１－①－３），各学

際分野に関わるものである。推薦入試においては，実施要項に示すように（資料４－２－①－４）出

願資格にこの学際分野を規定しており，学力選抜においては，実施要項の別表１に示すように学力検

査科目において，反映させている。 

 両専攻の，各２つめのアドミッション・ポリシーは，いずれも人間力に関わるものであり，面接検

査の評価項目により，評価することが可能な能力である。 

 

資料４－２－①－４ 

平成２５年度専攻科入学者選抜実施要項 

Ⅰ 推薦による入学者選抜〔前期〕 

１．出願資格 

推薦による入学者選抜に出願できる者は，平成２５年３月に高等専門学校を卒業見込みの者で，次の各号に該当

する者のうち在籍する高等専門学校長が適格者として推薦できる者とする。 

① 次の希望専攻に応じた学科に在籍していること。 

電子システム工学専攻：機械工学科，電気情報工学科，電子制御工学科 

又はこれらと同等の内容のカリキュラムを実施している学科 

建設工学専攻  ：環境都市工学科，建築学科又はこれらと同等の内容のカリキュラムを実施している学科 

 

（中略） 

 

６）面接検査の実施 

④ 面接者は，次の評価項目及び審査基準に基づき採点し，各面接者の合計点を面接審査得点とする。 

ア．専攻科に対する志望動機は明確か。 

イ．研究に取り組む姿勢が意欲的か。 

ウ．適切な技術者像と社会的倫理観はあるか。 

エ．適切なコミュニケーション能力はあるか。 

オ．学習や研究に関して目標が明確か 

 

 （中略） 

 

Ⅲ 学力検査による入学者選抜〔前期及び後期〕 

２．合否判定方法 

学力検査による入学者選抜の合否判定は，小論文検査，面接検査及び学力検査の成績により総合的に判断する。 

（１）判定項目（小論文検査・面接検査・学力検査）の合計は，  点を満点とし，各項目の配点は，次のとおり
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とする。 

① 小論文検査 

② 面接検査 

③ 学力検査   点        

（２）小論文検査及び面接検査のそれぞれの得点が  点以上（   点満点）の者を，合格とする。 

（３）学力検査科目は，英語，数学・応用数学及び専門科目２科目（専攻に応じ，別表１「平成２５年度〔前期・

後期〕専攻科入学者選抜学力検査科目」の各群から１群を選択し，その中から２科目を選択する。）とする。 

別表１ 

平成２５年度〔前期・後期〕専攻科入学者選抜学力検査科目 

専  攻 検  査  科  目 備   考 

電子システム工学 

英 語 必須 

数学・応用数学 必須 

専
門
科
目 

Ｍ 

 

群 

材料力学 

水力学 

熱力学 

Ｍ，Ｅ，Ｄの３群から１群

を選択し，選択した群から

２科目を選択する。 

Ｅ 

 

群 

電気回路 

電気磁気学 

計算機アーキテクチャ 

Ｄ 

 

群 

制御工学 

電気磁気学 

情報処理 

建 設 工 学 

英 語 必須 

数学・応用数学 必須 

専
門
科
目 

Ｃ 

 

群 

構造力学 

水理学 

土質力学 

Ｃ，Ａの２群から１群を選

択し，選択した群から２科

目を選択する。 

Ａ 

 

群 

建築構造学 

建築環境学 

建築計画学 

 

（出典 入試運営委員会資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 準学士課程の学力選抜においては，中学の学習課程の全９教科の５段階評価の高い受験者を積極的

に受入れる方法を用いており，アドミッション・ポリシーの「基礎学力及び幅広い能力がある人 」

の観点に合致している。また，準学士課程の推薦選抜，編入学者選抜，及び専攻科の入学者選抜にお

いては，いずれも面接時の評価項目に，直接，アドミッション・ポリシーへの適合性を評価する項目

がある。従って，アドミッション・ポリシーに沿って適切な学生の受入方法が採用されており，実際

の入学者選抜が適切に実施されていると言える。 

 

観点４－２－②： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生の受入が実際に行

われているかどうかを検証するための取組が行われており，その結果を入学者選

抜の改善に役立てているか。 

（観点に係る状況）  

本校には，入試に関わる事項を特化して検討するための組織として，「入試運営委員会」が設けら

れており（資料４－２－②－１），準学士課程入学者選抜，４年次編入学選抜，及び専攻科入学者選

抜について，本校のアドミッション・ポリシーに適合し，より質の高い入学者を公正な方法で選抜す

るための検討，及び取組みを行っている。 

 平成23年度の第５回入試運営員会では（資料４－２－②－２），以降の入学者選抜方法改善に反映
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させるため，平成18年度入学・平成22年度卒業した学生について，「入学選抜時の調査書点数・試験

得点」と「本校５年間在学中の学業成績」との関係を調査した結果が示されている。（資料４－２－

②－３） 

資料４－２－②－１ 

岐阜工業高等専門学校入試運営委員会規程（抜粋） 

制定 平成16年3月4日 

学校規則第7号 

（設置） 

第１条 岐阜工業高等専門学校の入学者の選抜に関する事項を審議するため入試運営委員会を置く。 

（審議事項） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項について審議する。 

一 本科及び専攻科の学生募集に関すること。 

二 本科及び専攻科の入学者選抜に関すること。 

三 前２号に規定する入学者選抜の実施に関する重要事項に関すること。 

四 その他入学者選抜に関する重要事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 校長 

二 教務主事，研究主事，学生主事及び寮務主事 

三 各学科長及び専攻科長 

四 事務部長 

五 学生課長 

六 その他校長が必要と認めた者 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き，それぞれ校長及び教務主事をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときはその職務を代行する。 

（委員以外の者の出席） 

第５条 委員長が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くこ

とができる。 

（実施業務の分担） 

第６条 入学者選抜に関する実施業務については，次のとおり分担するものとする。 

一 本科に関する実施業務 教務会議 

二 専攻科に関する実施業務 専攻科会議 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は，学生課において処理する。 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

 

資料４－２－②－２ 

平成 23 年度 第５回 入試運営委員会議事要旨 （文責 副委員長） 

日時：平成 23 年 11 月 30 日（水） 17：50-18：25 開催場所：大会議室 

出席者： 北田校長，加藤教務主事，所研究主事，吉村学生主事，大平事務部長 

【学科長】人:清水（晃），自:久世，Ｅ:安田，Ｄ:北川（秀），Ｃ:鈴木（正），Ａ:鶴田 

柴田専攻科長，和田学生課長 

（陪席）堤教務係長，國枝入試係長 

欠席者： 久保田寮務主事・Ｍ：小栗 

審議事項  

１．平成 25 年度入学者選抜検査  推薦選抜方法の見直し 

○ 面接のみで不合格とする方法の導入の可否 

 副委員長と環境都市工学科長から意見が説明された．意見交換の後，委員長から新たな提案がなされ，採

決の結果，  点満点の面接点について，面接点が  点（ありうる最低点）の志願者は，調査書の得点に

関わらず推薦選抜については不合格とすることとになった． 

（賛成 9 反対 2 棄権 2：棄権数については委員会後学生課長分を追加） 

なお，この措置を適用する場合には，面接終了後の３名の面接官による面接得点の一般的な照合の折に，

充分な検討がなされることが必要である旨が適用の前提として了解されている． 
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 また，採決後，所研究主事から，要件②の志願者については，面接評価項目の『③倫理観・社会性・特別

活動』については得点１がつかないことになっている了解事項と，矛盾しないか？との指摘があった．副委

員長が平成 23 年４月 27 日に開催された臨時入試運営委員会議事録を参照し矛盾のないことを確認した．

（議事要旨作者メモ：委員会後の同議事録審議事項項目⑨の再確認により，所研究主事の指摘は妥当であ

り，この件の斟酌が必要であることが明らかになった．） 

 

○ 推薦要件②の見直し 

 副委員長と環境都市工学科長から意見が説明された．意見交換の後，採決がなされ，推薦要件②は平成 24

度と同様とすることになった． 

（推薦要件②の見直しに賛成 3 反対 8 棄権 2：棄権数については委員会後学生課長分を追加） 

 

○ 平成 25 年度入学者選抜実施要項の『５．合否判定手順』の（１）入学者選抜判定資料の作成の『作文』

を削除． 

 了解された． 

 

報告事項 

１．私費留学生の募集人員について 

○ 国際交流委員会から平成 24 年度私費留学生の受入れ人数の上限は１名との報告があった．（11/21） 

○ 2012 年度（平成 24 年度）の募集要項には，すでに各学科別に『若干名』と記載されているが，機構から

別途，受入れ可能人数の問合せがあった．これに基づき，３学年の学級人数等の学級運営の観点からの

受入れ可否を各学科で御検討する機会のあることが紹介された．各学科の回答を【12/6（火）】まで

に，國枝入試係長に連絡することになった．本校としての上限が１名なので，各学科の上限も１名であ

る．なお，25 年以降の募集要項について，募集人員の『若干名』を『募集なし』と表現することはでき

ないとのことが機構本部に問合せにより確認されている． 

 

２．第４回入試運営委員会の議事要旨が承認された．（教務掲示板にアップロード済） 

 

副委員長から下記の資料についての紹介があった． 

１．平成 18 年度入学生の入試情報と学業成績との関係 

２．入試運営関係スケジュール 

３．平成 23 年度入試運営委員会予定   

（出典 平成23年度第４回入試運営委員会議事要旨） 

 

資料４－２－②－３ 

「平成18年度入学生の入試情報と学業成績との関係」 

 

不開示情報 

 

（出典 平成23年度第５回入試運営委員会資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

入試運営委員会では，準学士課入学者選抜，４年次編入学選抜，及び専攻科入学者選抜について，

より質の高い入学者を公正な方法で選抜するための検討，及び取組みを行っている。この取り組みに

際しては，本校のアドミッション・ポリシーへ適合性のみならず，より広範な観点から，より質の高

い学生を選抜する観点からの取組みが行われている。 

 

観点４－３－①： 実入学者数が，入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況になっていな

いか。また，その場合には，これを改善するための取組が行われる等，入学定員

と実入学者数との関係の適正化が図られているか。 

（観点に係る状況）  

準学士課程 

 準学士課程の入学定員は５学科合わせて，１学年で200名である。資料４－３－①－１に示すよう
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に，平成19年度～平成24年度の期間の入学定員は，203名～208名の間を推移している。 

 

資料４－３－①－１ 

平成 24 年度入学者選抜進捗 

学 科 Ｍ Ｅ Ｄ Ｃ Ａ H24 H23 H22 H21 H20 H19 

推薦合格者数 19 19 20 20 12 90 83 51 55 64 64 

学力志願者数 63 61 67 43 38 272 301 247 249 321 327 

学力合格者数 23 23 22 22 30 120 127 157 153 143 146 

学力入学者数 23 23 20 22 29 117 123 152 152 142 144 

入学者数 42 42 40 42 41 207 206 203 207 206 208 

 

（出典 平成24年度第１回運営会議資料 教務報告抜粋） 

 

専攻科課程 

 専攻科課程の入学定員は各専攻合わせて，１学年20名である。資料４－３－①－２に示すように，

平成19年度以降は入学者数が上回り，定員の2倍近くになる傾向がある。 

 

資料４－３－①－２ 

専攻科入学者推移 

 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

Ｓ 15 9 17 16 19 14 16 17 18 18 18 14 18 19 17 22 19 16 

Ｋ 13 10 8 10 16 10 17 20 14 14 15 11 16 21 10 15 14 22 

計 28 19 25 26 35 24 33 37 32 32 33 25 34 40 27 37 33 38 

（出典 平成24年度「大学編入学・専攻科進学説明会 専攻科長資料」 抜粋） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程 

 準学士課程の実入学者数は，定員を数名超えるのみで，ほぼ定員通りの状況であり，適切である。 

専攻科課程 

専攻科の実入学者数は，ここ数年は入学定員の1.5倍から1.8倍程度で推移している。このように大

幅に入学定員を超える理由の一つは，入学者選抜方法について，入学の可否を入学定員に関わりなく，

入学志願者の能力により判断する方法を採用しているからである。 

実入学者数が定員の２倍以下であれば，専攻科の運用上，設備の観点では問題はないことを確認し

てはいるものの，実入学者数の適正化のため，入試制度を大きく変革する検討を開始している。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

なし。 

（改善を要する点）  

専攻科の実入学者数が入学定員の1.5倍を超える状況が続いている。所定の能力を満たしたものを

受け入れる現状の選抜方法に，入学後の設備容量の観点を加えるべく，選抜方法の改正が必要である。 

 

（３）基準４の自己評価の概要 

本校の学生の受入に際しては，準学士課程，同４年次の編入学生，及び専攻科生について明確なア



岐阜工業高等専門学校 基準４ 

- 73 - 

ドミッション・ポリシーが確定されており，公開されている。入学者選抜の運営主体の組織は，入試

運営委員会であり，アドミッション・ポリシーに留まらず，より広範な観点から，優秀な入学者を選

抜する方法が定常的に検討されている。
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基準５ 教育内容及び方法 

（１）観点ごとの分析 

＜準学士課程＞ 

観点５－１－①： 教育の目的に照らして，授業科目が学年ごとに適切に配置され，教育課程が体

系的に編成されているか。また，授業の内容が，全体として教育課程の編成の趣

旨に沿って，教育の目的を達成するために適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

 各学科の学習・教育目標，教育課程表，及び教育課程系統図と関連の資料番号の関係を下表に示し

た。 

学科 学習・教育目標 教育課程表 教育課程系統図 

機械工学科 資料５－１－①－1 資料５－１－①－２ 資料５－１－①－３ 

電気情報工学科 資料５－１－①－４ 資料５－１－①－５ 資料５－１－①－６ 

電子制御工学科 資料５－１－①－７ 資料５－１－①－８ 資料５－１－①－９ 

環境都市工学科 資料５－１－①－10 資料５－１－①－11 資料５－１－①－12 

建築学科 資料５－１－①－13 資料５－１－①－14 資料５－１－①－15 

 

資料５－１－①－1 

機械工学科の学習・教育目標 

（A）倫理を身につける。 

（Ａ－１）人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を捉える倫理観の基礎を身

につける。 

（Ａ－２）機械技術が地球環境に及ぼす影響等に責任を自覚する機械技術者としての倫理観の基礎を身につけ

る。 
（Ａ－３）心身ともに健康な技術者たるために，健康管理能力および体力を身につけるとともに，芸術の鑑賞力，

協調性，創造力，想像力などを培い，心のゆとりを育て，生活を豊かにする。 

（B）デザイン能力の基礎を身につける。 

（Ｂ－１）機械技術上の問題点や新たな課題を理解し，豊かな発想で自発的に問題を解決するための計画を立てる

能力の基礎を身につける。 

（Ｂ－２）機械工学の基礎知識を活用し，着実に計画を継続して解析・実行し，得られた成果を論文にまとめる総

合的なデザイン能力の基礎を身につける。 

（C)コミュニケーション能力を身につける。 

（Ｃ－１）日本語で記述，発表，討論する能力の基礎を身につける。 

（Ｃ－２）英語，ドイツ語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

（D）機械工学とその基礎となる学際分野，及びその周辺の境界学際分野の知識・能力の基礎を身につける。 

（Ｄ－１）数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。 

（Ｄ－２）基礎工学（設計・システム，情報・論理，材料，力学）の基礎知識と能力を身につける。 

（Ｄ－３）機械工学のうち，その周辺学際分野にも共通な分野（環境，創生，エネルギー，計測・制御，安全等）

の知識と能力を身につける。 

（Ｄ－４）機械設計技術者としての基礎知識を身につけ，この深度化と体系化を図るため次の４つの能力を修得す

る。 

（1）強度が保証され安全に利用することができる機械を設計するための材料の力学に関する能力 

（2）空気あるいは液体などの流体の力学的挙動を把握し，これを機械設計に適用する能力 

（3）機械の動力，あるいは利用効率に関わる物質の熱的な挙動を力学的に評価し，これを機械設計に適用する能

力 

（4）機械の運動，あるいは振動についての力学的挙動を理解し，これを機械設計に適用する能力 

（Ｄ－５）機械工学とは異なる技術分野にも興味を持ち，これらと機械工学の知識とを複合する能力の基礎を養

う。 

（E）情報技術を身につける。 

情報機器を使いこなし，情報処理システムのプランを構築する能力の基礎を身につける。 

（出典 学校要覧） 
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資料５－１－①－２ 

 
（出典 岐阜高専シラバス） 
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資料５－１－①－３ 

 
（出典 岐阜高専シラバス） 

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

- 77 - 

 

資料５－１－①－４ 

電気情報工学科の学習・教育目標 

(A)倫理を身につける。 

(A-1) 人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を捉える倫理観の基礎を身につ

ける。 

(A-2)電気・電子・情報技術が地球環境に及ぼす影響等を自覚する技術者としての倫理観の基礎を身につける。 

(A-3) 心身ともに健康な技術者たるために，健康管理能力および体力を身につけるとともに，芸術の鑑賞力，協調

性，創造力，想像力などを培い，心のゆとりを育て，生活を豊かにする。 

(B)デザイン能力を身につける。 

(B-1)電気・電子・情報に関係する技術上の問題点や新たな課題を理解し，豊かな発想で問題を解決していくため

の計画を立てる能力を身につける。 

(B-2)電気・電子・情報工学の基礎知識を活用して計画を実行し，得られた成果を解析して論文にまとめていく総

合的なデザイン能力を身につける。 

(C)コミュニケーション能力を身につける。 

(C-1)日本語で記述，発表，討論する能力の基礎を身につける。 

(C-2)英語，ドイツ語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

(D)電気・電子・情報工学とその基礎となる学際分野及びその周辺の境界学際分野の，知識・能力の基礎を身につ

ける。 

(D-1)数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。 

(D-2)設計・システム・情報・論理・材料・力学等，工学技術の基礎知識とその応用能力を身につける。 

(D-3)電気・電子・情報工学の周辺学際分野の共通分野（環境，エネルギー，計測・制御，創生，安全等）の基礎

知識とその応用能力を身につける。 

(D-4)電気電子コース・情報コースにて，両コースに共通する基礎知識をバランス良く身につけるとともに，社会

の要求に応え高度な専門技術と知識を修得していける能力を身につける。 

(1) 電気・電子・情報工学の基礎となる主要な知識を身につけ，その応用能力を身につける。 

(2) 電気電子コースでは，電気・電子工学分野の基礎知識を身につけ，応用的な専門技術や知識を自立的に修得し

ていける能力を身につける。 

(3) 情報コースでは，電子・情報工学分野の基礎知識を身につけ，応用的な専門技術や知識を自立的に修得してい

ける能力を身につける。 

(E)情報技術を身につける。 

(E-1)情報機器を使いこなし，専門分野で必要とされるプログラミングなど，情報処理システムを用いた企画・構

築・表現化の基礎知識と能力を身につける。 

（出典 学校要覧） 
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資料５－１－①－５ 

 
（出典 岐阜高専シラバス） 
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資料５－１－①－６ 

 
（出典 岐阜高専シラバス） 
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資料５－１－①－７ 

電子制御工学科の学習・教育目標 

（A） 倫理を身につける。 

（Ａ－１）人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を捉える倫理観の基礎を身

につける。 

（Ａ－２）電子制御技術が地球環境に及ぼす影響等に責任を自覚する技術者としての倫理を身につける。 

（Ａ－３）心身ともに健康な技術者たるために，健康管理能力および体力を身につけるとともに，芸術の鑑賞力，

協調性，創造力，想像力などを培い，心のゆとりを育て，生活を豊かにする。 

（B） デザイン能力を身につける。 

（Ｂ－１）電気・電子，情報・制御，機械に関係する技術上の問題点や新たな課題を理解し，豊かな発想で自発的

に問題を解決するための計画を立てる能力を身につける。 

（Ｂ－２）電気・電子，情報・制御，機械の基礎知識を活用し，着実に計画を継続して解析・実行し，得られた成

果を論文にまとめる総合的なデザイン能力を身につける。 

（C) コミュニケーション能力を身につける。 

（Ｃ－１）日本語で記述，発表，討論する能力の基礎を身につける。 

（Ｃ－２）英語，ドイツ語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

（D） 電子制御工学とその基礎となる学際分野，及びその周辺の境界学際分野の知識・能力を身につける。 

（Ｄ－１）数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。 

（Ｄ－２）設計・システム・情報・論理・材料・力学等，工学技術の基礎知識と応用能力を身につける。 

（Ｄ－３）電子制御工学の周辺学際分野にも共通な分野（環境，エネルギー，計測・制御，創生，安全等）の知識

と応用能力を身につける。 

（Ｄ－４）電子制御工学の専門分野における基礎知識を身につけ，それを活用して電子制御システムを運用できる

能力や，社会の要求に応じて専門知識と技術を修得していける能力を養う。 

(1)電気・電子工学を基礎とした電子制御工学分野に関する基礎知識と考え方を身につける。 

(2)制御・情報，機械を基礎とした電子制御工学分野に関する基礎知識と考え方を身につける。 

（E） 情報技術を身につける。 

情報機器を使って，専門分野で必要とされるプログラミングなど，情報処理システムを用いた企画・構築・表現

化などを行うための基礎知識と能力を身につける。 

（出典 学校要覧） 
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資料５－１－①－８ 

 
（出典 岐阜高専シラバス） 
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資料５－１－①－９ 

 
（出典 岐阜高専シラバス） 
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資料５－１－①-10 

環境都市工学科の学習・教育目標 

（A）倫理を身につける。 

（A－1）人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を捉える倫理観の基礎を身に

つける。 

（A―2）環境都市工学にたずさわる技術者にとっての倫理の必要性を認識する。 

（A－3）心身ともに健康な技術者たるために，健康管理能力および体力を身につけるとともに，芸術の鑑賞力，協

調性，創造力，想像力などを培い，心のゆとりを育て，生活を豊かにする。 

（B）デザイン能力を身につける 

（B－1）環境都市工学に関係する技術上の問題点や新たな課題を理解し，自発的に問題を解決するための計画を立

てる能力を身につける。 

（B―2）環境都市工学の基礎知識を活用し，着実に計画を継続して解析・実行し，得られた成果を論文にまとめる

基本的な能力を身につける。 

（C）コミュニケーション能力を身につける 

（C－1）日本語で記述，発表，討論する能力の基礎を身につける。 

（C―2）英語，ドイツ語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

（D）環境都市工学とその基礎となる学際分野，及びその周辺の境界学際分野の知識・能力を身につける。 

（D－1）数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。 

（D―2）設計・システム・情報・論理・材料・力学等，工学技術の基礎知識を身につける。 

（D－3）環境システムデザイン工学の学問共通分野（環境，エネルギー，計測・制御，創生，安全等）の知識と能

力を身につける。 

（D―4）専門分野としての環境都市工学において以下の基本的な知識および考え方を身につける 

（1）人類が自然災害から国土を守り快適で安全な生活を支えるための社会基盤の整備に関する基本的な知識およ

び考え方を身につける。 

（2）自然と共生・調和し環境負荷の低減を考慮した「循環型の都市づくり」の創造に関する基本的な知識および

考え方を身につける。 

（D―5）各自が環境都市工学の主要４分野（構造系，水理系，土質系，計画・環境系）の内，もっとも得意とする

分野とは異なる分野にも興味を持ち，これらと得意とする分野の知識とを複合する能力の基礎を養う。 

（E）情報技術を身につける 

情報機器を使いこなし，専門分野で必要とされるプログラミングなど，情報処理システムを用いた計画・構築

・表現化の能力を身につける。 

（出典 学校要覧） 
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資料５－１－①－11 

 
（出典 岐阜高専シラバス） 
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資料５－１－①－12 

 
（出典 岐阜高専シラバス） 
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資料５－１－①－13 

建築学科で養成すべき学習・教育目標 

（Ａ）倫理を身につける 

（A-1）歴史的な背景・文化を理解し，建設技術に起因する社会問題や環境問題を捉え，人間として，また，技術

者としての倫理観を身につける。 

（A-2）人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重し，地球的規模で社会問題や環境問題を捉

えるという人間としての倫理を身につける。 

（A-3）心身ともに健康な技術者であるために，感性を中心とする認識･表現能力，健康管理および体力を身につけ

る。 

（Ｂ）デザイン能力を身につける 

（B-1）建築に関係する技術上の問題点や新たな課題を理解し，豊かな発想で自発的に問題を解決するための計画

を立てる能力を身につける。 

（B-2）建築学の基礎知識を活用し，分析して成果を論文や設計図面にまとめる総合的なデザイン能力を身につけ

る。 

（Ｃ）コミュニケーション能力を身につける 

（C-1）日本語で記述，発表，討論する能力を身につける。 

（C-2）英語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

（Ｄ）専門知識・能力を身につける 

（Ｄ-1）数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。 

（Ｄ-2）設計・情報・材料・力学等，工学技術の基礎知識と応用能力を身につける。 

（Ｄ-3）建築学の周辺学際分野にも共通な分野（環境，エネルギー，計測，安全等）の知識と応用能力を身につけ

る。 

（Ｄ-4）建築学の専門分野の基礎知識を身につけ，さらに，専門性とその体系化をはかるために，次の分野に必要

とされる能力と技術を修得する。 

(1)建築・都市に関わる社会的・地域的な視点を養い，よりよい生活空間を機能的かつ芸術的観点から計画する

能力と設計に必要な技術 

(2)建築室内および外部空間において，省エネルギーを考慮しつつ適正な環境を保持するための環境要素の予

測，評価，調整の方法と設計に必要な技術 

(3)建築物の内外で安心して社会活動が営めるよう，構造上安全な建築空間ならびに構造形態を計画する能力と

設計に必要な技術 

（Ｅ）情報技術を身につける 

情報機器を使いこなし，表現化して説明できる能力を身につける。 

（出典 学校要覧） 
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資料５－１－①－14 

 
（出典 岐阜高専シラバス） 
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資料５－１－①－15 

 
（出典 岐阜高専シラバス） 
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 資料５－１－①－16に授業時間割表の一例を示した。 

資料５－１－①－16 
平成22（2010)年度 後期授業時間割表 Ｍ：機械工学科　Ｅ：電気情報工学科　Ｄ：電子制御工学科　Ｃ：環境都市工学科　Ａ：建築学科 Gifu National College of Technology

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
9:00～10:30 10:40～12:10 13:00～14:30 9:00～10:30 10:40～12:10 13:00～14:30 9:00～10:30 10:40～12:10 13:00～14:30 9:00～10:30 10:40～12:10 13:00～14:30 9:00～10:30 10:40～12:10 13:00～14:30
化学ＡⅡ＊ 英語Ａ 歴史 特活 音楽＊ 国語Ｂ 数学Ｂ 国語Ａ 英語Ｃ 数学ＡⅡ＊ 数学ＡⅡ＊ 保健＊ 地理 体育 英語Ｂ 化学ＡⅡ＊

Ｍ ビデオ
上原 菅原 ※伊藤(隆) 坂部 ※山口 中島(泰) 北川(真) 宮口 ※レポールド 菱川 菱川 山本(貴) 空 麻草 土屋 上原
歴史 化学ＡⅡ＊ 体育 特活 英語Ｂ 数学ＡⅡ＊ 物理Ａ＊ 国語Ｂ 化学ＡⅡ＊ 電気電子設計製図 数学ＡⅡ＊ 英語Ｃ 国語Ａ 数学Ｂ 英語Ａ 地理

Ｅ 情演２
※伊藤(隆) ※泉 久世 中島(泰) 土屋 岡崎 坂部 中島(泰) ※泉 ※三代・高野 岡崎 ※レポールド ※高橋(芽) 菱川 菅原 空

保健＊ 国語Ｂ 化学ＡⅡ＊ 特活 数学ＡⅡ* 歴史 音楽＊ 英語Ｃ 数学Ｂ 化学ＡⅡ＊ 地理 国語Ａ 体育 電子制御工学 英語Ａ 数学ＡⅡ＊
Ｄ ビデオ 概論 情演１

麻草 中島(泰) ※泉 菅原 菱川 ※伊藤(隆) ※山口 ※レポールド 菱川 ※泉 空 ※高橋(芽) 山本(貴) 福永 菅原 菱川
数学ＡⅡ＊ 化学ＡⅡ＊ 地理 特活 物理Ａ＊ 音楽＊ 体育 歴史 化学ＡⅡ＊ 英語Ｃ 英語Ａ 国語Ａ 国語Ｂ 数学Ｂ 英語Ｂ

Ｃ ビデオ ＭＭ
北川(真) 上原 空 山本(樹) ※安藤 ※山口 久世 山本(樹) 上原 ※レポールド 菅原 ※深津 中島(泰) 岡田 鈴木(基)

地理 数学ＡⅡ＊ 英語Ａ 特活 歴史 物理Ａ＊ 英語Ｂ 化学ＡⅡ＊ 建築製図Ｉ 体育 英語Ｃ 数学ＡⅡ＊ 国語Ａ 化学ＡⅡ＊ 国語Ｂ 美術＊
Ａ 情演２ 美術

空 北川(真) 菅原 麻草 山本(樹) ※安藤 鈴木(基) 上原 中谷(岳)・清水(隆) 麻草 ※レポールド 北川(真) ※深津 上原 中島(泰) ※山本(卓)
体育 機械工作法* 総合国語 特活 保健＊ 情報処理Ｉ 英語Ａ 英語Ｂ＊ 数学ＡⅡ＊ 機械設計製図Ｉ 歴史 数学ＡⅡ＊ 物理ＢⅡ＊ 英語Ｃ 数学Ｂ

Ｍ 情演１
山本(貴) 稲葉(金) 中島(泰) 土屋 久世 剱地 土屋 中村(美) 岡崎 山村 山本(樹) 岡崎 坂部 清水(晃) ※岡本

電気回路Ｉ 保健＊ 数学ＡⅡ＊ 特活 体育 歴史 数学ＡⅡ＊ ディジタル回路Ｉ* 物理ＢⅡ＊ 倫理 プログラミング 英語Ｃ 英語Ａ 総合国語 物理ＢⅡ＊
Ｅ

所 久世 中島(泉) 空 山本(貴) ※井筒 中島(泉) 冨田 ※篠田 空 山田(博) 菅原 土屋 ※千葉 ※篠田
倫理 体育 英語Ａ 特活 歴史 数学Ｂ 電子制御設計製図Ｉ 数学ＡⅡ＊ 英語Ｂ＊ 物理ＢⅡ＊ 英語Ｃ 保健＊ 数学ＡⅡ＊ 情報処理Ｉ 物理ＢⅡ＊ 総合国語

Ｄ 情演２ 情演１
久保田 山本(貴) 土屋 久保田 ※井筒 ※中川 北川(輝) 北川(真) 中村(美) ※篠田 清水(晃) 久世 北川(真) 福永 ※篠田 ※千葉

基礎製図 倫理 数学ＡⅡ＊ 特活 数学Ｂ 体育 歴史 英語Ａ 物理ＢＩＩ＊ 数学ＡⅡ* 英語Ｂ＊ 化学Ｂ＊ 基礎力学 基礎材料学 総合国語 物理ＢⅡ＊ 測量実習Ｉ 測量学Ｉ

Ｃ 情演２
水野(剛) ※伊藤(隆) 岡崎 岡崎 岡崎 山本(貴) ※井筒 亀山 坂部 岡崎 中村(美) 上原 水野(和) 水野(和) 宮口 坂部 角野 角野

インテリア基礎* 英語Ｂ＊ 物理ＢⅡ＊ 特活 倫理 数学ＡⅡ＊ 建築史Ｉ 物理ＢⅡ＊ 総合国語 数学ＡⅡ＊ 歴史 英語Ｃ 建築構法 英語Ａ 数学Ｂ 体育
Ａ 美術 大講

清水(隆)・青木 中村(美) 坂部 中島(泉) ※伊藤(隆) 中島(泉) 清水(隆) 坂部 中島(泰) 中島(泉) ※井筒 清水(晃) 犬飼 亀山 ※岡本 麻草
材料力学Ｉ 情報処理Ⅱ 英語Ａ 特活 応用物理Ｉ 機械設計法Ｉ＊ 体育 数学ＡⅡ＊ 総合国語 機構学 政治・経済 機械設計製図Ⅱ 工業力学 数学ＡⅡ＊

Ｍ 情演２ ＭＭ
小栗 剱地 野々村 ■留 山村 大野 山村 久世・山本(貴) 中島(泉) 宮口　■留 山田(実) 久保田 ■留 山村 石丸 中島(泉)

電子回路 応用物理Ｉ 政治・経済 特活 電気磁気学Ｉ 電気機器 数学ＡⅡ＊ 技術英語＊ 体育 英語Ａ 電子工学＊ 総合国語 数学ＡⅡ＊ 電気回路Ｉ プログラミング
Ｅ ＭＭ

羽渕 ※山家 久保田 ■留 高野 羽渕 熊﨑 菱川 ※高津 久世・山本(貴)・麻草 野々村 ■留 熊﨑 宮口 ■留 菱川 稲葉（成） 出口
機械運動学Ｉ 電子制御設計製図Ⅱ＊ 電子回路 特活 応用数学Ａ＊ 材料の力学Ｉ 体育 英語Ａ 電気磁気学Ⅰ 政治・経済 数学ＡⅡ＊ 総合国語 応用物理Ｉ 電気回路Ｉ 数学ＡⅡ＊

Ｄ 情演３ ＭＭ
小林 森 長南 小林 森口 ※戸梶 久世・山本(貴) 野々村 藤田(一) 久保田 岡田 ※永井 大野 長南 岡田

コンクリート工学Ｉ 英語Ａ 構造力学Ｉ 特活 数学ＡⅡ＊ 応用物理 土質力学Ｉ 体育 水理学Ｉ 数学ＡⅡ＊ 総合国語 測量実習Ⅱ 測量学Ⅱ 環境工学Ｉ 数理計画学Ｉ 政治・経済
Ｃ ＭＭ

岩瀬 野々村 水野(剛) 鈴木(孝) 岡田 大野 吉村 久世・山本(貴)・麻草 鈴木(孝) 岡田 ※永井 ※上野・廣瀬 廣瀬 角野 鈴木(正) 久保田
数学ＡⅡ＊ 木構造* 総合国語 特活 情報処理Ｉ インテリア設計* 数学ＡⅡ＊ 応用物理Ｉ 体育 政治・経済 建築計画Ｉ 英語Ａ 建築工学実験Ⅰ＊ 構造力学Ｉ

Ａ 情演２ 情演２ 大講 ＭＭ 情演３
岡田 柴田 宮口 ■留 中谷(岳) 今田 藤田(大) 岡田 小川 久世・山本(貴)・麻草 久保田 ■留 今田 野々村 ■留 中谷(岳) 柴田

機械力学Ｉ＊ 法学 数値計算法＊ 材料学Ⅱ 水力学 制御工学Ｉ＊ ドイツ語 応用数学Ｉ 機械工学基礎研究* 材料力学Ⅱ＊ 体育 英語Ａ 塑性加工学 伝熱工学Ｉ＊ 熱力学
Ｍ 1講 ＭＭ

片峯 山本(樹) 剱地 本塚 中谷(淳) 山田(実) ※神谷 篠原 Ｍ科教員 小栗 麻草・※内藤 中村(美) 加藤(浩) 河村 石丸
ドイツ語 電気材料Ｉ＊ 工学基礎研究 電子工学 通信工学 法学 情報伝送工学 電気磁気学Ⅱ＊ 体育 計算機アーキテクチャ 応用物理Ｉ 数値計算＊ 応用数学Ｃ＊ 応用数学Ｂ

Ｅ(Ｅ)
※神谷 ※久米 Ｅ科教員 稲葉(成) ※関根 久保田 所 熊﨑 久世・麻草・※内藤 安田 小川 山田(功) 池田 篠原
ドイツ語 電気材料Ｉ＊ 工学基礎研究 電子工学 通信工学 法学 情報数学 言語理論＊ 体育 計算機アーキテクチャ 応用物理Ｉ 数値計算＊ 応用数学Ｃ＊ 応用数学Ｂ

Ｅ(Ｊ) ＣＣＲ１ ＣＣＲ２
※神谷 ※久米 Ｅ科教員 稲葉(成) ※関根 久保田 安田 出口 久世・麻草・※内藤 安田 小川 山田(功) 池田 篠原

機械要素設計＊ 計測工学 応用物理Ｉ 法学 英語Ａ 材料の力学Ⅱ＊ ドイツ語 応用数学Ｃ＊ 総合国語＊ 体育 制御工学 情報処理Ⅲ 応用数学Ｂ 電気回路Ⅲ＊
Ｄ ＭＭ

※加藤(隆) 北川(輝) 小川 山本(樹) 中村(美) 森 ※神谷 森口 宮口 麻草・※内藤 森 北川(秀) 篠原 ※石川(裕)
土質力学Ⅱ 水理学Ⅱ 都市工学＊ 応用数学 英語Ａ 構造力学Ⅱ 法学 総合演習Ｉ＊ 体育 構造力学Ⅱ 環境工学Ⅱ 数値計算法 コンクリート工学Ⅱ

水野(和) 和田 坂本 篠原 亀山 水野(剛) 山本(樹) 水野(和) 久世・麻草・※内藤 水野(剛) 和田 鈴木(孝) 岩瀬
情報処理Ⅱ ドイツ語 地域都市計画＊ 建築計画Ⅱ 環境工学Ⅱ ＲＣ構造Ｉ 体育 英語Ａ 法学 鉄骨構造Ｉ 総合国語＊ 建築技術者倫理＊

Ａ
柴田 ※神谷 鶴田 藤田(大) 青木 犬飼 久世・麻草・※内藤 亀山 ■留 山本(樹) 柴田 宮口 ■留 下村

流体力学 エネルギーと環境＊＠ ドイツ語 ロボット工学＊＠ エネルギー工学＊ 英語Ａ 塑性力学＊＠ 電子回路＊ 材料学Ⅲ＊ 弾性力学＊＠
Ｍ MM 卒業研究 卒業研究

中谷(淳) 河村 高原 山田(実) 石丸 鈴木(基) 加藤（浩） ※寺戸 山田(実) ※服部
光・量子エレクトロニクス＊＠ ドイツ語 情報数学＠ システム工学＊＠ 情報ネットワーク＊＠ 言語理論＊＠ 送配電工学＊＠ 英語Ａ 信号処理＊＠ パワーエレクトロニクス＊＠ プラズマ工学＊＠

Ｅ(Ｅ) 卒業研究 ＣＣＲ２ ＭＭ 卒業研究 ＣＣＲ１
稲葉(成) 高原 安田(真) 池田 ※田中(靖) 出口 高野 鈴木(基) 山田(功) 冨田 ※栗林

光・量子エレクトロニクス＊＠ ドイツ語 情報伝送工学＠ 電気情報工学特論＊＠ 情報ネットワーク＊＠ 電磁波工学＊＠ オペレーティングシステム 英語Ａ 電気磁気学Ⅱ＊＠ パワーエレクトロニクス＠ プラズマ工学＊＠

Ｅ（Ｊ） 卒業研究 ＣＣＲ１ ＣＣＲ２ ＊＠　ＣＣＲ１ ＭＭ 卒業研究
稲葉(成) 高原 山田(功) 池田 ※田中(靖) ※奥野 ※松井 鈴木(基) 羽渕 冨田 ※栗林

電動力制御＊＠ 電子応用機器＊＠ システム制御 コンピュータグラフィックス＊＠ 電動力デバイス 電子工学 シミュレーション工学＊＠ ドイツ語 電子計算機 ロボット工学 英語Ａ アドバンスト制御＊＠

Ｄ 卒業研究 情演２ 情演１ 卒業研究 ＭＭ
※横井 ※坂上 ※山田(貴) ※杉山 長南 臼井 藤田(一) 高原 ※谷 北川(秀) 鈴木(基)■留 ※遠藤

環境生物学＊ 橋工学＊＠ 国際事情＊＠ ドイツ語 水資源工学＊＠ 総合演習Ⅱ コンクリート構造＊＠ 英語Ａ
Ｃ 卒業研究 情演１ 情演１ 卒業研究

※真田 ※春日井 廣瀬 高原 ※富岡・柴田(和)・壱岐 廣瀬 岩瀬 亀山
計画特論Ⅱ＊＠ 鉄骨構造Ⅱ 土質基礎工学＊＠ 建築生産 ドイツ語 建築設備Ⅱ＊＠ 防災工学Ｉ＊＠ 建築法規 英語Ａ 環境特論Ⅱ＊＠ ＲＣ構造Ⅱ

Ａ 卒業研究 情演１ 卒業研究
今田 下村 犬飼 ※高橋(知) 高原 中谷(岳) 犬飼 ※山田(重) 亀山 青木 下村

土井

構造力学Ⅱ
高原

情報処理Ⅱ
情演２

14:40～16:10 14:40～16:10 14:40～16:10

山村

14:40～16:10

基礎実験Ｉ
※谷

鈴木（孝）・角野・岩瀬

木（ＴＨＵ） 金（ＦＲＩ）
Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ

月（ＭＯＮ） 火（ＴＵＥ） 水（ＷＥＤ）

シビルエンジニアリング入門

※山本(卓)

美術＊

14:40～16:10

美術

田中(昌)

第
　
１
　
学
　
年

ものづくり入門

英語Ｂ

鈴木(基)
数学ＡⅡ*

電子制御工学実習Ｉ*
工場

数学Ｂ

藤田(一)

中村(美) ※真島高野
ディジタル回路

第
　
２
　
学
　
年

英語Ｂ＊

物理ＢⅡ＊

藤田(大)

清水(晃)
建築製図Ⅱ

坂部

英語Ｃ

化学Ｂ＊

電気情報工学実験

機械工学実験Ｉ*
上原

ＭＭ

森口
英語Ａ

土屋
英語Ａ
ＭＭ

第
　
４
　
学
　
年

高野・※三代

第
　
３
　
学
　
年

田中(昌)

工学基礎研究＊
～16:50

工学基礎研究＊
～16:50

土屋

Ｄ科教員

Ｃ
設計製図 ドイツ語

Ｄ科教員

水理学Ⅱ/和田 測量学Ⅲ

応用数学Ⅱ
吉村・角野・坂本

建築設計製図Ⅱ建築設備Ｉ
水野(剛) 土質力学Ⅱ/水野(和) 廣瀬

篠原 鶴田・今田中谷(岳)

※國頭
自動制御＠

安田

第
　
５
　
学
　
年

システム工学＊＠

電子機器設計＊＠

電気法規＊＠

池田
自動制御＠

※石原

卒業研究

和田・鈴木(正) ※田畑卒業研究

工業火薬学＊＠/※宮

機械工学基礎研究*

Ｍ科教員
電気電子工学実験＊

卒業研究

エネルギー工学＊＠

卒業研究

卒業研究

卒業研究

卒業研究 卒業研究

※石川(純)

構造設計＊＠

卒業研究

人工知能＊＠

土井

ＣＣＲ１

北川(真)

臼井

情演２

情報工学実験＊

安田・山田(博)

建築工学実験Ⅰ＊

吉村

情演１

電子制御工学実験Ⅰ

応用数学Ａ＊

電気磁気学Ⅱ

卒業研究

基礎実験Ⅱ

池田
電子デバイス

設計演習＊
※林(浩)

鈴木(孝)・坂本

水工学＊＠

北川(輝)

工場
稲葉(金)

電気情報工学実験

応用数学Ⅲ＊

電子制御工学実験Ⅱ

下村

空

建築設計製図Ｉ

小栗・剱地・本塚

飯田

数学Ｂ

倫理
中島(泉)

機械工学実習Ｉ

情報工学実験

藤田(大)・鶴田

森口

機械工学実習Ⅱ
工場

稲葉(金)

Ｅ科教員

生産工学＊

※土田
電気電子工学実験

Ｅ科教員

 
（出典 学校説明会 パワーポイント） 

 

 各専門学科で使用している教科書の抜粋を資料５－1－①－１７～２１に示した。 

資料５－１－①－17 

平成 24 年度 機械工学科専門科目資料教科書一覧（抜粋） 

学年 教科目 出版社 書名 著者 

2 機械工作法 コロナ社 機械工作法（増補） 平井友三他 

2 機械設計製図 I 実教出版 機械製図 林洋次監修 

2 機械工学実習 I 実教出版 機械実習「安全のこころえ」 土井正志智 

3 応用物理Ⅰ 実教出版 
Primary 大学テキストこれだけはおさえた

い物理 
金原粲 

3 応用物理Ⅰ 啓林館 ｾﾝｻｰ 物理Ⅰ＋Ⅱ 編集部 

3 工業力学 森北出版 工業力学入門 伊藤勝悦 

3 機構学 実教出版 機構学 森田 鈞 

3 材料力学Ⅰ 森北出版 材料力学 第 3 版 黒木剛司郎 

3 材料学 I 
東京電機大学

出版局 
図解機械材料第３版 打越二彌 

3 計測工学 森北出版 計測工学入門 第 2 版 中村邦雄編著 

3 機械設計法 I コロナ社 機械設計法 三田純義ほか 

3 情報処理 Ⅱ 近代科学社 よくわかる C 言語 長谷川聡 

3 機械設計製図 Ⅱ 実教出版 機械製図 林洋次監修 

3 機械設計製図 Ⅱ パワー社 小型往復空気圧縮機の設計 常広陸之助ほか 

3 機械工学実習 Ⅱ 実教出版 機械実習「安全のこころえ」 土井正志智 

4 応用物理Ⅱ 東京教学社 物理学基礎（第４版） 原 康夫 

4 機械力学 I 朝倉書店 機械振動学通論 第３版 入江敏博ほか 

4 機械力学 I 日新出版 振動工学の講義と演習 岩井善太ほか 

4 水力学 日本機械学会 JSME テキストシリーズ 流体力学 日本機械学会 

4 熱力学 森北出版 例題でわかる工業熱力学 平田哲夫ほか 

4 伝熱工学 I 森北出版 伝熱工学(改訂 SI 併記) 一色尚次他 

4 材料学 II 東京電機大学 図解機械材料第３版 打越二彌 
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出版局 

4 塑性加工学 コロナ社 基礎からわかる塑性加工（改定版） 柳本潤 

4 制御工学 I 実教出版 専門基礎ライブラリー 制御工学 豊橋技術科学大学 

4 機械設計法 Ⅱ 理工学社 有限要素法解析ソフト ANSYS 工学解析入門 CAD CAE 研究会  

4 機械設計法 Ⅱ 産業図書 機械設計演習(増補版) 岩浪繁蔵 

4 数値計算法 コロナ社 問題解決のための C プログラミング  佐藤 次男ほか 

4 電気回路 森北出版 基礎電気回路 1 第 2 版 有馬泉，岩崎晴光 

5 応用物理Ⅲ 東京教学社 物理学基礎（第４版） 原 康夫 

5 機械力学 Ⅱ 朝倉書店 機械振動学通論 第３版 入江敏博ほか 

5 機械力学 Ⅱ 日新出版 振動工学の講義と演習 岩井善太ほか 

5 流体力学 日本機械学会 JSME テキストシリーズ 流体力学 日本機械学会 

5 エネルギー工学 森北出版 例題でわかる工業熱力学 平田哲夫ほか 

5 材料学 III 
東京電機大学

出版局 
図解機械材料第３版 打越二彌 

5 生産工学 共立出版 入門編 生産システム工学 第 5 版 人見勝人 

5 制御工学 II 
日刊工業新聞

社 
入門現代制御理論 白石 昌武 

5 熱機関 
東京大学出版

会 
新版 エネルギー変換 斉藤孝基ほか 

5 電子回路 昭晃堂 電子回路入門 改訂 2 版 斉藤忠夫 

5 工学解析 理工学社 有限要素法解析ソフト ANSYS 工学解析入門 CAD CAE 研究会  

5 弾性力学 森北出版 弾性力学入門 伊藤勝悦 

5 塑性力学 養賢堂 連続体力学の基礎 冨田佳宏 

5 情報処理 III 
東京電機大学

出版局  
工学のためのＶＢＡプログラミング基礎 村木正芳 

5 伝熱工学 Ⅱ 裳華房 エスプレッソ 伝熱工学 相原利雄 

5 流体機械 森北出版 最新機械工学シリーズ 11 流体機械 第 3 版 村上光清、部谷尚道 

5 エネルギーと環境 森北 環境にやさしい新エネルギーの基礎 藤井照重編著 

5 ロボット工学 コロナ社 ロボット制御基礎論 吉川恒夫 

（出典 学生課教務係資料） 

 

資料５－１－①－18 

平成 24 年度 電気情報工学科専門科目資料教科書一覧（抜粋） 

学年 教科目 出版社 書名 著者 

2 電気回路Ⅰ 電気学会 基礎からの交流理論 小郷寛 

2 ディジタル回路Ⅰ 昭晃堂 ディジタル電子回路―集積回路化時代の― 藤井 信生 

2 

プログラミング ソフトバ

ンククリ

エイティ

ブ 

新版明解 C 言語 柴田望洋 

3 電子回路 コロナ社 わかりやすい電子回路 篠田庄司・和泉勳 

3 電気回路Ⅰ 電気学会 基礎からの交流理論 小郷寛 

3 電子物性 オーム社 新インターユニバーシティ 固体電子物性 若原 昭浩 

3 電気機器 コロナ社 電気機器工学 前田勉、新谷邦弘 

3 電気磁気学 I 森北出版 電気磁気学 安達三郎 

3 

プログラミング ソフトバ

ンククリ

エイティ

ブ 

明解 C 言語による 

アルゴリズムとデータ構造 

柴田望洋，辻亮介 

4 電気回路Ⅱ 電気学会 基礎からの交流理論 小郷寛 

4 電子工学 森北出版 電子デバイス工学 古川静二郎 

4 
電気磁気学Ⅰ 森北出版 電気磁気学(第 2 版） 安達三郎、大貫繁

雄 

4 
電気磁気学Ⅱ 森北出版 電気磁気学(第 2 版） 安達三郎、大貫繁

雄 

4 
計算機アーキテク

チャ 

近代科学

社 

改訂新版コンピュータアーキテクチャの基礎 柴山潔 
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4 
情報数学 サイエン

ス社 

離散数学入門 守屋悦郎 

4 
電気材料 I オーム社 現代電気・電子材料 平井、豊田、桜

井、犬石共著 

4 情報伝送工学 電気学会 回路網理論 小郷寛 

4 

信号処理 東京電機

大学出版

局 

ユーザーズディジタル信号処理 江原義郎 

4 数値計算 森北出版 数値計算法第２版 三井田惇郎 

4 
ディジタル回路

II 

昭晃堂 集積回路化時代のディジタル電子回路 藤井信生 

4 情報理論 オーム社 わかりやすいディジタル情報理論 塩野 充 

4 言語理論 コロナ社 オートマトン・言語と計算理論 岩間一雄 

4 
データ構造とアル

ゴリズム 

昭晃堂 C によるアルゴリズムとデータ構造 茨木俊秀 

5 光工学 共立出版 光物理学 櫛田 孝司 

5 
ディジタル回路

II 

昭晃堂 ディジタル電子回路-集積回路化時代の- 藤井信生 

5 
電磁エレクトロニ

クス 

森北出版 電気磁気学 安達三郎 

5 
情報数学 サイエン

ス社 

離散数学入門 守屋悦郎 

5 電気回路Ⅱ 電気学会 基礎からの交流理論 小郷寛 

5 
高電圧工学 日新出版 基礎からの高電圧工学 花岡良一・石田隆

弘 

5 
人工知能 昭晃堂 人工知能の基礎 馬場口登・山田誠

二 

5 
電気材料 II オーム社 現代電気・電子材料 平井、豊田、桜

井、犬石共著 

5 プラズマ工学 森北出版 放電プラズマ工学 八坂 保能 

5 情報伝送工学 電気学会 回路網理論   

5 情報理論 オーム社 ディジタル情報理論 塩野充 

5 画像処理工学 コロナ社 画像処理工学 山田宏尚 

5 
オペレーティング

システム 

オーム社 IT Text オペレーティングシステム 野口健一郎 

5 発変電工学 電気学会 発電・変電（改訂版） 道上  勉 

5 

送配電工学 東京電機

大学出版

局 

新訂版 送配電 前川 幸一郎ほか 

5 自動制御 オーム社 Scilab で学ぶシステム制御の基礎 橋本 洋志ほか 

5 
エネルギー変換工

学 

オーム社 図解メカトロニクス入門シリーズ 

 アクチュエータ入門(改訂 2 版） 

雤宮好文 松井信

行 

5 
パワーエレクトロ

ニクス 

オーム社 新インターユニバーシティ パワーエレクトロ

ニクス 

堀 孝正 

5 電子計測 コロナ社 電子計測（改訂版） 都築泰雄 

5 技術者倫理 昭和堂 はじめての工学倫理 第 2 版 斉藤了文他 

5 
電気磁気学 II 森北出版 電気磁気学(第 2 版） 安達三郎、大貫繁

雄 

5 情報ネットワーク オーム社 マスタリング TCP/IP 入門編 第 5 版 竹下 隆史他 

5 
ソフトウェア工学 朝倉書店 情報科学こんせぷつ７ ソフトウェア工学 第

二版 

中所 武司 

5 言語理論 コロナ社 オートマトン・言語と計算理論 岩間一雄 

5 
データ構造とアル

ゴリズム 

昭晃堂 C によるアルゴリズムとデータ構造 茨木俊秀 

5 コンパイラ オーム社 「IT Text」コンパイラとバーチャルマシン 今城 哲二ほか 

5 

電気法規 東京電機

大学出版

局 

電気法規と電気施設管理 平成 24 年度版 竹野 正二 
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5 システム工学 コロナ社 システム工学 中森義輝 

（出典 学生課教務係資料） 

 

資料５－１－①－19 

平成 24 年度 電子制御工学科科専門科目資料教科書一覧（抜粋） 

学年 教科目 出版社 書名 著者 

2 
電子制御工学実

習Ⅱ 

技術評論社 電子工作のための 

PIC16F 活用ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 

後閑哲也 

2 
ディジタル回路 日本理工出

版会 

図解ディジタル回路入門 中村次男 

2 ディジタル回路 － フローチャート・ロジック回路テンプレート（定規） － 

2 情報処理Ⅰ   プリントを使用   

2 
電子制御設計製

図Ⅰ 

翔泳社 CAD 教科書 CAD 利用技術者試験 2 級 2012 年版 (CAD

教科書) (大型本) 

吉野 彰一 

3 

情報処理Ⅱ ソフトバン

ククリエイ

ティブ 

新版 明解 C 言語 入門編 柴田望洋 

3 材料の力学Ⅰ コロナ出版 材料力学 中島正貴 

3 材料の力学Ⅰ 森北出版 やさしく学べる材料力学 渥美 光他 

3 機械運動学Ⅰ 森北出版 工業力学入門 第２版 伊藤勝悦 

3 
電子制御設計製

図Ⅱ 

ＣＱ出版 電子回路シミュレータ Pspice 入門 棚木 義則 

3 応用数学 A 裳華房 基礎解析学 矢野健太郎 

3 応用数学 A 大日本図書 新訂 確率統計 高遠・斎藤ほか 

3 
電気回路Ⅰ オーム社 基礎からの交流理論 電気学会 小亀英己 

石亀篤司 

3 電気回路Ⅰ オーム社 マグロウヒル大学演習 電気回路 Edminister 著 

3 電子回路 オーム社 新インターユニバーシティ 電子回路 岩田 聡 

3 電子回路 培風館 アナログ電子回路演習 基礎からの徹底理解 石橋幸男 

3 
電気磁気学Ⅰ 森北出版 基礎電気･電子工学シリーズ 

電気磁気学 [第 2 版] 

安達三郎 

大貫繁雄 

3 
電気磁気学Ⅰ 森北出版 演習基礎電気･電子工学シリーズ  演習 電気磁気

学 

大貫繁雄 

安達三郎 

4 電気磁気学Ⅱ 森北出版 電気磁気学 安達／大貫 

4 電気磁気学Ⅱ 森北出版 演習 電気磁気学 安達／大貫 

4 材料の力学Ⅱ コロナ出版 材料力学 中島正貴 

4 材料の力学Ⅱ 森北出版 やさしく学べる材料力学 渥美 光他 

4 
機械運動学ＩＩ 森北出版 演習で学ぶ機械力学 

第２版 

小寺忠 

4 制御工学 森北出版 自動制御工学 北川能ほか 

4 
応用数学 B 裳華房 基礎解析学 矢野健太郎・石

原繁 

4 
応用数学 C 裳華房 基礎解析学 矢野健太郎・石

原繁 

4 応用数学 D 大日本図書 新訂 確率統計 高遠・斎藤ほか 

4 
電気回路Ⅱ オーム社 基礎からの交流理論 電気学会 小亀英己 

石亀篤司 

4 
電気回路Ⅱ オーム社 マグロウヒル大学演習 電気回路 Edminister 著，

村崎憲雄 他訳 

4 電子制御回路 森北出版 図解 VHDL 実習 [第 2 版] 堀 桂太郎 

4 
計測工学 森北出版 計測システム工学の基礎 西原主計 

山藤和男 

4 情報処理ＩＩＩ 技術評論社 C 言語によるはじめてのアルゴリズム入門改訂第 3 版 河西 朝雄 

4 機械要素設計 コロナ社 機械設計法 三田純義 ほか 

4 
電気回路 III オーム社 基礎からの交流理論 小亀英己・電気

学会 
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5 電子デバイス 昭晃堂 絵から学ぶ 半導体デバイス工学 谷口／宇野 

5 電子計算機 アイテック コンピュータシステムの基礎 アイテック 

5 システム制御 森北出版 演習で学ぶ現代制御理論 森 泰親 

5 情報伝送工学 オーム社 マスタリング TCP/IP 入門編 竹下隆史ほか 

5 電動力デバイス コロナ社 電気・電子系教科書シリーズ 19 電気機器工学 前田勉ほか 

5 
電動力デバイス 実教出版 電験三種徹底解説テキスト  機械 平成 24 年度試験

版 

電験三種教育研

究会 編 

5 材料学 裳華房 新教科書シリーズ材料の科学と工学 北條英光 

5 
画像工学 昭晃堂 画像処理の基礎 藤岡弘，中前幸

治 

5 ロボット工学 コロナ社 ロボット制御基礎論 吉川 恒夫 

5 
環境エネルギー

工学 

エネルギー

フォーラム 

【基礎講座】エネルギーと地球環境 2010 電力中央研究所 

5 
環境エネルギー

工学 

オーム社 エネルギー工学 牛山泉・山地憲

治 

5 
技術者倫理 丸善 第 4 版大学講義技術者の倫理入門 杉本泰治・高城

重厚 

（出典 学生課教務係資料） 

 

資料５－１－①－20 

平成 24 年度 環境都市工学科専門科目資料教科書一覧（抜粋） 

学年 教科目 出版社 書名 著者 

2 測量学Ⅰ 実教出版 測量 浅野繁喜 

3 応用物理 学術図書 第 4 版 物理学基礎 原 康夫 

3 応用物理 啓林館 センサー物理Ⅰ＋Ⅱ 高校物理研究会編 

3 
基礎実験Ⅰ 鹿島出版会 建設材料実験法 建設材料実験教育

研究会編   

3 
基礎実験Ⅰ 鹿島出版会 新土質実験法 高専土質実験 

教育研究会 

3 
コンクリート工

学Ⅰ 

理工図書 コンクリートを学ぶ  構造編 梅原 秀哲監修 

3 構造力学Ⅰ 森北出版 基礎土木工学シリーズ１構造力学[上] 崎元達郎 

3 水理学Ⅰ コロナ社 環境・都市システム系教科書シリーズ 水理学 日下部重幸他 

3 
土質力学Ⅰ コロナ社 環境・都市システム系教科書シリーズ３ 土質

工学 

赤木知之他 

3 土質力学Ⅰ 鹿島出版会 わかりやすい地盤地質学 池田俊雄 

3 数理計画学Ⅰ 森北出版 計画数理 石井一郎・湯沢昭 

3 環境工学Ⅰ 共立出版 テキストシリーズ土木工学７環境衛生工学 津野洋、西田薫 

4 
応用数学 裳華房 基礎解析学 矢野健太郎・石原

繁 

4 
数値計算法 東京電機大学

出版局 

工学のための VBA プログラミング基礎 村木正芳 

4 
測量学Ⅲ コロナ社 環境・都市システム系教科書シリーズ 12 測量学

Ⅱ 

岡林巧・堤隆・山

田貴浩 

4 
基礎実験Ⅱ 鹿島出版会 建設材料実験法 建設材料実験教育

研究会編   

4 
基礎実験Ⅱ 土木学会 水理実験指導書 H13 年度版 土木学会水理委員

会 

4 
基礎実験Ⅱ 鹿島出版会 新土質実験法 高専土質実験教育

研究会 

4 
コンクリート工

学Ⅱ 

理工図書 コンクリートを学ぶ  構造編 梅原 秀哲監修 

4 
構造力学Ⅱ 森北出版 基礎土木工学シリーズ１ 

構造力学[上] 

崎元達郎 

4 
構造力学Ⅱ 森北出版 基礎土木工学シリーズ２ 

構造力学[下] 

崎元達郎 
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4 
水理学Ⅱ コロナ社 環境・都市システム系教科書シリーズ７ 水理

学 

日下部重幸他 

4 
土質力学Ⅱ コロナ社 環境・都市システム系教科書シリーズ３ 土質

工学 

赤木知之他 

4 土質力学Ⅱ 鹿島出版会 わかりやすい地盤地質学 池田俊雄 

4 都市工学 共立出版 新・都市計画概論 [卖行本] 加藤晃・竹内伝史 

4 
総合演習Ⅰ 日刊工業新聞

社 

技術士第一次試験「建設部門」受験必修問題３

５０〈平成２４年度版〉 

杉内 正弘 

5 
循環型社会形成

論 

全国官報販売

共同組合 

平成 23 年版環境白書／循環型白書／生物多様性

白書 

環境省編 

5 
建設マネジメン

ト 

コロナ社 建設マネジメント 馬場敬三 

5 
技術者倫理 丸善 大学講義技術者の倫理入門  第４版 杉本泰治・高城重

厚 

5 構造解析学 森北出版 基礎土木工学シリーズ２ 構造力学[下] 崎元達郎 

5 鋼構造 朝倉書店 橋梁工学 林川俊郎 

5 
コンクリート工

学Ⅲ 

森北出版 コンクリート構造学 第 4 版 小林和夫 

5 
耐震工学 森北出版 耐震工学入門 第２版 平井一男・水田洋

司 

5 地盤工学 丸善 入門シリーズ 34／地下水を知る 地盤工学会 

5 
地盤工学 日刊工業新聞

社 

技術士第一次試験「建設部門」受験必修問題３

５０ 

杉内 正弘 

5 
河川水理学 コロナ社 環境・都市システム系教科書シリーズ 河川工

学 

河合茂 他 

5 
河川水文学 コロナ社 環境・都市システム系教科書シリーズ 河川工

学 

河合茂 他 

5 
河川生態学 京都大学学術

出版会 

ダム下流生態系 池淵周一 

5 地域都市計画 共立出版 新・都市計画概論  加藤晃・竹内伝史 

5 
交通工学 理工図書 読んで学ぶ 交通工学・交通計画 [卖行本] 久保田 尚, 高橋 

勝美, 大口 敬 

5 
エネルギー工学 エネルギーフ

ォーラム 

【基礎講座】エネルギーと地球環境 2010 電力中央研究所 

（出典 学生課教務係資料） 

 

資料５－１－①－21 

平成 24 年度 建築学科専門科目資料教科書一覧（抜粋） 

学年 教科目 出版社 書名 著者 

2 インテリア基礎 エクスナレッジ インテリアの基礎がわかる本   

2 
空間デザイン基

礎 

彰国社 建築デザインの製図法から簡卖な設計まで

ー建築設計演習基礎編 

武者英二他 

2 建築構法 実教出版 建築構造 青木博文他 

2 建築史 I オーム社 建築史 堀口他 

2 建築史 I 彰国社 西洋建築史図集 日本建築学会 

2 建築史 I 彰国社 図説 近代建築の系譜 大川他 

2 建築製図 II 丸善 第３版コンパクト建築設計資料集成 日本建築学会 

3 
インテリアデザ

イン論 

学芸出版社 図解 ニッポン住宅建築―建築家の空間を読

む 

尾上他 

3 環境工学 I 井上書院 最新建築環境工学[改訂 3 版] 田中他 

3 建築計画 I 丸善 第３版コンパクト建築設計資料集成 日本建築学会 

3 建築工学実験 I 日本建築学会編 建築材料実験用教材  丸善 

3 建築史 II 彰国社 日本建築史図集 日本建築学会 

3 建築史 II オーム社 建築史 堀口他 

3 建築設計製図 I 丸善 第３版コンパクト建築設計資料集成 日本建築学会 

3 構造力学 I 学芸出版社 〈建築学テキスト〉建築構造力学 I 静定 坂田弘安・島崎和司 
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構造力学を学ぶ 

3 情報処理 I 森北出版 新 Excel コンピュータシミュレーション 三井和男 

3 
木質構造 日本建築センタ

ー 

ひとりで学べる木造の壁量設計演習帳 大橋好光、斎藤年男 

3 応用物理 I サイエンス社  物理学 加藤正昭 

3 応用物理 I 啓林館 ｾﾝｻｰ 物理 Ｉ＋ＩＩ 編集部 

4 応用物理 I 東京教学者 物理学基礎（第 4 版） 原 康夫 

4 応用物理 II 彰国社 建築と工学 神田順 他 

4 RC 構造 I 鹿島出版会 鉄筋コンクリート構造入門｛改訂版｝ 西谷章 

4 環境工学 II 井上書院 最新建築環境工学[改訂 3 版] 田中他 

4 建築計画 II 学芸出版社 設計に活かす建築計画 藤田大輔他 

4 建築工学実験 II 日本建築学会編 建築材料実験用教材  丸善 

4 
建築材料 理工図書 建築材料学を学ぶ 

－その選択から施工まで－ 

谷川恭雄 他 

4 建築設計製図Ⅱ 丸善 第３版コンパクト建築設計資料集成 日本建築学会 

4 建築設備 I 井上書院 最新建築設備工学 改訂版 田中他 

4 構造力学 II 学芸出版社 建築構造力学 II 坂田弘安、島崎和司 

4 情報処理 II ＢＮＮ新社 Built with Processing 田中孝太郎ほか 

4 情報処理 II オーム社 わかりやすい FORTRAN プログラミング 小林孝史 他 

4 地域都市計画 理工図書 みんなの都市計画 脇田祥尚 

4 鉄骨構造 I 森北出版 基礎からの鉄骨構造 高梨晃一、福島暁男 

5 RC 構造Ⅱ 鹿島出版会 鉄筋コンクリート構造入門｛改訂版｝ 西谷章 

5 

環境社会学 日本能率協会マ

ネジメントセン

ター 

改訂３版 環境社会検定試験 eco 検定公式

テキスト 

東京商工会議所 

5 
環境特論 I 建築技術 はじめよう单雄三がやさしく解説する次世

代省エネルギー基準 

单 雄三 

5 
計画特論 I 東京図書 すぐに使える EXCEL によるアンケートの集

計と解析 

内田治 

5 建築生産 技報堂出版 最新建築施工（第１１版） 鯉田和夫 

5 建築設備 II 井上書院 最新建築設備工学 改訂版 田中他 

5 

建築法規 (株）井上書院 基本建築関係法令集〔法令編〕平成 24 年版  国土交通省住宅局建築

指導課・建築技術者試

験研究会編 

5 測量学 コロナ社 測量学（上） 丸安隆和 

5 土質基礎工学 森北出版 地盤工学 桑原文夫 

（出典 学生課教務係資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

各学科の学習・教育目標，教育課程表，及び教育課程系統図と関連の資料番号の関係を資料５－１

－①－1～15に示した。これらから，授業の構成が，各学科の目的に照らして適したものであること

が明らかである。また，資料５－１－①－16 には週間の授業時間割の一例を示した。専門科目のセ

ルの背景を青色にして，一般科目と区別している。学科に関わらず，学年進行とともに，専門科目の

割合が増加しており，教育課程が体系的に編成されていることが明らかである。 

各専門学科で使用している教科書の抜粋を資料５－1－①－１７～２１に示した。大学工学部の３

・４学年で使用される高いレベルの教科書を本校の準学士課程の３～５学年で使用している。また使

用学年の状況から，学年進行とともに，専門科目のレベルが向上しており，教育課程が体系的に編成

されていることが明らかである。 
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観点５－１－②： 教育課程の編成又は授業科目の内容において，学生の多様なニーズ，学術の発

展の動向，社会からの要請等に配慮しているか。 

（観点に係る状況）  

本校の教育目標のひとつに国際的なコミュニケーション能力を掲げている。本校では全国の高専に

先駆けて，平成12年度から第３学年全員にTOEICを受験させている。資料５－１－②－１に３学年用

に開講されている英語Ａのシラバスを示した。また資料５－１－②－２には，同一斉受験の結果の推

移を示した。 

 資料５－１－②－３には，第３学年用に開講されている英語Ｃのシラバスを示した。本科目は，ネ

イティブの教員により，授業が担当されている。
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資料５－１－②-1 

 
 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

- 98 - 

 
（出典 岐阜高専シラバス） 

 

 

資料５－１－②－２ 

３年 希望者 全学生
平成12(2000)年度 第１回 286.5 329.8 300.1
平成13(2001)年度 第２回 304.4 324.0 308.9
平成14(2002)年度 第３回 304.3 338.0 319.0
平成15(2003)年度 第４回 343.4 355.7 349.7
平成16(2004)年度 第５回 350.4 380.8 363.7 S K 計
平成17(2005)年度 第６回 366.1 412.2 386.7 465.8 486.3 476.1
平成18(2006)年度 第７回 332.7 396.4 365.0 440.8 460.8 450.8
平成19(2007)年度 第８回 333.8 367.8 352.1 484.6 470.0 477.3
平成20(2008)年度 第９回 321.6 363.4 340.9 490.3 492.0 491.1
平成21(2009)年度 第10回 325.5 390.9 351.5 469.2 466.1 467.6
平成22(2010)年度 第11回 321.6 363.4 340.9 465.3 458.0 461.6
平成23(2011)年度 第12回 306.1 397.9 339.7 532.3 474.3 503.3

専攻科修了時の平均点

TOEIC 団体受験　全校一斉テストの平均点推移

 
（出典 英語科資料） 
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資料５－１－②－３ 

 
（出典 岐阜高専シラバス） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校では，国際社会に通用する技術者の養成の観点から，国際コミュニケーション能力の向上を教

育目標に掲げている。３学年では授業の一環として，TOEICの団体受験を実施している。また，ネイ

ティブの英語教員による授業も定常的に実施されている。 
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観点５－２－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適

切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている

か。 

（観点に係る状況）  

資料５－２－①－１は，観点５－１－①に示した専門５学科の教育課程表を取りまとめた資料であり，

専門学科の必修科目について，授業形態別の卖位数を示したものである。必修科目における講義の割

合は学科によりバラツキがあるものの，60％～65％の範囲である。すなわち，体験形態の授業科目の

割合は，35％～40％と比較的高い割合であり，実践的技術者の養成を目標のひとつとして掲げている

本校のスタンスに適合している。 

 

資料５－２－①－１ 

 

専門科目における授業形態別の卖位数（必修科目）  平成 24 年度入学生用教育課程 

学科 講義 演習 
実験実習 

（卒研を含む） 

必修科 

目合計 

機械工学科 48（60％） 4 28 80 

電気情報工学科 43（62％） 2 24 69 

電子制御工学科 50（65％） 0 27 77 

環境都市工学科 48（65％） 6.5 19.5 74 

建築学科 50（64％） 18 10 78 

（出典 教務会議資料） 

 

また，資料５－２－①－２は，実験実習系科目の代表例であり，環境都市工学科の第１学年を対象

として開講されている「シビルエンジニアリング入門」のシラバスである。第１学年に入学した学生

の理解度に合わせて，当該の学際分野に無理なく学生が親しみ，興味を促進させるよう，多様な体験

型の取組みが準備されている。 
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資料５－２－①－２ 
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（出典 岐阜高専学外向けWebシラバス） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

専門５学科の教育課程表を取りまとめて，専門学科の必修科目について，授業形態別の卖位数を示

した。その結果，必修科目における講義の割合は学科によりバラツキがあるものの，体験形態の授業

科目の割合は，35％～40％と比較的高い割合であり，実践的技術者の養成を目標のひとつとして掲げ

ている本校のスタンスに適合している。また，環境都市工学科の第１学年を対象として開講されてい

る「シビルエンジニアリング入門」のシラバスにより，本校の実践的教育体制の一端を示したが，第

１学年に入学した学生の理解度に合わせて，当該の学際分野に無理なく学生が親しみ，興味を促進さ

せるよう，多様な体験型の取組みが準備されている。 

以上のように，本校の教育課程の構成は，教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授

業形態のバランスが適切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされてい

ると言える。 

 

観点５－２－②： 教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスが作成され，事前に行う準備学習，

教育方法や内容，達成目標と評価方法の明示等，内容が適切に整備され，活用さ

れているか。 

（観点に係る状況）  

資料５－２－②－１に「平成24年度シラバス作成手引き（抜粋）」を示した。本資料は平成２４年

度用のシラバス作成に当たり，教務会議から各教員に提示された資料の一部である。また，資料５－

２－②－２は，上記の資料に付随した資料の抜粋であり，教員のシラバス作成に供するためのサンプ

ルである。教科目のタイプに合わせて数種類のサンプルが示されている。 

  

資料５－２－②－１ 

平成 24 年度シラバス作成手引き（抜粋） 

1. はじめに 

 平成 23 年度版からの変更点は以下の通りです． 
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1. ヘッダの「※学修卖位」の記述を削除し，旧「卖位数」の欄に卖位数記載する．また，本科の学修卖位科

目は括弧付けで学修と記載する． 

2. ヘッダの「JABEE 認定科目」の記述を削除する（「JABEE 基準１（１）」が記載されている科目が JABEE 認

定科目とする） 

3. 内規第 19 条四の修得しないと原級留置になる授業科目（別表 2）はヘッダに「別表 2 対象科目」と記載す

る． 

4. 5 学年の前期は，中間試験期間は設けず通常授業とするため，中間試験の回は通常授業として予定を記載す

る． 

1.1 シラバス作成手順 

シラバス作成の流れは以下の通りです． 

①ワープロソフト等を用いシラバスを作成． 

②PDF に変換． 

③シラバスアップロードシステムにて各自でアップロード（2月27（月）まで）． 

④学科内で確認し必要ならば修正． 

⑤完成版をアップロード（3 月 26（月）まで）． 

本手引きでは①について説明します．なお，作成に当たっては教務掲示版のサンプルファイルをご利用ください． 

「②PDF に変換」につきましては各自で対応ください．なお機種依存文字（丸付き数字など）を使用した場合に

は，PDF 化する際に”フォントの埋め込み”を行なってください． 

「③シラバスアップロードシステム」につきましては各科教務会議委員にお尋ねください． 

1.2 全体的な書式について 

①半期科目は A4 サイズ 1 ページ，通年科目は A4 サイズ 2 ページにおさめてください．ただし，専攻科については

教室外学修の内容を詳細に記述する必要があるので，半期科目で 2 ページとなることも可とします． 

②余白は上下左右とも 20mm としてください 

③特に断わりが無いかぎり，「全角文字のフォント：明朝系 9 ポイント」としてください． 
（以下省略） 

（出典 教務会議資料） 

 

 

資料５－２－②－２ 

H24 年度シラバスサンプル その１ 中間試験・期末試験実施，JABEE 認定対象・履修科目 

平成 24 年度 岐阜工業高等専門学校シラバス  ←全科目，明朝体 9 ポイント 

教科目名 ○○○○ 担当教員 高専太郎 

学年学科 ○年 ○○学科 前期 必修 1 卖位 

別表 2 対象科目 内

規 19 条四別表 2 対象

科目のみ 

学習・教育目

標 

（Ｄ－２ 情報・論理系）1００％ ←

ゴシック 9p 全角，全科目 

JABEE 基準１（１）：（ｄ）←ゴシック 9p 全角 

JABEE 科目のみ 

授業の目標と期待される効果：明朝体 9 ポ

太字 

○○○○について学ぶと共に、○○○○

を対象とした練習問題を行なうことで，工

学的な問題に対して，適用できる力を身に

つける。具体的には以下の項目を目標とす

る。 

①○○○○○○○○○○○○○○ 

②○○○○○○○○○○○○○○ 

③○○○○○○○○○○○○○○ 

④○○○○○○○○○○○○○○ 

⑤○○○○○○○○○○○○○○ 

⑥○○○○○○○○○○○○○○ 

成績評価の方法：←明朝体 9 ポ太字 

中間試験 100 点＋期末試験 100 点とし，総得点率（％）によっ

て成績評価を行なう 

達成度評価の基準：（←明朝体 9 ポ太字）教科書の練習問題と

同レベルの問題を試験で出題し，6 割以上の正答レベルまで達し

ていること。なお成績評価への重みは，①～⑤を各 20％とす

る。 

①○○○○に関する問題をほぼ正確(6 割以上)に解くことがで

きる 

②○○○○に関する問題をほぼ正確(6 割以上)に解くことがで

きる 

③○○○○に関して○○○○を対象としてほぼ正確(6 割以上)

に行なうことができる 

④○○○○に関して○○○○を対象としてほぼ正確(6 割以上)

に適用することができる 

⑤○○○○に関して○○○○を対象としてほぼ正確(6 割以上)

に適用することができる 

⑥○○○○○○○○ができる 

授業の進め方とアドバイス：授業では適宜○○○○を利用する。ただ卖に解が得られれば良いのではなく，用

いる手法の本質を理解するように努めてもらいたい．また，本授業で学んだ手法を，実験実習のデータ処理

や，５年次の卒業研究で利用してくれることを期待している． 
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教科書および参考書：○○○○（○○○○他，○○出版，2004,11）を教科書として用いる。また適宜プリント

を配布する。 

授業の概要と予定：前期 

第 １回：○○○○○○○○○○○○ 

第 ２回：○○○○○○○○○○○○ 

第 ３回：○○○○○○○○○○○○ 

第 ４回：○○○○○○○○○○○○ 

第 ５回：○○○○○○○○○○○○ 

第 ６回：○○○○○○○○○○○○ 

第 ７回：○○○○○○○○○○○○ 

第 ８回：中間試験  ←中間試験は授業の一環として実施  

第 ９回：○○○○○○○○○○○○ 

第１０回：○○○○○○○○○○○○ 

第１１回：○○○○○○○○○○○○ 

第１２回：○○○○○○○○○○○○ 

第１３回：○○○○○○○○○○○○ 

第１４回：○○○○○○○○○○○○ 

第１５回：○○○○○○○○○○○○ 

期末試験←期末試験は授業回数に含めない 

第１６回：フォローアップ（期末試験の解答の解説など） 

 

半期科目は 1 ページに納めることを基本に 

（出典 教務会議資料） 

 

資料５－２－②－３は平成23年度末の教務会議議事録である。教務会議委員を通じて学科への連絡

事項として，シラバスへの作成日程，及び学科での検討のプロセスが指示されている。また，資料５

－２－②－４は平成24年度第１回教員会議における教務主事報告資料の抜粋である。学期初めの授業

に際して，成績評価方法を中心としたシラバス解説するように指示がなされている。 

 

資料５－２－②－３ 

平成 23 年度 第 33 回 教務会議議事録 

日時：平成 24 年 2 月 10 日（金）15：00-15：30 開催場所：教務主事室 

出席者：加藤，上原，宮口，山田実，羽渕，廣瀬，清水，渡邊教務係長，國枝入試係長 

欠席者：森，和田学生課長（出張） 

（審議事項） 

なし 

（報告事項） 

① 第 32 回議事録掲示板にアップ 

② 年間行事予定表（森）次回 2/17 併行して 2/15 を締切として３校を各部署に依頼（渡邊さん） 

③ ノベルティ バッグの進捗（清水・國枝） 

④ ５学年の成績チェック作業日程 2/23（木）9：00 各委員の御都合 

各専門学科分は，当該学科で分担する． 

山田先生，廣瀬先生他，試験監督のため，9 時の集合が困難な先生は，都合つき次第，学科分をチェック

の方針． 

⑤ 『我が国の人材育成の現状に関する教育機関アンケート調査』 

学生対象 ４年生３名に依頼 留学生を含む 

M：留学生     他２名の日本人学生 E から１名 A から１名 締切は 2/17 アンケート用紙を各

委員に託した． 

⑥ 機構本部から問合せ 学生の個人持ちノートパソコンの共同購入 神谷さんから学科長宛配信 締切

2/16 

⑦ 創造性を育む「卒業研究」集（平成 23 年度版）の作成 神谷さんから専門学科長に依頼 締切 3/13  

⑧ 卒業研究発表会の学科間日程調整 下表のように各学科の第１希望が分かれたので確定． 

M：2/29 多目的ホール E:2/28：多目的ホール D:2/28 大講義室 C：2/27 多目的ホール A:2/27 大講義

室 

⑨ 学生の事故防止に係る注意喚起通知 2/9 教務係長から配信 
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⑩ 専攻科後期期末試験の巡回 受験者が 30 名を超える可能性のある４試験科目について巡回 

熊崎先生：応用物理学・英語総合 

柴田先生：実験アラカルト・情報機器工学 

⑪ シラバス関係の３ファイルをアップロードし，作成の案内メール発送 2/6 月 

⑫ 富山高専が主管し，本校も連携している事業（通称 SPICE）のロードマッププロジェクト 

平成 24 年度：所定の書式（１から３年は１枚 ４・５年は 2 枚）に基づいたロードマップを各学生が作

成． 

１．自身の将来像 ２．今の自分の姿 ３．未来に向かう道筋 ４．半年ごとの振り返り 

１～３年については平成 24 年度の特別活動の計画に記載したい．（年に２回） 

４・５年については学級担任に依頼． 

上原先生から，特活の年間計画の観点から，実施時期についての問合せがあり，久保田先生に問い合わせ

ることになった． 

⑬ 3/13：オリエンテーションと企画室のラボ・ディスカバリー（13：30）に伴う駐車場の問題 

ラボ・ディスカバリー関係の来校者は，昼からなので，企画室で駐車場案内をされる． 

⑭ 教育課程の改正に伴うシラバスサイトの修正進捗（羽渕） 平成 23 年度分については完了． 

⑮    情報：退学手続き進行中 

⑯ 各種時間割表作成（上原） 平成 24 年度前期・フォローアップ時間割 

⑰ 「2012 年度 学校案内」の編集について（清水） 2/末をめどに集約中 

⑱ H24 入学者選抜検査（学力）日程及び業務分担表 （他の２主事と同様寮務主事の採点業務を免除他） 

⑲ 学力選抜関係 教務会議委員の業務 2/22（水）9：00 成績処理・判定資料確認 

⑳ C 科から各種時間割の未定校の WEB 版の全教員公開について問合せあり．上原先生の回答は，字句等のケ

アレスミスやコマの漏れの確認の意図であり，コマの入れ替えの調整までする意図ではない．メール配信

の際の文言にこれらの趣旨を含め，誤解のないように配慮する． 

21 E 科から４年の教室の床の更新について，絨毯よりタイルの方が良いのではとの意見があった． 

（会議終了直後，渡邊係長が計画を確認．『レイフラット・タイル』に貼り替える予定） 

 

（ＦＤ活動推進会議 報告）メンバー 上原補佐，宮口委員，清水委員 

なし 

（各委員会から） 

① ホームページ部門委員（羽渕）      

② 広報誌部門委員（羽渕）         

③ 点検評価・フォローアップ委員（山田）  

④ 教務事務電算処理検討ＷＧ（森）     

（学科への報告事項） 

① 各教員のシラバス作成 2/27 まで ⇒ 学科内での検討 ⇒ 3/26 最終版完成 

教務会議予定  第 34 回 2 月 17 日（金）15 時  

（出典 平 23 年度第 33 回教務会議議事録） 

 

 

資料５－２－②－４ 

教務関係 

報告事項 

１．学生の異動について 

1) 平成 24 年４月１日現在の学生数等  2/9・3/9 

2) 平成 23 年度原級留置者及び退学者一覧 4/9 

 

２．本校の教育目標等 （教務掲示板トップページの最上段に掲載）5/9 

 

３．本校の教育目標に対する満足度・達成度についてのアンケート結果 （５学年卒業時）6/9 

 

４．平成 23 年度後期の欠課時数の訂正について 

「教員手帳」の「欠課時数の誤記訂正に関する申し合わせ」に基づき処置してください． 

 （学生には，誤記訂正期限（4 月末日）を周知徹底させて下さい） 

 

５．平成 23 年度における資格取得について：教務掲示板項目 119『その他』に掲載 

 

６．平成 24 年度シラバスについて 

    本校ホームページ上に平成 24 年度版が公開されています．学生には，年度当初の最初の授業にてシラバスを
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提示し，成績評価方法を周知して下さい． 

 

（以下 省略） 

（出典 平成24年度第１回教員会議資料 教務報告（抜粋）） 

 

 資料５－２－②－５は，平成24年度当初に，教務主事から非常勤講師に案内された資料の抜粋であ

る。学期初めの最初の授業でシラバスを配布し，解説するように指示がなされている。 

 

資料５－２－②－５ 

平成 24 年 4 月 1 日 

平成 24 年度 非常勤講師 各位 

岐阜工業高等専門学校 

教務主事 加藤 浩三 

講義開始に当たっての諸連絡 

 

 この度は岐阜高専の非常勤講師をお引き受け賜り，ありがとう存じます．  

授業を開始されるに当たって，大学と異なり特にご留意頂きたいことや本校の進級等に伴う規則等についてまと

めましたので，ご一読の上，御高配賜りますよう宜しくお願い申し上げます． 

なお，学生課教務係から事前に郵送申し上げた事務連絡案内も併せてご参照ください． 

 

【授業開始に当たって】 

① 毎回の授業の出欠状況は，「教員手帳」と教室備え付けの「出席簿」に，同じ内容を漏らさず記録頂きます

ようお願い致します．定期試験後に，この「教員手帳」の記録を集計していただいて，成績評価とともに欠

課時間数をご報告頂くことになります．なお，90 分授業は 2 卖位時間分に相当します．なお，学期最初の授

業も必ず 90 分御実施ください．また，中間試験後の最初の授業はフォローアップ授業ではありませんので，

こちらも 90 分実施ください． 

欠課時間数が年間実施授業時間数（期末試験の時間数を含む）の 1/4 以上ですと未履修になり，最終評価

である学年評価は 10 段階評価で１となります．必修科目について未履修の教科目（成績評価が１）が１

科目でもありますと，その学生は留年になります．このように本校の進級システムでは，出席状況が進級

についての重要な要件となっております． 

② 通常，最初の授業で「シラバス」の内容（成績評価方法及び評価基準，学習・教育目標及びその評価方法・

評価基準等）を学生に周知することになっております．もし，お手元にない場合は，お手数ですが教務係に

ご連絡ください． 

（以下省略） 

（出典 教務主事作成資料 抜粋） 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

教務会議が中心となり，年度末に次年度のシラバス作成方針，及び作成方法を示している。教育課

程の編成の趣旨に沿って，シラバスが作成される。学期初めに際しては，教務主事の指示の下，各授

業担当教員から，学生にシラバスが説明されて，教育方法や内容，達成目標と評価方法の明示等，内

容が適切に整備され，活用されるルーチンとなっている。 

 

観点５－２－③： 創造性を育む教育方法の工夫が図られているか。また，インターンシップの活

用が図られているか。 

（観点に係る状況）  

本校では，通常の座学に加えて，問題解決型の授業を取り入れている。これらのうち，各学科の代

表的な教科目のシラバスを，資料の５－２－③－１～５に示した。機械工学科の４学年開講の創生工

学実習は，３年次までに習得した機械設計製図の能力と実習工場における工作機械の操作能力を融合
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し，さらにモノづくりの一貫プロセスを体験する科目である。設計・製作・検査に至る一連のプロセ

スを体験する。 

 電気情報工学科の４学年開講の工学基礎研究は，典型的な課題解決型の科目であり，与えられた課

題にグループで取り組む。コンテスト形式によるグループ間の競争によりモチベーションを上げる工

夫がされている。学校行事のオープンキャンパスや学園祭のみならず，学外のコンテストとも連携を

図り有機的な授業運営を展開している。 

 電子制御工学科の４年次開講の電子制御総合実験の特徴は，１テーマに費やす時間が大きく，半期

で２テーマに取り組む。テーマの完結には口頭試問やプレゼンテーションが課されており，密度の高

い体験型科目になっている。 

 環境都市工学科の１学年開講のシビルエンジニアリング入門は，学科の学際分野に不案内な１学年

の学生に，多様な体験型の課題克服により，無理なく専門科目に興味持たせうるように工夫されてい

る。 

 建築学科の第４学年の建築設計製図Ⅱは，学外に出かけて行き，地域の実際の問題に取り組むタイ

プの科目である。地域住民とのコンタクトの内に新たな建築物や住環境を提案する。 

 

学科 
開講 

学年 
教科目名 資料番号 

機械工学科 ４ 創生工学実習 ５－２－③－１ 

電気情報工学科 ４ 工学基礎研究 ５－２－③－２ 

電子制御工学科 ４ 電子制御総合実験 ５－２－③－３ 

環境都市工学 １ シビルエンジニアリング入門 ５－２－③－４ 

建築学科 ４ 建築設計製図Ⅱ ５－２－③－５ 
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資料５－２－③－１ 
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（出典 岐阜高専学外向けWebシラバス） 

 

 

資料５－２－③－2 

 
（出典 岐阜高専学外向けWebシラバス） 
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資料５－２－③－3 

 
（出典 岐阜高専学外向けWebシラバス） 
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資料５－２－③－4 
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（出典 岐阜高専学外向けWebシラバス） 
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資料５－２－③－５ 

 
（出典 岐阜高専学外向けWebシラバス） 

 

資料５－２－③－６に本校準学士課程の校外実習要項（インターンシップ）を示した。所定の日数の

実習を実施した学生には，卒業要件とは別の卖位が認定される。資料５－２－③－７に平成23年度第

15回主管会議資料の教務関係審議事項を示した。校外実習に関わる卖位の認定は，主管会議で審議さ

れ承認される手続きになっている。資料５－２－③－8～12には専門５学科第４学年の卖位認定に係
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る資料を示した。 

資料５－２－③－６ 

「岐阜工業高等専門学校校外実習要項」 

 

不開示情報 

 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

資料５－２－③－７ 

教務関係 

審議事項 

①派遣取扱い要領の改正 

②学級運営要領の一部改正について 

③校外実習卖位認定（第４学年） 

④仮進級者追認成績（第２回：12月15日締切分）の成績認定 

⑤ものづくりリテラシー教育実習の卖位認定 

⑥『すぐメールの取扱い』について 

⑦第５学年の前期中間試験のあり方 

⑧仮進級者の補習の取扱いの改正とこれに伴う関連規程の改正 

 

（平成23年度 第15回主管会議資料 教務関係審議事項） 

 

 

資料５－２－③－８ 

「平成23年度 機械工学科 校外実習卖位認定表」 

 

不開示情報 

 

（平成23年度 第15回主管会議資料 教務関係審議事項） 

 

 

資料５－２－③－９ 

「平成23年度 電気情報工学科 校外実習卖位認定表」 

 

不開示情報 

 

（平成23年度 第15回主管会議資料 教務関係審議事項） 

 

 

資料５－２－③－10 

「平成23年度 電子制御工学科 校外実習卖位認定表」 

 

    不開示情報 

 

（平成23年度 第15回主管会議資料 教務関係審議事項） 

 

 

資料５－２－③－11 

「平成23年度 環境都市工学科 校外実習卖位認定表」 

 

不開示情報 

 

（平成23年度 第15回主管会議資料 教務関係審議事項） 
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資料５－２－③－12 

「平成23年度 建築学科 校外実習卖位認定表」 

 

不開示情報 

 

（平成23年度 第15回主管会議資料 教務関係審議事項） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

各専門学科には，創意工夫に満ちたＰＢＬ型の授業科目が準備されており，創造性を育む教育方法

の工夫が図られている。また，準学士課程のインターンシップは，卒業要件とは別の卖位としての認

定が規程に定められおり，例年，一連の手続きに従って卖位が認定され，活用が図られている。 

 

観点５－３－①： 教育課程の編成において，一般教育の充実や特別活動の実施等，豊かな人間性

の涵養が図られるよう配慮されているか。また，教育の目的に照らして，課外活

動等において，豊かな人間性の涵養が図られるよう配慮されているか。 

（観点に係る状況）  

特別活動は，資料３－１－①－２に示したように，第１学年から第３学年に各１卖位，合計３卖

位が割当てられており，資料５－３－①－１の「試験，成績評価，進級及び卒業に関する内規（抜

粋）」に示したように，この修得は各学年末の進級の要件になっており，また，当該３卖位の修得

が卒業要件の一つになっている。特別活動は，年間を通じて，月曜の第Ⅳ限に１卖位時間50分が割

当てられており，年間30卖位時間を以て１卖位としている。 

資料５－３－①－２に「特別活動・学生指導基本計画」を示した。また，資料５－３－①－３に

「特別活動の手引」を示した。さらに，資料５－３－①－４に第１学年機械工学科の平成24年度の特

別活動指導計画を示した。この例では，年間の時間数は32卖位時間になっている。特別活動計画の立

案に際して，前年度内に学年主任主導の下，「特別活動・学生指導基本計画」と「特別活動の手引」

に従って，第１学年から第３学年までの15クラスについて，毎週月曜Ⅳ限目に実施される特別活動の

計画が立てられる。学生の出欠状況は，授業と同様に管理され，各学期末には教務電算システムに入

力され，報告される。 

 

資料５－３－①－１ 

岐阜工業高等専門学校試験，成績評価，進級及び卒業に関する内規（抜粋） 

制定 平成 6 年 2 月 24 日 

（略） 

 

（進級の認定） 

第１７条 第１学年から第４学年までにおいて，履修すべき全授業科目について，学年評価が６以上及び特別活動

（第４学年を除く。）が合格である者は，次学年への進級を認定する。 

 

（略） 

 

（卒業の認定） 

第２５条 所定の全授業科目を履修し，岐阜工業高等専門学校学則第１３条に定める卖位数を修得し，特別活動に

合格した者は卒業を認定する。 

（出典 学生便覧）  
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資料 ５－３－①－２ 

特別活動・学生指導基本計画 

 項目 指導内容 

一

学

年 

講演会 

 

スポーツ 

全体指導 

学級会 

学級指導 

清掃 

年２回，校外講師で実施，１回当たり２時間 

年２回，学内講師で実施，１回当たり１時間 

適宜実施（最大５回） 

年４回程度実施（研修を含む。） 

学生評議会の議題等の討議 

担任による学習面・生活面の指導 

大掃除を６回実施 

二

学

年 

講演会 

 

スポーツ 

学級会 

学級指導 

清掃 

年２回，校外講師で実施，１回当たり２時間 

年２回，学内講師で実施，１回当たり１時間 

適宜実施（最大５回） 

学生評議会の議題等の討議 

担任による学習面・生活面の指導 

大掃除を７回実施 

三

学

年 

講演会 

全体指導 

小論文 

学級会 

学級指導 

清掃 

年１回，校外講師で実施，２時間 

交通安全教育，年１回，２時間 

年２回，前後期１回ずつ 

学生会活動への対応（必要に応じて適宜実施） 

学習及び生活面での指導 

大掃除を年８回実施 

四

学

年 

講演会 

校外実習 

高専祭専門展 

研修旅行 

就職講演会 

年１回 

官公庁及び民間企業で実施（７，８月） 

高専祭の専門展の内容と検討と指導（７～１０月） 

各学科別に実施（１１月） 

就職先を選択するに当たって必要とされる知識を得るための講演会を開催する。 

五

学

年 

特別講演会 

進路指導 

各学科を主体に，学会等の講演会を行う。 

就職及び大学編入学について学生の意向を十分に調べ，的確な指導を行う。 

 

学内講師による講演会について （時間：３０分，場所：ＣＲ） 

 １ ２ 

一年 専門を学ぶ心構え（専門学科教員） 先輩からのメッセージ（専攻科生，TA として実施） 

二年 専門を学ぶ心構え（専門学科教員） 先輩からのメッセージ（専攻科生，TA として実施） 

 

厚生補導関係講演会計画 

テーマ １学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 

交通安全教育 新入生研修で実施 ４月か５月 １１月 ４月・１１月 ４月・１１月 

思春期の性教育 ６月（夏季休業前）     

薬物乱用の危険性  ６月    

メンタルヘルス １２月     

人権教育  １月    

就職指導ガイダンス   １２月 １２月  

 

テーマ 専攻科１年 専攻科２年 

交通安全教育 ４月・１１月 ４月・１１月 

（出典 教務掲示板） 

 

 

資料５－３－①－３ 

特別活動の手引 

1 目標 

学生生活をより効果的に送るために必要な生活態度を身につけさせるとともに，将釆，専門的技術者として活躍

するために必要な幅広い人間性・社会性を養う。 

2 内容 

（1）学生が自主的かつ自発的に活動することができる能力を養い，立派な態度を身につけさせる。 
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（2）民主的な討論のあり方を身につけさせる。 

（3）課外活動の正しいあり方を指導する。 

3 指導上の留意事項 

（1）必要に応じ，ホームルームの方法によらず，講演会等を計画して行うことも差し支えない。 

（2）学生の自発的な活動を助長することが建前であるが，常に適切な指導を行うことが必要である。 

（3）学生の親睦，教員と学生の相互理解を深める。 

（4）学生会，クラプ活動との関連に留意するとともに，それらについても常に適切な指導を行うことが望まし

い。 

4 指導内容 

4－1 学校の目棲の徹底 

（1）今年度の目標 

・学校指導目標 「ものづくり・IT・TOEIC425」 

・教務開係指導目標 

・学生関係指導目標 

（2）指導にあたっての留意点 

・機会ある毎に話題にする，また討議させる。 

・取るべき行動について臭体的に指導し，討論させる。 

・当面の重点項日を決め，行動しやすくする。 

・「自主的行動」の程度，範囲，対象についてコンセンサスをつくる。 

4－2 学年別重点指導項目 

第 1 学年 中学ではいわば“こども”の扱いであるが，高専で“おとな”の扱いを原則としている。この点をよ

く理解させ，主体性をもって良識に基づく行動がとれるよう指導する。この時期の教育が高専 5 年間の生活に決

定的な影響をもつともいわれている。 

第 2 学年 高専の生活にも慣れ，まわりが見えるようになってくると，将釆に対する不安が生じやすい。高専で

いかに学び，いかに遊ぶかについて指導し，積極的な高専生活を送るようにさせる。 

第 3 学年 いわゆる中だるみが生じやすいのでこの対策が主体となる。現在 4 学年では学校行事も多く，高専生

活で最も充実しているように見える。これを 3 学年，4 学年が高専生活で最も充実した時期になるよう工夫を加

える。 

第 4 学年 専門科目も増え，学校行事も多く，楽しく充実したこの時期は，学生の主体性を育てる好機でもあ

る。そうした主体性を伸ばすとともに，精一杯やることで，学校生活の充実感を味わせたい。 

第 5 学年 卒業研究を中心に，問題解決能力の修得，強化と社会人になるについての自覚と常識の付与を図る。 

4－3 一般指導内容 

上記を考慮すると指導内容として，次のような項目が考えられる。 

（1）学校行事，学生会行事及び学年行事に関する問題 

（2）共同生活の充実に関する問題 

（3）個人としての生き方に関する問題 

（4）集団の一員としての生き方に関する問題 

（5）学業生活に関する問題 

（6）全学的な視野から見た教育全般，勉学上の諸問題及び学生の厚生補導に関する問題 

 

具体的題材については，以下を参照のこと。 

具体的なホームルームの題材の例 

ア 共同の充実に関する問題 

・自己紹介 ・我がクラスを考える 

・私の描く高専生活 ・話し合いの仕方について 

・学生心得について ・ホームルームの年間計画 

・学校の規則について ・ホームルームの運営の仕方 

・第◯学年になって ・ホームルームの組繊づくり 

・第◯学年を振り返る ・ホームルームを考える 

・夏休みを迎えて ・学生会について 

・夏休みの計画 ・学生会への協力 

・夏休みの経験を語る ・学生会への提言 

・年頭に思う ・学級会 

・このごろ腹のたったこと ・クラブ活動について 

・先生にもの申す，学生にも一言 ・クラブ活動と学習を両立させるには 

・学校に望むこと ・クラブ活動を考える 

 

イ 個人としての生き方に関する問題 

・クラプ活動と勉強 ・能率的な学習法 
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・私の将釆の計画 ・魅力のある職業 

・私の行く道 ・21 世紀の職業 

・尊敬する人の生き方 ・適性と方向転換 

 

ウ 集団の一員としての生き方に関する問題 

・友情とは何か ・集団行動の意義 

・友情と恋愛 ・集団と個人 

・親と子 ・リーダーとフォロア 

・家族を考える ・公害と私達 

・自律生活 ・公害について 

・連帯感 ・このごろの社会に思う 

・自由と責任について ・私たちの作りたい社会 

・ライバル ・社会は君達に何を期待するか 

・男女交際のあり方 ・世界の中の日本 

・若さとおしゃれ ・日本人とは 

・服装と頭髪について ・日本人の国民性 

・公共心について ・政治について考える 

・清掃について考える ・政治への関心 

・校風について ・戦争と平和 

・伝統と校風 ・マスコミの利用 

・高専教育とは ・テレビの効用と弊害について 

・公衆道徳 ・青尐年の非行 

・勤労の意味 ・交通事故を防ぐには 

・ボランティア活動について  

 

エ 学業生活に閲する問題 

・高専の教育課程について ・クラプ活動と勉強 

・高専教育の意義 ・能率的な学習法 

・何のために高専で学ぶか ・私の将釆の計画 

・高専生活における学習の意味 ・魅力のある職業 

・私の学習法 ・私の行く道 

・好きな科目，嫌いな科目 ・21 世紀の職業 

・不得意科目の克服 ・尊敬する人の生き方 

・テストの克服 ・適性と方向転換 

 

5 特別活動の年間計画について 

（1）各学年主任は，上記 4－3 の中などから最も適切と考えられる項目について，各学級担任と協議し，年間計画

を作成し，各学年各学科毎に計画を校長に提出し承認を得ること。 

（2）学校全体として計画する項目については，（1）の計画以前に校長が指示できるものとする。 

（3）年間計画は，校長の指示により修正できるものとする。 

（4）特別活動の必要卖位時間数（学則第 13 条第 6 項に規定する時間数）は，年間行事予定表に基づく実施可能な

時間数をいうものとする。 

（5）年間計画の提出締切日は，前年度の 3 月末日とする。 

 

6 評価について 

（1）学級担任は，学年末に，各学生の特別活動の履修状況について，合格又は不合格の評価を付して校長に提出

するものとする。 

（2）学生の履修状況が，次の各号の一に該当する場合の評価は，不合格とする。 

ア 履修の成果が良くない場合 

イ 履修時数が総時数の4分の3以下の場合 

（出典 教務掲示板） 

 

資料５－３－①－４ 

平成 24 年度 特別活動指導計画 

担任 岡崎 貴宣 第 １ 学 年 機械工学科 

月 日 時間数 
授業内容 

指 導 内 容 
ＣＲ以外の 

実施場所 全体 学級 

4 16(月) 2 ○  校内研修 多目的ホール 
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23(月) 1  ○ 大掃除    

5 

7(月) 1  ○ 学内講師（専門学科教員）による講演会  

14(月) 1  ○ 学級指導（SPICE 関連）  

21(月) 2  ○ スポーツ （ボウリング） ボウリング場 

28(月) 1  ◯ 学級指導・大掃除   

6 

11(月) 2 ◯  学外講師による講演会（性教育） 多目的ホール 

18(月) 1  ◯ スポーツ 第一体育館 

25(月) 1  ◯ 大掃除  

7 

2(月) 1  ○ 学級指導  

9(月) 1  ○ スポーツ 第二体育館 

17(火) 1  ○ 学級指導  

9 
3(月) 1  ○ 学級指導  

10(月) 1  ◯ 大掃除   

10 

1(月) 1  ◯ 学内講師（専攻科生等）による講演会  

15(月) 1  ◯ スポーツ 卓球場 

22(月) 1  ◯ 大掃除  

11 

1(木) 1  ◯ 学級指導（SPICE 関連）  

5(月) 1  ○ 学級指導  

12(月) 1  ○ スポーツ グラウンド 

19(月) 1  ◯ 学生会役員選挙  

26(月) 1  ◯ 学級指導・大掃除    

12 
10(月) 2 ○  学外講師による講演会（メンタルヘルス） 多目的ホール 

17(月) 1  ○ 学級指導   

1 

7(月) 1  ○ 学級指導  

21(月) 1  ◯ 学級指導  

28(月) 1  ○ 学生証写真撮影，大掃除  

2 4(月) 1  ○ 学級指導   

  32     

（出典 教務掲示板） 

 

 資料５－３－①－５に「クラブ顧問連絡会議規程」を示した。また，資料５－３－①－６に本校の

Webサイトから引用したクラブ・同好会筆頭顧問一覧を示した。 

 クラブ・同好会活動は本校の学生会活動の一環として実施されるが，教員組織としては，学生主事

主導のクラブ顧問連絡会議が組織されており，クラブ指導方針や運営方針が学生主事から各クラブ・

同好会顧問に伝達される。また，各クラブ・同好会顧問からの要望もこの機会に吸い上げられ，より

効果的なクラブ指導のために反映される。各クラブ・同好会の活動状況は，Ｗｅｂサイトを通じて学

外にも広く公開されている。 

 

資料５－３－①－５ 

岐阜工業高等専門学校クラブ顧問連絡会議規程 

制定 平成２３年１月３１日 

学 校 規 則 第 ９ 号 

（設置） 

第１条 岐阜工業高等専門学校にクラブ顧問連絡会議を置く。 

（目的） 

第２条 クラブ顧問連絡会議は，クラブ活動に関わる事項に関し，周知・報告等を行うとともに，クラブ顧問相互

の意見交換及び情報交換を行い，クラブ活動を円滑に行うことを目的とする。 

（組織） 

第３条 クラブ顧問連絡会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 校長 

二 学生主事 

三 クラブ顧問 

四 学生課長 
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（会議の招集及び議長） 

第４条 クラブ顧問連絡会議は，学生主事が招集し，その議長となる。 

２ 学生主事に事故があるときは，あらかじめ学生主事が指名した者がその職務を代行する。 

（庶務） 

第５条 クラブ顧問連絡会議の庶務は，学生課において処理する。 

附 則 

この規程は，平成２３年１月３１日から施行する。 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

資料５－３－①－６ 

クラブ・同好会筆頭顧問一覧（平成24年度） 

 

運動系クラブ名 クラブ顧問 

陸上競技部 菱川 洋介 

サッカー部 北川 真一 

硬式野球部 麻草 淳 

ソフトテニス部 飯田 民夫 

バレーボール部 久保田 圭司 

バスケットボール部 久世 早苗 

ラグビー・フットボール部 清水 隆宏 

卓球部 水野 和憲 

柔道部 山本 浩貴 

剣道部 山田  実 

水泳部 小川 信之 

応援部 下村 波基 

ハンドボール部 今田 太一郎 

テニス部 空 健太 

バドミントン部 山田 博文 
 

 

文化・科学系クラブ名 クラブ顧問 

写真部 鶴田 佳子 

美術部 山村 基久 

吹奏楽部 加藤 浩三 

落語研究会 中島 泰貴 

ＥＳＳ 野々村 咲子 

囲碁・将棋部 鈴木 孝男 

新聞部 臼井 敏男 

通信部 上原 敏之 

ロボット研究会 稲葉 金正 

コンピュータ倶楽部 廣瀬 康之 

エコラン部 北川 秀夫 

演劇部 青木  哲 

合唱部 岡崎 貴宣 
 

  

同好会名 クラブ顧問 

緑華同好会 岩瀬 裕之 

空手同好会 上原 敏之 

ボディビル同好会 森  貴彦 

マジック同好会 北川 真也  

軽音楽同好会 中島  泉 

エコエネルギー同好会 和田  清 

天究同好会 飯田 民夫 

  
（出典 本校外部向けＷｅｂ） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校の特別活動は，第１学年～第３学年に各１卖位，合計３卖位が配当されおり，各学年末の進級

要件になっており，また，卒業要件の一つとして位置づけられている。前年度内に次年度の特別活動

の年間の実施計画が立案され，この計画に基づいて実施される。学生の出席状況も厳格に管理され，

この修得は，年度末の進級判定の評価資料に反映される。 

クラブ活動は学生活動の一環として位置づけられており，約40の多様なクラブ活動，あるいは同好

会活動が，クラブ・同好会顧問の指導の下，活発に実施されている。 

以上のように，本校では，特別活動，及びクラブ活動・同好会において，豊かな人間性の涵養が図

られるよう配慮されている 

 

観点５－４－①： 成績評価・単位認定規定や進級・卒業認定規定が組織として策定され，学生に

周知されているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，進級認

定，卒業認定が適切に実施されているか。 

（観点に係る状況）  

資料５－４－①－１に「試験，成績評価，進級及び卒業に関する内規」を示した。本規程には，進

級，及び卒業に関する要件が定められている。本内規は学生便覧に記載され全学生に配布される。資

料５－４－①－２に年度当初に第１学年の学生を対象に実施される「新入生校内研修」における教務

主事パワーポイントの抜粋を示した。中学校から入学生してきた新入生に対して，進級等に関わる内

容が丁寧に説明される。本パワーポイントは，教務掲示板にアップロードされており，必要に応じて

学級担任が学級懇談会で保護者向けに修正して，利用されることがある。 

 年度末には，学生の卒業判定，及び進級判定を審議事項とした主管会議，及び運営会議が催される。

資料５－４－①－３に平成23年度の関連の主管会議の会議資料の抜粋を示した。 

 

資料５－４－①－１ 

岐阜工業高等専門学校試験，成績評価，進級及び卒業に関する内規 

制定 平成 6 年 2 月 24 日 

第１章 試験 

（試験の種類） 

第１条 試験は，平常試験，中間試験，期末試験，追試験及び追加認定試験とする。 

（平常試験） 

第２条 平常試験は，各授業科目担当教員がその授業時間に随時実施する。 

（中間試験） 

第３条 中間試験は，6 月及び 12 月に一定期間を定め，授業科目担当教員が必要と認めた当該授業科目につい

て，授業の一環として行う。 

（期末試験） 

第４条 期末試験は，各学期末に一定期間を定め，授業科目担当教員が必要と認めた当該授業科目について行う。 

（追試験） 

第５条 追試験は，病気その他やむを得ない事由によって試験を受けなかった者に対して当該授業科目担当教員が

必要と認めたときに行う。 

２ 追試験を受けようとする者は，所定の追試験受験願を学級担任を経て，当該授業科目担当教員に提出するもの

とする。 

（追加認定試験） 

第６条 追加認定試験は，次の各号に定めるとおりとする。 

一 第１７条第２項にかかわる仮進級者の成績向上を確認し，卖位修得を認定するため，原則として当該授業科目

履修の翌年度に実施する試験 

二 卒業認定に係る成績報告締切以後において，未修得授業科目の成績向上を確認し，卖位修得を認定するために

実施する試験 

（試験の実施） 
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第７条 試験の実施については，別に定める。 

（不正行為） 

第８条 試験に関し，不正行為をした者に対しては，その試験の成績点を０点とする。 

 

第２章 成績評価 

（成績評価） 

第９条 成績評価は，学期評価と学年評価とに区分する。 

２ 各授業科目についての成績評価方法及び成績評価基準は，シラバスに記載しなければならない。 

（成績評価の表示） 

第１０条 成績評価の表示は，１０から２までの整数で表示し，６以上を合格とし，５から２までを不合格とす

る。 

２ 特別活動及び卒業研究についての成績評価は，合格又は不合格とする。 

３ 成績評価の表示は，前２項の規定にかかわらず，別に定めるところにより，優，良，可及び不可その他の表示

をすることができる。 

（学期評価） 

第１１条 学期評価は，シラバスに記載された成績評価方法及び成績評価基準に基づき，各授業科目担当教員が決

定する。 

（学年評価） 

第１２条 学年評価は，シラバスに記載された成績評価方法及び成績評価基準に基づき，各授業科目担当教員が決

定する。ただし，評価は前期と後期の評価の範囲内の整数で評価する。なお，1 年未満で履修を完了する授業

科目については，その期間の成績をもって決定する。 

（成績評価の掲示） 

第１３条 成績評価は，授業科目担当教員及び学級担任が，校内に掲示することがある。 

（成績評価の通知） 

第１４条 学期評価及び学年評価は，その都度所定の通知票に記入して，保護者に通知する。 

２ 各学生の成績順位は，学級ごとに学期評価及び学年評価の総合成績に基づき決定し，通知票等に記入する。な

お，成績順位の取扱いは，別に定める。 

第３章 進級，原級留置及び卒業 

（卖位計算の定義） 

第１４条の２ 履修卖位とは、岐阜工業高等専門学校学則（以下「学則」という。）第１３条第２項に規定する１

卖位の授業科目を３０卖位時間（１卖位時間は，標準５０分とする。）の履修とする卖位をいう。 

２ 学修卖位とは，学則第１３条第３項に規定する１卖位の授業科目を４５時間の学修とする卖位をいう。 

（学修卖位の計算） 

第１４条の３ 学則第１３条第３項の規定により，学修卖位とする授業科目及び卖位計算の基準は，次のとおりと

する。 

一 学修卖位とする授業科目は，学則別表第１及び同第２に定めるもののほか，平成１８年度以前入学生を対象に

実施するものについては，別表１のとおりとする。 

二 講義については，１５時間の講義のほか，教室内における７．５時間の課題学修及び教室外における２２．５

時間の学修をもって１卖位とする。 

三 演習については，２２．５時間の演習のほか，教室外における２２．５時間の学修をもって１卖位とする。 

四 実験・実習及び実技については，３０時間の実験・実習又は実技のほか，教室外における１５時間の学修をも

って１卖位とする。 

（履修等） 

第１５条 各授業科目について，出席時数がその授業科目の年間実施授業時数の４分の３を超えた場合，その授業

科目を履修したものと認定する。 

２ 欠課時数が年間授業時数の４分の１以上の場合は，当該授業科目を未履修とし，学年評価を１とする。 

３ 前項の規定にかかわらず，次の各号のすべてを満たし，提出書類を審査の上，校長が認めた場合には履修した

ものと認定する。 

一 成績評価が６以上の見込みであることを当該授業担当教員が証明できること。 

二 出席時数が３分の２を超えること。 

三 長期欠課が，病気又は怪我等による入院等その他やむを得ない理由によるものであること。 

４ 前項に該当する学生がある場合，学級担任は，次の各号に掲げる証明書等を取り纏めのうえ，学期末の当該授

業科目の成績報告締切日以前に校長に提出しなければならない。 

一 成績評価及び出席時数証明書（別紙様式１） 

二 病気又は怪我等を証明する公的書類 

三 理由書（その他やむを得ない理由の場合） 

５ 遅刻及び早退については，３回をもって１卖位時間の欠課時数に換算する。 

（卖位の修得等） 

第１６条 履修した授業科目等の卖位修得は，次の各号に定めるところにより認定する。 
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一 授業科目 成績評価６以上の場合 

二 卒業研究 成績評価合格の場合 

２ 特別活動は，出席時数が年間授業時数の 4 分の 3 を超え，成果が認められた場合に合格とし，卖位を認定す

る。 

（進級の認定） 

第１７条 第１学年から第４学年までにおいて，履修すべき全授業科目について，学年評価が６以上及び特別活動

（第４学年を除く。）が合格である者は，次学年への進級を認定する。 

２ 前項の規定にかかわらず，第１学年から第４学年までにおいて，修得すべき授業科目の卖位数のうち，６から

未修得授業科目に係る評価数を減じ，その数に同授業科目の卖位数を乗じた数の合計が 12 以下の者（第１９

条第１号，第２号，第４号及び第５号に該当する者を除く。）は，次学年への進級（以下「仮進級」とい

う。）を認定する。 

（卖位修得の追加認定等） 

第１８条 前条第２項に基づき仮進級した者の下位の学年の未修得授業科目の卖位修得については，次の各号に掲

げる成績向上に関する措置をとらなければならない。ただし，当該未修得授業科目を再度履修することを要し

ない。 

一 シラバスの成績評価基準等により参照される能力項目について，補習等の手段による，所要水準への向上 

二 追加認定試験等による成績向上の証明 

２ 前項第１号に規定する補習の実施時間は，１卖位につき９０分に不足評価数を乗じて得た時間数以上を基準と

し，当該授業科目担当教員は補習実施報告書（別紙様式２）に前項 

第２号に係る成績書類を添付の上，教務主事を経て校長に提出しなければならない。 

３ 仮進級により進級した第２学年から第４学年までの者は，下位の学年の未修得卖位のすべてを修得しない場合

には次学年への進級は認定できない。 

４ 仮進級者の下位の学年の未修得卖位の修得に際しては，シラバス等に記載された当該授業科目の成績評価基準

にかかわらず，成績評価は６を上限とする。 

（原級留置） 

第１９条 学則第１４条に基づく各学年の課程の修了又は卒業の認定に当たっては，次の各号の一に該当する場合

には，原学年にとどめる（以下「原級留置」という。）ものとする。 

一 各学年の修得すべき授業科目中に未履修授業科目がある者 

二 第１学年から第３学年までにおいて特別活動を修得していない者 

三 第１学年から第４学年までにおいて修得すべき授業科目の卖位数のうち，６から未修得授業科目に係る評価数

を減じ，その数に同授業科目の卖位数を乗じた数の合計が 12 を超える者 

四 第１学年から第４学年までにおいて修得すべき授業科目の卖位数のうち，６から未修得授業科目に係る評価数

を減じ，その数に同授業科目の卖位数を乗じた数の合計が 12 以下であっても，別表２に定める授業科目の卖

位を修得していない者 

五 第２学年から第４学年までにおいて，前条第３項により進級を認定されなかった者 

六 第５学年において修得すべき卖位（第１７条第２項に基づく未修得卖位を含む。）を修得していない者 

（原級留置者の次年度における履修） 

第２０条 原級留置者は，次年度において，次の各号に掲げる者に応じて定める授業科目等について，再履修しな

ければならない。 

一 第 1 学年から第 3 学年までにおいて原級留置となった者 修得，未修得の別にかかわらず原学年の全授業科目

及び特別活動（ただし，原学年において下位の学年の未修得授業科目は再履修を要しない。） 

二 第 4 学年及び第 5 学年において原級留置となった者 原学年の未修得の授業科目（ただし，原学年において下

位の学年の未修得授業科目は再履修を要しない。） 

（上位学年の授業科目の卖位修得） 

第２１条 第４学年の原級留置者は，教育上支障のない場合に限り，第５学年の授業科目を履修し卖位を修得する

ことができる。ただし，別表３に定める授業科目を履修し卖位を修得することはできない。 

２ 第４学年の原級留置者が，第５学年の授業科目を履修し卖位を修得できない場合は，未修得授業科目を再度履

修し卖位を修得しなければならない。 

（卒業研究の再履修） 

第２２条 第５学年において未修得卖位がある場合は，卒業研究の卖位は認定しないものとし，次年度に卒業研究

を再履修の上，修得しなければならない。 

（卖位修得申請書の提出） 

第２３条 第４学年及び第５学年の原級留置者の卖位修得については，卖位修得申請書（別紙様式３）を学級担任

を経て校長に提出し，許可を得なければならない。 

２ 第２学年から第５学年までへ仮進級した者が，下位の学年の未修得卖位を修得する場合には，卖位修得申請書

（別紙様式３）を学級担任を経て校長に提出し，許可を得なければならない。 

（２年連続の原級留置者の措置） 

第２４条 休学を除き２年連続して原級留置となった者は，本校にとどまることはできない。 

（卒業の認定） 
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第２５条 所定の全授業科目を履修し，岐阜工業高等専門学校学則第１３条に定める卖位数を修得し，特別活動に

合格した者は卒業を認定する。 

（出典 学生便覧）  

 

資料５－４－①－２ 

 
（出典 平成24年度新入生校内研修 教務主事パワーポイント抜粋）     
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資料５－４－①－３ 

教務関係 

審議事項・協議事項 

 

１．平成 23 年度仮進級者追加認定成績（２年から４年）について （３回目報告分） 

 

２．第１学年から第４学年までの学生の進級判定について 別冊 

 

３．第５学年の卒業判定（追加卒業認定者）について 

（１）卖位追加認定結果及び卒業要件の充足状況 別冊 

（２）３月１６日に卒業を認められる者          別紙 

学科 
在籍者数 

(休学者除く） 

合格者数 

（3 月 5 日） 

保留者数 

（3 月 5 日） 

追認 

者数 

全合各 

者数 

原級留 

置者数 

機械工学科 39 25 13 12 37 2 

電気情報工学科 47 34 11 10 44 3 

電子制御工学科 44 42 2 2 44 0 

環境都市工学科 33 24 9 9 33 0 

建築学科 42 19 20 20 39 3 

   計 205 144 55 53 197 8 

（出典 平成23年度第18回主管会議 教務審議事項抜粋）      

 

（分析結果とその根拠理由）  

成績評価・卖位認定規定や進級・卒業認定の要件が「試験，成績評価，進級及び卒業に関する内

規」に明確に規定されており，本内規は学生便覧に記載されているのみならず，新入生研修などの機

会を通じて，学生に周知されている。また，主管会議，及び運営会議において，これらの規定に従っ

て，成績評価，卖位認定，進級認定，卒業認定が適切に実施されている。 

 

＜専攻科課程＞ 

観点５－５－①： 教育の目的に照らして，準学士課程の教育との連携，及び準学士課程の教育か

らの発展等を考慮した教育課程となっているか。 

（観点に係る状況）  

高等専門学校の準学士課程での楔形教育においては、例として建築学科の科目構成を資料５－５－

①－１に示すように、１・２年の低学年において幅広い教養の学習や英語や数学などの基礎教育を中

心に、工学や技術に関する動機づけや基礎概念の学習を進めている。３年からの高学年においては各

学科の専門科目が大きく展開し、様々な技術分野への基礎教育を進めている。この中の１例として、

学習教育目標Ｄの構造設計能力の分野について、専攻科での発展について示す。 
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資料５－５－①－１ 

 
（出典 建築学科科目構成図） 

 

資料５－５－①－２に示すように、準学士課程の主に４・５年の科目を基盤として建築生産や建築

材料などを踏まえて、建設工学専攻では、高度かつ実践的な応用科目である建設計画学や維持管理工

学への接続と展開に配慮している。 
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資料５－５－①－２ 

 
（出典 ＪＡＢＥＥ学習教育目標） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

専攻科の教育課程は、準学士課程の教育との接続と展開を考慮して、科目配置や授業内容を構成し

ており、専攻科まで含めた７年間の学習によって、一般教育文系科目から専門基礎理系科目を踏まえ

て、各専攻における高度な発展科目を、学際的内容および複合的分野を踏まえて展開している。 

 

観点５－５－②： 教育の目的に照らして，授業科目が適切に配置され，教育課程が体系的に編成

されているか。また，授業の内容が，全体として教育課程の編成の趣旨に沿って，

教育の目的を達成するために適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

専攻科教育の大前提となる教育目標を、資料５－５－②－１に示す。環境システムデザイン工学を

統一目標にして、電子システム工学専攻と建設工学専攻では、以下の教育目標を持っている。 
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資料５－５－②－１ 

■専攻科教育目標 

社会生活上必要な各種「機能」とそれを実現する「もの（機械、電気・電子機器、建築物、社会基盤）」、「空間

（生活、都市、自然）」、「エネルギー」、「知識・情報」及びそれらの「制御・管理」などから構成される「環

境システム」を、地球環境の保全を考慮に入れて構想し、設計し、生産する、総合的なデザイン能力を育成するこ

とを目標にしています。 

 本校では、上記目標を達成するため本科及び専攻科で構成される「環境システムデザイン工学」教育プログラム 

を実施しています。 具体的な学習教育目標として 

 (A) 倫理          (B) デザイン能力     (C) コミュニケーション能力 

 (D) 専門知識・能力     (E) 情報技術  

を身につけることを掲げています。  

 専攻科（共通）と各専攻の目指す技術者像は、次のとおりです。 

 

□専攻科（共通） 

 得意とする専門分野を持ち，これと異なる分野の技術システムを理解して，機械，電気，電子，情報，建築，都

市などの機能を複合したシステムを人間の感性や環境の特性などを配慮しつつ開発する能力や，情報技術と英語を

ツールとして駆使しながら国際的なフィールドで指導力が発揮できる総合的な力を身につける。 

□電子システム工学専攻 

 資源・エネルギーの有効利用及び環境への配慮等を意識し，自然環境と共生・調和したヒューマンフレンドリー

な知的機能システムを開発する能力を身につける。そのために機械工学，電気情報工学，あるいは電子制御工学の

より確かな専門知識とそれを応用する能力を技術士一次試験合格レベルにおいて身につけ，さらに異分野のシステ

ム・技術を理解し，これと自らの分野にまたがるシステムを構築する能力を身につける。 

□建設工学専攻 

 自然環境と共生・調和した循環型社会の創造や社会生活を営む空間の構築とそれらを自然災害から守る防御シス

テムの構築等を達成するための発展的思考を身につけることが必要である。そのためには，最も得意とする専門分

野を深め，設計・システム，情報・論理，社会技術等の基礎知識を修得すると同時に，建設工学実験・特別実習を

通して異分野のシステム・技術を理解する能力を涵養し，創造工学実習・特別研究を通して自主的・継続的に学習

できる能力を身につける。 

（出典 平成24年度岐阜工業高等専門学校 専攻科ウェブ） 

 

資料５－５－②－２に示すように、専攻科の一般科目と専門共通科目を示している。教育目標に照

らして、必修と選択の配分を考慮している。統一した教育目標を実現するために、専門共通科目を設

定し、Ｓ系Ｋ系が共通して受講できる教育課程である。 
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資料５－５－②－２ 

専攻科 一般科目・専門共通科目 

 

 
（出典 専攻科会議資料） 

 

資料５－５－②－３に示すように、専攻科の専門展開科目として、上に電子システム工学専攻、下

に建設工学専攻を示す。実習実験と特別研究を必修として、殆どの専門展開科目は、学生の興味に対

応して自由に選択できるように科目を設定し、開講時期についても配慮している。 
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資料５－５－②－３ 

専攻科 専門展開科目 

 

 
（出典 専攻科会議資料） 

 

専攻科課程においては、学士の学位取得を設定しており、準学士課程の卒業生に対しては、積上げ
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卖位として６２卖位以上が要求されており、これを以て専攻科修了に必要な卖位修得要件としている。 

 

資料５－５－②－４ 

専攻科科目のシラバスの例（創造工学実習） 

 
（出典 平成２４年度専攻科シラバス） 

 

資料５－５－②－４に示すように、ＰＢＬ型授業の１つとして、創造工学実習のシラバスを示す。

この授業では、電子システム工学専攻と建設工学専攻の学生が混在した開発チームを構成し、非常勤

講師の指導を受けながら、教育目標に沿った実践的な学習を進めている。 
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（分析結果とその根拠理由） 

専攻科の統一した教育目標に沿って、各科目を各専攻・各学期に適切に配置しており、教育課程の

体系が確保されている。特に、専攻を共通して受講する科目の拡大に努力しており、昨年度までに、

ビジネスアカウンティングやプロジェクトマネジメントの科目を新設した。 

 

観点５－５－③： 教育課程の編成又は授業科目の内容において，学生の多様なニーズ，学術の発

展の動向，社会からの要請等に配慮しているか。 

（観点に係る状況）  

資料５－５－③－１に、専攻科の卖位修得に関する規程を示す。 

 

資料５－５－③－１ 

 
（出典 岐阜高専専攻科規則） 

 

学生の多様なニーズに対応するために、他の教育施設において開講している科目についても、積極

的に受講を進め、第３条において、他の教育施設において修得した卖位についても、１０卖位までを

修了要件に含めることを認めている。 

資料５－５－③－２に示すように、上記規程に従って、外部教育機関で取得した卖位の例を示して
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いる。このような事例は、ネットワーク大学コンソーシアム岐阜を始め、豊橋技術科学大学や長岡技

術科学大学などでも開講されており、学生に周知させ受講を進めている。 

 

資料５－５－③－２ 

「他の教育施設において修得した卖位の例」 

 

不開示情報 

 

（出典 教務係資料） 

 

資料５－５－③－３に示すように、社会からの要請等に対応して、近隣の大学に対して、卖位互換

履修生として卖位認定をした例である。特に、理数系科目や実験的科目については、岐阜高専の教育

内容は他の教育機関からの関心が高く、Ｅラーニングシステムを活用して、岐阜県内の高等教育機関

での教育交流促進のための卖位互換に関する協定に基づいて、以下に示すような卖位認定を行ってい

る。 

 

資料５－５－③－３ 

他の教育機関に対する卖位の認定の例 

 
（出典 教務係資料） 

 

資料５－５－③－４では、学術の発展の動向を踏まえた授業の例として、新しい認知科学の知見を

取り入れて実践的なデザイン技法を学ぶ、ヒューマンインターフェイスデザインのシラバスを示す。

この科目では、電子システム工学専攻と建設工学専攻の学生が各自の興味に立脚して、デザイン課題

を検討し、コンテスト応募などを目標とした実践的な内容となっている。 
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資料５－５－③－４ 

 
（出典 平成２４年度専攻科シラバス） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

上記の３つの評価項目に対して、具体的な科目を設定して、教育課程の改善に実現している。特に

環境デザインシステム工学として専攻を統合した科目の拡大について配慮して、実践的な技術者の育

成を可能にする教育課程を目指している。 
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観点５－６－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適

切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている

か。 

（観点に係る状況）  

資料５－６－①－１に示すように、平成２４年度の建設工学専攻の教育課程を示す。講義を中心に

構成されているが、英語やドイツ語などの語学については、活用訓練を中心とするため演習と位置付

け、国際的に活躍できる人材育成を目指している。実験としては、特別研究を２年間に渡り合計６卖

位設定し、継続的な研究活動の基盤を作っている。加えて建設工学実験を１年次に４卖位設定し、Ｐ

ＢＬ的な学習活動を展開している。 

資料５－６－①－２に示すように、専攻科科目において特徴的な学習指導法の工夫の例を挙げてい

る。特に、受講者が１０名前後の尐人数教育が実現している科目においては、学生一人一人の理解度

に合わせて説明方法を工夫することで、きめ細かな教育を実現している。 
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資料５－６－①－１ 

専攻科 教育課程：建設工学専攻の例 

 
（出典 教務係資料） 
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資料５－６－①－２ 

専攻科の授業で教育内容に応じて工夫されている例 

・Ｅラーニングによる自由な学習：実験アラカルト、数学アラカルト 

・対話型討論型授業の例：社会倫理学特論 

・オムニバス形式の多彩な内容：環境材料学 

・ＰＢＬ型の課題演習：創造工学実習、電子システム工学実験、建設工学実験 

・自主課題設定型演習：構造解析学特論 

（出典 平成２４年度専攻科シラバスの抜粋） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 専攻科科目では、時間割編成上では講義科目が多いが、殆どの科目で演習課題などを課しており、

卖なる座学に留まらず、自主的な学習活動を進めるための工夫を各授業で行っている。また、Ｅラー

ニングの活用により、自由な時間での学習が可能となり、特別研究やＰＢＬ型授業での演習活動と時

間を調整することが可能となっている。 

 

観点５－６－②： 教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスが作成され，事前に行う準備学習，

教育方法や内容，達成目標と評価方法の明示等，内容が適切に整備され，活用さ

れているか。 

（観点に係る状況）  

資料５－６－②－１には、環境システムデザイン工学の教育目標を実現する科目の１つとして、環

境調整工学のシラバスを示す。事前に行う準備学習などは「教室外学修」としてまとめられ、教育方

法や内容は「授業の概要と予定」に示されており、達成目標と評価方法は「学習教育目標」「成績評

価の方法」に明記されており、このシラバスを開講時に説明して、講義全体の位置づけを理解させて

いる。シラバスは教務会議や専攻科会議において確認され、上記の項目については全ての専攻科科目

のシラバスにおいて実現している。 
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資料５－６－②－１ 

専攻科 シラバスの例（環境調整工学） 

 
（出典 平成２４年度専攻科シラバス） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 開講時におけるシラバスの説明は、教務会議や専攻科会議での周知により、全ての科目で実施され

ている。専攻科学生の選択科目の選定に当たっては、シラバスを事前に確認したうえで、開講時の説
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明を受けてから受講を決定するシステムになっており、シラバスは十分に活用されていると言える。 

 

観点５－６－③： 創造性を育む教育方法の工夫が図られているか。また，インターンシップの活

用が図られているか。 

（観点に係る状況）  

創造性を育む教育方法の１つの例として、資料５－６－③－１に創造工学実習のシラバスを示す。

ここではパテントコンテストへの応募を目指して、創造的な創意工夫の実践に取り組ませている。 

 

 

資料５－６－③－１ 

専攻科 創造工学実習のシラバス 

 
（出典 平成24年度専攻科シラバス） 
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この科目は、ＰＢＬ型の授業として、以下に示すような特徴を持っている。 

・電子システム工学専攻と建設工学専攻科の混成で、３～４人の尐人数開発チームを作る。 

・開発課題は、あくまでチームの自主的な創造性に期待し、特定の課題設定は行わない。 

・パテントコンテストを目指して、非常勤講師として弁理士からの指導を受けている。 

 

資料５－６－③－２には、平成２４年度のインターンシップの実績を示す。専攻科１年の夏季休暇

中の３週間（１５日間）に渡り、主に企業などで研究開発および製造建設に関する実習を行っている。

これは専攻科の特別実習として必修科目となっており、全ての専攻科学生が実施している。実施後は、

報告書を作成し、９月下旪に発表審査会を実施し、卖位認定している。ここでの経験を専攻科２年で

の進路選択に生かすことにより、キャリア教育の一環としても機能している。 

 

資料５－６－③－２ 

「専攻科 平成24年度の特別実習（インターンシップ）の実績」 

 

不開示情報 

 

（出典 専攻科会議資料） 

 

資料５－６－③－３には、専攻科での海外インターンシップの状況を示している。今年度からは３

機関７名の学生が海外での実習を経験しており、岐阜高専専攻科としては、国際的に活躍できる人材

育成を目指して、今後も拡大を検討している。 

 

資料５－６－③－３ 

「専攻科 海外インターンシップの状況」 

 

不開示情報 

 

（出典 専攻科会議資料） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 上記の創造工学実習に加えて、建設工学実験では全国高専デザインコンペティションへの応募を目

指してブリッジコンテストなども行っており、学生グループの創造性を発揮させるための教育プログ

ラムの充実を実現している。 

 インターンシップについても多様な業種において実習を行うことで、社会での技術の役割を直接的

に実感することができ、キャリア教育の一環としても学生への教育的効果が期待されている。さらに

は海外インターンシップの拡大により、国際的な人材育成への展開が見られる。 

 

観点５－７－①： 教育の目的に照らして，教養教育や研究指導が適切に行われているか。 

（観点に係る状況）  

資料５－６－①－１に示すように、教養教育としては必修科目として、社会倫理学特論、生命科学、

物質化学、情報工学、などを構成しており、専攻科修了生として教育目標に従った教養教育の修得を

可能にしている。 
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資料５－７－①－１に示すように、特別研究は、専攻科教育の基幹を成す科目として位置付けられ、

２年間で合計１４卖位行っている。専攻科進学時において、研究課題の提示を基に配属を決定し、２

年間で一貫した研究課題を追求している。２年次後期においては学位申請のために、学修レポートの

内容としても特別研究の内容を報告している。 

資料５－７－①－２に示すように、研究指導は、主査（指導教員）と副査の２名体制で行い、学会

発表可能なレベルでの研究課題を主査を中心に設定し、学生の自主的な研究活動を指導してゆく。副

査は多面的な研究評価を行うとともに、学生のメンタル面での指導などにも配慮している。 
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資料５－７－①－１ 

専攻科 特別研究 ２年建設工学専攻のシラバス 

 
（出典 平成24年度専攻科シラバス） 
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資料５－７－①－２ 

専攻科 研究指導の方針 

平成24年09月03日   

専攻科長 柴田良一  

 

専攻科では２年間４学期を経て、特別研究の指導を進めていますが、学位取得への指導も併せて、さらなる充実を

図るために、研究指導の方針を明確にすることを目的に、この資料をまとめます。 

■専攻科の研究指導 

・１年前期：研究室配属の調整確認、主査副査の検討確認、研究方針の調査検討と計画書作成 

   評価：特別研究計画書・特別研究調査検索報告書 

・１年後期：特別実習を踏まえた研究展開、学会発表の準備、実験や解析の実質的作業 

   評価：特別研究中間発表会 

・２年前期：研究成果の多面的な評価分析、評価を踏まえた補足作業、学会での口頭発表 

   評価：学位申請学修レポートの指導記録 

・２年後期：特別研究としての評価分析、小論文試験への対応、最終発表への準備 

   評価：特別研究最終発表会 

■主査副査の役割分担 

学生に対し研究や学習の指導を行うために、各ＳＫ系内において主査・副査を各1名おく。専攻科1年の研究室配属

時に検討し確定する。いずれかが学位取得者であることが望ましい。 

主査は、原則として所属研究室の指導教員が担当する。指導方針によっては別途選出することもある。 

副査は、学生の研究課題に対して、専門分野が近い教員を極力選出する。 

・主査：指導教員として、学生の研究教育活動の全般に対して、助言指導を与える。 

    各期の評価においては、主指導責任者として対応し、補足指導も対応する。 

 学生が充実した研究学習の活動が出来るように、生活指導の面も配慮する。 

・副査：主査が定めた研究課題が、学位申請分野の研究課題に対応するかを確認する。 

    主査と学生との関係が、第３者的な観点から効果的連携であるかを確認する。 

    学生の研究成果に対して、多面的な観点から評価し確実な学位取得を目指す。 

■主査副査の指導方法 

・主査：コンタクトタイムを確保して、学生に対応した十分な時間の研究指導を行う。 

    各期の評価に対しては、主体的に研究作業を指導し十分な研究成果を目指す。 

    上記の評価においては、副査の助言も踏まえて多面的な観点から指導を行う。 

・副査：各期においては、毎月１回程度は担当学生と情報交換し研究状況を把握する。 

    上記において必要があれば、３者での面談より研究指導方法の見直しを行う。 

    各期の評価に対しては、主査と連携して第３者的な観点より評価指導を行う。 

 

各期の４つの評価においては、主査の指導により評価資料を作成したあとで、必ず副査の確認指導を経て、その結

果を踏まえたうえで最終提出できるように、審査日程を調整する。 

（出典 専攻科会議資料） 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

専攻科の教育課程においては、卖に所属専攻の専門科目だけを履修するのではなく、統一目標であ

る環境システムデザイン工学としての総合的な技術教育を行うために、教養教育の充実や研究指導の

高度化が図られている。 

 

観点５－８－①： 成績評価・単位認定規定や修了認定規定が組織として策定され，学生に周知さ

れているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，修了認定が適

切に実施されているか。 

（観点に係る状況）  

資料５－８－①－１に示すように、専攻科成績評価・卖位認定規定が定められており、これに基づ

いて担当教員は成績評価を行い、この結果を専攻科会議で集約して確認審議した後、運営会議を経て

校長より卖位認定が行われている。 
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資料５－８－①－２に示すように、学生への周知については、専攻科１年進学時及び２年進級時の

開講時に履修ガイダンスを行い、成績評価の条件など周知させている。その後は、半期毎に成績が確

定した段階で、出身学科の専攻科委員の教員から各学生に対して、修得卖位の説明を行い、修了認定

に対しての指導を行っている。 

 

 

資料５－８－①－１ 

「岐阜工業高等専門学校専攻科学生の試験、成績評価及び修了認定等に関する申し合せ」 

 

不開示情報 

 

（出典 岐阜高専専攻科規則） 

 

 

資料５－８－①－２ 

専攻科生（Ｓ系・Ｋ系）履修ガイダンス資料の抜粋 

 

２．学則及び専攻科教務関係規則の変更等 

 (1) カリキュラム変更 

  cf. シラバス(環境システムデザイン工学教育プログラム) 

  教育課程  電子システム工学専攻     平成２２年度以降入学生用 

  教育課程  建設工学専攻         平成２２年度以降入学生用 

 (2) 岐阜工業高等専門学校専攻科学生の試験、成績評価及び修了認定に関する内規(学生便覧) 

  (a) 単位認定要件：成績 6 以上であること 

     

  注：ただし、「環境システムデザイン」の単位認定には、成績 5 の科目は、6 相当 

     の成績になったことを証明する必要がある。 

    (「環境システムデザイン工学教育プログラムの定める水準に到達しない科目 

     の取り扱いに関する申合せ」参照） 

  (b) 履修認定要件：出席時間数 3/4 を超えること
．．．．．

  専攻科には派遣等はありません
．．．．．．．．．．．．．．

 

     

  注：「環境システムデザイン工学」の修了認定には、所定の時間数が必要である。 

 

  関連 専攻科学生の試験、成績評価及び修了認定に関する申合わせ 

 

(3) 岐阜工業高等専門学校専攻科の単位修得に関する規程(学生便覧) 

      自専攻の科目（必修・選択）             教育課程表による 

   他専攻の選択科目                      8 単位まで 

   大学等の単位（主として e-learning）   10 単位まで 

  ◎単位修得申請書の提出：４月１４日（水）締め切り厳守 

 （用紙は学生課、専攻科ホームページからダウンロード） 

   （特別研究：実施時間割申請書、特別研究指導教員のチェック後、教務係に提出） 

 

(4) 専攻科学生の他の高等教育機関等における学修の成果の取扱いに関する申合せ(学生便覧) 

  本校以外の教育機関で得た学修成果(成績、単位)はそのまま認められるわけではない。 

  専攻科の単位として認定するには手続きが必要である。 

 

   既修得単位認定申請書の提出(用紙は学生課、学生用提出書類からダウンロード) 

   専攻科会議及び運営会議で審議 

  「(専攻科の)単位認定通知書」及び「本教育プログラム修了単位としての認定通知書」 

 

３．環境システムデザイン工学教育プログラムの学習・教育目標 
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  A{倫理}      社会を腐敗・崩壊させない心構え。幅広い知識・教養を必要とする。 

  B{デザイン能力}  課題発見から創案・計画・実施・報告、{総合的な開発能力} 

  C{コミュニケーション能力}：技術的表現力、国際的な相互意思伝達能力 

  D{専門知識・能力} 工学基礎、各自の専門知識、{異分野の理解と複合分野での開発能力} 

  E{情報技術能力}   技術者のツールとして、また情報システム計画能力 

  詳細は、・環境システムデザイン工学教育プログラムの学習・教育目標  

別表１具体的な達成目標（２００５年度本科第四学年進学者より（配布したもの）） 

 参考）電子システム工学専攻の学習教育目標 

    建設工学専攻の学習教育目標  

    JABEE 認定に必要とされる知識・能力 

    本教育プログラム学習教育目標と JABEE の知識・能力との対応表 

これらはシラバスホームページにあります（Ｊ１４・一部語句の修正があります）。 

 

（出典 専攻科会議資料） 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 資料に示したように、成績評価や卖位認定などが組織として規定として策定されており、ガイダン

スにより適切に周知されている。この方法に従い、成績評価などについては、専攻科会議での審議を

経て、主管会議での審議事項として審議され、運営会議で確認を経て、適切に実施されている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

準学士課程 

環境都市工学科の第１学年を対象として開講されている「シビルエンジニアリング入門」の科目で

例示したように，第１学年に入学時から多様な体験型の取組みが準備されている。また，本校の教育

課程の構成は，全学年を通して，体験型の授業を積極的に配置する一方で，講義，演習，実験，実習

等の授業形態のバランスが適切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなさ

れている。 

 

専攻科課程 

 準学士課程の５年間の学習を基盤として、環境システムデザイン工学としての融合領域を学習する

ための効果的な教育課程が作られている。特に、電子システム工学専攻と建設工学専攻の学生が混在

する専門共通科目の充実により、幅広く実践的な研究学習活動を進める中で、創造的な技術開発に対

応できる実力を習得することができる。 

 

（改善を要する点）  

 特になし 

 

（３）基準５の自己評価の概要 

準学士課程 

 準学士課程においては，各学科で養成する学力及び資質・能力を(A)倫理，(B)デザイン能力，(C)

コミュニケーション能力，(D)専門知識・能力，(E)情報技術に分類し，対応する科目をシラバスに明

示している。専門知識・能力は各学科の系統図に従い体系的に編成している。シラバスには，科目間
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の関係，成績評価方法，目標の達成度評価方法等を記載し，学生は活用している。授業内容及び水準

は学科で定め，毎年，成績評価資料等を別の教員が点検評価して維持している。 

教育課程は，実験実習を各学年に配置した実践的技術者を育成する構成になっており，創造性を育

むPBL科目を各学科で実施している。また，第４学年の多くの学生がインターンシップを経験し卖位

認定を得ている。また，卖位認定，進級判定及び卒業判定に関する規程を明確に定めており，厳格に

一貫して適用している。特別活動については，第１学年から第３学年までの各学科の学級担任が特別

活動計画を立て，この計画に従って，学生の学習に関わる指導のみならず，学級指導や講演会の機会

を通して，人間の素養に関する教育活動を実施している。 

 

専攻科課程 

専攻科課程においては、統一的な環境システムデザイン工学としての目標を掲げながら、電子シス

テム工学専攻と建設工学専攻は、準学士課程のそれぞれの受け入れ学科の教育課程との接続を十分に

配慮した教育課程が編成されている。 

 そこでの学習教育目標については、専攻科の各学年開始時にガイダンスを行い、十分な理解を実現

している。また各科目の成績評価などについては、整備されたシラバスを用いて開講時に説明をして

おり十分な理解のもので卖位申請を行っている。 

 授業形態や教育方法については、実験実習をＰＢＬ活動の場として設定し、総合的な問題解決能力

の修得の機会を設定している。またＥラーニングの活用により研究活動の時間を確保しながら、多様

な学習形態に対応している。 

 創造性を育む教育方法としては、創造工学実習においてパテントコンテスト応募を目標に、非常勤

講師として弁理士の指導を受けながら、実践的な発明工夫の取り組むを行っている。また建設工学実

験などでは、高専機構のデザインコンテストへの応募を目標にしたブリッジコンテストに向けた活動

を展開している。 

 特別研究の指導においては、学生１名に対して主査と副査の２名体制で指導を進めており、学位授

与申請と学会発表を２つの外部評価としながら、高度な研究開発を展開している。 
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基準６ 教育の成果 

（１）観点ごとの分析 

観点６－１－①： 高等専門学校として，その教育の目的に沿った形で，課程に応じて，学生が卒

業（修了）時に身に付ける学力や資質・能力，養成しようとする人材像等につい

て，その達成状況を把握・評価するための適切な取組が行われているか。 

（観点に係る状況）  

準学士課程 

教育目標の項目の（Ａ）～（Ｅ）について，年度末に年度の成績評価資料を基に達成度状況の評価を

行い，年度初めの教員会議で周知するとともに，学内向けの教務掲示板のサイトに掲示して周知を図

っている。（資料６－１－①－１～５） 

資料６－１－①－１ 

機械工学科 

分類 評価方法 評価 

A-1 社会倫理 各学科の総合国語，地理，歴史，倫理，政治経済，法学，英語Ａ，ドイツ語の最

上級学年のクラス平均の平均 

124% 

A-2 技術者倫理 卒業研究について、各学生の主査によってなされた該当項目の評価点のクラス平

均。なお、該当の評価項目及び配点は「卒業研究成績評価票」の書式としてシラ

バスに示されている。 

137% 

A-3 芸術・保健体

育 

各学科の保健・体育・美術・音楽の最上級学年のクラス平均の平均 129% 

B-1 計画 卒業研究について、各学生の主査によってなされた該当項目の評価点のクラス平

均。なお、該当の評価項目及び配点は「卒業研究成績評価票」の書式としてシラ

バスに示されている。 

128% 

B-2 実践 卒業研究について、各学生の主査によってなされた該当項目の評価点のクラス平

均。なお、該当の評価項目及び配点は「卒業研究成績評価票」の書式としてシラ

バスに示されている。 

139% 

C-1 日本語 総合国語の最上級学年の成績 132% 

C-2 英語 英語Ａ、ドイツ語の最上級学年の平均成績、および第三学年ＴＯＥＩＣのスコア

（基準は３５０とする）との平均。 

107% 

D-1 理学 応用数学 I、応用数学 II、応用数学 III、および応用物理 II のクラス平均の平均 131% 

D-2 基礎工学 4 年の機械力学 I、材料力学 II、材料学 II、機械設計法 II、数値計算法、機械工

学実験 II、そして 5 年の材料学 III、工学解析の各評価のクラス平均の平均 

116% 

D-3 工学共通 4 年の伝熱工学 I、塑性加工学、制御工学 I、機械工学実験 II、創生工学実習、そ

して 5 年の制御工学 II の各評価のクラス平均の平均 

121% 

D-4 専門 4 年の材料力学 II、水力学、熱力学、伝熱工学 I、機械工学基礎研究、5 年の材料

力学 III、流体力学、機械力学 II の各評価のクラス平均の平均 

117% 

D-5 異分野 電気回路、電子回路の各評価のクラス平均の平均 138% 

E   情報技術 4 年の機械設計法 II、数値計算法、機械工学実験 II、創生工学実習、機械工学基

礎研究、5 年の工学解析の評価のクラス平均の平均 

124% 

（出典 教務掲示板） 

 

資料６－１－①－２ 

電気情報工学科 

 

分類 評価方法 評価 

A-1 社会倫理 各学科の総合国語，地理，歴史，倫理，政治経済，法学，英語Ａ，ドイツ語の最

上級学年のクラス平均の平均 

125% 

A-2 技術者倫理 第五学年技術者倫理のクラス平均 131% 

A-3 芸術・保健体

育 

各学科の保健・体育・美術・音楽の最上級学年のクラス平均の平均 132% 

B-1 計画 対象科目の重み付けを考慮した５段階評価の合計値×100／（対象科目のうち必修

科目の合計×重み付け×３） 

130% 

B-2 実践 対象科目の重み付けを考慮した５段階評価の合計値×100／（対象科目のうち必修 141% 
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科目の合計×重みｎ付け×３） 

C-1 日本語 各学科の総合国語の最上級学年のクラス平均 132% 

C-2 英語 各学科の英語Ａ、ドイツ語の最上級学年のクラス平均の平均、および第三学年Ｔ

ＯＥＩＣの各学科の平均スコア（基準は３５０とする）との平均 

113% 

D-1 理学 第二学年の物理 BⅠ，BⅡと第四学年の応数数学 B, C，D のクラス平均の平均 117% 

D-2 基礎工学 第二学年のディジタル回路Ⅰと第四学年の応用物理Ⅰと計算機アーキテクチャの

クラス平均の平均 

135% 

D-3 工学共通 第三学年電気情報工学実験と第四学年電気情報工学実験のクラス平均の平均 120% 

D-4 専門(1)主要 第三学年の電気回路Ⅰと第四学年の電気磁気学Ⅰのクラス平均の平均 116% 

D-4 専門(2)電気

電子 

第四学年のディジタル回路Ⅱと電気回路Ⅱのクラス平均の平均 124% 

D-4 専門(3)情報 第四学年の情報理論と言語理論のクラス平均の平均 113% 

E   情報技術 第二学年のプログラミングと第三学年のプログラミングのクラス平均の平均 121% 

（出典 教務掲示板） 

 

資料６－１－①－３ 

電子制御工学科 

分類 評価方法 評価 

A-1 社会倫理 各学科の総合国語，地理，歴史，倫理，政治経済，法学，英語Ａ，ドイツ語の最

上級学年のクラス平均の平均 

134% 

A-2 技術者倫理 4 年工学基礎研究の評価のクラス平均 131% 

A-3 芸術・保健体

育 

各学科の保健・体育・美術・音楽の最上級学年のクラス平均の平均 134% 

B-1 計画 5 年電子制御工学実験Ⅲの評価のクラス平均 133% 

B-2 実践 5 年卒業研究の各指導教員による評価表から算出した学生別評価（論文，発表

会，研究内容の各総合評価の平均）のクラス平均 

135% 

C-1 日本語 各学科の総合国語の最上級学年のクラス平均 140% 

C-2 英語 各学科の英語Ａ，ドイツ語の最上級学年のクラス平均の平均，および第三学年Ｔ

ＯＥＩＣの各学科の平均スコア（基準は３５０とする）との平均。 

114% 

D-1 理学 4 年応用物理Ⅰ，応用数学Ｂ，応用数学Ｃの各評価のクラス平均の平均 125% 

D-2 基礎工学 4 年機械運動学Ⅱ，材料の力学Ⅱの各評価のクラス平均の平均 119% 

D-3 工学共通 4 年計測工学，制御工学，工学基礎研究の各評価のクラス平均の平均 131% 

D-4 専門 3 年電気磁気学Ⅰ，電気回路Ⅰ，電子回路，4 年電気磁気学Ⅱ，電気回路Ⅱ，電

気回路Ⅲ，電子制御回路の各評価のクラス平均の平均 

120% 

E   情報技術 3 年情報処理Ⅱ，4 年情報処理Ⅲの各評価のクラス平均の平均 127% 

（出典 教務掲示板） 

 

資料６－１－①－４ 

環境都市工学科 

分類 評価方法 評価 

A-1 社会倫理 各学科の総合国語，地理，歴史，倫理，政治経済，法学，英語Ａ，ドイツ語の最

上級学年のクラス平均の平均 

124% 

A-2 技術者倫理 技術者倫理の評価のクラス平均 125% 

A-3 芸術・保健体

育 

各学科の保健・体育・美術・音楽の最上級学年のクラス平均の平均 131% 

B-1 計画 卒業研究の「問題点と課題を理解する能力がある」についての評価のクラス平均 127% 

B-2 実践 卒業研究の「総合的な論文作成能力がある」についての評価のクラス平均 123% 

C-1 日本語 各学科の総合国語の最上級学年のクラス平均 130% 

C-2 英語 各学科の英語Ａ、ドイツ語の最上級学年のクラス平均の平均、および第三学年Ｔ

ＯＥＩＣの各学科の平均スコア（基準は３５０とする）との平均 

108% 

D-1 理学 数値計算法，応用数学，数理計画学Ⅱのクラス平均の平均 112% 

D-2 基礎工学 設計製図，基礎実験Ⅱ，都市工学，コンクリート工学Ⅱ，空間情報工学，建設マ

ネジメントのクラス平均の平均 

121% 

D-3 工学共通 循環型社会形成論，総合実験，エネルギー工学，測量学Ⅲ，防災工学のクラス平

均の平均 

130% 

D-4(1) 専門 構造力学Ⅱ，水理学Ⅱ，土質力学Ⅱのクラス平均の平均 110% 



岐阜工業高等専門学校 基準６ 

- 149 - 

D-4(2) 専門 環境工学Ⅱのクラス平均 113% 

D-5 異分野 卒業研究の「異なった研究領域、分野を理解する能力がある」についての評価の

クラス平均 

100% 

E   情報技術 数値計算法，設計製図，総合演習Ⅰ，総合演習Ⅱのクラス平均の平均 127% 

（出典 教務掲示板） 

 

資料６－１－①－５ 

建築学科 

分類 評価方法 評価 

A-1 社会倫理 各学科の総合国語，地理，歴史，倫理，政治経済，法学，英語Ａ，ドイツ語の最

上級学年のクラス平均の平均 

123% 

A-2 技術者倫理 建築技術者倫理（4 年）クラス平均 115% 

A-3 芸術・保健体

育 

各学科の保健・体育・美術・音楽の最上級学年のクラス平均の平均 133% 

B-1 計画 卒業研究の「計画性と計画遂行能力」についての評価（5 段階）のクラス平均 137% 

B-2 実践 卒業研究の「解析能力と論文作成能力」についての評価（5 段階）のクラス平均 133% 

C-1 日本語 総合国語の最上級学年（4 年）のクラス平均 134% 

C-2 英語 英語Ａ、ドイツ語の最上級学年（５年）の平均成績、および第三学年ＴＯＥＩＣ

のスコア（基準は３５０とする）との平均。 

109% 

D-1 理学 応用数学Ⅱ、応用物理Ⅱ、情報処理Ⅱ（4 年）、応用数学Ⅲ（5 年）の平均成績

の平均 

127% 

D-2 基礎工学 建築材料、地域都市計画（4 年）、建築生産、環境特論Ⅰ、防災工学Ⅱ、構造特

論、建築法規（5 年）のクラス平均の平均 

124% 

D-3 工学共通 環境工学Ⅱ、建築計画Ⅱ、建築工学実験Ⅱ、建築設備Ⅰ（4 年）、環境社会学、

建築設計製図Ⅲ、測量学、防災工学Ⅰ（5 年）のクラス平均の平均 

125% 

D-4 専門 建築計画Ⅱ、建築設計製図 II、環境工学Ⅱ、建築設備Ⅰ、構造力学Ⅱのクラス

平均の平均 

115% 

E   情報技術 建築設計製図Ⅱ、情報処理Ⅱ（4 年）のクラス平均 122% 

（出典 教務掲示板） 

 

専攻科課程 

専攻科課程における教育目標（１）～（５）と養成すべき学力や資質・能力等の学習・教育目標

（Ａ）～（Ｅ）との対応を資料６－１－①－６に示す。（Ａ）～（Ｅ）の分類は準学士課程と同様で

ある。また，学習・教育目標の評価方法・評価基準を定め，達成度を評価している。達成度の判定方

法を資料６－１－①－７に示す。 
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資料６－１－①－６ 

「学校の教育目標，専攻科で養成する学力や資質・能力等の具体的な教育目標の分類及び標語との対応」 

◎は特に関与，○は関与 

         養成する学力や資質・能力等 

           の学習・教育目標の分類 

学校の教育目標 

（専攻科課程） 

（A） 

倫理 

（B） 

デザイン

能力 

（C） 

コミュニ

ケーショ

ン能力 

（D） 

専門知識

・能力 

（E） 

情報技術 

（１）得意とする専門分野をさらに深めるとと

もに，異分野を理解し複数の分野にまたがった

思考力を備えた技術者の育成 

   ◎  

（２）社会の要求するテーマを創造的に調査・

企画・設計・計画し，継続的に解析・実行・改

善できる問題解決能力を備えた技術者の育成 

 ◎    

（３）的確な日本語と国際的に通用するコミュ

ニケーション能力を備えた技術者の育成   ◎   

（４）先端情報技術を駆使して専門分野のプロ

グラムを構築する能力を備えた技術者の育成     ◎ 

（５）多様でグローバルな視点の倫理的判断が

でき，技術者の社会的責任を理解して地域貢献

できる技術者の育成 

◎     

標語（校長，教務） 
広い教養 

ものづく

り 
英語 深い専門 IT 

（出典 学生便覧） 
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  資料６－１－①－７  
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（出典 学生便覧） 

 専攻科課程修了時に学生が身につけるべき学力等や養成する人材像は，専攻課程ごとに記述されて

いる。教育目標の達成に向けて各年次に配置された教科目の達成状況を把握・評価するために，以下

のような取り組みを行っている。  

1 各教科目における定期試験等の学力試験あるいはレポート課題提出の実施とその評価  

 教科担当教員は随時，試験を実施する，また、課題レポートの提出を課すことにより，達成度を把

握・評価している。その評価方法はシラバスに明記されている。さらに，この評価内容を点検評価・

フォローアップ委員会で点検している。一方，専攻科委員は出身学生の教科目の達成状況を総合的に

確認し，単位修得に向けての助言，指導を行うなど，担任に相当する役割を果たしている。 

 

2 特別研究における論文の提出，発表会の実施 

 特別研究の論文および発表について，主査・副査を中心とした複数の教員で評価を実施している。

特別研究の評価表の一例を資料６－１－①－８に示す。研究をまとめた学修成果レポートや取得単位

数一覧等を学位授与機構に提出し，小論文試験の受験を経て学位を認定される。 
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資料６－１－①－８ 

「特別研究の評価表（平成23年度専攻科修了生（２K）の実績）」 

 

不開示情報 

 

（出展 専攻科会議資料） 

 

成績評価結果は，担当教員が学内LANにより評価集計システムへ送信し，データベース化している。

専攻科課程は学期ごとの単位制であり，修了判定会議で修了の検証を実施している。成績評価結果は

専攻科会議委員を通じて学生へ配布し，自己の評価を把握し達成度を定期的に確認することができる。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程 

 資料６－１－①－１～５に示したように，達成度の評価が実施されている。 

専攻科課程 

 専攻科課程修了時に身に付ける学力や資質・能力，養成しようとする人材像等について，その達成

状況を把握・評価するための取り組みは適切に行われている。学習・教育目標とそれらの達成度の評

価方法が明確となっていることが，その理由である。また，学力以外の総合的資質ついても，特別実

習（実習先責任者を含む）や特別研究の報告内容や取り組む姿勢等で評価しており，評価体制に問題

はないと考えられる。 

 

観点６－１－②： 各学年や卒業（修了）時等において学生が身に付ける学力や資質・能力につい

て，学校としてその達成状況を評価した結果から判断して，教育の成果や効果が

上がっているか。 

（観点に係る状況）  

準学士課程 

観点６－１－①に示した資料６－１－①－１～５のように，達成度の評価はいずれも100％を超え

ている。従って，教育の成果や効果は上がっている。 

 

専攻科課程 

 専攻科課程の学習・教育目標の達成状況を資料６－１－②－１ に示す。評価は対応する分類の取

得科目数(評価６以上)で算定している。達成度評価は，専攻科入学時(４〜５月)，専攻科２年次(４

〜５月)，専攻科修了前(２月)の合計３回実施し，学生と専攻科会議委員でチェックのうえ履修申請

等に反映させる。一覧は専攻科会議で報告，確認される。単位取得において基準となるポイント（基

準ポイント：評価６に相当）を獲得した場合の達成度を100%として，達成ポイント（合格科目の評価

および単位数に依存）を計算し，各学習・教育目標に対する総合的達成度を求める。つまり，基準ポ

イント=各学習・教育目標達成に必要な単位数×評価6、達成ポイント=合格した科目の10段階評価の

合計値(単位数による重み付け)，総合的達成度=(達成ポイント)/(基準ポイント)×100%，である。合

否のみの科目(特別研究等)は，資料６－１－②－２の評価シートにおける論文審査および発表審査の

平均値を10段階評価に換算し評価する。また，専攻課程の単位取得および学習保証時間に関する達成
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度状況を資料６－１－②－３に示す。以上の資料により専攻科修了時点で学習・教育目標，単位取得

状況の達成度が全員100%以上であることが確認できる。特別研究論文題目一覧を資料６－１－②－４

に示す。学術研究から教育研究まで幅広く，環境やエネルギー，福祉など社会貢献に密接したテーマ

も設定されている。６－１－②－５に学会活動の実績を示す。これらのなかには所属学会の支部レベ

ルで優秀研究発表者賞，優秀ポスター賞等、優秀な成績を収めている学生もいる。 

 

 

資料６－１－②－１ 

学習目標の達成度状況（平成23年度専攻科修了生（２S）の実績） 

 

不開示情報 

 

（出典 専攻科会議資料） 

 

 

資料６－１－②－２ 

「平成23年度 建設工学専攻 特別研究 審査発表会 評価表」 

 

不開示情報 

 

（出典 専攻科会議資料） 

 

 

資料６－１－②－３ 

「単位取得および学習保証時間に関する達成度状況（平成23年度専攻科修了生（２S）の実績）」 

 

不開示情報 

 

（出典 専攻科会議資料） 

 

 

資料６－１－②－４ 

「平成23年度 専攻科 電子システム工学専攻 特別研究審査会プログラム」 

 

不開示情報 

 

（出典 特別研究審査会予稿集） 

 

 

資料６－１－②－５ 

「平成23年度専攻科修了生の学会活動」 

 

不開示情報 

 

（出典 専攻科会議資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程 

観点６－１－①に示した資料６－１－①－１～５のように，達成度の評価はいずれも100％を超え

ている。従って，学生が身に付ける学力や資質・能力について，教育の成果や効果が上がっているも

のと判断する。 

 

専攻科課程 

専攻科課程の修了率はほぼ100%であり教育の成果が十分あがっている。TOEICも専攻科課程のほぼ

全員がスコア425をクリアしており，英語能力の向上に対する教育効果が現れていると判断できる。

特別研究についても各種の学協会等でその研究内容は評価されており，密接で丁寧な研究指導体制が

寄与していると考えられる。 

 

観点６－１－③： 教育の目的において意図している養成しようとする人材像等について，就職や

進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績や成果から判断して，教育の

成果や効果が上がっているか。 

（観点に係る状況）  

準学士課程 

 準学士課程の就職は，本校教員が企業からの要請により学生を推薦する，いわゆる推薦方式の就職

斡旋を実施している。資料６－１－③－１は平成23年度卒業生についての求人状況を示したものであ

り，求人件数は推薦方式の就職斡旋を前提とした値である。５学科間ではばらつきはあるものの，平

均すると求人倍率は，17倍であり，昨今の大学生の求人倍率が１倍もない状況を鑑みると，本校準学

士課程の卒業生については，企業から非常に高い評価を得ていることがわかる。 

 

資料６－１－③－１ 

平成 23 年度卒業者の就職状況 

学 科 求人件数 
求人倍率 

対 就職学生数 

機械工学科 401 29 倍 

電気情報工学科 431 17 倍 

電子制御工学科 444 19 倍 

環境都市工学科 144  9 倍 

建築学科 136 11 倍 

合 計 1556 17 倍 

 

（出典 平成 24 年度学校説明会資料） 

 

 準学士課程のうちの約半数は，国立大学の工学部の３年次編入，あるいは本校の専攻科に進学する。

資料６－１－③－２は平成23年度卒業生についての進学状況を示したものである。多くの志望大学で，

合格者数が入学者数を上回っており，各学生は複数の進学先に合格し，第一志望の大学等に進学して

いる状況を示している。 
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資料６－１－③－２ 

平成 23 年度卒業生進学状況抜粋 

志望大学等名 受験者数 合格者数 入学者数 

北海道大学 6 2 2 

東北大学 4 1 1 

千葉大学 7 5 2 

東京大学 5 1 1 

筑波大学 13 5 3 

長岡技術科学大学 7 7 4 

金沢大学 3 2 2 

福井大学 3 1 1 

信州大学 2 1 1 

岐阜大学 17 10 6 

名古屋大学 17 5 4 

名古屋工業大学 27 12 5 

豊橋技術科学大学 20 16 13 

三重大学 3 2 2 

京都工芸繊維大学 6 2 1 

大阪大学 7 3 1 

東京工業大学 4 2 1 

岐阜工業高等専門学校専攻科 71 55 38 

合計 222 132 88 

 

（出典 平成 24 年度学校説明会資料） 
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専攻科課程 

最近の本科卒業生・専攻科修了生の就職先および本科卒業生の進学先を資料６－１－③－３ に示

す。また，最近の専攻科修了生の進学先を６－１－③－４ に示す。 

 

資料６－１－③－３ 

 
（出典 学校案内） 
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資料６－１－③－４ 

大学院名 電子システム工学専攻 建設工学専攻 計

京都大学大学院 2 2

大阪大学大学院 1 1 2

東京工業大学大学院 1 1

筑波大学大学院 1 1

岐阜大学大学院 2 2 4

神戸大学大学院 1 1

豊橋技術科学大学大学院 2 2

名古屋大学大学院 6 4 10

名古屋工業大学大学院 5 8 13

名古屋市立大学大学院 2 2

三重大学大学院 1 1 2

奈良先端科学技術大学院 4 4

北陸先端科学技術大学院 1 1

合　　計 25 20 45

専攻科修了生の大学院進学者数（過去５年間）

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程 

 準学士課程の就職については，企業から求人があると，各専門学科で審議し学生を企業に推薦する

タイプの就職指導を行っている。また，企業からの求人は，ほとんどが，技術系総合職としての採用

である。学科にばらつきはあるものの，クラス40名の半数前後が就職志望者であり，５学科平均で17

倍（推薦タイプの就職）の高い求人倍率である。昨今の一般の大学新卒について，求人倍率が１倍も

ない状況と比較すると，非常に堅調である。 

大学３年次への編入学と専攻科への進学を，併せて進学と称している。１学年200名のうち，約半

数が進学であり，このうちの30名強が専攻科に進学し，70名程度が大学３年次に編入学している。 

以上のように，就職や進学といった卒業後の進路の状況等の実績や成果から判断して，教育の成果

や効果が上がっているといえる。 

 

専攻科課程 

専攻科修了生の就職先は各分野の中核企業、進学先も実績のある大学院である。また、本校の修了

生に対して就職先の企業、進学先の大学院からも高い評価が得られており、専攻科課程修了時に身に

付ける学力や資質・能力、養成しようとする人材像が達成できていると判断できる。 

 

 

 

観点６－１－④： 学生が行う学習達成度評価等，学生からの意見聴取の結果から判断して，教育

の成果や効果が上がっているか。 
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（観点に係る状況）  

準学士課程 

 卒業式に卒業生に対して行う，教育目標についての達成度・満足度を問うアンケート結果を資料６

－１－④－１に示した。学科によるばらつきはあるが，達成度については平均2.8～3.3の範囲にある。 

 

資料６－１－④－１ 

5Ｍ 5E 5D 5C 5A 平均 平均(H23)

1 この教育目標を知っていますか？ 3.0 2.4 2.1 3.0 2.9 2.6 3.0

2 （１）の目標はこれでよいと思いますか？ 3.8 4.3 3.5 4.1 3.6 3.8 3.8

3 （２）の目標はこれでよいと思いますか？ 3.8 4.2 3.6 4.1 3.7 3.9 3.8

4 （３）の目標はこれでよいと思いますか？ 3.8 4.2 3.7 4.1 3.8 3.9 3.8

5 （４）の目標はこれでよいと思いますか？ 3.8 4.3 3.6 4.2 3.8 3.9 3.9

6 （５）の目標はこれでよいと思いますか？ 3.8 4.4 3.8 4.2 3.7 4.0 3.5

7 （１）の目標に対して、学校の教育に満足していますか？ 3.6 3.4 3.4 3.7 3.2 3.5 3.4

8 （２）の目標に対して、学校の教育に満足していますか？ 3.8 3.7 3.5 3.7 3.3 3.6 3.2

9 （３）の目標に対して、学校の教育に満足していますか？ 3.3 3.3 3.2 3.2 3.4 3.3 3.1

10 （４）の目標に対して、学校の教育に満足していますか？ 3.7 3.9 3.4 3.8 3.5 3.7 3.4

11 （５）の目標に対して、学校の教育に満足していますか？ 3.7 3.6 3.4 3.8 3.4 3.6 3.3

12 あなたは（１）の目標を達成したと感じていますか？ 3.4 3.2 3.2 3.7 3.2 3.4 3.2

13 あなたは（２）の目標を達成したと感じていますか？ 3.4 3.1 3.2 3.5 3.2 3.3 3.3

14 あなたは（３）の目標を達成したと感じていますか？ 3.1 2.9 2.9 3.2 3.2 3.1 2.8

15 あなたは（４）の目標を達成したと感じていますか？ 3.3 3.4 3.0 3.5 3.3 3.3 3.3

16 あなたは（５）の目標を達成したと感じていますか？ 3.4 3.4 2.9 3.6 3.4 3.3 3.2

分析

準学士課程の教育目標

点検評価・フォローアップ委員会

平成24年度　教育目標（準学士課程）に関するアンケート

　本校の教育の改善等のために、卒業時に教育目標（準学士課程）に関するアンケートを実施した。その結果を下記に示す。
５段階評価で５が最上である。

（１）広い視野を持ち，自立心と向上心に富み，教養豊かで心身ともに健康な技術者の育成
（２）基礎学力を身に付け，創造力，応用力，実践力を備えた技術者の育成
（３）国際コミュニケーション能力と先端情報技術を駆使する能力を備えた技術者の育成
（４）工学技術についての倫理観を有した技術者の育成
（５）教育研究活動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成

　昨年度の同調査よりも概ね平均値は上回っているが，教育目標の周知のみ値が下がった．教育目標に対する周知を重ねて実施する必要がある。
（３）の目標についても，昨年度より，若干，値は上がっているが，依然として学校の教育に対する満足度も達成度もともに低い傾向が続く。次年度の改善等の参
考とする。  

（出典 点検評価・フォローアップ委員会資料） 

 

専攻科課程 

専攻科において学生が行う学習達成度評価の項目には、以下のものがある。(1)授業内容の理解度

に関する項目、(2)シラバスに記載された各教科目の目標に関する項目、(3)定期試験返却時の成績評

価に関する項目、(4)半期毎に配布される個人成績通知表に関する項目、(5)専攻科修了時の満足度ア

ンケートに関する項目 

(1)〜(3)は、定期試験終了後の授業アンケートにより達成度自己評価（教科目目標の達成度、総合的

な達成度）が定量化される。(4)の個人成績通知表は、出身学科の専攻科会議委員から専攻科学生に

渡される。観点６－１－②の専攻科課程でも述べたように、この成績をもとに達成度状況を学生と出

身学科の専攻科会議委員がチェックし、次期の履修申請などに反映させている。(5) の専攻科修了時

に実施するアンケートの内容を資料６－１－④－２に、平成23年度のアンケート結果を資料6－1－④

－３に示す。 

 平成23年度専攻科修了生35名（S22名、K13名）のうち、35名から回答があり、回収率100%である。

評価基準として1を十分に満足、3を普通、5を大いに不満とした。優れていると判断した項目（平均

2.5以下）は「エンジニアリング像の必要性」、「口頭発表と社会水準」、「充実した学生生活」で

ある。 
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資料６－１－④－２ 

2012.2.24.岐阜工業高等専門学校専攻科 

平成２３度専攻科修了生に対する学習・教育目標に関するアンケート項目 

 

本校では、国際的技術者としての素養を身に付けることを目的として、本科（一部３，）４，５年及び専攻

科１，２年の教育課程によって構成される「環境システムデザイン工学」教育プログラムを設定し、「日本技

術者教育認定機構（JABEE）」の認定を受けています。  

 プログラムの学習・教育目標等には、専攻科修了生の皆様の意見を積極的に取り入れ、よりよいプログラム

に改善していきたいと思います。 

 別紙１の「環境システムデザイン工学」教育プログラムの概略、および別紙２の「環境システムデザイン工

学」教育プログラムの学習・教育目標をお読みいただき、以下の事項について当てはまるとお考えの番号に○

印をつけてください。 

 なお、アンケート中の「社会の要請する水準」は、「日本技術者教育認定機構」では、「技術者に期待され

る学士レベルの基礎教育として適切であり、教育の国際的相互承認等を可能にする程度である必要がある」と

していますが、ここでは、高専専攻科生修了生として職場で期待される水準を「社会の要請する水準」と考え

ていただければ結構です。 

1) 日本技術者教育認定機構（JABEE）についてどの程度ご存知ですか？ 

2) プログラムの概念は理解できたでしょうか？ 

3) プログラムの目指すエンジニア像は理解できたでしょうか？ 

4) 本プログラムの目指すエンジニアは、今後必要になると思いますか？ 

5) 就職先は、JABEE 修了認定された学生を採用したいと思うところですか？ 

6) 学習・教育目標は理解できたでしょうか？ 

7) 環境システムデザイン工学の学習・教育目標として適切であると思いますか？ 

8) 職場に学士として配属された新入社員が、この学習・教育目標を達成していれば、新入社員としては十分満

足であると思いますか？ 

9) 学習・教育目標（A）倫理を達成していれば、一般的に「社会の要請する水準」以上にあるといえるでしょう

か？ 

10) 学習・教育目標（B）デザイン能力を達成していれば、一般的に「社会の要請する水準」以上にあるといえる

でしょうか？ 

11) 学習・教育目標（C）コミュニケーション能力を達成していれば、一般的に「社会の要請する水準」以上にあ

るといえるでしょうか？ 

12) 学習・教育目標（D）専門知識・能力を達成していれば、一般的に「社会の要請する水準」以上にあるといえ

るでしょうか？ 

13) 学習・教育目標（E）情報技術を達成していれば、一般的に「社会の要請する水準」以上にあるといえるでし

ょうか？  

14) 学習・教育目標（A）倫理をどの程度達成しましたか？ 

15) 学習・教育目標（B）デザイン能力をどの程度達成しましたか？ 

16) 学習・教育目標（C）コミュニケーション能力をどの程度達成しましたか？ 

17) 学習・教育目標（D）専門知識・能力をどの程度達成しましたか？ 

18) 学習・教育目標（E）情報技術をどの程度達成しましたか？ 

19) 学習・教育目標（D-5）異分野について、「人にも地球にも優しい環境システム」を「環境問題に配慮したシ

ステム」に修正しました。適切な修正でしょうか？ 

20) 学習・教育目標（E）情報技術について、「情報処理システムのプラン」を「専門分野のプログラム」に修正

しました。適切な修正でしょうか？ 

21) 専攻科修了までに、学会で口頭発表することを修了基準に考えています。この要求は「社会の要請する水

準」以上であると思いますか？  

22) 専攻科修了までに、TOEIC の試験でスコア４２５以上取ることを修了基準に考えています。この要求は「社会

の要請する水準」以上であると思いますか？ 

23) 専攻科修了までに、「TOEIC スコア 400 以上」を「TOEIC スコア 425 以上」に修正しました。適切な修正でし

ょうか？ 

24) 専攻科において養成すべき人材像（専攻ごと）は適切であると思いますか？ 

※学習・教育目標として追加・修正事項等がありましたら、以下の欄に自由に記入してください。 

○学習・教育目標（Ａ）論理 

○学習・教育目標（Ｂ）デザイン能力 

○学習・教育目標（Ｃ）コミュニケーション能力 

○学習・教育目標（Ｄ）専門知識・能力 

○学習・教育目標（Ｅ）情報技術 

○その他 
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25) 充実した学生生活（専攻科）でしたか？４．５の場合はその内容を学生氏名と共に下記意見に明記。専攻科

関係者と面談します。 

以上です。ご協力ありがとうございました。 

 

（出典 専攻科会議資料） 

 

資料６－１－④－３ 

平成 23 年度専攻科修了生を対象としたアンケート結果 

 
実施日：2/24, 2012 H23年度専攻科修了生35名（S22名+K13名）のうち、35名からのアンケート回収＝100％（回収率）

No. 設問項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 平均 標準偏差

1 JABEEの認知度 5 4 3 3 3 5 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 4 2 5 4 4 4 4 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3.3 0.9

2 プログラムの概念の理解 5 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 5 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3.3 0.8

3 目指すエンジニアリング像の理解 4 3 2 4 3 2 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 5 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3.0 0.7

4 エンジニアリング像の必要性 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 5 4 3 4 3 3 2 1 3 2 2 1 4 1 2 2 1 3 2 2.4 0.9

5 就職先とJABEE修了生の採用 5 5 3 3 3 1 4 3 4 2 3 3 2 3 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3.1 0.9

6 学習・教育目標の理解 5 4 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 2 4 5 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 1 4 3 2 3 1 2 3 2.9 1.0

7 学習・教育目標の設定の妥当性 3 3 3 4 2 3 1 3 3 2 2 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2.8 0.8

8 新入社員と学習・教育目標 3 5 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 1 4 3 3.0 0.8

9 学習・教育目標（A）と社会水準 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 5 5 3 4 4 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2.9 0.8

10 学習・教育目標（Ｂ）と社会水準 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 5 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2.9 0.7

11 学習・教育目標（Ｃ）と社会水準 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 5 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3.1 0.7

12 学習・教育目標（Ｄ）と社会水準 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 5 1 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2.7 0.7

13 学習・教育目標（Ｅ）と社会水準 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 5 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2.8 0.6

14 学習・教育目標（A）の達成度 2 3 3 4 3 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2.7 0.7

15 学習・教育目標（Ｂ）の達成度 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 5 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2.7 0.8

16 学習・教育目標（Ｃ）の達成度 2 3 3 4 2 1 2 3 3 3 3 4 2 2 2 4 5 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2.8 0.9

17 学習・教育目標（Ｄ）の達成度 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 1 2 2.7 0.7

18 学習・教育目標（Ｅ）の達成度 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2.7 0.6

19 D-5異分野の修正 1 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 4 4 3 3 1 3 4 3 3 3 2 1 2 3 1 3 1 3 3 2.5 0.9

20 Ｅ情報技術の修正 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 5 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 1 3 3 2.7 0.8

21 口頭発表と社会水準 1 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 2.5 0.7

22 TOEIC400と社会水準 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 2 5 3 3 3 5 3 3 5 4 5 2 3 5 3 5 3 4 4 5 3 3 3 3 3.8 0.9

23 TOEIC400→425 5 5 3 3 3 5 2 1 4 3 2 2 3 5 3 3 5 3 3 3 2 5 5 4 4 2 3 1 4 3 4 5 3 3 4 3.4 1.2

24 養成すべき人材像 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 2 3 3 2.8 0.7

25 充実した学生生活 1 3 2 3 3 1 3 2 4 2 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 1 3 1 2.4 0.8

3.2 3.4 2.8 3.1 2.7 2.6 2.4 2.8 3.2 2.8 2.7 2.4 2.7 2.9 2.8 2.8 4.6 3.2 3.0 3.5 2.9 3.2 2.8 2.8 3.2 2.6 2.6 1.9 2.9 3.0 2.9 3.0 1.8 2.8 2.8 2.89

　 1 　 2 3 4 5

大いに満足（十分に適切） 大体満足（ほぼ適切） 普通 やや不満（やや不適切） 大いに不満（不適切）

21 学会発表と社会水準 学会発表はいい経験であり、効果的だと思うが、社会基準であるかは疑問

22 TOEIC400と社会水準 もっと上げるべき（６名）、６００点以上（３名）

（自由記述欄）

（評価基準）

 

 （出典 専攻科会議資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程 

 資料６－１－④－１に示したように，卒業式に卒業生に対して実施するアンケート結果では，５つ

の教育目標についての達成度は2.8～3.3の範囲にあり，概ね達成しているものと考える。 

 

専攻科課程 

専攻科修了生はJABEEの意義を理解し，専攻科の教育についても概ね満足していることがわかる。

満足度の低い項目として「TOEICと社会水準」、「TOEIC400→425」等、TOEIC 関連項目が挙がってい

るが、自己記述欄にもあるように合格基準をもっと上げるべき、との前向きな意見と判断される。 

 

観点６－１－⑤： 卒業（修了）生や進路先等の関係者から，卒業（修了）生が在学時に身に付け

た学力や資質・能力や，卒業（修了）後の成果等に関する意見を聴取する等の取

組を実施しているか。また，その結果から判断して，教育の成果や効果が上がっ

ているか。 

（観点に係る状況）  

 本校では，３年に１回，卒業（修了）生・就職先アンケートを実施している。最近の５年間では，
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平成２０年度および平成２３年度に実施したが，平成２０年度実施のアンケートは，本校ＪＡＢＥＥ

プログラムの内容に特化し，またアンケートの対象者も専攻科課程修了者及びその就職先に限定した

ものであるため，ここでは平成２３年度に実施されたアンケート結果について述べる。 

 卒業生によるアンケート結果（資料６－１－⑤－１）及び修了生によるアンケート結果（資料６－

１－⑤－２）からは，共通して約半数が，コミュニケーション能力が不足していると評価している。

一方，就職先のアンケート結果（資料６－１－⑤－３）からは，準学士課程及び専攻科課程のどちら

においてもコミュニケーション能力がおおむね高いと評価されたことから，英語教育等を含む高専の

コミュニケーション能力の教育成果が上がってきていることを示している。また，一般教養，デザイ

ン能力及び管理能力に関する評価も低いことから，これらの能力を身に付ける工夫が必要である。 

 

 

資料６－１－⑤－１ 

卒業生によるアンケート結果（平成２３年度実施） 

 

■岐阜高専本科卒業生の優れている能力等は何ですか。不足する能力等は何ですか 。（複数回答可） 

 

7-1  優れている能力 

1. 一般教養  2. 倫理観  3. コミュニケーション能力  4. デザイン能力  5. 専門知識 

6. 情報技術  7. 管理能力  8. その他（        ） 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 91.7% 25.0% 8.3% 0% 

 

7-2不足している能力 

1. 一般教養  2. 倫理観  3. コミュニケーション能力  4. デザイン能力  5. 専門知識 

6. 情報技術  7. 管理能力  8. その他（        ） 

1 2 3 4 5 6 7 8 

33.3% 0% 50.0% 25.0% 8.3% 8.3% 41.7% 0% 

 

分析：優れている能力と不足している能力の差が顕著に現れた。専門知識には高い評価を得ており，技術者の基礎

となる知識が十分に身に付いていることを示している。一方，半数が，コミュニケーション能力が不足して

いるとの評価から，前問6-3の評価と関連して，国際コミュニケーション能力が向上するような教育内容に改

善していくことを検討したい。 

 

（出典 第３回自己点検・評価実施ＷＧ議事録 抜粋） 

 

 

資料６－１－⑤－２ 

修了生によるアンケート結果（平成２３年度実施） 

 

■岐阜高専専攻科修了生の優れている能力等は何ですか。不足する能力等は何ですか 。（複数回答可） 

 

10-1  優れている能力 

1. 一般教養  2. 倫理観  3. コミュニケーション能力  4. デザイン能力  5. 専門知識 

6. 情報技術  7. 管理能力  8. その他（        ） 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0% 0% 50.0% 0% 50.0% 0% 0% 0% 
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10-2不足している能力 

1. 一般教養  2. 倫理観  3. コミュニケーション能力  4. デザイン能力  5. 専門知識 

6. 情報技術  7. 管理能力  8. その他（        ） 

1 2 3 4 5 6 7 8 

100% 0% 50.0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

分析：回答者が2名と尐ないが，どちらも一般教養が不足していると評価していることから，専攻科課程での教養科

目の再検討を望みたい。 

 

（出典 平成２４年度第３回自己点検・評価実施ＷＧ議事録 抜粋） 

 

 

資料６－１－⑤－３ 

就職先のアンケート結果（平成２３年度実施） 

 

L. 岐阜高専本科卒業生の優れている能力等は何ですか。不足する能力等は何ですか 。 

（複数回答 可）（本科生就職先） 

 優秀な能力 不足する能力 

1. 一般教養 9 3 

2. 倫理観 5 3 

3. コミュニケーション能力 18 15 

4. デザイン能力 0 0 

5. 専門知識 33 5 

6. 情報技術 8 1 

7. 管理能力 4 7 

8. その他 8 12 

 
分析 

専門知識及びコミュニケーション能力は五年前とほぼ同じ関係にあるが、その他の項目が、優れた能力、不足す

る能力ともに増えている。今回はその他を具体的に問わなかったので中身がわからない。次回からは記述を願う必
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要がある。 

 

岐阜高専専攻科修了生の優れている能力等は何ですか。不足する能力等は何ですか 。 

（複数回答 可）（専攻科生就職先） 

 優秀な能力 不足する能力 

1. 一般教養 2 1 

2. 倫理観 1 0 

3. コミュニケーション能力 7 2 

4. デザイン能力 0 0 

5. 専門知識 9 0 

6. 情報技術 2 1 

7. 管理能力 0 0 

8. その他 3 6 

 

分析 

コミュニケーション能力は五年前とは逆転して、優れた能力にあげられている。英語教育の成果が表れている。 

 

（出典 平成２３年度第４回点検評価・フォローアップ委員会議事録 抜粋） 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 卒業（修了）生が在学時に身に付けた能力に関して，卒業（修了）生及び就職先からアンケートに

より意見を聴取する取組を３年毎に実施しており，その結果から，教育の成果や効果がおおむね得ら

れていることが分かり，実施の頻度とともに，十分な取組みをしている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  
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本科から企業への就職は，技術系の総合職としての採用であり，求人状況については，学科間のば

らつきはあるものの，定常的に５学科平均で，10倍を超える高い求人倍率を維持しいている。このこ

とは本校の技術者教育が社会的に認知されているということのみならず，大きな期待を寄せられてい

るものと考えられる。 

（改善を要する点）  

特になし。 

 

（３）基準６の自己評価の概要 

本校の目的に従って定められた，学生が卒業時に身に付ける学力や資質・能力，養成しようとする

人材像等について，その達成状況を把握・評価するための取組が行われており，この結果から，教育

の成果や効果が上がっていると言える。また，高い求人倍率に示される就職状況や，大学３年次編入

に関わる進学状況等の実績から判断して，教育の成果や効果が上がっている。 

また，アンケート結果等による，学生からの意見聴取の結果から判断して，教育の成果・効果は上

がっている。さらに，卒業生や進路先企業等の関係者から，卒業生が在学時に身に付けた学力や資質

・能力等に関する意見を聴取する取組み結果から判断して，教育の成果や効果が上がっている。 

以上のように，本校の教育目的で意図している，学生が身に付ける学力，資質・能力や養成しようと

する人材像等について総じて，本校の教育の成果や効果は上がっている。 
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基準７ 学生支援等 

（１）観点ごとの分析 

観点７－１－①： 学習を進める上でのガイダンスが整備され，適切に実施されているか。また，

学生の自主的学習を進める上での相談・助言を行う体制が整備され，機能してい

るか。 

（観点に係る状況）  

資料７－１－①－１に，入学前の３月の中旪の時期に，本校入学予定者に対して実施されるガイダ

ンスの概要を示した。実施内容としては，教務主事から，全入学予定者に対して，高専での学習方法，

及び開講までの課題等の説明がなされる。またその後，各学科に分かれて学級担任から，中学校との

学習方法の差異，あるいは高専における学習方法の他，学生としての基本的な心構え等が説明される。 

資料７－１－①－２には，入学当初に実施される新１年生を対象とした校内研修の概要を示したも

のである。教務主事の話では，成績評価方法，シラバス，及び進級判定方法等が説明される。資料７

－１－①－３には，教務主事のパワーポイントの抜粋を示した。 

資料７－１－①－４にはオフィスアワー設置一覧の抜粋を示した。本一覧は岐阜高専の学外向けの

Webサイトにも公開されている。各教員は各居室の前にもオフィスアワーを掲示している。また、資

料７－１－①－５にはその実績の抜粋を示しており、十分な実績を挙げている。 

 資料７－１－①－６には，学生主事の運営による意見箱の抜粋を示した。意見箱は学生の意見を吸

い上げるためのシステムであり，校内の数か所に設置され，毎月１日と15日に学生主事により開封さ

れる。学生主事は意見箱の内容に応じて，意見の対処の教員部署を割り当て，解決に当たるシステム

になっている。 
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資料７－１－①－１ 

時　間 入　　　学　　　生 時　間 保　　　　護　　　　者

8:40

～

9:10

9:10 （入学生，保護者　第１体育館集合）

　（１）　配付資料確認，日程説明，学校関係者紹介［学生課長］ 副校長（教務主事，学生主事，寮務主事）

　（２）　教務，学生指導について（課題説明を含む）［教務主事，学生主事］ 新１年学級担任

　（３）　質疑応答 学生課長

　（４）　入学式の日程説明［学生課長］ 教務係長，入試係長，学生係長，入試係主任

9:50 　　　　　　　　　　各会場へ移動（学級担任引率）

9:50   入学生，保護者と学級担任との懇談会

　　　 　　　　     電子制御工学科 ［担任：種村］ 　 　　　　　　校内食堂　　                          　　（福利施設「伊吹」１階）

10:30 　必要に応じて専門学科教員が参加する

10:30   入学生校内見学 10:30 保護者（教育後援会役員選出及び懇談）

～ 　　　  ［案内：専門学科教務委員］ ～ 　　　各学級　理事　１名

11:30 　　　　  写真撮影　福利施設「伊吹」　　（多目的室） 11:30 　　　（各懇談会室）

11:40 入寮予定者オリエンテーション受付（寮食堂） 11:30 通学証明書発行依頼，岐阜バス定期券等申込み

～ 　　　　　　　　　　　　　　　 場所：ｸﾗｽﾙｰﾑ（１号館２階）

11:50 寮関係説明　　　　　副校長（寮務主事） ～ 教科書等購入　　　　　 　場所：ｸﾗｽﾙｰﾑ（１号館１階）

～ 　　　　　　　　　　　　学生課長 体育服サイズ合わせ 　　場所：ｸﾗｽﾙｰﾑ（１号館２階）

13:00 　　　　　　　　　　　　学生生活支援係長 作業服サイズ合わせ※　場所：ｸﾗｽﾙｰﾑ（１号館１階），女子更衣室

13:00 教科書等購入　　　　　　場所：ｸﾗｽﾙｰﾑ（１号館１階） 　注：入寮内定者は，入寮予定者オリエンテーション終了後購入等する。

体育服サイズ合わせ　　場所：ｸﾗｽﾙｰﾑ（１号館２階） 　　　（終了後解散）

作業服サイズ合わせ※ 場所：ｸﾗｽﾙｰﾑ（１号館１階），女子更衣室 ※機械工学科のみ

　　　　（終了後解散）

※機械工学科のみ

　　　　　機械工学科　　　　（大講義室）製図器具説明→１号館見学→図書館見学→写真（11:00～）→（大講義室）

［引率教員：山田（実）］

　　　　　電気情報工学科　　（大会議室）→１号館見学→写真（10:40～）→図書館見学→（大会義室）

［引率教員：羽渕］

　　　　　電子制御工学科　　（校内食堂）→写真（10:30～）→１号館見学→図書館見学→（校内食堂）

［引率教員：森］

　　　　　環境都市工学科　　（多目的ホール）→図書館見学→１号館見学→写真（10:50～）→（多目的ホール）
［引率教員：廣瀬］

　　　　　建　築　学　科　　　（ビデオルーム）→図書館見学→１号館見学→製図器具説明(3A･CR)→写真（11:10～）→（ビデオルーム）

［引率教員：清水（隆）］

写真　：　福利施設「伊吹」多目的室

通学予定者諸手続入寮予定者諸手続
（通学予定者とその保護者）（入寮内定者とその保護者）

　　　　 場 所 ： 機 械 工 学 科  　［担任：岡崎］  　　　　　　　大講義室                          　　　　（６号館４階）

　　　 　　　     　電気情報工学科 ［担任：坂部］　 　　　　　　 大会議室　　                          　　（１号館３階）

　　　 　　　     　環境都市工学科 ［担任：中島（泰）］　  　　  多目的ホール                          　（図書館１階）

　　　 　　　     　建　築　学　科    ［担任：山本（樹）］　   　　　ビデオルーム                    　　　　（図書館１階）

～

　（注）　学科別校内見学順路

平成24年度入学予定者オリエンテーション日程

日　程　：　平成24年3月13日（火）

～

受　　付　　（第１体育館）
[新１年学級担任の指導で着席]

～

 
 

（出典 教務会議資料） 
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資料７－１－①－２ 

平成 24 年度 第 1 学年 校内研修実施要項 

１．目 的 

 第 1 学年の学生に対し、高専教育の特徴の理解・生活面に関する指導を行う。 

 

２．参加者 

（１）平成 24 年度入学生全員 

（２）第 1 学年学級担任 

M E D C A 

岡崎 坂部 種村 中島（泰） 山本（樹） 

 

（３）教務主事、学生主事、学生相談室長・カウンセラー、学生課職員 

 

３．場 所：多目的ホール 

 

４．日程等 

 期日：4 月 16 日（月）特活 14:40～16:10 

司会：学年主任（中島泰貴） 

14:40～ 

14:45～ 

15:05～ 

15:30～ 

15:35～ 

15:45～ 

16:00～ 

16:05～ 

16:10～ 

点呼（学級担任），学年主任挨拶 

教務主事の話 

学生主事の話 

休憩 

事務手続きについて（学生課職員） 

学生相談室について（学生相談室長・カウンセラー） 

学内施設利用について（学年主任） 

終わりの挨拶（学年主任） 

各クラス清掃 

 

５．資料等 

   平成 24 年度学生便覧（持参するように学級担任が学生に指示） 

 

６．その他 

  （１）事前に貴重品を持参するよう指示する。 

（２）クラスごとに着席する（学年主任の指示による）。 

  （３）特別活動 2 時間として扱う。 

  （４）校内研修終了後，クラスルームに集合する（学級担任の指示による）。 

 

（出典 教務会議資料） 
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資料７－１－①－３ 

平成 24 年度第 1 学年校内研修教務主事パワーポイント抜粋 

 
 

（出典 平成24年度第1学年校内研修教務主事パワーポイント抜粋 

 

 

資料７－１－①－４ 

氏　　　名 月 火 水 木 金 場　　　　　　　　　　　　　　　　所 備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考
清水　晃 15:00～17:00 15:00～17:00 １号館３Ｆ教員研究室
高原　清志 15:00-17:00 15:00-17:00 １号館３Ｆ教員研究室
亀山　太一 15:00 - 17:15 15:00 - 17:15 15:00 - 17:15 専攻科棟４Ｆ教員研究室 会議等のある場合を除く
宮口　典之
山本　浩樹 15:30～17:30 15:30～17:30 15:30～17:30 図書館センター2Ｆ教員研究室 会議および学生相談室の用件がある場合を除く。
久保田圭司 16:30-17:00 16:30-17:00 寮管理棟寮務主事室 緊急の用件が入った場合を除く
中島　泰貴 15:30～17:00 15:00～17:00 15:00～17:00 １・２号館つなぎ３Ｆ教員研究室 会議の場合を除く。
種村　俊介 15:30～17:00 15:00～17:00 １号館３Ｆ教員研究室 会議等のある場合を除く
野〄村　咲子 15:30-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00 １・２号館つなぎ３Ｆ教員研究室 会議・出張の場合を除く。
空　　健太 15:00～16:10 13:00～16:10 ２・３号館つなぎ３F教員研究室 会議・出張の場合を除く。

氏　　　名 月 火 水 木 金 場　　　　　　　　　　　　　　　　所 備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

岡田　章三 15:00～17:00 15:00～17:00 15:00～17:00 １号館３Ｆ教員研究室
久世　早苗 15:00～17:00 15:00～17:00 15:00～17:00 15:00～16:00 ２号館２Ｆ教員研究室
上原　敏之 15:00～17:00 15:00～17:00 15:00～17:00 １号館１Ｆ教員研究室 昼休みも可
山本　浩貴 14:00～16:30 14:30～16:30 14:30～16:00 14:30～16:30 14:30～16:30 １号館１Ｆ体育教員研究室、柔道場 研究室では毎朝8時～8時40までもOK
坂部　和義 16:00～17:00 15:00～17:00 15:00～17:00 15:00～17:00 １号館２Ｆ教員研究室
中島　泉 15:30～17:00 14:40～17:00 15:00～17:00 14:30～17:00 １･２号館つなぎ３Ｆ教員研究室
麻草　淳 16:00～17:00 15:00～16:00 15:00～16:30 15:00～16:30 １号館１Ｆ体育教員研究室
岡崎　貴宣 16:00～17:00 15:00～17:00 15:00～17:00 １号館３Ｆ教員研究室
北川　真也 15:30～17:00 15:30～17:00 15:30～17:00 １号館３Ｆ教員研究室
菱川　洋介 12:10～13:00 15:00～17:00 12:10～13:00 １号館３Ｆ教員研究室 他の時間帯については事前にアポが必要

氏　　　名 月 火 水 木 金 場　　　　　　　　　　　　　　　　所 備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考
片峯　英次 15:00〜17:00 教員研究室　機械工学科棟３階
加藤　浩三 16:20～17:00 教務主事室　1号館2階
小栗　久和 15:40～16:00 14:40～16:30 教員研究室　機械工学科棟１階
石丸　和博 14:30～17:00 16:20～17:00 16:20～17:00 教員研究室　機械工学科棟２階
山村　基久 16:00～17:00 16:00～17:00 教員研究室　機械工学科棟３階
山田　実 14:30～17:00 教員研究室　専攻科棟4階
山本　高久 16:30～17:00 16:00～17:00 教員研究室　機械工学科棟２階
中谷　淳 16:20～17:00 教員研究室　機械工学科棟１階 出張、会議等で設置できない場合があります
稲葉　金正 15:00～17：15 教員研究室　機械工学科棟３階
本塚　智 16:00～17:30 15:00～16:30 教員研究室　機械工学科棟２階
河野　託也 18：00～ 15:00～17：00 15:00～17：00 18：00～ 18：00～ 教員研究室　電子制御工学科棟２階 実験室　電子制御工学科棟１階、テニスコート

平成24年度（後期）オフィスアワー設置一覧表

一 般 科 目 （ 人 文 ）

一 般 科 目 （ 自 然 ）

機 械 工 学 科

 
（出典 岐阜高専学外向けＷｅｂ）      
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資料７－１－①－５ 

 
（出典 岐阜高専学内向けＷｅｂ）      

 

資料７－１－①－６ 

◆平成２４年３月１日開封 ▲先頭に戻る 

1 通の投書がありました。 

要望 8 （平成 24 年 2 月 28 日）3 年学生（記名あり） 

（趣旨：原文を要約） 

 定期試験の現状の問題用紙が解答用紙を兼ねている形式について，問題用紙と解答用紙を分離し，かつ解答欄を

大きくして欲しい．解答欄が大きくなることにより，解答作成に際して解答の流れが明確になり，ミスを防ぐこと

ができる．問題用紙と解答用紙を分離することとは別の手段として，学生による計算用紙の持ち込みを許容頂く

か，教員側で計算用紙を準備して欲しい． 

回答 8：（教務主事） 

１．意見には科目名も特定してありますので，当該の先生には，要望を伝えます． 

２．試験中の不正行為防止のため，教務主事から教員の皆さんに，試験に際しては，学生一人当たりの配布物の部

数を削減するようにお願いしている背景があります．例えば，私の方から問題用紙と解答用紙を兼ねて一枚に収め

るようにお願いしています． 

３．当該教員の先生には，以上の件を含めて総合的に今後の方針を御判断頂くことになると存じます． 

４．なお，学生が個別に計算用紙を持ち込むことは，不正行為防止の観点から，許可できないです． 

５．要望を意見箱に投函頂くのはもちろん大歓迎ですが，授業運営についての具体的な要望ですので，当該の教員

に直接要望するのが難しい場合にも，フォローアップ時の授業アンケートの自由記載欄（カード裏面）に記載頂く

方法もありますね． 

（出典 意見箱（学生主事ＷＥＢ））        
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（分析結果とその根拠理由） 

新入生向けの研修会が毎年に開催されており，学習方法のみならず多様な案内が実施されている。

学生の学習上の疑問だけでなく，学生の自主的学習を進める上での相談・助言を行う体制として，オ

フィスアワーが設置され十分に機能している。また，学生の意見を吸い上げるシステムとして意見箱

が設けられており，修学上の問題も含め，多様な問題に対処するシステム取っている。総じて，学習

を進める上での情報提供システムが構築され，適切に実施されている。 

 

観点７－１－②： 自主的学習環境及び厚生施設，コミュニケーションスペース等のキャンパス生

活環境等が整備され，効果的に利用されているか。 

（観点に係る状況）  

本校の図書館センターには、１階図書館閲覧室に９０席、２階情報検索支援室に５０席、情報処理

センター演習室３室に１４２席（パソコン１４２台）が、講義に使用中以外は、すべて利用可能にな

り、常に自主的学習スペースとして提供されている。 

 平日の夜間は２０時まで延長開館を実施し、土曜日は９時から１６時まで開館するなど、自主的学

習環境を整備している（資料７－１－②－１参照）。図書館が時間外開館を実施しているときは、情

報処理センター演習室も同様に開放している（資料７－１－②－２参照）。資料７－１－②－３に平

成24年度前期の図書館利用実績および情報処理センターの時間外使用者数を示す。本校学生数は

1,000人規模であり、利用実績数から、効果的に利用されていることが明らかである。 

 また、図書館１階の閲覧室は個人学習スペースとして活用され、２階情報検索支援室は、グループ

学習スペースとして、可動式の机、スクリーン、ホワイトボードなどを備えるなど、複数グループが

同時に利用することができ、いわゆるラーニングコモンズ空間として活用されている。 

 福利厚生施設としては、食堂、売店、談話コーナーを有する「伊吹」があり、その利用細則は、資

料７－１－②－４に示すとおりである。平成22年度に充実が図られた談話コーナーは、丸テーブルと

椅子が設置されており、平日、8:30～19:00まで使用が可能で、自動販売機では軽食などが販売され

ており、学生のコミュニケーションの場となっている。 

 

資料７－１－②－１ 

 

岐阜工業高等専門学校図書館利用内規（抜粋） 

 

（開館時間） 

第４条 開館時間は，次の各号に掲げる時間とする。ただし，必要があるときは，延長又は短縮を行う。 

一 平 日 ８時３０分から２０時まで 

（ただし，雄志寮が閉寮期間中は１７時まで） 

二 土曜日 ９時から１６時まで 

（出典 岐阜工業高等専門学校図書館利用内規）        

 

資料７－１－②－２ 

 

岐阜工業高等専門学校情報処理センター利用内規（抜粋） 

 

(利用時間) 

第７条 センターの利用時間は，次のとおりとする。ただし，必要があるときは，延長又は短縮を行う。 
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一 平 日 ８時３０分から２０時まで 

（ただし，１７時以降は第１演習室のみ利用可能） 

（ただし，雄志寮が閉寮期間中は１７時まで） 

二 土曜日 ９時～１６時まで 

（ただし，第１演習室のみ利用可能） 

２ 前項の利用時間以外に利用しようとするときは，あらかじめセンター長の許可を得なければならない。 

 

（出典 岐阜工業高等専門学校情報処理センター利用内規）        

 

 

資料７－１－②－３ 

 

図書館利用および情報処理センター時間外利用者数（平成２４年４月～９月） 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合 計 

１階 

閲覧室 

時間内 2,916 4,333 3,191 3,189 2,743 3,908 20,280 

時間外 551 1,532 799 559 23 1,206 4,670 

土曜日 175 196 238 95  1,068 1,772 

２階 

情報検索 

支援室 

時間内 558 1,515 1,680 1,344 1,131 1,257 7,485 

時間外 113 560 321 165 22 472 1,653 

土曜日 151 419 261 55  327 1,213 

情報処理ｾﾝﾀｰ 時間外 268 426 264 304 28 342 1,632 

  

（出典 図書館資料）        

 

 

資料７－１－②－４ 

 

岐阜工業高等専門学校福利施設「伊吹」使用細則（抜粋） 

 

(開館日・使用時間) 

第３条 施設の開館日及び使用時間は，次のとおりとする。ただし，校長が許可した場合は，この限 

りでない。 

月曜日～金曜日 ８時３０から１９時まで 

２ 食堂及び売店の使用時間は，次のとおりとする。ただし，校長が特に必要と認めた場合は，使用時間を変更す

ることがある。 

一 食堂 １１時から１３時まで 

二 売店 １０時から１３時まで及び１４時１５分から１４時４５分まで 

 

（出典 岐阜工業高等専門学校福利施設「伊吹」使用細則）        

 

（分析結果とその根拠理由）  

自主的学習に供するスペース、利用時間は，利用内規や使用細則を定め十分に確保されている。コ

ミュニケーションスペースについては，平成22年度に福利厚生施設１階の談話コーナーの充実が図ら

れたが、資料７－１－②－５のような意見が寄せられる（時計については平成２４年度早々にテレビ

とともに設置し、時計は授業開始、下校時間の５分前にチャイムを鳴らす設定とした）など、学生の
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要望に答えながら整備を図っている最中である。現在は、食堂の営業時間終了後、19時まで、届け出

無しで自由に使用できる環境となっている。 

 

 

資料７－１－②－５ 

 

学生意見箱によせられた学生の意見の一つ 

平成 24 年 3 月 16 日開封 

1通の投書がありました。 

 

要望8 （平成24年3月12日）3年Uさん（記名あり） 

 私はよく食堂前の談話室を利用します。そこで、お願いで、ぜひ時計をつけてほしいです。いつも、食堂の時計

を見るなど苦労しています。授業など遅れないために、できれば1時間ごとに音が鳴るようにしてほしいです。ご

検討よろしくお願いします。 

回答8：（学生主事） 

 ご意見ありがとうございました。 

平成22年度に校長・学生主事・学生会を中心に伊吹1階の売店・談話コーナーの充実について議論し、売店の拡

張、談話コーナーにも自動販売機を設置するなど充実を図りました。しかし、どうも食料のほうばかりに目がいっ

ていたようです。 

今年に入り、やっと自由にテレビを見られるように、テレビを設置したところです。先ほど、談話コーナーを見て

きましたが、確かに時計が何処にもついておらず不便だと感じました。時計設置の場所は、テレビの横の西側の壁

面だと思います。確かに1時間ごとに音が出るとよいのですが、オルゴール時計のようなものでは盗難の心配もあ

りますので、本校の実情に合わせ、9時と13時の5分前ぐらいにベルやチャイムが鳴るものを探そうと思います。ま

た、学生の玄関にも時計が無いことに気付きました。学生係、校長とも相談し、学生玄関、伊吹談話コーナーの2

か所に来年度早々に設置できるように検討します。 

（出典 学生主事 HP 意見箱回答）        

 

 

観点７－１－③： 学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されているか。また，資格試験や

検定試験の受講，外国留学のための支援体制が整備され，機能しているか。 

（観点に係る状況）  

資料７－１－③－１学生主事の運営による意見箱の抜粋を示した。意見箱は学生の意見を吸い上げ

るためのシステムであり，校内の数か所に設置され，毎月１日と15日に学生主事により開封される。

学生主事は意見箱の内容に応じて，意見の対処の教員部署を割り当て，解決に当たるシステムになっ

ている。 

資料７－１－③－２に「岐阜工業高等専門学校以外の教育施設等における学修等に関する規程【抜

粋】」を示した。また，資料７－１－③－３にこの適用の一例を示した。また、資料７－１－③－４

に本校の平成25年度年間行事一覧表（6月）を示すが、6/16（日）カラーコーディネーター検定試験、

6/22（日）実用数学技能「数検」を校内で実施するなど資格試験・検定試験の受講に対して支援体制

が整っている。このほかにエコ検定年2回、TOEIC（不定期、第3学年は1月に全員受験）などの試験を

校内で実施しているほか、その申し込み、試験対策についても教員を中心に支援体制が整っている。 

また、留学に関しては、資料７－１－③－５に示すような申し合わせがあり、留学のために休学し

た場合には、休学前に履修した成績及び出席時数を復学年度に振り替えるなどの措置を講じ、学生が

留学しやすい環境が整備されている。 
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資料７－１－③－１ 

◆平成２４年３月１日開封 ▲先頭に戻る 

1 通の投書がありました。 

要望 8 （平成 24 年 2 月 28 日）3 年学生（記名あり） 

（趣旨：原文を要約） 

 定期試験の現状の問題用紙が解答用紙を兼ねている形式について，問題用紙と解答用紙を分離し，かつ解答欄を

大きくして欲しい．解答欄が大きくなることにより，解答作成に際して解答の流れが明確になり，ミスを防ぐこと

ができる．問題用紙と解答用紙を分離することとは別の手段として，学生による計算用紙の持ち込みを許容頂く

か，教員側で計算用紙を準備して欲しい． 

回答 8：（教務主事） 

１．意見には科目名も特定してありますので，当該の先生には，要望を伝えます． 

２．試験中の不正行為防止のため，教務主事から教員の皆さんに，試験に際しては，学生一人当たりの配布物の部

数を削減するようにお願いしている背景があります．例えば，私の方から問題用紙と解答用紙を兼ねて一枚に収め

るようにお願いしています． 

３．当該教員の先生には，以上の件を含めて総合的に今後の方針を御判断頂くことになると存じます． 

４．なお，学生が個別に計算用紙を持ち込むことは，不正行為防止の観点から，許可できないです． 

５．要望を意見箱に投函頂くのはもちろん大歓迎ですが，授業運営についての具体的な要望ですので，当該の教員

に直接要望するのが難しい場合にも，フォローアップ時の授業アンケートの自由記載欄（カード裏面）に記載頂く

方法もありますね． 

（出典 意見箱（学生主事ＷＥＢ））        

 

資料７－１－③－２ 

岐阜工業高等専門学校以外の教育施設等における学修等に関する規程【抜粋】 

学校規則第 37 号 

平成 17 年 12 月 7 日 

第２条 この規程の対象とする学生は本科学生とし，対象学修は次のとおりとする。 

七 技能審査の成果にかかる学修で，別表に定めるもの（以下「技能審査における学修」という。） 

（学修の許可） 

第３条 前条第１号から第６号までに規定する学修（以下「大学等における学修」という。）をしようとする学生

は，大学等における学修許可願（別紙様式第１号）を提出し，校長の許可を受けなければならない。ただし，遠

隔教育による卖位互換協定に基づく学修については，当該協定書に基づく手続きをもってこれに代えることがで

きる。 

（卖位認定の申請） 

第４条 

２ 技能審査における学修により卖位の認定を受けようとする学生は，技能審査卖位修得認定申請書（別紙様式第

３号）に当該技能審査の合格等を証する書類を添えて，校長に申請しなければならない。 

（卖位の認定） 

第５条 卖位の認定は，主管会議の議を経て，校長が行う。 

２ 卖位の認定方法は，次の各号に掲げるとおりとする。 

二 技能審査における学修の卖位数は，別表中の「認定する卖位数」欄に定めるとおりとし，授業科目の区分は一

般科目の卖位として取り扱う。 

別 表（第２条，第５条関係） 

技能審査の名称 級又は得点 認定する卖位数 

実用英語技能検定 

準２級 ２ 

２級 ３ 

準１級 ５ 

１級 ８ 
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工業英語能力検定 

３級 ２ 

２級 ５ 

１級 ８ 

第２外国語の技能検定 

（スペイン語技能検定） 

４級 ２ 

３級 ４ 

２級 ６ 

１級 ８ 

第２外国語の技能検定 

（実用フランス語技能検定） 

５級 １ 

４級 ２ 

３級 ４ 

２級 ６ 

準１級 ７ 

１級 ８ 

第２外国語の技能検定 

（ドイツ語技能検定） 

４級 ２ 

３級 ４ 

２級 ６ 

１級 ８ 

ＴＯＥＩＣ（本校において実施す

るＩＰテストを含む。） 

400 点～465 点 ２ 

470 点～595 点 ３ 

600 点～725 点 ４ 

730 点～855 点 ５ 

860 点以上 ８ 

＊この表により卖位を認定されている者が，同じ技能審査のさらに上位の級に合格又は上位の得点を取得した場合

は，既に認定されている卖位数と当該級又は得点に応じて定める認定卖位数との差を修得卖位数として認定する。 

（出典 学生便覧） 

 

 

資料７－１－③－３ 

「平成23年度 各種資格取得一覧（抜粋）」 

 

不開示情報 

 

（出典 教務係資料） 
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資料７－１－③－４ 

 

平成25年度年間行事予定表抜粋（6月） 

 

年 ## 月 6

日 曜 学校行事・会議等 本科関連行事等 専攻科関連行事等

1 土

2 日

3 月

4 火    前期中間試験（1～4年）

5 水

6 木

7 金

8 土

9 日

10 月

11 火
  平成26年度専攻科選抜検査

  （推薦，前期学力）

12 水
 テクノセンター運営委員会15:00～，

 メディア委員会16:00～
 学生会評議会15:00～

13 木 　採点

14 金  第1回校長・事務部長会議(機構)

15 土

16 日  カラーコーディネーター検定試験

17 月

18 火
 締切：前期中間成績報告，

 第4回専攻科会議16:20～

19 水  第2回学級担任会議（壮行会終了後）
 第51回東海地区国立高専体育大会

 壮行会（授業終了後）

20 木
 第5回主管会議10:40～，第2回将来計画委員会，

 第4回運営会議(合格判定)

21 金  教育後援会保護者見学会
 平成26年度専攻科合格者

（推薦，前期学力）発表

22 土   実用数学技能検定「数検」試験

23 日
   第51回東海地区国立高専体育大会

  （テニス：沼津）

24 月
 締切：本科補講･補習(7/23)申請，

 締切：専攻科補講・補習（7/24）申請

25 火

26 水

27 木

28 金  締切：入学確約書（推薦）

29 土
   全国高専第24回プログラミング

   コンテスト予選 （東京都立品川）

30 日
   第51回東海地区国立高専体育大会

  （柔道：豊田，硬式野球：鳥羽）

 中学校訪問，

 平成26年度使用教科用図書（高等学校 用

教科

 書）申請締切，

 東海・北陸地区国立高専テクノセンター

長等

 会議

 学寮給食懇談会

摘 要

 
 

 

 

 

（出典 平成25年度岐阜工業高等専門学校 年間行事予定表） 

 



岐阜工業高等専門学校 基準７ 

- 177 - 

資料７－１－③－５ 

 

 

 
 

（出典 学生便覧） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

意見箱により，学習支援に関する学生のニーズが把握されている。資格試験や検定試験の受講によ

り，卒業要件とは別の卖位が認定されるシステムが構築されている。各種の資格試験・検定試験が校

内で受験可能、その申し込み、試験対策についても教員を中心に支援体制が整っている。 

また、留学に関しては、資料７－１－③－５に示すような申し合わせがあり、留学のために休学し

た場合には、休学前に履修した成績及び出席時数を復学年度に振り替えるなどの措置を講じ、学生が

留学しやすい環境が整備されている。 

 

 

観点７－１－④： 特別な支援が必要と考えられる学生への学習支援体制が整備されているか。ま

た，必要に応じて学習支援が行われているか。 

（観点に係る状況）  

資料７－１－④－１に「平成25年度編入学者選抜検査実施要領」を示した。本要領の項目７で，編

入学性に対して，事前教育を学生の資質に応じて実施するように定めている。また，資料７－１－④

－２は，編入学予定者についてのガイダンスの次第である。主な内容は，編入学前の半年間に実施さ

れる事前教育についての案内である。また，資料７－１－④－３には，事前教育報告書の一例として，

平成24年度建築学科編入学生事前教育実施報告書を示した。 

また、資料７－１－④－４に「外国人留学生特例規程」を示した。本規程では，留学生をサポート

する教員の他に，留学生をサポートする「留学生相談員」を設けている。資料７－１－④－５に平成

24年度留学生の指導教員と学生の相談員の実績一覧を示した。資料７－１－④－６に「国際交流委員

会議事録」を示した。本校では外国人留学生のうち学習支援の必要のある者を対象として，「留学生
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特別補習」と称して選択的に補習を実施している。国際交流委員会では，各学科で実施された時間数

を集約している。 

 

 

資料７－１－④－１ 

「平成25年度編入学者選抜検査実施要領」 

 

不開示情報 

 

（出典 入試係資料） 

 

 

資料７－１－④－２ 

平成２４年度編入学者オリエンテーション日程 

１  日 時      平成２３年９月２８日（水）１３時３０分から 

２  日 程 

時間 事項 担当者 場所 

13:30 ～13:40 概要説明 教務主事 第１小会議室 

13:40 ～13:50 事前指導・一般科(数学） 数学担当教員 岡田章三 〃 

13:50 ～14:00 事前指導(応用数学） 応用数学担当教員 森口博文 〃 

14:00 ～14:10 奨学金，授業料免除等説明・諸連絡 学生課職員 〃 

14:10 ～14:40 入寮説明 寮務主事 第１小会議室 

14:40 ～ 事前指導・専門学科（建築学科） 学科長等 建築学科会議室 

（出典 入試係資料） 

 

資料７－１－④－３ 

平成 24 年３月 30 日 

加藤 浩三 副校長 殿 

 

平成 24 年度 建築学科編入学生 事前教育実施報告 

岐阜工業高等専門学校  

建築学科学科長 鶴田 佳子 

平成 24 年度建築学科編入学生に対する事前指導を以下の指導方針のもと、以下のように実施いたしましたので

報告します。 

事前指導の方針 

（１）事前指導対象科目の選定 

対象学生が工業高校の生徒であることから在籍校で既に修得されていると思われる科目、及び編入学試験結果

より、その達成と資質が認められる科目を事前教育の対象から除くことを基本方針にして科目を選定する。

（建築設計製図Ⅰ） 

（２）発展的科目への対応 

事前指導の対象から除かれ、直接的な事前指導は必要ないと判断された科目であっても、４年生以降発展的な

内容に取り組むための基礎力を習得する高専３年時の科目に関しては、シラバスを明示し、対応部分を本校使

用教科書および高等学校で使用の教科書により復習をして、学力の維持・向上のための努力を継続して行って

もらうよう指導する（構造力学Ⅰ、材料力学、環境工学Ⅰ）。 

 

１．編入学生                 

２．事前指導科目 

建築設計製図Ⅰ （建築学科３年 通年４卖位）  

指導教員：鶴田佳子 教授    今田太一郎 准教授 

使用教科書：コンパクト建築設計資料集成 

事前指導の進め方： 

９月 28 日のオリエンテーション時に、自由設計による設計作品を提出してもらい、その内容・達成度に応じ、次

の事前指導コースＡ,Ｂ,Ｃに振り分ける。 

■ 事前指導コースＡ：オリエンテーション時の設計作品で設計製図Ⅰの基準に到達していると認められた者は事

前教育の対象とはしない。 

■ 事前指導コースＢ：オリエンテーション時には設計作品を提示できないが、制作中もしくはその予定がある者
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は、２月末日までに提出し、その評価を受ける。その作品が設計製図Ⅰの基準に到達していると認められた者は事

前教育の対象とはしない。 

■ 事前指導コースＣ：提出作品が設計製図Ⅰの基準に到達していると認められなかった者は、設計課題を提示・

解説するので、適宜エスキースチェックを受け、作品の制作に当たり、４月開講時に提出する。 

 

堤本修から 2 月末日までに設計図面が提出され、担当者（鶴田・今田）で確認し、建築設計製図Ⅰについて事前

指導は実施しないこととした。 

（出典 入試係資料） 

 

 

資料７－１－④－４ 

岐阜工業高等専門学校外国人留学生特例規程 

学校規則第 113 号 

制定 昭和 59 年 12 月 11 日 

（趣旨） 

第１条 この規程は，岐阜工業高等専門学校学則第５３条第２項の規定に基づき，岐阜工業高等専門学校外国人

留学生（以下「留学生」という。）に関し必要な事項を定める。 

（入学） 

第２条 留学生は定員の枠外とし，第３学年に入学させる。 

（教育課程） 

第３条 留学生の教育課程は，受入学科の学科長及び次条第１項に定める指導教員の協力を得て教務主事が編成

し，国際交流委員会の議を経て，校長が定める。 

（指導教員） 

第４条 留学生の学習に関して必要な指導助言を行うため，指導教員を置く。 

２ 前項の指導教員は，受入学科の教員のうちから受入学科長及び教務主事の推薦に基づき，校長が委嘱する。 

（留学生相談員） 

第５条 留学生に生活上の助言等を行うため，留学生相談員を置く。 

２ 前項の留学生相談員は，原則として受入学科所属の寮生とし，指導教員，受入学科長，学生主事及び寮務主事

の推薦に基づき，校長が委嘱する。 

３ 留学生相談員は，指導教員，学生主事及び寮務主事と連絡を密にし，適宜留学生の相談に応ずるものとする。 

（授業料等） 

第６条 国費留学生については，授業料，入学料及び入学検定料を徴収しないものとする。 

（住居） 

第７条 留学生は，原則として岐阜工業高等専門学校の寄宿舎に居住するものとする。 

（細則） 

第８条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。 

（事務） 

第９条 留学生に関する事務は，学生課において処理する。 

附 則 

この規程は，昭和60 年4 月1 日から施行する。 

附 則（平成3 年学校規則第3 号） 

この規程は，平成3 年4 月1 日から施行する。 

附 則（平成7 年学校規則第11 号） 

この規程は，平成7 年4 月1 日から施行する。 

附 則（平成9 年学校規則第5 号） 

この規程は，平成9 年4 月1 日から施行する。 

附 則（平成17 年学校規則第20 号） 

この規程は，平成17 年3 月14 日から施行し，平成16 年4 月1 日から適用する。 

（出典 学生便覧） 

 

 
資料７－１－④－５ 

「平成24年度留学生の指導教員と学生相談員の一覧」 

 

不開示情報 

 

（出典 学生課資料） 
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資料７－１－④－６ 

平成 24 年 2 月 28 日 

第 9 回国際交流委員会議事録（抜粋） 

日時：平成 24 年 2 月 28 日(火) 16:30-17:10 

場所：第 2 小会議室 

出席者：久保田寮務主事(委員長)、加藤教務主事、所研究主事、吉村学生主事、菱川寮務委員、山本(高)寮務委

員、総務課長、学生課長 

陪席：総務課長補佐、教務係長 

欠席者：小栗 M 学科長(体調不良)、柴田専攻科長 

 

議題 

（略） 

 

3.平成 23 年度外国人留学生関係活動・行事実績について 

1)留学生のホームステイ 

    、平成 24 年 1 月 8-9 日実施済、本巣市上真桑 

2)留学生実地見学旅行：22 年度に    を含め実施したため 23 年度は実施せず 

3)校長と留学生との懇談会：平成 23 年 12 月 12 日実施済 

4)第 7 回東海地区高専留学生交流会：平成 23 年 12 月 23-25 日実施済、乗鞍青尐年交流の家 

5)留学生特別補習：計 40 時間【実績 M:14h、C:14h、A:12h】 

 

（略） 

（出典 国際交流委員会議事録） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 高等学校から本校の準学士課程第４学年への編入学予定学生について，編入学前の半年間に事前教

育を実施するシステムがある。事前教育開始に先立って，編入学予定者にオリエンテーションを実施

している。半年間の通信教育中心の事前教育を実施しその成果を教務主事に報告することになってい

る。総じて，特別な支援が必要と考えられる編入予定学生への学習支援体制が整備されており，必要

に応じて学習支援が行われている。 

また、外国人留学生については，留学生をサポートする教員の他に，留学生をサポートする「留学

生相談員」を設けている。さらに、本校では外国人留学生のうち学習支援の必要のある者を対象とし

て，「留学生特別補習」と称して選択的に補習を実施している。 

このように、特別な支援が必要と考えられる学生への学習支援体制は整備されており、学習支援も

行われている。 

 

 

観点７－１－⑤： 学生の部活動，サークル活動，自治会活動等の課外活動に対する支援体制が整

備され，適切な責任体制の下に機能しているか。 

（観点に係る状況）  

「クラブ顧問連絡会議規程」を資料７－１－⑤－１に示した。クラブ活動は本校の学生会活動の一

環として実施されるが，教員組織としては，学生主事主導のクラブ顧問連絡会議が組織されており，

クラブ指導方針や運営方針が学生主事から各クラブ・同好会顧問に伝達される。 

クラブ活動は学生活動の一環として位置づけられており，約40の多様なクラブ活動，あるいは同好

会活動が，資料７－１－⑤－２に示すクラブ・同好会顧問の指導の下，活発に実施されている。また、

学生会部規程第８条には「会員は、いずれかの部に所属することが望ましい。」と規定されており、

ほとんどの学生が１つ以上のクラブあるいは同好会に所属している。各クラブ・同好会の活動方針は



岐阜工業高等専門学校 基準７ 

- 181 - 

年度初めに資料７－１－⑤－３に示されるように、部員自ら活動方針を定め、顧問教員は指導方針を

定めて指導するなどの工夫をしており、全国大会（高専の大会を含む）で優秀な成績を収めた場合に

は、横断幕・懸垂幕によって活躍を讃え、校長からの特別表彰をすることとしている。 

また、教職員向け安全衛生委員会主催の講習にも、学生の参加を呼び掛け、安全面での支援に心掛

けている（資料７－１－⑤－４、資料７－１－⑤－５）。たとえば、平成22年度の「熱中症対策」講

習会には、資料７－１－⑤－６のように各種クラブ・同好会から多くの学生が参加している。 

学生会活動については、学生会議委員が毎年、資料７－１－⑤－７のように分担を決めて支援に当

たっており、学生会評議会、体育局会、高専祭実行委員会など、学生会の全ての会議に学生会議委員

が同席し、アドバイス等を行っている。 

 

資料７－１－⑤－１ 
岐阜工業高等専門学校クラブ顧問連絡会議規程 

制定 平成２３年１月３１日 

学 校 規 則 第 ９ 号 

（設置） 

第１条 岐阜工業高等専門学校にクラブ顧問連絡会議を置く。 

（目的） 

第２条 クラブ顧問連絡会議は，クラブ活動に関わる事項に関し，周知・報告等を行うとともに，クラブ顧問相互

の意見交換及び情報交換を行い，クラブ活動を円滑に行うことを目的とする。 

（組織） 

第３条 クラブ顧問連絡会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 校長 

二 学生主事 

三 クラブ顧問 

四 学生課長 

（会議の招集及び議長） 

第４条 クラブ顧問連絡会議は，学生主事が招集し，その議長となる。 

２ 学生主事に事故があるときは，あらかじめ学生主事が指名した者がその職務を代行する。 

（庶務） 

第５条 クラブ顧問連絡会議の庶務は，学生課において処理する。 

附 則 

この規程は，平成２３年１月３１日から施行する。 

（出典 総務課学内向け掲示板） 
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資料７－１－⑤－２ 
陸上競技 菱川、吉村、高原、清水(晃)

サッカ－ 土屋、中島(泉) 、田中

硬式野球 麻草、片峯、亀山、田島、岡崎、白木

ソフトテニス 飯田、石丸、出口、岩瀬、渡邊

バレーボール 久保田、種村、和田、北川(真)

バスケットボール 久世、山本(高)、角野、山本(樹)

卓球 水野(和)、小栗、本塚、東海林

柔道 山本(貴)、岡田、栗山

剣道 山田(実)、藤田(一)、福永

水泳 小川、中谷(淳)、遠藤

ハンドボール 今田、藤田(大) 、水野(剛)

テニス 空、熊崎、坂部、長单、河野

バドミントン 山田(博)、所、富田(勲)

ラグビーフットボール 清水(隆)、森口、犬飼

応援 下村、鶴田

美術 山村、山田(功)

吹奏楽 加藤、坂本、坂部

合唱 岡崎、飯田

落語研究会 中島(泰) 、宮口

ＥＳＳ 野々村、亀山

囲碁・将棋 鈴木(孝)、鈴木(正)

ロボット研究会 北川(輝)、稲葉(金)、稲葉(成)、森、田島

エコラン 北川(秀)、冨田(睦)

コンピュータ倶楽部 廣瀬、安田、柴田

写真 鶴田、下村

演劇 青木、宮口

新聞 臼井

通信 上原、富田(勲)

＜同好会＞

空手 上原

ボディビル 森

緑華 岩瀬

GＩＦＴ　6/13解散 藤田(大)

エコエネルギ－研究会 和田

軽音楽 中島(泉)

天究 飯田

マジック 北川(真)

イラストレーション 中島(泰)

デザイン　6/13～ 藤田(大)

カルタ　6/13～ 中島(泰)  
 

 

 

（出典 学生便覧に掲載の表に学生主事加筆） 

 

 

資料７－１－⑤－３ 

 

 

No. クラス 氏　　　　　名 性別 寮 備　　　考

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

クラブ名

顧問教員

平成24年度　クラブ登録シート

H24年度　活動目標： 顧問指導方針：

・部長・副部長・会計・マネージャー等は備考欄に記入

・兼部の場合、○○部（従）または（主）を備考欄に記入

・部長：活動目標、顧問：指導方針を簡潔に記入

 
 

（出典 学生主事学内向けwebに掲載用シート） 
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資料７－１－⑤－４ 

 

「救急法」講習会 

 
 

 

（出典 平成24年度「救急法」講習会開催通知） 
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資料７－１－⑤－５ 

 

「熱中症対策」講習会 

教職員  各位 

 

 

                                                                           安全衛生委員会委員長 

 

                       「熱中症対策」講習会の開催について（通知） 

 

 平成２４年度年間安全衛生活動計画「健康に関する講習会」の一環として、標記 

講習会を下記のとおり開催しますので、お知らせします。 

 参加を希望される方は、６月８日（金）１５時までに総務課職員係へ連絡願います。 

 

                               記 

 

    目 的： 熱中症の適切な予防法及び応急措置を修得し、炎天下や暑熱環境で 

                の作業やスポーツ活動中に発生する障害を防止する。 

    日 時： 平成２４年６月１３日（水）１６時００分～１７時００分 

    場 所： 図書館１階多目的ホール 

    講 師： 大塚製薬株式会社名古屋支店岐阜出張所  加藤 公敏 氏 

    対象者： 教職員及び学生（クラブマネージャー等） 

    その他： 学生（クラブマネージャー等）への周知はクラブ顧問からお願いします。 

                 参加希望者がいる場合は添付の『24「熱中症対策」講習会学生参加者 

                 120613』により職員係へ連絡願います。 
 

 

 

（出典 平成24年度「熱中症対策」講習会開催通知） 

 

 

資料７－１－⑤－６ 

 

「熱中症対策」講習会学生参加者（平成22年度）」 

 

不開示情報 

 

（出典 平成22年度「熱中症対策」講習会学生参加実績 総務課職員係資料） 
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資料７－１－⑤－７ 

 

平成24年度学生会議委員指導分担 

 

 平成 24 年度学生会議委員指導分担 

区分 主な指導内容 担当者 

 

学 

 

生 

 

会  

 

評議会、会計局、 

報道局、 

選挙管理委員 

評議会への出席・助言、学生会議での

報告、クリーンアップ活動、会計書類

の点検、選挙、広報活動（学生会 HP） 

山村（M） 

東海林（C） 

   

文化局 文化局行事、高専祭への助言・  

指導、学生会行事での映画上映 

藤田(大)（A） 

北川(輝)（D） 

(白木（E）) 

体育局 体育局行事、学生会行事（球技大会）

への助言・指導、部活動の年度末報告 

麻草（自然） 

白木（E） 

風紀局 風紀局清掃チェック支援、清掃指導、

献血、共有傘指導、MS リーダーズ 

白木（E） 

学警連 会議への出席、報告 亀山（人文） 

東海林（C） 

自動車関係 通学届、駐車許可、駐車指導 麻草（自然） 

自転車、原付関係 通学届、防犯登録、駐輪指導 麻草（自然） 

点検評価フォローアップ委員会委員 亀山（人文） 

広報誌部門委員 亀山（人文） 

ホームページ部門委員 ／学生会議 HP 関係 亀山（人文） 

岐阜高専における学生指導の在り方継続検討 麻草（自然）：主事補佐 

学生指導、校外補導、学生会行事の指導 全委員 

  

（出典 平成24年度第1回教員会議学生主事報告 別紙2） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

学生の部活動，サークル活動，学生会活動（評議会、学生会行事、高専祭など）等の課外活動に対

する支援体制は十分に整備され，適切な責任体制の下に機能しているといえる。また、学生会関係の

の会議を行う「学生会室」、高専祭の準備を行う「高専祭実行委員室」を準備しており、執行部会や

各種打ち合わせを行える体制も整っている。 

以上のように，本校では，指導教員への負担はやや大きくなっていると考えられるが、学生の部活

動，サークル活動，自治会活動等の課外活動に対する支援体制は指導面・安全面・施設面で整備され，

適切な責任体制の下に機能している。 
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観点７－２－①： 学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言を行う体制が整備され，機能し

ているか。 

（観点に係る状況）  

学生支援体制全般については、資料７－２－①－１に示すよう体系的に整備されている。 

学生の生活や経済面に係わる規程等に、授業料及び寄宿料免除等に関する規程（資料７－２－①－

２）、授業料免除に関する選考基準（資料７－２－①－３）があり、学生係により行われる年２回の

説明会の日程は、全学生に配布される「年間行事予定表」に明記されている（資料７－２－①－４）。

また、同選考基準第３条により、学生の提出書類についての学級担任、専攻科長、専攻科主任の確認、

意見についても、聴取する機会を設けている（資料７－２－①－５）。 

また、奨学金については、日本学生支援機構奨学生推薦選考内規（資料７－２－①－６）が設けら

れており、学生係により行われる日本学生支援機構奨学生募集説明会の日程は、全学生に配布される

「年間行事予定表」に明記されている（資料７－２－①－７）。また、岐阜県選奨生の募集説明会も

学生係により実施されている。 

 

資料７－２－①－１ 

 

岐阜工業高等専門学校における学生支援体制に関する規程 

制定 平成２２年２月１日 

学校規則 第１号 

（設置） 

第１条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，本校学生が，充実した学生生活により，その本分を

全うし得るよう，学生支援体制を設ける。 

（構成） 

第２条 学生支援体制は，次の組織等をもって構成する。 

一 教務主事 

二 学生主事 

三 寮務主事 

四 学生相談室長 

五 専攻科長及び専攻科主任 

六 学科長 

七 学科会議 

八 教務会議 

九 専攻科会議 

十 学生会議 

十一 寮務会議 

十二 学級担任会議 

十三 クラブ顧問連絡会議 

十四 相談員 

（事項，内容及び審議を行う組織等） 

第３条 この規程において規定する学生支援事項，内容及び審議を行う組織等は，別表に定めるところによる。 

（審議を行う組織等の構成員以外の者の出席） 

第４条 審議を行う組織等が必要と認めたときは，当該組織等の審議の場に，当該組織等の構成員以外の者の出席

を求め，説明又は意見を聴くことができる。 

（合同会議） 

第５条 第４条に規定するもののほか，第２条に規定する複数の組織等及び学生支援体制を構成する組織等以外の

校内組織等に関わる学生支援に関する事項については，必要に応じて関係する組織等又は組織等の代表者による

合同会議を開催し，審議するものとする。 

（雑則） 

第６条 この規程に定めるもののほか，学生支援体制の運営に関し必要な事項は，別に定める。 
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教

務
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事
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専

攻

科

会

議

学

生

主

事

学

生

会

議

寮

務

主

事

寮

務

会

議

学

科

長

学

科

会

議

学

生

相

談

室

長

相

談

員

学

級

担

任

会

議

第

４

学

年

学

級

担

任

会

議

第

５

学

年

学

級

担

任

会

議

ク

ラ

ブ

顧

問

連

絡

会

議

専

攻

科

会

議

学

科

会

議

（
一

般

科

目

を

除

く

）
合

同

会

議

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

危機

管理
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（専攻科生に関する事項を除く。） ○ ○ ○ ○ ○

専攻科生に関する事項 ▽ ○ ○

（寮務主事の所掌に属する事項を除く。） ○ － ○ ○ ○ ○

寮生に関する事項

（学寮の管理、寮生の指導）
○ ○

学修

支援
○ ○

進路指導に関する事項 △ ▽ ○ ○

インターンシップに関する事項

（地域技術開発・教育センター及び国際交流

委員会の所掌に属する事項を除く。）

△ ▽ ○ － ○

進学指導に関する事項 ○ ○ ▽ ○ － ○ ○

就職指導に関する事項

（地域技術開発・教育センター及び国際交流

委員会の所掌に属する事項を除く。）

▽ ○ － △ ○ ○

福利厚生、経済的支援に関する事項

（寮務主事の所掌に属することを除く。）
○ ○

健康、安全等に関する事項

（寮務主事の所掌に属することを除く。）
○ ○

学生相談に関する事項 △ ○ ○

寮生に関する事項 ○ ○

（教務会議及び専攻科会議の所掌に属する

事項を除く。）
○ ○

教室、実験実習用施設、体育館、プール等

教学のための施設設備に関する事項
○ ○ ○ ○ ○ ○

別表　（第３条関係）

キャン

パスラ

イフ支

援

学生支援の基本方針

（各審議機関等の所掌事項に関する事項）

オフィスアワー

補習等

キャリ

ア支援

進路指導

進学指導

就職指導

インターンシップ

審議を行う組織等

　　　　　　　　　　　　　　内　　　　　　容

　（「審議を行う組織等」欄の「△」・「▽」は、所管主事を示す。）

　（「▽」は、専攻科生に係る事項の所管主事を示す。）

　（「審議を行う組織等」欄の「－」は、専攻科長及び専攻科主任が担

任の役割を果たす場合を示す。）

項

目

キャン

パス環

境支援

安全対策

施設設備

（教室、実験実習

用施設、体育館、

プール、課外活

動施設、福利厚

生施設等）

の充実、維持管

理、安全衛生管

理等

生命、身体、精神に対する危害の回避、排除等

（各審議機関等の所掌事項に関する事項）

教学

学生

指導

規律遵守

非行防止

課外活動

学生会

学生団体

賞罰等

健康

安全

学生相談

福利厚生

（学食、売店、更

衣室、シャワー室

等の充実等）

経済的支援

（授業料等免除、

奨学金等）等

教育課程

授業

試験

成績

入学

進級

卒業

休学

復学

退学

除籍等

 
 

 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 
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資料７－２－①－２ 

 

岐阜工業高等専門学校授業料及び寄宿料免除等に関する規程 

学校規則第6号 

制定 昭和38年4月1日 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校学則第３２条の規定に基づく授業料並びに寄宿料の免除及び徴収猶予については，

この規程の定めるところによる。 

（授業料の免除） 

第２条 授業料の免除は，経済的理由によって納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる学生に対してその

期に納付すべき授業料の全額又は半額について，これを行う。 

２ 休学を許可した場合は，月割計算により休学当月の翌月から復学当月の前月までの未納の授業料の全額を免除

する。 

３ 前２項に定めるもののほか，次の各号のいずれかに該当する授業料について，これを免除することがある。 

一 死亡又は行方不明のため学生の学籍を除いた場合は，当該学生に係る未納の授業料の全額 

二 学生又は当該学生の学資を主として負担している者が風水害等の災害を受け，納付困難と認められる場合

は，当該災害の発生した年度の授業料について，災害発生の翌期に納付すべき授業料。ただし，災害発生の

時期が当該期の授業料の納付期限以前である場合においては，当該期分の授業料 

三 授業料の徴収の猶予を許可している学生に対し，その願出により退学を許可した場合は，月割計算により退

学の翌月以降に納付すべき授業料の全額 

四 授業料の未納を理由として学生に退学を命じた場合は，未納の授業料の全額 

五 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とした者又は半額免除若しくは徴収猶予の許可をした者であって，

納付すべき入学料を納付しないことにより学籍を有しないこととなる場合は，その者に係る未納の授業料の

全額 

（授業料の徴収猶予） 

第３条 授業料の徴収猶予は，経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と

認められる学生に対して，前期分については９月末日まで，後期分については３月末日まで，その期に納付すべき

授業料の徴収を猶予することがある。この場合の授業料は，その期間満了の日前１５日以内に納付させるものとす

る。 

２ 前項に定めるもののほか，次の各号のいずれかに該当する場合において，前項に準じて授業料の徴収を猶予す

ることがある。 

一 行方不明の場合 

二 学生又は当該学生の学資を主として負担している者が風水害等の災害を受け，納付困難と認められる場合 

三 その他やむを得ない事情があると認められる場合 

３ 特別の事情がある学生に対しては，その期の授業料について，月割分納を許可することがある。この場合の月

割分納額は，授業料年額の１２分の１に相当する額とし，毎月５日までに納付させるものとする。 

（申請の手続） 

第４条 授業料の免除又は徴収猶予の許可を受けようとする学生は，所定の願書（別紙様式第１号，別紙様式第２

号及び別紙様式第３号）に次の書類を添え，学生主事を経て校長に願い出るものとする。 

一 家庭調書（別紙様式第５号） 

二 学資調書（別紙様式第６号） 

三 第２条第３項第２号又は第３条第２項第２号に該当する場合は，市町村長又は警察署長が発行した被害程度

の判明できる詳細な罹災証明書第５条 授業料の免除又は徴収猶予の取扱いは，年度を２期に分け，前期は４

月の本校が指定する日までに，後期は９月の本校が指定する日までに受理した申請に対して，当該期分の授

業料について選考の上，許可するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，第１学年，第４学年編入学生及び専攻科１年次生の前期分については，入学年度の

前年度の３月の本校が指定する日までに申請しなければならない。 

（許可） 

第６条 前２条により申請があったときは，校長は審議の上，許可を決定する。 

（許可の取消し） 

第７条 授業料の免除又は徴収猶予を許可された学生で許可の決定後その理由が消滅したものがあるとき若しくは

申請に不正の事実が発見されたときは，校長は審議の上，許可を取り消すものとする。 

２ 前項により許可を取り消したときは，その取消しの日の属する月に次に定める授業料を納付させるものとす

る。 

一 免除又は徴収猶予の理由が消滅したことにより取り消したときは，免除にあっては月割計算によりその取消

しの日の属する月以降のその期の授業料，徴収猶予にあってはその期の未納の授業料 

二 不正の事実が発見されたことにより取り消したときは，免除又は徴収猶予をしたその期の授業料 

（寄宿料の免除） 
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第８条 寄宿料の免除は，次の各号のいずれかに該当するものについて，これを行う。 

一 死亡又は行方不明のため学生の学籍を除いた場合の当該学生に係る未納の寄宿料 

二 学生又は当該学生の学資を主として負担している者が，風水害等の災害を受け納付困難と認められる場合

は，災害当月の翌月から当該年度末までの寄宿料 

三 授業料の未納を理由として退学を命ぜられた学生に係る未納の寄宿料 

四 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とした者又は半額免除若しくは徴収猶予の許可をした者であって，

納付すべき入学料を納付しないことにより学籍を有しないこととなる場合は，その者に係る未納の寄宿料の

全額 

２ 前項に規定する寄宿料の免除については，第４条から第７条までの規定を準用する。この場合において，第４

条の願書は，別紙様式第４号によるものとする。岐阜工業高等専門学校入学料免除及び徴収猶予に関する規程 

 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

 

資料７－２－①－３ 

 

「岐阜工業高等専門学校授業料免除に関する選考基準」 

 

不開示情報 

 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 
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資料７－２－①－４ 

 

年間行事予定表（平成２４年度） １月 

 日 曜 学校行事（本科関連行事）等 専攻科関連行事等 会議等

1 火  元日  元日

2 水

3 木

4 金   冬季休業終  冬季休業終

5 土
   第47回全国高専体育大会

   (ラグビーフットボール:神戸市立, 4･5･7･9日)

6 日   開寮13:00

7 月
  開講

  締切：平成25年度授業時間割作成原簿提出

 開講，締切：平成25年度授業時

 間割作成原簿提出
 第13回主管会議9:00～

8 火   4年：金曜日の時間割，1～3年，5年補講･補習  補講･補習

9 水
  5年：月曜日の時間割，1～4年補講･補習

  締切：1～3年補講･補習（2/12～14）申請

 *月曜日の時間割

 締切:後期期末試験･補講･補習(2/7)申請

 地域技術開発・教育セ

ン

 ター運営委員会15:00～
10 木

 補講･補習，国立高等専門学校学習到達度試験

（3年：物理，数学，午後補講・補習）
 第12回運営会議15:00～

11 金   締切：後期期末試験(1～5年)申請

12 土   寮生スキー研修

13 日    推薦入学願書受付

14 月   成人の日  成人の日

15 火   締切：5年後期派遣･忌引･出席停止時間数報告

16 水   TOEIC試験(3年:Ⅲ限目から実施・要授業変更)
 クラブ顧問連絡会議16:20～

 第5回学級担任会議

17 木
 締切：フォローアップ授業･補

講･

 補習 (2/18～20)申請
18 金  寮生成人祝賀会

19 土

20 日

21 月

22 火

23 水
 締切:フォローアップ授業･補講･補習(2/26～3/1)申請

 平成25年度授業料免除募集説明会15:10～

 平成25年度授業料免除募集説明

 会15:10～

 第10回専攻科会議

 15:00～

24 木

25 金
 発表：後期期末試験（5年）

 面接検査会場等準備

26 土   推薦入学面接検査

27 日
   全国高専英語プレゼンテーションコンテスト

   (東京)(主管：和歌山)

28 月 （学科会議）

29 火  締切：平成25年度公開講座実施計画書

30 水  推薦入学合格内定者発表  発表：補講・補習（2/7）
 第14回主管会議10:40～，第13回運営

会議

 13:00～(合格判定)，学生会評議会

31 木

 平成25年度使用教科用図書申請締切

 学生会役員認証式，寮生会前期役員選挙

 学生証写真撮影（1年）

 第46回吹奏楽部定期演奏会摘 要

 

 

（出典 平成24年度岐阜工業高等専門学校 年間行事予定表） 
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資料７－２－①－５ 

 

 

（出典 後期分授業料免除に関する10/16付メール） 

 

 

資料７－２－①－６ 

 

「岐阜工業高等専門学校日本学生支援機構奨学生推薦選考内規」 

 

不開示情報 

 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

 

平成２４年１０月１６日 

 

 

第４年学級担任 

第５年学級担任  各位 

専攻科長 

専攻科主任 

                             学 生 主 事 

 

        平成２４年度後期分授業料免除選考書類の 

        確認について  

 

 このことについて，選考書類を作成しましたのでご意見をお伺いします。 

 下記の期間中に学生係までお越し願います。 

ご都合が悪い場合は，予め学生係（内線２５４）までご連絡願います。 

ご連絡がない場合は，学生主事に一任いただいたものと判断いたします。 

 

                   記  

 

    期 間  平成２４年１０月１７日（水） ～ １９日（金）１７時まで 

    場 所  学生課学生係 
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資料７－２－①－７ 

 

年間行事予定表（平成２４年度） ４月 

日 曜 学校行事（本科関連行事）等 専攻科関連行事等 会議等

1 日

2 月  学年始，前期始，春季休業始  学年始，前期始，春季休業始  新任教員研修（校内）

3 火

4 水
 第1回主管会議9:00～，第1回運営

 会議15:00～，第1回入試運営委員会

5 木
 春季休業終，入学式場設営(M2,E2）9:00～
 開寮13:00

 春季休業終
 第1回教員会議13:00～，クラブ顧問

連絡

 会議15:00～，第1回学級担任会議

6 金
 第50回入学式9:20～, 新入生歓迎会, 入寮式
 新入寮生歓迎会, 学級懇談会13:30～(5年)

 第18回入学式9:20～，履修ガイダンス(1年13:00

～，2年

 15:00～)，交通安全教育(1･2年，14:30～)

 教育後援会の説明会
 11:15～

7 土

8 日

9 月
 学級指導，校長講話，副校長訓話，健康診断，内科検診，

 歯科検診(1～3年)，体育館内撤去(D1,C1)
 健康診断，内科検診

 教育後援会役員打合せ

 18:00～

10 火  開講，尿検査（1回目）  開講，尿検査（1回目）

11 水  日本学生支援機構奨学生募集説明会16:20～
 日本学生支援機構奨学生募集
 説明会16:20～

 学生会評議会15:00～，テクノ・

 メディア合同委員会15:00～

12 木

13 金
 締切：仮進級者単位修得申請
 健康診断・内科検診（予備日），尿検査（2回目）

 健康診断・内科検診（予備日）
 尿検査（2回目）

14 土  新入寮生歓迎球技大会

15 日
 教育後援会役員会

 10:30～

16 月  1年校内研修
 締切：単位修得申請

 締切：単位追認申請

17 火  交通安全教育（5年：Ⅳ時限終了後）

18 水  クラブ登録
 特別研究中間審査会
（2年発表,1年聴講）

19 木  大学編入学・専攻科進学説明会 (Ⅳ限終了後)
 専攻科･専門学科合同会議15:00～

 第1回専攻科会議 16:00～

20 金  尿検査（再検査のみ）  尿検査 (再検査のみ)

21 土

22 日  開校記念日 開校記念日

23 月  岐阜県選奨生募集説明会(16:40～)  第2回主管会議9:00～

24 火  交通安全教育（4年：Ⅳ限終了後）

25 水  サークル活動リーダー研修会(Ⅲ限終了後）
 第2回運営会議15:00～
 第1回将来計画委員会

26 木

27 金  締切：選択科目受講取消願提出

28 土

29 日  昭和の日  昭和の日

30 月  振替休日  振替休日

 大学編入学・専攻科進学志願調査
 寮生会前期役員認証式，各寮・全寮総会

 健康診断（職員）

 TOEIC試験（15:00～）  名誉教授称号授与式
 地域連携協力会第14回

 運営委員会
摘 要

 

（出典 平成24年度岐阜工業高等専門学校 年間行事予定表） 
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（分析結果とその根拠理由）  

学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言を行う体制については、全般について、資料７－２

－②－１に示すように全体を網羅する形で規程が整備されている。 

さらに個々の規程や選考基準、内規が定められており、学生への周知のために、全学生へ配布する

年間行事予定表にも説明会の日程が記されている。特に、学生から提出された授業料免除の提出書類

に関しては、学級担任、専攻科長、専攻科主任から確認、意見を徴収する制度も整備されているなど、

学生の生活や経済面に係わる指導体制は十分に機能しているといえる。 

 

 

観点７－２－②： 特別な支援が必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行うことのできる

状況にあるか。また，必要に応じて生活支援等が行われているか。 

（観点に係る状況）  

本校には、資料７－２－①－１に示すように学生支援体制に関する総括的な規程がある。この規程

の別表の最左欄に示すように、「学生支援の基本方針」、「危機管理」、「教学」、「学生指導」、

「学修支援」、「キャリア支援」、「キャンパスライフ支援」、「キャンパス環境支援」の項目別に

審議を行う組織等が定められている。 

この中でも、特に学生相談に関しては、学生相談室運営規程（資料７－２－②－１）があり、本校

HPのトップページから、学生相談室へアクセス可能となっており、学生相談員、カウンセラー来校日

など情報が記載されている（資料７－２－②－２）。資料７－２－②－３は平成23年度の利用状況を

まとめたものであるが利用頻度の多いことが明らかである。 

 また、気になる学生の行動については、「学生指導に関わる情報連絡シート（資料７－２－②－

４）により、学級担任に連絡される。このシートはA4サイズとなっており、教員のメールBOXの設置

されている印刷室に常備されており、気付いた都度、簡卖なメモを学級担任へ知らせる仕組みであり、

平成23年度から活用されている。また、定期的に学生相談室ではこのシートを回収分析し、学生相談

室会議で話し合いがもたれる。また、特別な支援を要する学生に対しては学級担任の他、相談員等が

複数で指導するチーム支援の体制も整い、平成23年度末から機能している（たとえば、資料７－２－

②－５）。 

 また、他校の状況を収集・分析し、こうした体制を整備したり、教職員へのアドバイス等を行う特

別支援アドバイザー制度も整っている（資料７－２－②－５） 
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資料７－２－②－１ 

 

   岐阜工業高等専門学校学生相談室運営規程 

制定 平成4年3月23日 

学校規則 第13号 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校組織及び運営規程第１０条第４項の規定に基づき，岐阜工業高等専門学校（以下「本

校」という。）の学生相談室（以下「相談室」という。）の円滑な運営に関して必要な事項は，この規程の定めると

ころによる。 

（目的） 

第２条 相談室は，学生生活における個人的諸問題について相談に応じ，助言を行うことを目的とする。 

（相談室長の職務） 

第３条 相談室長は，校長の命を受けて次の事項を掌理する。 

一 学習上の相談及び助言に関すること。 

二 進路の相談及び助言に関すること。 

三 精神衛生上の相談及び助言に関すること。 

四 個人的諸問題の相談及び助言に関すること。 

五 学生相談に必要な調査，検査の実施及び資料の作成に関することと。 

六 学生相談に関する講演及び研修会等を実施すること。 

七 相談室の運営に関すること。 

八 その他，学生相談に関して必要と認められる事項 

（相談員） 

第４条 相談室に相談員若干名を置く。 

２ 相談員は，相談室長の職務を補佐し，相談室の業務に従事する。 

３ 相談員は，本校教職員の中から校長が指名した者をもって充てる。 

４ 校長は，必要に応じて本校教職員以外の者を相談員として委嘱することができる。 

５ 任期は１年とし，再任を妨げない。 

（秘密の保持） 

第５条 相談室長及び相談員は，職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども

同様とする。 

（会議） 

第６条 相談室長は，相談員を招集して相談室会議を開催し，その議長となる。 

２ 相談室会議においては，必要に応じて相談員間の情報を共有し，相談室長の求めに応じて第３条に規定する事項

について審議する。 

３ 相談室長が必要と認めたときは，相談室会議に相談員以外の者の出席を求めることができる。 

（事務） 

第７条 相談室の庶務は，学生課において処理する。 

 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 
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資料７－２－②－２ 

 

（出典 学生相談室HPトップページ） 
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資料７－２－②－３ 

　　平成23年度相談室利用状況　【まとめ】 総合計

領域 男子 女子 保護者教職員 男子 女子 保護者教職員 男子 女子 保護者教職員 男子 女子 保護者教職員

25 1 19 37 137 129 0 1 33 1 26 47 573 511 0 2

領域 男子 女子 保護者教職員 男子 女子 保護者教職員 男子 女子 保護者教職員 男子 女子 保護者教職員

25 1 19 37 137 129 0 1 33 1 26 47 573 511 0 2

19 37 0 1 26 47 0 2

19 37 0 1 26 47 0 2

勉学・進路

1118 49 26 1193

心理・適応 その他 合　計

1193

実　数

延べ数

学　生 教職員

292 38

実　数

延べ数

174 3172

637 3

349

553

カウンセラー 学生相談員 カウンセラー 学生相談員

267 34 1084

小計

合計 26 266

26

19 349

総計 349 1193

保護者 合　計

総計

34 1084

学生相談員

小計

合計 82 267 107 1086

実人数 延べ人数

カウンセラー 学生相談員 カウンセラー

 

 

（出典 学生相談室資料） 
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資料７－２－②－４ 

 

 

 

 

学生指導に関わる情報連絡シート 
 
発 信 日 

 
    年   月   日 （   ） 

 

発 信 者 
 

所属      氏名 

 

受 信 者 
本 科                       担任 

     年  学科         先生 

専攻科                       指導教員 
 

学 生 名 
本 科 

     年  学科 氏名         

専攻科 
 
内容（自由記載） 

 

 

 

※受 信 日 
 

    年   月   日 （   ） 

 
※ 対 応 

 

 

 

 

 

                                    ※印の欄は受信者（学級担任等）が記入すること。

○本科生の場合は、学級担任のメールボックスに投入してください。 

○専攻科生の場合は、指導教員のメールボックスへ。指導教員が不明の場合は、専攻科長 

もしくは専攻科主任のメールボックスに投入してください。  

（出典 学生相談室作成 学生指導に関わる情報連絡シート） 

 

 

資料７－２－②－５ 

 

  学生相談室会議（第１回）議事録 

 

日 時  平成２４年４月２日（月）１０時～１２時２０分 

場 所  第２小会議室 

出席者  清水 晃、為岡千鳥、山本浩樹、菱川洋介、田島孝治、森 貴彦、清水隆宏、 

和田 徹アドバイザー、坂本洋子アドバイザー 

欠席者  なし 
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陪席者  和田学生課長、吉田学生係長 

議 題 

１．平成２３年度学生等相談状況調のまとめ 

  為岡室長補佐から、平成２３年度学生等相談状況について資料に基づき説明があり、総相談件数は、相談室利用

状況と保健室利用状況の相談欄の合算した件数であり、平成２４年度の集計については、活用しやすい表とするた

め今後検討していくこととなった。 

 

２．平成２４年度カウンセラー及び特別支援アドバイザー 

    カウンセラー（２名）    … 馬淵 航 ・ 岩間由美子 

    特別支援アドバイザー（２名）… 坂本洋子 ・ 和田 徹 

 

３．平成２４年度前期学生相談室の担当曜日及び相談体制 

曜日 担 当 相 談 員 カウンセラー 特別支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

月 清水（隆）・菱川 （15:00-16:30）  和田 徹（13:00-17:00） 

火 菱川  ・山本  （15:00-16:30） 岩間由美子（14:30-17:30） 坂本洋子（13:00-17:00） 

水 田島  ・森   （15:00-16:30） 馬淵 航（14:30-17:30） 和田 徹（15:00-18:00） 

木 山本  ・清水（隆）（15:00-16:30）   

金 森   ・田島  （15:00-16:30）  坂本洋子（13:00-17:00） 

    相談室長：清水 晃 ・ 室長補佐（看護師）：為岡千鳥 

 ・学生便覧には、カウンセラーは「毎週水・木曜日」と記載されているが、都合により火・水曜日になる。 

 ・特別支援アドバイザーは主として多目的室を使用する。 

 

４．役割分担 

 ・チーム支援及び学年学科の担当 

  チーム支援の担当者はその都度決める。 

  「学年学科の担当」は「学年連絡担当」に改め、学級担任との連携を担う。担当は次の通りとする。 

  １年・・・山本 ２年・・・菱川 ３年・・・森 ４年・・・田島 ５年・・・清水（隆） 

５．「学生指導に係わる情報連絡シート」の活用 

・山本相談員から平成２３年度の活用状況の報告がなされた。全般的に十分に活用されたとは言い難いが、ファイル

に情報を蓄積するメリットは大きく、今年度も継続する。 

・非常勤講師には文書で周知すると同時にサポート教員からも口頭で伝えてもらう。 

・『気になる学生』の把握に活用し、その後、担任、カウンセラー、アドバイザー、学生相談員、看護師と、学生に

ついての情報を共有する面談を行う（チーム支援担当）。 

・前期末に一度回収し、相談員が担当学年の学生の状況を把握する。 

 

６．その他 

１）相談員のプレートの作成 

 メーリングリストで意見交換して早目に作成する。それまでは従来のプレートを使用する。 

２）学生相談室ポスターの作成 

 ・自己紹介文（２００字以内）を作成し、４／１０までに室長へ送付。 

 ・特別支援アドバイザーは概要説明の中で紹介する。 

・入学式当日、写真撮影（時間、場所は未定） 

 ・田島先生の方で完成版を作成する。 

３）学生相談室会議の日程（前期） 

 第１回 ４月 ２日（月）１５時～ 

 第２回 ５月１６日（水）１５時～ 

 第３回 ６月２７日（水）１５時～ 

 第４回 ７月２５日（水）１０時～ 

 第５回 ８月３０日（木）１０時～ 

 第６回 ９月２６日（水）１５時～ （１０月初旪に変更する可能性あり） 

４）心理テスト 

 実施するかどうか、実施するとすれば時期、対象、内容、活用方法を今後検討する。 

 

（出典 平成24年度第1回学生相談室会議議事録） 
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（分析結果とその根拠理由）  

特別な支援が必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行うための規程、早期発見のための

「学生指導に関わる情報連絡シート」など十分な状況にあり、学生相談室の利用も多い。また、チー

ム支援を行うなど，必要に応じて十分な支援が行われているといえる。 

 

観点７－２－③： 学生寮が整備されている場合には，学生の生活及び勉学の場として有効に機能

しているか。 

（観点に係る状況）  

現在 251 名の学生が寮生活を送っている。これは全学生に対して約 25％である。新入生が入寮を

希望すれば全員の入寮を認めるが，寮設備の定員を超えた場合は通学に要する時間の短い学生に一時

的に通学させ、1 年以内に定員が空けば途中入寮を認めることがある。これに対して，主に寮生指導

を行う教員として，各専門 5 学科から 1 名ずつと一般科目から 2 名の計 7 名の寮務委員と寮務主事で

寮生の指導に当たっている。また，学生生活支援係 2 名で寮務事務を行っている。さらに本校では，

寮父 1 名を A 寮（低学年男子寮）に配置し，寮務委員や寮務主事が宿直でない週 3 日（火，水，

金）午後 5 時から午後 9 時までの 4 時間，主に 1 年生男子の相談相手になっている。寮父は，本校寮

務係(当時)係長などを歴任された本校事務職員の OB であり，非常勤職員の待遇で来て頂いている。 

毎週月曜日の宿直は，寮務委員が交代で行っている。また，毎週木曜日は寮務主事が宿直を行っ

ている。このように毎週寮務主事が宿直を行っている高専は，尐なくとも東海北陸地区では本校だけ

であり，本校の特色であるといえる。毎週木曜日に寮務主事が宿直を行うことは，木曜日に寮務会議

を開催していることから，ここで話題になった寮生や寮内の問題をその日の内に直接寮務主事が指導

することが可能となるため，指導が徹底でき効率的である。指導は早く行うことを心がけている。ま

た，寮務委員と寮務主事で，毎日朝と昼の2回全寮内を見回り，具合の悪い学生の把握や寝過ごした

学生の指導などを行っている。 

本校では，低学年男子寮としてA寮がある。最も古い建物であるが近年に改修工事が完了し，2名

用の居室41室と1名用の居室8室が整備された。そこに過年度生1名を除く1年生男子全員(現在45名)と

指導寮生として2年生(8名)，3年生(4名)が，各階に配置（資料７－２－③－１：A寮部屋割表）され，

生活面や学習面の指導を行っている。生活面では，特に挨拶の励行を通して，教職員や上級生に対し

礼を尽くすことを徹底している。 

女子寮では，1年から4年までと専攻科生が居住する第1女子寮(現在23名)があり，4，5年及び女子

留学生が居住する第2女子寮(現在8名)がある。女子寮では，全て2名用の居室となっている。特に第1

女子寮では，1年生と2年生または3年生の組み合わせの相部屋となっている。1年生は同室に2年生や3

年生がいるため，直接生活面や学習面での指導を行っている。また，男女とも部屋割は寮生会が原案

を作り，低学年の学級担任を担当する一般学科教員の意見を参考にしたうえで，寮務会議で特に指導

寮生の適性について審議し決定している（資料７－２－③－２：議事録）。 

本校常勤教職員による当直業務は，教員と事務職員の各1名ずつ計2名体制で行っている。さらに，

寮での日課（資料７－２－③－３：日課表）が決まっており，毎日の当直教員が適宜巡回指導してい

る（資料７－２－③－４：当直日誌）。当直事務職員は主に建物の施錠などの管理や，当直教員が病

人の搬送等で寮を離れる際に教員業務を代行するなどの業務を行っている。 

勉学の場としては，本校では寮食堂のホワイトボードに1週間の宿直者名を掲示しており，いつで
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も質問や相談に行けるように配慮している（資料７－２－③－５：当直日誌）。  

教育寮としての寮生の自治組織である寮生会があり，各種行事や地域活動などを寮生会が主導で

企画，準備，実施，後片付けまでの全てを担っている。また，全ての行事は寮生会から出された企画

書（資料７－２－③－６：企画書）により寮務会議で審議し，教員の分担を決定している（資料７－

２－③－７:議事録）。教員はあくまで，サポーターとして参加し，寮生の安全を第一に指導に当た

っている。教員が出過ぎないように特に配慮している。これにより寮生の自主性を尊重し，育てよう

としている。 

 

資料７－２－③－１ 

「平成24年度後期Ａ寮 部屋割表」 

 

不開示情報 

 

（出典 雄志寮部屋割） 

 

 

資料７－２－③－２ 

 

「第 25 回寮務会議議事録」 

 

不開示情報 

 

（出典 寮務会議議事録） 
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資料７－２－③－３ 

 

寮 生 日 課 表 

 

日課 時     間 留    意    点 

起床 7:00 
登校前に布団をたたむ。 

着衣類の整理 

点呼 7:00～8:00  

朝食 

 

掃除 

7:00～8:30 

定められた時間内に食事をとること。 

清掃・ごみ捨ての徹底（清掃区分、清掃当番は

寮生会で定める。） 

登校 8:45 

電気器具の電源、照明等のスイッチを確認。 

身の回りを整理整頓して登校する。（貴重品は

身につけるかロッカーに保管すること。大金等

は銀行や事務室に預けること。） 

昼食 12:10～12:50 定められた時間内に食事をとること。 

夕食 17:00～19:20 定められた時間内に食事をとること。 

入浴 17:00～22:00 

身体を流してから浴槽に入り、浴槽内ではタオ

ルを使わない。脱衣所に上がる前に体を拭いて

出る。入浴時間を厳守し、点呼時には必ず在室

すること。 

自習 

A・B・C 寮、第 1 女子寮 

自習  19:30～21:00 

休憩  21:00～21:30 

自習  21:30～22:30 

D 寮、第 2 女子寮 

静粛  19:30～22:30 

自習に専念し、みだりに自室を離れない。 

音響機器等はヘッドフォン等で聴き、放歌を慎

む等他人に迷惑をかけない。 

 

(注)学則第 5 条に定める休業日、及び学校行事

等に授業のない日の前夜は、自由時間とする。 

点呼 
22:30 

（第 1 女子寮は 22:00） 

必ず自室にいて、週番による点呼・確認に支障

のないようにする。(点呼後の外出は禁止) 

消灯 0：30 
A・B・C 寮、第 1 女子寮 0:30（自動消灯） 

留学生寮、D 寮、第 2 女子寮（自主消灯） 

 

 談話室、浴室、洗濯場、食堂等共用施設の使用にあたっては、後始末に留意し、寮生会の定め

により清掃する。不要な電灯は必ず消す。  
 

（出典 宿日直手引き） 

 

資料７－２－③－４ 

 

「学生寮当直日誌」 

不開示情報 

 

（出典 学生寮当直日誌） 
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資料７－２－③－５ 

「学生寮当直日誌」 

不開示情報 

 

（出典 学生寮当直日誌） 

 

資料７－２－③－６ 

「平成24年度寮祭 餅つき」 

 

不開示情報 

 

（出典 寮生会 企画書） 

 

資料７－２－③－７ 

 

「第3回寮務会議議事録」 

 

不開示情報 

 

（出典 寮務会議議事録） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 教育寮としての教職員の組織運営及び上級寮生による下級寮生への指導，寮父による主に1年生へ

の特別な配慮，さらに寮生会による自主的な活動など，全てが本校学生寮の根幹を成している。また

上級生は下級生を指導していく過程で足りない点を自覚し，自らを高めていく効果が生まれている。

これらにより本校学生寮は，生活の場及び勉学の場のみならず，人格形成の場としても有効に機能し

ており，優れた配慮がなされていると認められる。 

 

 

観点７－２－④： 就職や進学等の進路指導を行う体制が整備され，機能しているか。 

（観点に係る状況）  

資料７－２－④－１に，学生係員が次年度の５学年学級担任に対して行う就職手続きの説明資料を

示した。各学級担任はこれに基づき，クラスの学生の就職指導を行う。資料７－２－④－２には，第

４学年を対象に実施される就職関係の学年講演会の実施要項を示した。例年，採用関係の支援業者の

担当者を講師に招き，講演会が実施される。また，資料７－２－④－３には，学生課の廊下に設けら

れた就職案内コーナーの写真を示した。本コーナーでは学生が求人票等の採用情報を自由に閲覧する

ことが可能である。 

 

 

資料７－２－④－１ 

平成 22 年 12 月 

学生課学生係 

平成 23 年度就職関係諸手続きについて 

１．就職担当教員と学生係の関連行事予定（別紙１） 

２．就職紹介業務（別紙２） 

（１）求人先からの学校訪問 

（２）電話・メールによる来訪予約 

（３）求人申込書等の処理 

（４）求人台帳の整理 
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（５）就職関係書類発行手続き（別紙３） 

   会社訪問，就職試験受験及び内定後の会社訪問をする場合は，派遣承認願の代わりに「就職試験受験許可願

兼関係書類発行・発送願」を提出する。 

・ 原則として書類の発行は３日後，発送は４日後（いずれも土日祝日を除く） 

・ 学校の推薦がある場合は，発送を願い出ることができる。 

・ 発送を願い出る場合は，宛先・差出人を明記した封筒と同封書類を添えること。 

・ 急遽，就職試験が決まり発行が必要となった場合は，学級担任から学生係にご連絡願います。できる限り

対応します。（学生からの連絡は不可） 

３．就職試験後の提出書類 

（１）就職関係で欠席し派遣扱い（ただし，進学関係と合せて４年～５年合計３０時間迄）とする場合は，就職試

験受験後速やかに「派遣報告書」（別紙４）を教務係に提出させてください。 

（２）「会社訪問」は認められますが，「見学」は派遣として認められません。 

４．証明書の押印について 

（１）各種証明書（校長名の推薦書は除く）は，４月から校長印を押印します。   

（２）校長名の推薦書は，７月から交付します。（別紙５） 

（「別紙６」本省等通達参照） 

５．その他 

（１）健康診断は，必ず決められた日に受けるよう指導願います。 

    （未受診のため健康診断証明書が作成出来ない場合は，各自が自費で受診し医療機関で作成してもらうことに

なります。） 

（２）求人票整理のための封筒が必要な場合は，学生係までお申し出ください。 

（３）複数学科の来訪調整及び来訪者の学科への案内は，学生係で行います。 

（４）文部科学省からの通知文書（別紙６） 

（５）岐阜労働局からの通知文書（別紙７） 

（出典 学生係資料） 

 

 

資料７－２－④－２ 

就職講演会実施要領 

１ 事 項  第４学年 就職講演会 

２ 期 日  平成２４年１２月１９日（水） 

３ 時 間  １４時３０分～１４時４０分（事前打合せ） 

１４時４５分～１６時１０分（講演） 

１６時１０分～１６時１５分（質疑応答） 

４ 場 所  多目的ホール 

５ 対象者  第４学年学生 ２０９名 

６ 演 題  進路選択の心構え 

７ 講 師  森 哲也 氏 

テムスト株式会社       

８ 経 費  厚生補導経費（学生指導費）  

            円 

９ 旅 費  厚生補導経費（学生指導費） 

      円 

（出典 学生係資料） 
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資料７－２－④－３ 

就職案内コーナー写真 

 
（出典 学生課廊下撮影） 

 

資料７－２－④－４には，例年12月に第４学年の学生を対象として実施される進学ガイダンスの資

料を示した。このガイダンスでは，進学先の大学等の教員を招き，進学後の大学における就学につい

ての説明がなされ，進学志望学生の動機づけを促進する機会としている。また，本校の第５学年の進

学確定者の合格体験談を聴く機会としている。 

資料７－２－④－５は例年４月に実施いている第５学年向けの進学ガイダンスの次第を示したもの

である。ここでは願書提出に関わる具体的な事務手続きの解説も行われる。 

資料７－２－④－６は，「主な編入学受入れ国公立大学一覧表（抜粋）」であり，また，資料７－

２－④－７は，この一覧表に対応して設けられている大学案内コーナーの写真である。１大学につい

て１つの引出しが割当てられており，学生の閲覧の便宜が図られている。 
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資料７－２－④－４ 

平成 23 年度 専攻科入学・大学編入学及び大学院入学希望者ガイダンス実施要領 

 

１．期日：平成 23 年 12 月 8 日（木） 

２．場所：岐阜高専多目的ホール 

３．対象学生：第３・４学年及び専攻科１年学生（希望者） 

４．出席者 

大学：豊橋技術科学大学・長岡技術科学大学・岐阜大学・福井大学 

本校：教務主事・専攻科長・学生課長 

５．司会進行：教務主事 

６．日程 

学生集合  13：15 

開会の挨拶 教務主事 13：20 

大学の学校説明 

（含 Q&A） 

長岡技術科学大学 

福井大学 

豊橋技術科学大学 

岐阜大学 

13：25－13：50 

13：55－14：20 

14：25－14：50 

14：55－15：20 

 休憩 15：20－15：25 

専攻科進学ガイダンス 専攻科長 15：25－15：50 

合格者体験談      （名古屋大学） 

     （奈良女子大学） 

     （大阪大学大学院） 

15：50－15：55 

15：55－16：00 

16：00－16：05 

閉会のことば 

閉会 

教務主事 16：05 

16：10 

 （メモ） 

大学の発表順：遠方の大学から． 

大学の先生の集合：適宜，来校・御帰還． 

発表の 20 分前までに直接会場へご来場頂くよう案内． 

 

７．配付資料 

資料１ 編入学・大学院等合格者一覧 

資料２ 高等専門学校卒業者の大学編入学状況（平成 22 年度） 

専攻科修了者の大学院進学状況（平成 22 年度進学者） 

資料３ 募集要項抜粋（本校専攻科） 

別表１ 本校 JABEE プログラムの学習・教育目標及び達成度評価項目 

別紙１ 岐阜高専・専攻科への進学希望者へのガイダンス専攻科長 

（出典 教務係資料） 
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資料７－２－④－５ 

大学編入学・専攻科進学説明会実施要領 

１．期  日   平成２４年４月１９日（木）１６：２０～ 

２．場  所    多目的ホール（図書館センター） 

３．対象学生  第５学年学生（希望者） 

４．出席者   副校長（教務主事），専攻科長，学生課長，教務係長，教務係員 

５．司会進行    教務主事 

６．日   程     １６：２０～１６：２３ 開会の辞（教務主事） 

           １６：２３～１６：３５ 専攻科ガイダンス（専攻科長） 

                １６：３５～１６：５０ 事務手続ガイダンス（学生課） 

                １６：５０～１７：００ 質疑応答 

                １７：００             解    散 

 配付資料  

専攻科進学・大学編入学願書提出手順及び学生への注意事項 

受験願 

派遣報告書 

編入学・大学院等合格者一覧（本校実績） 

高等専門学校卒業者の大学編入学状況（平成 22 年度：全国高専） 

専攻科進学・大学編入学説明会（専攻科） 

募集要項抜粋と願書記入例（本校専攻科） 

本校関連規則（派遣関係・大学編入学推薦関係） 

2 頁 

5 頁 

6 頁 

8 頁 

8 頁 

9 頁 

10 頁 

15 頁 

（出典 教務係資料） 

 

資料７－２－④－６ 

主な編入学受入れ国公立大学一覧表（抜粋） 

＊内容及び詳細については，必ず募集要項で確認してください

Ｍ Ｅ Ｄ Ｃ Ａ

1 福井大学 工学部 推薦 若干名 3年       5月     7日（月）    ～     5月 10日（木）    5月   19日（土 ）   5月  29日（火）

2 岡山大学 理学部 推 ・ 学 20名（推薦含） 3年       5月   28日（月 ）    ～    6月   5日（火）   6月23日（土），   6月24日（日 ）   7月 13日（金）

3 九州大学 芸術工学部  学力 若干名 3年       5月    29日（火）    ～     6月 　1日（金）    7月   　7日（土 ）   7月  26日（木）

4 岡山大学 工学部 推 ・ 学 30名（推薦含） 3年       6月     5日（火）    ～    6月  12日（火）   6月26日（火），    月    日（    ）   7月 13日（金）

5 福井大学 工学部  学力 若干名 3年       6月    29日（金）    ～     7月 　5日（木）    7月   14日（土 ）   7月  27日（金）

6 岐阜大学 工学部 推薦 20名 3年       5月     14日（月）    ～     5月 16日（水）   6月   2日（土）   6月  15日（金）

7 〃 〃 学力 １０名 3年       6月     28日（月）    ～     6月   20日（水）   6月  30日（土）   7月  17日（火）

8 北見工業大学 推薦 １０名 3年       5月      7日（月）    ～     5月   11日（金）   5月  30日（水）   6月   6日（水）

9 〃 〃 推 ・ 学 若干名 3年       6月      7日（木）    ～     6月   13日（水）   7月   4日（水）   7月  11日（水）

10 広島大学 工学部 学力 １０名 3年       5月     25日（金）    ～     5月   31日（木）   6月    7日（木）   6月  25日（月）

11 九州工業大学 工学部 推 ・ 学 ２０名 3年       5月     14日（月）    ～     5月   18日（金）   6月   7日（木）   6月  18日（月）

12 〃 情報工学部 推 ・ 学 ５０名 3年       5月     14日（月）    ～     5月   18日（金）   6月   7日（木），   6月   8日（金）   6月  18日（月）

13 熊本大学 工学部 推薦 3年       5月     21日（月）    ～     5月   24日（木）   6月   8日（金）   6月  22日（金）

14 〃 〃 学力 3年       7月     11日（水）    ～     7月   18日（水）   8月   21日（火）   9月  7日（金）

15 東京農工大学 工学部 推薦 ３０名程度 3年       5月     21日（月）    ～     5月   24日（月）   6月   4日（月）   7月  13日（金）

16 〃 〃 学力 ４０名程度 3年       6月     20日（水）    ～     6月   26日（火）   7月   5日（木），   7月   6日（金）   7月  13日（金）

17 茨城大学 理学部 学力 10名 3年       5月     14日（月）    ～     5月   18日（金）   6月   9日（土）   6月  20日（水）

18 広島市立大学 情報科学部 学力 若干名 3年       5月     14日（月）    ～     5月   21日（月）   6月   2日（土）   6月  12日（火）

19 愛媛大学 工学部 推 ・ 学 １０人（推薦含） 3年       5月     14日（月）    ～     5月   18日（金）   6月   2日（土）   6月  13日（水）

20 鹿児島大学 工学部 推 ・ 学 ２０人（推薦含） 3年       5月     　7日（月）    ～     5月   　9日（水）   5月   26日（土）   6月  　8日（金）

21 東京大学 工学部 学力 若干名       5月     14日（月）    ～     5月   18日（金）   7月   1日（日），   7月   3日（火）
一次：7月   3日（火）
二次：7月   6日（金）

22 山口大学 工学部 推 ・ 学 20名（推薦含） 3年       5月     21日（月）    ～     5月   24日（木）   6月   9日（土）   6月  22日（金）

23 琉球大学 農学部 学力 5名 3年       6月     　4日（月）    ～     6月   11日（月）   6月  30日（土）   7月  12日（木）

24 富山大学 理学部 学力 4名 3年       5月     21日（月）    ～     5月   25日（金）   6月   6日（水）   6月  15日（金）

25 広島大学 理学部 学力 10名 3年       6月     29日（金）    ～     7月   　5日（木）   7月  13日（金）   7月  27日（金）

26 金沢大学 理工学域 推 ・ 学 40名 3年       5月     　7日（月）    ～     5月  11日（金）  5月 26日（土）  ～   6月  24日（日）
AB選抜：　7月 6日（金）
C選抜　：　6月 8日（金）

№ 大学名 学部名 選抜方法 出願できる学科 募集人員 編入年次 出  願  期  間 試    験    日

平成25年度    主な編入学受入れ国公立大学一覧表

合格発表

４５名（推薦含）

 
（出典 教務係資料） 

 

 



岐阜工業高等専門学校 基準７ 

- 207 - 

 

資料７－２－④－７ 

大学案内コーナー写真 

 
（出典 学生課廊下撮影） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

学生の進路指導に直接，携わるのは５学年の学級担任である。これに先立って，学生係員が次年度

の５学年学級担任に対して就職手続きの説明を行う機会が設けられている。また，学年の終期から就

職活動に入る第４学年を対象として，例年，採用関係の支援業者の担当者を講師に招き，就職講演会

が実施されている。また，就職志望の学生に定常的に情報サービスをする仕組みとして，学生課の廊

下に就職案内コーナーが設けられている。本コーナーでは学生が求人票等の採用情報を自由に閲覧す

ることが可能である。 

進学志望の学生を対象として，例年12月に進学ガイダンスが実施されている。このガイダンスでは，

進学先の大学等の教員が招かれ，進学後の就学状況等についての説明がなされる。また，併せて本校

の第５学年の進学確定者による合格体験談を聴く機会にもなっている。 

例年４月には，第５学年向けの進学ガイダンスが実施される。ここでは願書提出に関わる具体的な

事務手続きの解説も行われる。また，進学志望の学生に対する定常的な情報提供の場として，大学案

内コーナーが設けられている。 

以上のように総じて，就職や進学等の進路指導を行う体制が整備され，機能している。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

学生支援体制に関する総括的な規程がある（資料７－２－①－１）。また、カウンセラーの他に担

任等教員へのアドバイスも行う特別支援アドバイザー制度が整っており、特別な支援を要する学生に

対してはチーム支援の体制が整っている。 

（改善を要する点）  

コミュニケーションスペースについては，平成22年度に福利厚生施設１階の談話コーナーの充実が

図られ、平成２４年度からは食堂を解放しているが、今後も学生の要望に答えながら整備を図ってい

く必要がある。 

 学生支援体制に関する総括的な規程の別表の「キャンパスライフ支援」の学生相談、特に特別な支

援が必要と考えられる学生の相談については、学生相談室主導で行い、その相談内容によっては、教

務主事、学生主事、寮務主事の対応が必要となっており、規程の見直しが必要である。 

 また、特別な支援を要する学生に対しては平成23年度から学級担任の他、相談員等が複数で指導す

るチーム支援の体制も整い、平成23年度末からチーム支援が始まったが、「学生指導に関わる情報連

絡シート（資料７－２－②－４）の活用が十分とは言えず、特別支援アドバイザー制度も十分に機能

しているとは言えないため、これらについて改善する必要がある。 

 

（３）基準７の自己評価の概要 

学習を進める上での履修指導、学生の自主的学習の相談・助言等の学習支援体制については下記の

理由により整備され、機能していると考えられる。 

新入生向けの研修会が定常的に開催されており，学習方法のみならず多様な案内が実施されている。

学生の学習上の疑問に対応するため，オフィスアワーが設置され，有効に利用されている。また，学

生の意見を吸い上げるシステムとして意見箱が設けられており，修学上の問題も含め，多様な問題に

対処するシステム取っている。総じて，学習を進める上での情報提供システムが構築され，適切に実

施されている。また，学生の自主的学習を進める上での相談・助言を行う体制として，上述したオフ

ィスアワーが機能している。 

 自主的学習に供するスペース、利用時間は，十分に確保されている。コミュニケーションスペース

については，平成22年度に福利厚生施設１階の談話コーナーの充実が図られ、学生の要望に答えなが

ら整備を図られている。 

 意見箱により，学習支援に関する学生のニーズが把握されている。資格試験や検定試験の受講によ

り，卒業要件とは別の卖位が認定されるシステムが構築されている。また、学内で検定試験を実施す

るなど、その受講支援も十分である。また、外国留学のための支援体制として，学生の留学に対する

申し合わせがあり、機能している。 

 高等学校から本校の準学士課程第４学年への編入学予定学生について，編入学前の半年間に事前教

育を実施するシステムがある。事前教育開始に先立って，編入学予定者にオリエンテーションを実施

している。半年間の通信教育中心の事前教育を実施しその成果を教務主事に報告することになってい

る。総じて，特別な支援が必要と考えられる編入予定学生への学習支援体制が整備されており，必要

に応じて学習支援が行われている。 

 学生の課外活動に対する支援体制等は下記の理由により整備され、機能していると考えられる。 

 学生の部活動，サークル活動，学生会活動（評議会、学生会行事、高専祭など）等の課外活動に対
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する支援体制は十分に整備され，適切な責任体制の下に機能しているといえる。また、学生会関係の

会議を行う「学生会室」、高専祭の準備を行う「高専祭実行委員室」を準備しており、執行部会や各

種打ち合わせを行える体制も整っている。本校では，指導教員への負担はやや大きくなっていると考

えられるが、学生の部活動，サークル活動，自治会活動等の課外活動に対する支援体制は指導面・安

全面・施設面で整備され，適切な責任体制の下に機能している。 

 学生の生活や経済面並びに就職等に関する相談・助言・支援体制が下記の理由により整備され、機

能していると考えられる。 

 特別な支援が必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行うための規程、早期発見のための

「学生指導に関わる情報連絡シート」など十分な状況にあり、学生相談室の利用も多い。また、チー

ム支援を行うなど，必要に応じて十分な支援が行われている。 

 寮に関しても、教育寮としての教職員の組織運営及び上級寮生による下級寮生への指導，寮父によ

る主に1年生への特別な配慮，さらに寮生会による自主的な活動など，全てが本校学生寮の根幹を成

している。また上級生は下級生を指導していく過程で足りない点を自覚し，自らを高めていく効果が

生まれている。これらにより本校学生寮は，生活の場及び勉学の場のみならず，人格形成の場として

も有効に機能しており，優れた配慮がなされていると認められる。 

 学生の進路指導に直接，携わるのは５学年の学級担任である。これに先立って，学生係員が次年度

の５学年学級担任に対して就職手続きの説明を行う機会が設けられている。また，学年の終期から就

職活動に入る第４学年を対象として，例年，採用関係の支援業者の担当者を講師に招き，就職講演会

が実施されている。また，就職志望の学生に定常的に情報サービスをする仕組みとして，学生課の廊

下に就職案内コーナーが設けられている。本コーナーでは学生が求人票等の採用情報を自由に閲覧す

ることが可能である。 

進学志望の学生を対象として，例年12月に進学ガイダンスが実施されている。このガイダンスでは，

進学先の大学等の教員が招かれ，進学後の就学状況等についての説明がなされる。また，併せて本校

の第５学年の進学確定者による合格体験談を聴く機会にもなっている。例年４月には，第５学年向け

の進学ガイダンスが実施される。ここでは願書提出に関わる具体的な事務手続きの解説も行われる。

また，進学志望の学生に対する定常的な情報提供の場として，大学案内コーナーが設けられている。

このように，就職や進学等の進路指導を行う体制が整備され，機能している。 
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基準８ 施設・設備 

（１）観点ごとの分析 

観点８－１－①： 学校において編成された教育研究組織の運営及び教育課程の実現にふさわしい

施設・設備が整備され，適切な安全管理の下に有効に活用されているか。また，

施設・設備のバリアフリー化や環境面への配慮がなされているか。 

（観点に係る状況）  

学校において編成された教育研究組織の運営に関しては、教務・学生・寮務主事管轄の教職員によ

る教育研究を支援・推進する組織の他、研究主事管轄のメディア委員会とテクノセンター等が関係す

る組織（以下、テクノ委員会と称する）があり、前者はＩＴ戦略企画に関すること、情報処理センタ

ーに関すること、図書館に関すること、および、その他メディアを利用した教育・研究に関すること

を担当しており、e-learning実践研究推進室が付随している。また、後者に関しては、技術開発部門

と技術教育部門があり、科学技術リテラシー教育推進室と高専連携クラウド推進室が付随している。

このほかにも知財教育推進室や若鮎連携（ＯＢ連携）推進室にかかる活動を積極的に推進している。

以上の組織を主として学内で利用可能な、教育課程の実現にふさわしい施設・設備が整備されている

かについて以下に述べる。 

本校の施設概要は資料８－１－①－1及び資料８－１－①－２に示すとおりである。校地，各種施

設など、高等専門学校設置基準の第６章「施設および設備等」の条件を満足している。また，施設・

設備は，平成１２年度に作成された「国立学校施設長期計画書」に基づいて継続的に整備・充実が図

られている。同時に平成１８年５月１日付の「同計画書」（資料８－１－①－３）で見直しと検討を

加え，これらに沿った改修計画を推進している。 

本校では，各教室の面積（資料８－１－①－４）は78～88㎡（全25室中24室が80㎡以上）あり，文

部科学省が定めた面積（約70㎡）と比較しても十分である。運動場・体育館などの体育関係の施設

（資料８－１－①－５）も十分な面積を確保している。図書館（資料８－１－①－６）などの一般的

な施設のほか，情報処理センター（資料８－１－①－７）とＭＭ教室（資料８－１－①－８）が整備

され，それぞれ情報処理学習と語学学習に効果を発揮している。図書館の１階には閲覧室と書庫，２

階には情報検索支援室を備えている。情報処理センターは，情報処理教育，ＣＡＩ（計算機支援によ

る教育），ＣＡＤ（計算機支援による設計）教育および卒業研究，学術研究にも利用できる各科共通

の施設として機能している。平成１３年に学内ＬＡＮが更新され，現在は、平成２３年度に更新した

１２台のワークステーションおよび教育用電算システムの147台のパソコンが稼動している。 

第４学年用教室として、より高度な情報教育・研究を優れた環境のもとで実践させる必要から，情

報教育・研究に適した「マルチメディア棟」（６号館）を設置し，高度な施設と設備のもとで教育・

研究を行っている（資料８－１－①－９）。このほか，学習環境を改善するために，全教室にエアコ

ンが設置され，環境を整備している。バリアフリー化の推進については，平成２４年度独立行政法人

国立大学財務・経営センター施設交付金により，第一体育館に身障者用トイレ・自動扉及びスロープ

を設置している。 

テクノセンターについては、平成２２年に実習工場が改修され、設置されている。機械加工に必要

な基本的な工作機械や設備に加え，コンピュータを搭載したＮＣ工作機械，自動化された生産工程を

学習するためのＦＡシステムを保有している。（資料８－１－①－10） 

機械工学科では１年生～４年生で実習授業が開講されており，下級生では工作機械・溶接設備・鋳

造設備を利用した「ものづくり」の基礎を学び，ＮＣ工作機械のプログラミング，ＦＡシステムの制
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御へと発展させている。さらに４年生では機械の設計・加工・組立といった一連の製造工程を体験す

る総合実習を行っている。電子制御工学科では１年生と２年生で実習授業が開講されており，工作機

械を使った加工技術の学習に加えて，ＦＡシステムとマイクロコンピュータによる機械制御実習を行

っている。また，実習授業だけでなく，ロボットコンテストや文化祭の展示物のための製作活動，中

学生や一般の人々を対象とした「ものづくり」の公開講座・共同利用研究・技術相談等にも利用さ

れ，テクノセンターは学内外に開かれた「ものづくり」の総合拠点として発展しつつある。 

 

資料８－１－①－１ 

設置必要面積と保有面積の比較 

                                                  単位：㎡      

区 

分 

番 

号 

面積区分 

名  称 

調査 

単位 

番号 

調 査 単 位 

名     称 

保  有 

面  積   

必  要   

面  積 

自己整備保有

面 積 （ 寄 附

等） 

保有 

面積 

要整備 

面 積 

備 

考    

    

31 

高等教育・ 

研究施設 

 

7010 工業高専校舎 16,620 

17,769 135 17,375 529 

 

7610 高専電算機施設 300 

7710 高専学内共用施設 455 

32 高専図書館 7210 高専図書館 1,548 1,600 0 1,548 52  

33 高専体育施設 

7310 高専屋内運動場 3,385 

2,675 1,134 3,987 -178 

 

7320 高専屋内運動場附属

施設 
602 

34 高専支援施設 7410 高専福利厚生施設 1,518 1,546 226 1,518 254  

35 高専宿泊施設 
0000 職員宿舎 1,466 

7,424                0 7,462 -38 
 

7510 高専寄宿舎 5,996 

36 高専管理施設 
7110 高専管理部 2,283 

2,099 0 2,356 -257 
 

7120 高専一般管理施設    73 

37 高専設備室等 
7810    高専渡り廊下 109 

432 109 541 0 
 

7910 高専設備室 432 

 計   34,787 33,545 1,604 34,787 362  

                                           

   （出典：総務課施設係） 
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          資料８－１－①－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：総務課施設係） 
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資料８－１－①－３ 

国立学校施設長期計画書（表紙と目次） 

 

                              （出典：総務課施設係） 

 

資料８－１－①－４ 

「教室面積一覧」 

教室面積一覧 （ｍ２）     

  １学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 

機械工学科 85 88 80 82 87 

電気情報工学科 88 88 80 82 87 

電子制御工学科 88 85 87 82 87 

環境都市工学科 78 88 80 82 88 

建築学科 85 88 85 82 81 

（出典 総務課施設係資料より抜粋） 

  

資料８－１－①－５ 

「体育関係施設面積」 

 

      

 

 

 

体育施設等 

使用区分 面  積 備          考 

 

校 舎 等    

グランド等 

     ㎡ 

50,975 

   37,870 

 

野球場,サッカー,ラグビー場,400m トラック 

庭球コート(4 面)，プール(25m 6 コース) 
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第 一 体 育 館 

第 二 体 育 館 

武   道   館 

安 藤 記 念 館 

水 泳 プ ー ル 

SRC2 

SRC1 

W1 

SRC1 

RC 

    1,286 

      885 

      336 

      789 

      660 

講堂兼用 

バスケット 

剣道 

卓球,柔道 

25m×6コース 

 

（出典 学生便覧） 

 

資料８－１－①－６ 

図書館の整備状況 

 建物名  図書館   建築年   昭和47年 

            構造・規模 鉄筋コンクリート造２階建 

            建築面積  1,916㎡  （図書館１・２階 1,548㎡） 

主な部屋  閲覧室 289㎡  ビデオルーム 121㎡  保存書庫 81㎡ 

       安全開架書庫 121㎡  情報処理検索支援室 162㎡ 多目的ホール 191㎡ 

閲覧席数  1階 87席  2階 30席  計 117席     検索端末 3台 

 開館時間  月～金曜日 8：30～20：00   土曜日 9：00～16：00    

 （出典：総務課施設係） 

  

資料８－１－①－７ 

情報処理センターの整備状況 

 建物名  図書館   建築年   昭和48年 

            構造・規模 鉄筋コンクリート造２階建 

            建築面積  1,916㎡  （図書館２階 300㎡） 

  図書館２階  主な部屋 

   メインシステム室  1室  71㎡     ワークステーション  12台 

   サブシステム室   1室  68㎡     センタースイッチ     2台 

                                               フロントスイッチ   12台 

                        ＡＴＭスイッチ    3台 

                        スイッチングハブ  100Ｍbps 16ｐ×1 

   第１演習室  １室  81㎡  学生用パソコン 48台  教師用パソコン 1台 

                  学生用プリンター 2台  

スイッチングハブ  100Ｍbps 16ｐ×5 

   第２演習室  １室  81㎡  学生用パソコン 48台  教師用パソコン 1台 

                  学生用プリンター 2台  

スイッチングハブ  100Ｍbps 16ｐ×5 

第３演習室  １室  61㎡  学生用パソコン 48台  教師用パソコン 1台 

                   学生用プリンター 2台  

スイッチングハブ  100Ｍbps 16ｐ×5 

（出典：総務施設係） 
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資料８－１－①－８ 

語学学習のための施設（ＭＭ教室）の整備状況 

建物名  １号館   建築年   昭和39年  平成12年 

            構造・規模 鉄筋コンクリート造３階建（Ｒ３・Ｓ３） 

            建築面積  3,992㎡   

  １号館３階 

   ＭＭ教室  １室  95㎡  （トレーナー室 １室 21㎡） 

   ＬＬ装置  学生卓  48席  一式 

   入力装置  ＶＴＲ ＬＤ パソコン オーバーヘッドカメラ カセットテープ 

   出力装置  プロジェクタ×１台 モニタＴＶ（天吊）×４台 

                （出典：総務課施設係） 

 

資料８－１－①－９ 

情報教育のための施設（６号館）の状況 

 建物名  ６号館   建築年   平成12年 

     （情報教育） 構造・規模 鉄筋コンクリート造４階建（Ｒ４） 

            建築面積  1,120㎡   

  主な部屋 

  １階  クラスルーム 82㎡  教材作成室 34㎡  情報機器室 13㎡ 

  ２階  クラスルーム 82㎡  クラスルーム 82㎡ 

  ３階  クラスルーム 82㎡  クラスルーム 82㎡ 

  ４階  大講義室   133㎡  準備室       23㎡ 

                             （出典：総務課施設係） 

 

資料８－１－①－10 

テクノセンターの状況 

建物名  テクノセンター   建築年   昭和44・53年 平成22年 

                 構造・規模 鉄骨造平屋建（Ｓ１）（１部中２階） 

                 建築面積  １階 793㎡  ２階 59㎡  計852㎡   

 主な部屋 

  ＦＡ工場 110㎡  機械工場 386㎡   

  溶接工場  51㎡  鍛造工場  32㎡     

 代表的な設備（カッコ内は数量を示す） 

   旋盤（１２） フライス盤（６） 形削り盤（１） シャーリングマシン（１） 研削盤１） 

電気炉（３） ＣＮＣ旋盤（２） ＣＮＣフライス盤（１） マシニングセンタ（２） 放電加

工機（２） ＣＮＣ成形平面研削盤（１） 産業用ロボット（２） 教育用ロボット（４） ア

ーク溶接機（６） ガス溶接装置（５） ＦＡ教育実習システム（１） 

実習の作業部門（カッコ内は主な内容を示す） 
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   機械加工（旋削・ねじ切り・フライス加工・平面研削） 仕上げ（けがき・ヤスリがけ・穴あ

け） 鋳造・鍛造（砂型鋳造・自由鍛造） 溶接（アーク溶接・ガス溶接） 自動組立て（教育

用ロボットの操作・プログラム） 自動加工（ＣＮＣ旋盤・マシニングセンタ加工） 機械制御

（マイコンによる機械制御） 電子組立て（電子部品の組立と基本操作） 生産の自動化（ＦＡ

／ＦＭＳ技術） 

                               （出典：総務課施設係） 

 

以上の施設や設備が、適切な安全管理の下に有効に活用されているか、また，施設・設備のバリア

フリー化や環境面への配慮がなされているかについては、年度ごとに，施設整備計画委員会において，

全ての施設・設備について利用状況や安全性などの調査を行い，その結果が施設の点検・評価報告書

にまとめられている（資料８－１－①－11。平成24年度分）。この報告書には，身障者対応施設の不

備など若干の問題点とそれへの改善案が示されているが，施設・設備に関しては概ね有効な利用が図

られている。また、建物等の安全管理については,耐震性能,ライフラインの管理,アスベストなどを

現状把握するとともに計画的に改善し,安全な教育環境を目指し日常的に点検・整備を行っている。

今後,安全管理の重要性に鑑み,より確実性のある安全管理システムの構築が必要となる。 

 

資料８－１－①－11 

教育・研究設備評価結果（表紙と冒頭） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：総務課施設係） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校の施設・設備は高等専門学校設置基準の第６章「施設および設備等」を充足している。また、

それらの運営及び教育課程の実現にふさわしい活用に関しても自己点検や中期計画をもって設備の整

備や，適切な安全管理の下の有効に活用が推進されている。稼働率の低い部屋等については，学科等

を越えた共同施設とし，既存施設の有効活用に努めている。施設・設備のバリアフリー化に関しては

本館にエレベータを設置要求しているが、機構本部からの予算措置は得られていない。環境面への配

慮に関しては、節電やゴミの分別回収、有効資源の回収がなされている。 

専門学科棟の改修に関しては創設期の機械工学科棟の改修が創立50周年の来年度にやっと行われる

予定で有り、今後，教育・研究の高度化および多様化に対応できる施設の整備を継続的に図るととも

に，図書館等の既存施設の耐震補強を含めた老朽化の解消および身障者対策の充実を図る必要がある。

さらに，教育の高度化を推進するための先端設備の整備も急務である。また，安全な教育環境を構築

するため，老朽化したライフライン・情報ネットワーク機器の整備も併せて必要となる。 

 

観点８－１－②： 教育内容，方法や学生のニーズを満たすＩＣＴ環境が十分なセキュリティ管理

の下に適切に整備され，有効に活用されているか。 

（観点に係る状況）  

情報処理センターにおいては、情報処理教育、ｅラーニング、ＣＡＩ（計算機支援による教育）、

ＣＡＤ（計算機支援による設計）教育及び卒業研究、学術研究などに利用できる各学科共通の施設と

して、ＩＴ技術を活用した高度かつ多様な教育環境の創造に向けた取り組みを行っている。 

 平成22年度には情報処理センターの３演習室と、マルチメディア教育棟５教室に導入している教育

用電子計算機システムを更新し、平成23年４月に運用を開始した。 

 現在の教育用電子計算機システムは、ネットワークブートシステムによる管理運用を維持し、コ

ンピュータウィルス等に対するセキュリティを強化したものとなっている。さらに、コストパフォー

マンスを考慮して従来のハードウェア方式ではなく、ソフトウェアによる画像提示システムを導入し、

教員用クライアント端末から学生用クライアント端末へマルチメディア教材の配信を可能とした。 

 従来のＷＥＢメールサーバに替えて、マイクロソフト社のlib@eduを利用し、画像配信はスカイメ

ニューを使用している。 

 教育用電子計算機システムの構成 

  ネットワークブートシステム 

   プロビジョニングサーバ ライセンス管理サーバ 仮想ファイル用サーバ 認証サーバ 

   クライアント端末 378台 プリンタ ６台 サーバ群用スイッチングハブ ２台 

   端末用スイッチングハブ 24台 無停電電源装置  

 校内ＬＡＮシステムについては、高専機構最高情報責任者から情報基盤委員会において検討を進め

てきたスケールメリットを活かした戦略的な情報基盤について、具体的な整備方法が示され、それに

基づき本校の更新計画もすすめることとなり、平成２４年度に更改準備、平成25年４月運用開始に向

けて準備を進めているところである。 

 教育用システムＣＡＤソフトは、ＡutoＣＡＤ2000ＬＴを10年以上使用しており陳腐化していたた

め、高専機構の平成23年度設備整備マスタープラン導入希望設備を要求していたところ認められ、Ａ

utoＣＡＤ2012に更新した。 

 以上のようなＩＣＴ環境の整備の下、情報処理センターの利用状況、稼働状況として、時間外利用
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者数を資料８－１－②－１に示す。また、学生の学習支援として、パソコン操作初心者対象の講習会

を平成24年４月に実施した。 

情報セキュリティについては、本校の情報セキュリティ組織体制のもと以下の規程（資料８－１－

②－２～６）を整備し、情報セキュリティ機器（ファイアウォール装置、侵入検知装置等）を設置・

維持管理に努めている。 

 

 

資料８－１－②－１ 

情報処理センターの時間外利用者数 

 利用者数 

平成１９年 ６，３４０人 

平成２０年 ４，９２０人 

平成２１年 ３，９０９人 

平成２２年 ３，８４４人 

平成２３年 ４，７１６人 

 

（出典 情報処理センター資料） 

 

資料８－１－②－２ 

「情報セキュリティ組織体制に関する規程」 

不開示情報 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

資料８－１－②－３ 

「情報セキュリティ管理規程」 

不開示情報 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

資料８－１－②－４ 

「情報セキュリティ推進規程」 

不開示情報 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

資料８－１－②－５ 

「情報セキュリティ教職員規程」 

不開示情報 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 
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資料８－１－②－６ 

「情報セキュリティ利用者規程」 

不開示情報 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 情報処理センター、マルチメディア教育棟、各研究室、教育施設、事務室など、多数のコンピュー

タがＬＡＮで接続され、外部のネットワークとも接続されている。これらはセキュリティの保護対策

がなされており、授業を始め教育・研究、管理運営に活用されている。さらに演習室は、資料７－１

－②－２及び資料７－１－②－３に示したように時間外も開放されており充分活用されている。 

 システムは常に安定的に稼働されており、学生、教職員からの要望は寄せられていない。システム

は定期的に更新されており、充分なセキュリティ管理の下に適切に整備され、有効に活用されている。 

 

観点８－２－①： 図書，学術雑誌，視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に収集，

整理されており，有効に活用されているか。 

（観点に係る状況）  

図書館は１階部分に閲覧室（329㎡）開架書庫（81㎡）保存書庫（81㎡）、２階部分に情報検索支

援室（162㎡）を有する。１階はバリアフリー化され、多目的トイレも完備している。閲覧室の入退

場もブックディテクションシステムにより機械管理している。閲覧室には２台の蔵書検索用パソコン

を設置し、目的の図書を素早く見つけることができ、新着情報なども入手することができる。 

 情報検索支援室には文献検索用のパソコン３台を設置し、各種データベースの検索ができるように

なっており、移動可能な組み合わせ机も置き、グループ学習などコミニュケーションスペースとして

活用されている。保存書庫には従来から電動式移動書架を設置し、固定式書架の３倍にあたる６．２

万冊程度が保存できるようになっている。 

 環境の保全として、照明器具を２灯型から１灯の人感センサーに更新、エントランスの吹き抜け窓

ガラスにエコフィルムを貼るなどの対策を行った。地震時の書籍の落下を防止するためのシートも一

部に導入した。また、図書館には教育支援のための専門的職員３名を配置し、うち２名は司書資格を

有し図書整理、レファレンス業務、さらにＩＬＬ業務など研究活動の支援も行っている。最近は、館

内随所に木製品を導入するなど、心地よい空間にするために工夫を重ねている。以下に資料の状況と

活用状況を示す。 

図書館の資料 

 図書館の蔵書数は、約８．１万冊で、その構成は工学・自然科学関連図書が５７％を占めるが、文

学関係書も１４％所蔵している。図書の選定については、一般科目及び専門学科のメディア委員がシ

ラバスに掲載されている図書を中心に学科・学年に応じた図書を選定し購入している。図書整理後は、

推薦者のコメントをつけて学科推薦図書コーナーに配架している。 

 洋雑誌は、年々減尐し現在は５誌となったが、長岡技術科学大学とのコンソーシアムに参加し、

MathSciNet,JDreamⅡなどのデータベース、ＡＩＰ・ＡＰＳ、ScienceDirectなどの電子ジャーナル

をいつでも利用することができ、世界の文献を検索することが可能になっている。物理・天文分野、

科学技術・医学分野の論文を検索したりフルテキストを利用することも可能で有り、その数は2000誌

を超える。図書館所蔵資料の概要を資料８－２－①－１に示す。視聴覚資料は、専門分野の資料とと
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もに、映画など精神的な安らぎの資料も多く備えている。資料的価値の高い、プロジェクトＸ、プロ

フェッショナル仕事の流儀など幅広い分野をシリーズで揃えている。また、資格取得のためのＣＤ、

ＤＶＤも数多く備えている。 

毎年、図書館長、図書部門委員会委員等が、２・４学年の各クラス代表者２名を引率して、名古屋

市内の大型書店に出かけてブックハンティングを実施している。購入する図書は、専門書に限ること

としているが、ブックハンティングコーナーに並ぶと同時に利用者が殺到するほど好評である。また、

リクエストの要望にも応え、学生が読みたい書籍も多数購入している。学生リクエストの平成19年か

ら23年の推移も資料８－２－①－１に示している。また、平成23年度には、英語科購入の英語多読図

書を図書館に配架することができ、閲覧室には870冊余りの多読図書コーナーができた。 

 

資料８－２－①－１ 

図書館所蔵資料の概要と図書のリクエスト件数の推移 

 

種  類  冊 数 等 

図  書 和 書 ６８，７１７ 

洋 書 １２，２９６ 

学術雑誌 和 書 ９８ 

洋 書 ５ 

視聴覚資料 ビデオ １８５ 

レーザー １１４ 

ＤＶＤ ２４４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            （出典 学生課図書・情報係） 

年  度 リクエスト件数 金  額 

平成１９年度 １１ １２,１４０円 

平成２０年度 ２２ １３３,５２４円 

平成２１年度 ５０ １２９,２７５円 

平成２２年度 ２３９ ２６２,９４０円 

平成２３年度 １９２ ３０８,３６５円 
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図書館の活動状況 

図書館は、開寮期間中は時間外開館を実施しており、平日は8時30分から20時まで、土曜日は9時か

ら16時まで開館している。「図書館の一般開放」も継続しており、利用者は一般社会人、小中高生あ

るいは卒業生等年々増加している。 

「図書館だより」は毎年１回定期的に発行しており、近郊の中学校にも配布するなど、広報活動に

も利用されている。平成９年度から実施している「読書感想文コンクール」は、毎年実施し100編を

超える応募がある。イラストコンクールも継続し、入賞作品は「図書館だより」の表紙として採用し

ている。平成22年度には、「図書館マスコットキャラクター」も募集し、入賞作品の「としょぽっ

ぽ」は図書館のノベルティグッズ等に使用、図書館だより、ポスターなどにも広く活用されている。 

毎年秋には、高専祭の時期に企画展を開催している。内容は、「先生のイチオシ図書」「映画原作

本」「お宝紹介展」などである。夏・冬の長期特別貸出期間には、貸出者に抽選券を配布し、当選者

には雑誌の付録、ノベルティグッズ等を渡すというイベントを実施した。 

毎年４月には、「文献検索講習会」を実施している。ＪＳＴから講師を招き、第５学年の学生を対

象として、文献の入手方法・検索のコツなどを実習しながら学ぶことができる。アンケートでは85％

の学生が有意義であったと回答している。 

図書館の利用状況 

平成19年度から平成23年度における各年度の「一日当たりの入館者数」「年間１人当たりの図書貸

出冊数」を資料８－２－①－２に示す。平成19年度以降利用者の拡大がみられる。平成21年度は、新

型インフルエンザが流行し学級閉鎖を余儀なくされ、図書館の利用も一時減尐した。平成22年度から

は、これまで新入生ガイダンスで行ってきた情報リテラシー教育を図書館閲覧室で実施し、１人１冊

以上の貸出をすることなど実践的な教育を実施した。試験期間前・中は、１日500人を超える利用が

あり、長期休業期間中も利用率が徐々に向上しつつある。また、一般利用者も年々増加している。資

料８－２－①－３に一般利用者数と貸出冊数の推移を示す。 

 

 資料８－２－①－２ 

平成１９－２３年度の図書館利用者数と貸出図書冊数の推移 

 

 

 
 

（出典 各年度の図書館だよりを集計） 
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資料８－２－①－３ 

一般利用者数と貸出冊数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

                             （出典 学生課図書・情報係） 

年 度 一般利用者入館者数 一般利用者の貸出冊数 

平成１９年度 ２７７人 ２１９冊 

平成２０年度 ２０２人 １４０冊 

平成２１年度 ８４８人 ２８１冊 

平成２２年度 ２，１０６人 ６２２冊 

平成２３年度 ２，５２８人 ６７９冊 

   

 （分析結果とその根拠理由）  

資料８－２－①－１に示すとおり、図書館には、教育研究に必要な資料が特定の分野に大きく偏る

ことなく系統的に整備されている。また、長岡技術科学大学と高専の統合システムの導入により、蔵

書検索（ＯＰＡＣ）は容易になり、電子ジャーナルの導入により、世界中の文献もフルテキスト（一

部）で利用することが可能になるなど、情報図書館としての機能も強化され、有効に活用されている。 

また、資料８－２－①－２や資料８－２－①－３に示すとおり、全ての利用者が気持ちよく利用で

きる施設であるために、ハード面も大切な要素ではあるが、ソフト面を強化することで実現できるの

ではないかと考え、いろいろな方策を取ってきた。これらにより、学生・一般利用者であふれる図書

館に変化してきたのではないかと考えている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

学校において編成された教育研究組織の運営及び教育課程の実現にふさわしい施設・設備の整備に

関しては，予算を削減される中、適切な安全管理の下に有効に活用されている。特に第４学年のマル

チメディア教育棟の整備や、本館中央通路のビジターフレンドリー化、校内案内図の改善やバリアフ

リー化の推進に努めている。テクノセンターの改修や図書館の利用者増加に対するソフト的な改善活

動により、施設・設備の有効活用が図られている。e-learningコンテンツの配信、リテラシー教育活

動の推進やＯＢ連携の活動など、組織的・人的な教育研究活動の推進・外部との連携に努力し、その

成果も得られている。 

（改善を要する点）  

施設・設備のバリアフリー化や老朽化建物や施設の出来るだけ早い改修・改善などが望まれる。ま

た、他高専ではテクノセンター等が増設され、更には改修されつつあるが、本校では旧実習工場の改

修のみで有り、地域において魅力有る教育研究施設となるよう、図書館センターを含めて、校舎改修

の継続的な推進と教育・研究環境の設備面での高度化が急務である。 

 

（３）基準８の自己評価の概要 

施設・設備に関しては、高等専門学校設置基準を充足しており，長期計画に基づいて継続的に整備
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が図られている。既存施設については点検評価に基づいて，稼働率の低い部屋等を共同施設とするな

ど有効活用が図られている。機構予算を有効活用し、中期計画等に則った改修や機器の買い換えを可

能な限り実施している。老朽化した校舎の改修とライフラインの整備、バリアフリー化等の改善は予

算措置が無いと進めることは不可能である。施設・設備を運営し教育研究に有効活用する人的組織や

その外部との連携に関しては十分な組織化と運営体制が構築されてきている。以上のように施設・設

備に関しては与えられた予算の範囲内で適切に活用されている。 
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基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシステム 

（１）観点ごとの分析 

観点９－１－①： 教育の状況について，教育活動の実態を示すデータや資料が適切に収集・蓄積

され，評価を適切に実施できる体制が整備されているか。 

（観点に係る状況）  

 教育活動に関するデータや資料は，各教員，学科から教務会議及び点検評価・フォローアップ委員

会に提出され，これらの資料を基に資料９－１－①－１に示される体制で点検・評価が行われている。

資料やデータは学内ホームページ（掲示板）や所属学科の資料室・会議室で蓄積されている。 

 

資料９－１－①－１ 

学習評価・フォローアップ点検実施要領 

 

（出典 学習評価・フォローアップ点検実施要領 抜粋） 

 

 教務会議内のＦＤ活動推進会議では，資料９－１－①－２に示す授業参観実施要領を定め，卒業・

特別研究を除く全ての授業科目に対し授業参観を実施するとともに，授業内容や教授方法を評価し，

報告書を収集している。そして，同要領に基づきこれらの報告書を学科会議にて点検・評価し，意見

交換会を実施し教員へフィードバックするとともに，その議事録を収集している。これら報告書及び

議事録は学内ホームページに蓄積し保存している。 

 また，点検評価・フォローアップ委員会内の学習評価・フォローアップＷＧでは，資料９－１－①

－３に示す学習評価・フォローアップ点検実施要領を定め，フォローアップ点検資料と呼ばれるシラ

委員 教員 学生 

委員長 

 

(8) 

(1) 

 (2) 

(6) 

(3) 

(4) (5) 

(7) 

(9) (10) 

(11) 

(12) 

（１）シラバスの提示・説明 

（２）学生による中間授業評価・達成度自己点検評価 

（３）教員による学生の中間達成度評価・授業自己点検評価 

（４）フォローアップ委員による改善指示 

（５）教員による学生への授業改善案の提示 

   授業参観、授業公開、公開授業による改善 

（６）学生による最終授業評価・達成度自己点検評価 

（７）教員による学生の最終達成度評価・授業自己点検評価 

（８）フォローアップ委員による点検・評価 

（９）フォローアップ委員と教員の面談 

（10）改正した次年度のシラバスの提示・説明 

   （次年度の工程は点線で示す） 

（11）面談結果・改善結果の委員長への報告 

（12）公開及び学科間の調整・改善指示 
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バス，学生の成績一覧表，定期試験の模範解答と学生の答案，授業評価・達成度評価報告書＆フィー

ドバック報告書などの資料を収集している。これら資料は所属学科の資料室や会議室で蓄積され，全

ての教科目について過去数年間分を保存している。 

また，同要領に基づき，各学科の点検評価・フォローアップ委員はこれら資料の収集状況を点検・

評価するとともに，全科目について学生と教員による授業評価および達成度評価に関する相互評価の

点検・評価を行っている。その評価結果を基に教員面談を実施しフィードバックされるとともに，面

談結果は資料９－１－①－４に示す教員面談報告書にまとめられ，点検評価・フォローアップ委員長

に報告される。委員長は面談報告書を点検し，資料９－１－①－５に示す教育活動実施規程に基づき

スパイラルアップ会議に報告するシステムとなっている。 

 

資料９－１－①－２ 

 

平成24年4月19日  

平成24年度 授業参観実施要項  

１．主旨  

本校のFD活動として，教員相互の授業参観を含め，本校関係者から一般の教育関係者まで広く授業を公開し，こ

れに伴う授業評価を通して，本校教員の授業運営能力及び教授能力の向上を図る。  

２．参観者  

本校教職員（非常勤を含む）及び保護者，中学生及びその保護者，中学校の先生及び教育関係者  

３．実施期間  

平成24年5月14日（月）～18日（金）  

４．参観対象授業  

本科及び専攻科の実験実習を含む全授業（ただし，卒業研究，特別研究を除く）  

５．周知方法  

① 学内者：教員は教務主事より，事務職員・非常勤講師は教務係長より  

② 保護者：保護者宛ての案内文書を送付（案内文書と授業時間割）  

③ その他学外者：ホームページ（山田博文委員担当）  

６．授業評価の方法  

① 学内者は，別紙１の報告書を電子ファイルで，教員は教務委員，事務職員は教務係長へ提出する（5月25日

（金）締切）。  

② 保護者及び学外者には，別紙２のアンケート用紙を受付で配布し，教務係で回収する。  

③ 教務主事は，提出されたすべての報告書等をPDF化して，学内ホームページに公開する。  

④ 各学科長は，参観対象となった所属学科教員に関する報告書等を閲覧し，改善すべき事項について，最良の

改善策を見出すために学科会議等で意見交換を行い，その経緯を議事録として記録に残し，保管する。  

⑤ 教務主事は，必要に応じて各学科長にその議事録の提出を求め，総括を行う。  

７．保護者及び学外者への対応  

① 受付：学生課窓口（保護者は名列表に人数を記載，保護者以外は所属と氏名を記載）  

② 受付で，リボン，アンケート用紙，授業時間割表，敷地建物案内図，筆記用具を渡す。  

③ アンケートの回収：学生課窓口に回収箱を設置  

８．その他  

① 各学科でこの期間に工場見学等の学外授業を計画しないようにする。高専バスの利用は許可しない方針。  

② FD活動推進会議委員はフォローアップ委員会で『満足度』や『達成度の自己評価』について懸念の指摘のあっ

たクラス（①5D②4E③4Cの３クラスを）を重点的に参観． 

 

（出典 平成24年度第３回教務会議資料） 

 

資料９－１－①－３ 

 

平成 24 年度 学習評価・フォローアップ点検実施要領 

 

（１） 授業アンケート回数  
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前期末及び後期末のフォローアップ点検期間に実施する。通年科目は 2 回、半期科目は 1 回実施する。希

望により半期科目で 2 回実施してもよい。 

 

（２） 授業アンケート内容 

卒業研究、特別研究、工学基礎研究等、点検項目で科目に合わないものについては別の形式で実施し、

フォローアップ点検用に成績評価資料等とあわせて保存する。 

 

（３） 授業アンケート用紙 

マークシートを印刷室に用意する。全学年記名方式とする。学生氏名および学籍番号を書く欄を表に設け

ている。裏は自由記述欄とする。記入内容によって成績には影響しないことを明言する。記入内容を確認

することがあることは説明する。マークシートは 50 枚ごとに付箋をいれ、印刷室におく（教務係担）。 

 

（４） フォローアップ点検手順 

① 教員は最初の授業でシラバスを学生に示し、学習・教育目標の評価方法・評価基準、成績の評価方法・評価基

準等を説明する。（4月教員会議で教務主事依頼済み） 

② 前期末及び後期末に授業アンケートを実施する。アンケートの26個（学修単位の科目の場合は27個）の評価項

目は5段階評価とし、記名方式で実施する。希望により無記名とする場合は無記名で実施したことを委員長に

連絡すること。授業アンケートには、教員により指定された数値（例えば、フォローアップ点検時に返却した

試験答案の点数等）を28，29及び30の列を利用してマークする。 

③ 「学生自身の自己点検・評価項目」、「授業に対する点検・評価項目」、「シラバスに記載した学習・教育目

標の達成度の学生による自己点検・評価項目」からなる。 

 学生説明用資料は印刷室に50部単位で10クラス分封筒に入れ用意しておく（教務係担当）。説明用資料が必

要な学年や学科については適宜持参し、回収して印刷室に戻しておく。9月3日（月）には授業アンケートがで

きるようにする。授業アンケート実施後、マークシートは印刷室に配置したビニール袋にいれ、必要事項を記

入した用紙をはさんで印刷室の学科別（担当教員の所属学科）のコンテナに入れておく。科目コード（科目コ

ードが変更になっている場合があるので最新の科目コードを印刷室におく）、科目名、クラス、教員名等が記

入されていないものについては、集計処理できないので、そのまま返却する。返却された授業アンケートはそ

の授業担当教員もしくは該当学科フォローアップ委員が責任もってマークシート集計処理を行う。 

④ 平成24年度も前期末及び後期末のマークシート集計処理を外部要員で実施する。処理結果一覧を印刷し、マー

クシートとともにビニール袋にいれ、前期の学科別のコンテナ（あるいは印刷室の担当教員のボックス）に返

却しておく。希望により前期中間及び後期中間に実施する場合のマークシート処理は各学科で対処する。 

⑤ 教員はビニール袋の結果を受け取り、マークシートは適宜処理する。 

⑥ 教員も全く同じ項目について、「学生の受講態度の平均な評価」、「授業の自己点検及び試験等による達成度

の平均評価」を実施し、学生の評価とともにフォローアップ委員に提出する。これは学年末でも良い。学生に

よる教員の点検・評価の各項目の平均値のうち、評価の悪い項目（アンケート項目No.1～No.3以外）について

改善案を検討する。（アンケート処理結果は直接教員に伝わり、電子データはフォローアップ委員に報告され

る。） 通年科目の第1回のアンケートについて、教員は評価の悪かった項目を学生に明らかにし、後半の授

業において、どのような手法で改善するかを約束する。さらに、授業参観における保護者による授業評価、教

員による授業評価、公開授業の検討内容等を授業に取り入れて授業改善する。半期科目については学期末の授

業アンケートであるので、次年度以降に反映する。 

⑦ 通年科目について改善案に基づいて後半の授業を実践し、最後の授業で同様のアンケートにより授業評価を

行い、実際に改善されたかどうかを学生が評価する。試験答案を返却して解答を解説し、採点基準及び採点

結果を確認した後、学習・教育目標の達成度を評価させる。アンケートの目標の項目（アンケート項目No.20

～No.25）はシラバスの目標に対応させる。 

⑧ 教員は同じ項目について、授業の自己点検・評価及び学生の達成度評価を行う。学生による2回の点検・評価

結果をあわせ達成度報告及び⑥の改善結果報告を記載した授業評価・達成度評価報告書＆フィードバック報告

書を提出する。半期科目については、前年度と同じ科目である場合は、前年度の改善案を示し、前年度の結果

とともに改善結果報告を記載したフィードバック報告書を提出する。前年度と異なる半期科目については今年

度の結果のみでよい。成績評価一覧（学生別の定期試験、小テスト、演習問題、レポート等の得点履歴）、定

期試験問題の解答及び採点基準、学生の試験答案等も提出する。以上のフォローアップ点検資料については本

実施要領の（５）を参照されたい。 

⑨ フォローアップ委員は、教員から提出されたフォローアップ点検資料がすべてそろっているかを点検評価す

る。次に、試験問題、解答例、採点基準、学生の試験答案等を点検し、評価方法・評価基準が学校及び学科で

定めたものと逸脱していないか、シラバスどおりに成績評価をしているか等を点検・評価する。最後に、学生

の授業評価と教員の自己点検評価に大きなずれがないか等を点検・評価する。 

⑩ フォローアップ委員は上記の評価をもとに、授業担当教員と面談を行い、点検・評価結果を説明する。結果を

確認すると同時に、問題点を明らかにし、次年度への改善案を話し合う。 

⑪ 教員は改善事項があれば次年度のシラバスを修正し、次年度の授業改善をはかる。 

⑫ 面談結果等をフォローアップ委員長に報告する。 
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⑬ フォローアップ委員長は教員個人の改善状況及びフォローアップ委員の面談記録を点検し、学科別の平均値あ

るいは学年別の平均値等をホームページで公開する。また、大きな問題あるいは学科間の調整を要するような

事象が出れば改善を指示する。 

 

（５） フォローアップ点検資料 

  以下のものをファイリングし、フォローアップ点検資料とする。 

  ①平成 20 年度、21 年度、22 年度、23 年度及び 24 年度の成績評価資料をフォローアップ点検資料とする。 

  ②ファイリングの目次（JABEE 審査時と同じ書式） 

  ③平成 20，21，22 年度の 3 年分（以上，JABEE 基準による保存）についてはそのまま残す． 

平成 23 年度分（以上，認証評価基準による保存）についても残す． 

   平成 24 年度の成績評価資料は平成 23 年度と同様に次のものとする．履歴を追うことが困難な場合は、代表

的な答案を複数残す。なければ 1 件でも良い。 

・最高点の答案（1 件でよい） 

・評価「優」の最低レベル 

・評価「良」の最低レベル 

・評価「可」の最低レベル 

・評価「不良」の最高レベル 

・学修単位の科目は教室外学習の資料 

  ④定期試験の模範解答（最高点の学生の答案で代用してよい） 

  ⑤クラスごとの評価資料別得点一覧表（教員手帳のコピーも可） 

  ⑥授業評価・達成度評価報告書＆フィードバック報告書（クラスごと、科目ごと） 

  ⑦シラバス（クラスごと、科目ごと）  

⑧編入生に対する補習指導及び達成度評価の資料  

  ⑨仮進級者の単位取得の追加認定に関する成績評価資料 

 

（出典 平成24年度学習評価・フォローアップ点検実施要領 抜粋） 
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資料９－１－①－４ 

フォローアップ委員による教員面談報告書 

学
年

科目（略称）
期
間

教員

シラ
バス
の有
無

フィー
ドバッ
クの
実施

学生
答案
等

模範
解答
有無

資料
別得
点一
覧

シラバ
ス記載
評価基
準の周

知

Ａ　学生による授業アンケート結
果：
２．５より悪い評価について記載
Ｂ　教員評価とのギャップ：
1.5以上について記載

面談における特記事項

総
合
評
価

1 ものづくり入門 M 01 通
稲葉・山

村
○ ○ ○ ○ ○ ○ A

2 機械工作法 M 02 後 稲葉 ○ ○ ○ ○ ○ ○ A

2 情報処理Ⅰ M 03 通
本塚・中

谷
○ ○ ○ ○ ○ ○

後期　B 項目18 教員評価基準? 当初の計画（理想）と現実とのギャッ

プがあった点（中谷）
B

2 機械設計製図Ⅰ M 04 通 山村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ A

2 機械工学実習Ⅰ M 05 通 稲葉 ○ ○ ○ ○ ○ ○ A

3 応用物理Ⅰ M 06 通 大野 ○ ○ ○ ○ ○ ○

前期　Ａ項目13,16,17,18,19

後期　Ｂ項目1,2,3,5,19-26 教員評価

忘れ

教員突然の病欠

非常勤講師への周知
B

3 工業力学 M 07 通 石丸 ○ ○ ○ ○ ○ ○ A

3 機構学 M 08 通 山田 ○ ○ ○ ○ ○ ○ B 項目1,2,3　教員評価なし

教員による評価が難しいと判断して記

入しませんでしたが，記入しておきま

した．

B

3 材料力学Ⅰ M 09 通 小栗 ○ ○ ○ ○ ○ ○ B 項目18 　教員評価なし
評価記入に対して疑問点があるが、

追加記載で対応する。
B

3 材料学Ⅰ M 10 前 本塚 ○ ○ ○ ○ ○ ○ A

3 計測工学 M 11 前 小栗 ○ ○ ○ ○ ○ ○ B 項目18 教員評価なし
評価記入に対して疑問点があるが、

追加記載で対応する。
B

3 機械設計法Ⅰ M 12 後 山村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ A

3 情報処理Ⅱ M 13 通 山本 ○ ○ ○ ○ ○ ○ A 項目18　2.5

"授業を改善して欲しかった"の評価

が2.5であったが，"そう思わない(評価

1)"，"そう思う(評価5)"という評価を

行っている事を踏まえアンケート結果

を見ると評価2.5は概ね良好であった

(現状の講義方法でよく，変更すべき

点がない"と捉える事ができる。学生

からの本講義の評価は概ね良好と考

えている。ただ，本年度の課題はプロ

グラムソースのみの提出であったた

め，プログラムを作りっぱなし（デバッ

グを行わない）の学生が散見された。

次年度以降はプログラムの仕様書を

提出させるなど，自分が作ったプログ

ラムの説明をする機会を設けたいと考

えている。

B

3 機械設計製図Ⅱ M 14 通 山村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ A

3 機械工学実験Ⅰ M 15 後
小栗・山

本・本塚
○ ○ ○ ○ ○ ○ B 項目18 教員評価なし B

3 機械工学実習Ⅱ M 16 通 稲葉 ○ ○ ○ ○ ○ ○ A

成績評価資料等の保存状況

平成　23　年度　　教員面談報告書　（機械工学科）

総合評価欄　　Ａ：良好，　Ｂ：問題あり，　Ｃ：不良（改善を指示）

科目
コード
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（出典 点検評価・フォローアップ委員会資料 抜粋） 

 

 

資料９－１－①－５ 

 

岐阜工業高等専門学校における教育改善活動実施規程 

制定 平成１７年１０月５日 

学校規則第３４号 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）におけるファカルティ・ディベロップメント（教育内容

及び教育方法を改善し，向上させるための組織的かつ継続的な取組。（以下「ＦＤ」という。））の推進に関する

事項については，この規程の定めるところによる。 

（ＦＤ活動） 

第２条 本校におけるＦＤ活動は，次のとおりとする。 

一 授業参観（全学的に計画し，年１回以上実施） 

ニ 学生による授業評価（前期末及び後期末に実施） 

三 教職員の資質向上のための研修会等の実施及び派遣 

四 その他のＦＤ活動 

（ＦＤ推進組織） 

第３条 本校におけるＦＤを推進する組織は，次のとおりとする。 

一 学習評価フォローアップワーキンググループ 

二 ＦＤ活動推進会議 

２ 学習評価フォローアップワーキンググループは，点検評価フォローアップ委員会の下に設置し，同委員会委員

長及び委員長が指名する委員９名で構成する。 

３ ＦＤ活動推進会議は，教務会議の下に設置し，教務主事，教務主事補佐及び教務主事が指名する教員３名で構

成する。 

（ＦＤ活動の点検，評価及び改善） 

第４条 学習評価フォローアップワーキンググループは，学生による授業アンケートを実施し，それに基づく授業

の評価及び改善を行う。 

２ ＦＤ活動推進会議は，保護者及び教職員等による授業評価として，授業参観等の企画及び実施を行い，授業の

改善を推進する。 

３ 前２項に規定するＦＤ活動の具体的な活動内容及び点検・評価の方法は，年度ごとに定める実施要項によるも

のとする。 

４ ＦＤ推進組織は，第１項及び第２項に規定する点検，評価又は改善の実施状況について，スパイラルアップ会

議へ報告しなければならない。 

（その他） 

第５条 この規程に定めるもののほか，ＦＤ活動に関する必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この規程は，平成17年10月5日から施行し，平成16年4月1日から適用する。 

附 則（平成22年学校規則第11号） 

この規則は，平成22年5月24日から施行し，平成22年4月1日から適用する。 

附 則（平成23年学校規則第19号） 

この規則は，平成23年5月23日から施行し，平成22年4月1日から適用する。 

（出典 岐阜高専Ｗeb学内版） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 教育活動に関するデータや資料は，教務会議及び点検評価・フォローアップ委員会が収集しており，

学内ホームページや各学科の資料室，会議室等に蓄積している。 

 収集・蓄積した資料・データは教務会議及び点検評価・フォローアップ委員会の連携により点検・

評価するシステムが確立されている。 

 以上のことから，教育活動の実態を示すデータや資料を適切に収集・蓄積しており，評価を適切に

実施できる体制を整備している。 
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観点９－１－②： 学校の構成員及び学外関係者の意見の聴取が行われており，それらの結果をも

とに教育の状況に関する自己点検・評価が，学校として策定した基準に基づいて，

適切に行われているか。 

（観点に係る状況）  

教育の状況に関する自己点検・評価として，将来計画委員会内にある自己点検・評価検討ＷＧから

点検項目の指示があれば，点検評価・フォローアップ委員会内にある自己点検・評価実施ＷＧがその

点検項目に沿って学校の構成員から意見聴取を行い，その結果をもとに点検評価を行っている。 

平成23年度には「授業アンケートのあり方」に関する点検指示があり，資料９－１－②－１に示す

自己点検・評価報告書としてまとめた。また，平成24年度には「教職員による本校教育目標の理解

度」に関する点検指示があり，全教職員（非常勤講師含む）に意見聴取され，その結果を点検・評価

し報告書としてまとめた（資料９－１－②－２）。 

同様に，毎年，卒業（修了）時に学生から，本校準学士課程及び専攻科課程のそれぞれの教育目標

の満足度及び達成度に関するアンケートを実施し，点検・評価を行っている。資料９－１－②－３に

平成24年３月に卒業した本科生の教育目標に関するアンケート結果を示し，その評価を運営会議，教

員会議にて報告した（資料９－１－②－４）。 

 学外関係者の意見聴取として，３年毎に卒業生アンケート及び就職先アンケートを実施している。

資料９－１－②－５は平成23年度に実施した就職先アンケートとその評価報告書（抜粋）である。ま

た，学外有識者の意見は，参与会規程（資料９－１－②－６）に基づき，毎年，参与会を実施し意見

を聴取している（資料９－１－②－７）。 

上述の意見聴取の結果をもとに，学校として自己点検・評価の年度別計画（資料９－１－②－８）

を策定し，３年毎にJABEE基準による自己点検・評価を実施している他，５年毎に学校で決めた基準

による自己点検・評価を実施し外部評価を受けている。また，７年毎に認証評価基準による自己点検

・評価を実施している。2007年度には，JABEE基準による自己点検・評価を実施し外部評価を受けた。

資料９－１－②－９に自己点検・評価報告書を示す。 

 

資料９－１－②－１ 

平成２３年度 自己点検・評価実施報告書 

 

将来計画委員会内の自己点検・評価検討ＷＧから、『授業アンケートのあり方』について２４項目の自己点検を行うように指

示があり、点検評価・フォローアップ委員会内の自己点検・評価実施ＷＧにおいて、授業アンケートに対する学生や教員の意

識調査等を行い、点検評価した結果を記す。 

本点検・評価の目的は、授業アンケートがその効果を上げているかどうかを検証し、今後の問題点等を明らかにして、本校

の教育活動を一層充実させることにある。 

尚、評価は 5 段階評価とし、点検基準は特に指示がない場合は下記で判断した。 

数値化が可能なものについては、９０％以上達成されていれば評価５、７０％以上９０％未満であれば評価４、５０％以上７

０％未満であれば評価３、３０％以上５０％未満であれば評価２、３０％未満であれば評価１、とする。 

意識調査等の 5 段階評価の基準については、最上・最高・最適・優・非常に相当は５、かなり・おおむね・良は４、普通・可

は３、あまり・よくない・不良は２、最低・全く・不可は１とする。平均値で処理する場合は四捨五入で整数評価とする。 

授業アンケートに対する学生の意識調査のデータについては、報告書末尾の資料１に記す。 

 

観点１： 効果・運用・負荷について 

点検項目 

①授業アンケートは授業改善のＰＤＣＡサイクルにおける位置づけに適合し，効果を上げているか？ 

①-1 適合 

自己点検結果：５ 

根拠 
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 5 年間にわたり、毎年、学習評価・フォローアップ点検実施要領 

http://www.cc.gifu-nct.ac.jp/gakunaiyou/followup/jissiyouryou2011.htm 

が公開されてきた。その末尾に記載されているように、通年科目については 2 度のスパイラルアップループがあり、よく適合し

ている。教員面談まで実施するシステムは全国でも稀有である。 

 

 

①-2 効果 

一般科目＇人文（自己点検結果：４ 

根拠 

 自己点検＆フィードバック報告書は全科目について提出されている。また、教員面談の報告でも問題はない。授業参観でも

問題点は示されていない。 

 

一般科目＇自然（自己点検結果：3 

根拠 

 自己点検＆フィードバック報告書は全科目について提出されており、改善事例もある。また、教員面談の報告でも問題はな

い。授業参観でも問題点は示されていない。教員による評価を調査したところでは平均点は 3.1 であり、3 とした。 

 

機械工学科自己点検結果：４ 

根拠 

 機械工学科教員 10 名に対して，5 段階評価でアンケートを実施したところ，平均値が 3.5 であり評価 4 とした．自己点検＆

フィードバック報告書も全科目で提出されており，教員面談，授業参観において大きな問題点は指摘されていない． 

 

電気情報工学科自己点検結果：４ 

 根拠 

 自己点検＆フィードバック報告書は全科目について提出されており、改善事例は 7 割を超えている。また、教員面談の報

告でも問題はない。授業参観でも問題点は示されていない。教員の意識調査をしたところ、平均点は 3.8 であり、評価４とし

た。 

 

電子制御工学科自己点検結果：３＇４：３名 ３：７名（ 

電子制御工学科での調査は，メール本文にアンケート項目を書き，個々に返信してもらう方法にした．メールのプリントアウ

トに手書きで記入したものも受け取った．所属教員１０名すべてから回答を得た．学科の教員について意識調査を 5 段階でし

たところ、平均 3.3 であり、評価を３とした。自己点検＆フィードバック報告書は全科目について提出されており、教員面談の

報告や授業参観でも問題点は示されていない。 

 

環境都市工学科自己点検結果：４ 

根拠 

 環境都市工学科教員 11 名の平均値は 3.6＇標準偏差 0.52（であり評価 4 とした。なお、内訳は、評価 4：6 名、評価 3：5 名

である。また、毎年実施している教員面談結果において問題はないことを確認している。授業参観においても大きな問題点は

ない。ただし、新任教員における授業運営に関しては専門基礎グループなどとの教員間ネットワークを通じて改善する必要が

ある。 

 

建築学科自己点検結果：３ 

根拠 

建築学科の教員について 5 段階で意識調査をしたところ、平均 3.2 であり評価を３とした。 

 

全学科自己点検結果：４ 

根拠 

 各学科の評価値の平均は 3.6 であり、評価４とした。各学科から毎年提出されている、面談結果報告書の記載によれば、一

部の教員に問題が残るものの、ほとんどの点で問題がないことが報告されている。 

 

（出典 平成23年度第4回点検評価・フォローアップ委員会資料 抜粋） 
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資料９－１－②－２ 

平成24年度の自己点検・評価報告書 
本校教育目標等の理解度に関するアンケート集計結果と点検・評価 2012.10.3

点検評価・フォローアップ委員会

人文 自然 Ｍ Ｅ Ｄ Ｃ Ａ 教員平均 総務 学生 企画 技術 職員平均 非常勤 平均
10/10 9/9 11/11 12/12 8/11 11/12 7/11 68/76 24/26 14/15 7/7 13/13 58/61 21/40 147/177

１．教育理念について 4.2 3.4 3.7 3.9 4.0 3.9 4.3 3.9 3.1 3.0 4.0 3.0 3.3 3.3 3.7

２．養成すべき人材像について 4.1 3.3 3.9 3.8 3.9 3.9 4.4 3.9 3.0 3.1 3.7 3.2 3.2 3.2 3.6

３．教育目標について 3.9 3.4 3.5 3.7 4.0 3.8 4.1 3.8 3.0 2.9 3.4 3.0 3.1 3.3 3.5

４．各学科で養成する学力及び資質・能力等の
具体的な学習・教育目標について

3.7 3.0 3.5 3.8 4.0 4.0 4.3 3.8 2.4 2.5 3.0 3.2 2.8 2.9 3.4

５．環境システムデザイン工学教育プログラムの
学習・教育目標について

3.6 2.6 3.3 3.7 4.0 3.7 3.7 3.5 2.2 2.6 2.7 2.4 2.5 2.4 3.1

６．アドミッションポリシーについて 3.4 3.1 3.6 3.6 3.9 3.6 3.4 3.5 2.8 3.1 3.0 2.8 2.9 2.5 3.2

回答率 89% 95% 53% 83%

総括

　将来計画委員会内の自己点検・評価検討ＷＧから、『教育目標等の理解度』について自己点検を行うように指示があり、点検評価・フォローアッ
プ委員会内の自己点検・評価実施ＷＧにおいて、教育目標等に対する教職員や非常勤講師の意識調査等を行い、点検評価した結果を記す。
　本点検・評価の目的は、教育目標等が教職員（非常勤講師を含む）に周知され，理解されているかどうかを分析，検証することにある。尚、評価
は5段階評価とし、下記の基準とした。

評価基準：５段階評価（　　５：よく知っている，　４:だいたい知っている，　３：何とか知っている，　２：あまり知らない，　１：全く知らない　　）

　全体として，教育理念，養成すべき人材像，教育目標，各学科での学習・教育目標はよく理解されていると思われる。専攻科課程の学習を含む
「環境システムデザイン工学教育プログラム（JABEEプログラム）」の学習・教育目標については，全体として何とか知っている程度であるが，教員
の評価だけでみると，おおむね理解されていることがわかる。
　学生の受入れ方針（アドミッションポリシー）についても，全体として何とか知っているという状況であるが，教員自体はおおむね理解されてい
る。
　懸念される点として，非常勤講師には各学科での学習・教育目標やJABEEプログラムの学習・教育目標が十分に理解されておらず，教務及び各学科
のサポート教員の連携によって理解度を向上させる工夫が必要であると思われる。  

（出典 平成24年度第2回自己点検・評価実施ＷＧ資料） 

 

資料９－１－②－３ 

準学士課程の教育目標に関するアンケート（５年卒業時） 

5Ｍ 5E 5D 5C 5A 平均

1 この教育目標を知っていますか？ 2.3 2.7 3.6 2.6 3.9 3.0

2 （１）の目標はこれでよいと思いますか？ 3.4 4.1 3.8 3.6 4.1 3.8

3 （２）の目標はこれでよいと思いますか？ 3.4 4.2 3.6 3.6 4.0 3.8

4 （３）の目標はこれでよいと思いますか？ 3.3 4.2 3.7 3.6 4.1 3.8

5 （４）の目標はこれでよいと思いますか？ 3.4 4.3 3.7 3.8 4.1 3.9

6 （５）の目標はこれでよいと思いますか？ 3.3 4.2 3.1 3.7 3.5 3.5

7 （１）の目標に対して、学校の教育に満足していますか？ 3.3 3.5 3.1 3.4 3.6 3.4

8 （２）の目標に対して、学校の教育に満足していますか？ 3.3 3.7 2.8 3.4 3.0 3.2

9 （３）の目標に対して、学校の教育に満足していますか？ 3.1 3.1 3.1 2.9 3.5 3.1

10 （４）の目標に対して、学校の教育に満足していますか？ 3.3 3.6 3.1 3.2 3.5 3.4

11 （５）の目標に対して、学校の教育に満足していますか？ 3.3 3.6 3.1 3.2 3.3 3.3

12 あなたは（１）の目標を達成したと感じていますか？ 3.2 3.1 3.0 3.4 3.3 3.2

13 あなたは（２）の目標を達成したと感じていますか？ 3.3 3.2 3.0 3.4 3.4 3.3

14 あなたは（３）の目標を達成したと感じていますか？ 3.1 2.8 2.5 2.7 2.8 2.8

15 あなたは（４）の目標を達成したと感じていますか？ 3.3 3.5 3.0 3.4 3.4 3.3

16 あなたは（５）の目標を達成したと感じていますか？ 3.1 3.3 2.9 3.2 3.3 3.2

本科の教育目標に関するアンケート
                                    点検評価・フォローアップ委員会
　準学士課程の教育目標は下記のとおりである。本校の教育の改善等のために、卒業時に教育目標に関するアンケートを実施し、その結
果を下記に示す。５段階評価で５が最上である。
目標に対する周知を重ねてする必要がある。（３）については学校の教育に対する満足度も達成度もともに低い。次年度の改善等の参考と
する。

準学士課程の教育目標
(1) 広い視野を持ち，自立心と向上心に富み，教養豊かで心身ともに健康な技術者の育成
(2) 基礎学力を身に付け，創造力，応用力，実践力を備えた技術者の育成
(3) 国際コミュニケーション能力と先端情報技術を駆使する能力を備えた技術者の育成
(4) 工学技術についての倫理観を有した技術者の育成
(5) 教育研究活動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成

 

（出典 平成24年度第１回点検評価・フォローアップ委員会資料） 

 



岐阜工業高等専門学校 基準９ 

- 233 - 

資料９－１－②－４ 

本科教育目標の理解度に関する点検評価の報告（運営会議・教員会議資料） 
 

運営会議（平成 24 年度第１回）資料 

教員会議（平成 24 年度第１回）資料 

点検評価・フォローアップ委員会関係 

報告事項 

１．学習評価・フォローアップ点検ＷＧ関係 

 実施要領に従って授業アンケートを実施し、フォローアップ点検資料の提出等を実施していただいた。（最終報

告は五月末、平成 22 年度分については各学科からの報告を確認し、教員側での改善にはおおきな問題はないと判

断した。） 

 学生の授業満足度及び達成度の自己評価について、クラス単位で公開した授業アンケート結果をもとに、ＷＧで

以下のように点検・評価した。 

（１）授業アンケート結果に関する平成２２年度からの追跡事項について 

①授業に対する満足度について 

追跡調査をしているクラス（２Ｅ、３Ａ、４Ａ）について改善が認められた。 

②達成度の自己評価について 

追跡調査をしているクラス（３Ａ）について改善が認められた。 

詳細は点検評価・フォローアップ委員会掲示板に記載 

（２）平成 23 年度授業アンケートに基づく学生の授業満足度及び達成度の自己評価について 

 平均値が 3.4 以下のクラスについて検討した結果、満足度調査については、とくに追跡を行う必要がないと

判断した。 

   達成度の自己評価については、 

①５Ｄの平均値が 3.3 以下の年が続いており、平成２４年度の５Ｄの値を注視したい。 

②３Ｅの履歴を追うと１Ｅで 3.3、２Ｅで 3.3、３Ｅで 3.2 であり、平成２４年度の４Ｅの値を注視したい。 

③３Ｃの履歴を追うと１Ｃで 3.5、２Ｃで 3.4、３Ｃで 3.2 と落ち込んでいる。平成２４年度の４Ｃの値を注 

視したい。 

詳細は点検評価・フォローアップ委員会掲示板に記載 

（３）平成２３年度卒業生・修了生の教育目標に関する満足度・達成度調査について 

目標の周知に一考を要する。結果は点検評価・フォローアップ委員会掲示板に記載。 

 

 

２．中期計画ＷＧ関係 

平成２２年度分についてスパイラルアップ会議に報告済み。平成２３年度の中期計画ロードマップの点検評価に

ついては、本年度の 4 月のＷＧで検討する。 

 

３．自己点検・評価実施ＷＧ関係 

（１）就職先アンケートについて 

  結果及び分析をホームページで外部公開する。 

（２）授業アンケートに関する自己点検・評価実施報告書について 

  授業アンケートに関する自己点検・評価実施報告書を点検評価・フォローアップ委員会掲示板に記載する。 

（３）卒業生・修了生アンケートについて 

  機構のアンケートに加え、本校の教育目標等について実施する。Web 回答とし、ＵＲＬを送る。Web 回答は５

月より開始とする。 

 

４．その他 

①前期終了科目で昨年と同じ科目の場合は昨年度のアンケート結果を授業初めに示し、改善案を学生に示してくだ

さい。 

②点検評価・フォローアップ資料の達成度＆フィードバック報告書の提出を忘れないでください。 

③平成 25 年度に予定されている認証評価の実地審査では、準学士課程、専攻科課程とも、すべての学年のすべて

の科目の成績評価資料が対象になります。成績評価資料の保存も JABEE 対応から認証評価対応に変えております。 

 

（出典 平成24年度運営会議・教員会議資料） 
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資料９－１－②－５ 

就職先アンケートの結果と評価 

点検評価・フォローアップ委員会 

平成２３年度実施 

本校の教育目標、教育方法、教育組織等を、継続的に改善していくために、本科卒業生及び専攻科修了生

の就職先にアンケートを依頼しました。その結果を分析検討したので報告します。 

本科生アンケート発送先は 119 団体であり、回答は 52 団体＇回収率 44％（でした。また専攻科生アンケート発

送は 49 団体であり、回答は 16 団体＇同 33％（、合計で 68 団体＇同 40％（でした。 

 

A. 御社の業種についてお答えください。＇本科生＋専攻科生就職先（ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析 

五年前に比べて情報サービス業及びその他のサービ 

ス業が微増している。また、建設業が１０％減って 

いる。 

 

B. 岐阜高専には本科＇修業年限５年（とその上に学士認定の専攻科＇同２年（がありますがご存知ですか。＇本科

生就職先（ 

 

 

 

分析 

五年前に比べて、専攻科の存在を知っている企業が 

１６％増えている。専攻科の充実の成果だと思われ 

る。 

 

 

 

 

（出典 平成23年度点検評価・フォローアップ委員会資料 抜粋） 

1. 製造業 29 44% 

2. 運輸・通信業 2 3% 

3. 電気・ガス・水道業 2 3% 

4. 建設業 11 17% 

5. 情報サービス業 7 11% 

6. その他のサービス業 10 15% 

7. 卸売業 0 0% 

8. 官公庁 3 5% 

9. その他 2 3% 

1. 専攻科の存在を知っている 45 88% 

2. 専攻科の存在を知らない 6 12% 

 

資料９－１－②－６ 

岐阜工業高等専門学校参与会規程 

制定 平成16年８月２５日 

学校規則第３８号 

（設置） 

第１条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，広く学外有識者の意見を聴くため，参与会を置く。 

（任務） 

第２条 参与会は，次の各号に揚げる事項について，校長の諮問に応じて審議し，及び校長に対して助言又は勧告 

を行うものとする。 
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一 本校の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する事項 

二 本校の教育研究活動等の状況について本校が行う自己点検・評価に関する事項 

三 その他本校の運営に関する事項 

（組織） 

第３条 参与会は，次の各号に掲げる参与若干名で組織する。 

一 大学又は高等専門学校等の教育研究機関の教員等 

二 産業・経済界の関係者 

三 本校の所在する地域の関係者 

四 本校を卒業又は修了した者 

五 その他高等専門学校に関し広くかつ高い識見を有する者 

（委嘱） 

第４条 参与は，校長が委嘱する。 

（任期） 

第５条 参与の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 前項の参与に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第６条 参与会に会長及び副会長を置き，それぞれ委員の互選とする。 

２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代行する。 

（運営） 

第７条 参与会の会議は，校長が招集し，会長がその議長となる。 

（庶務） 

第８条 参与会の庶務は，企画室において処理する。 

附 則 

１ この規程は，平成１６年８月２５日から施行する。 

２ 岐阜工業高等専門学校有識者との懇話会要綱（平成１３年１２月５日校長裁定）は廃止する。 

附 則（平成19年学校規則第29号） 

この規程は，平成19年4月1日から施行する。 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 
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資料９－１－②－７ 

平成23年度参与会議事録 

 

 
（出典 平成２３年度参与会資料 抜粋） 
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資料９－１－②－８ 

自己点検・評価の年度別計画 
 

スパイラルアップ点検・改善         毎年 

中期計画ロードマップ達成度の自己点検  毎年 

JABEE 基準による自己点検評価・改善  ３年に１回 

外部評価、自己点検・評価報告書作成  ５年に１回 

認証評価基準による自己点検評価・改善  ７年に１回 

卒業生・就職先アンケート         ３年に１回 

 

年度 事  項 備  考 

２００２ 

＇平成１４年（ 

外部評価、自己点検・評価報告書作成 

JABEE 自己点検書作成 

卒業生アンケート 

５年に一度の外部評価 

JABEE 試行審査 

２００３ 

＇平成１５年（ 

JABEE 自己点検書作成 

JABEE 基準による自己点検評価・改善 

JABEE 本審査 

２００４ 

＇平成１６年（ 

JABEE 基準による自己点検評価・改善 JABEE 中間審査前年 

独法化 

２００５ 

＇平成１７年（ 

認証評価基準による自己点検評価・改善 

卒業生・就職先アンケート 

JABEE 中間審査 

２００６ 

＇平成１８年（ 

2005 年度分スパイラルアップ点検・改善 

認証評価 自己評価書 作成 

 

認証評価 

２００７ 

＇平成１９年（ 

2006 年度分スパイラルアップ点検・改善 

中期計画ロードマップ達成度の自己点検 

JABEE 基準による自己点検評価・改善 

外部評価、自己点検・評価報告書作成 

 

 

JABEE 本審査前年 

５年に一度の外部評価 

２００８ 

＇平成２０年（ 

2007 年度分スパイラルアップ点検・改善 

中期計画ロードマップ達成度の自己点検 

JABEE 自己点検書作成 

卒業生・就職先アンケート 

 

 

JABEE 本審査 

２００９ 

＇平成２１年（ 

2008 年度分スパイラルアップ点検・改善 

中期計画ロードマップ達成度の自己点検 

 

２０１０ 

＇平成２２年（ 

2009 年度分スパイラルアップ点検・改善 

中期計画ロードマップ達成度の自己点検 

JABEE 基準による自己点検評価・改善＇免除（ 

JABEE 中間審査前年 

２０１１ 

＇平成２３年（ 

2010 年度分スパイラルアップ点検・改善 

中期計画ロードマップ達成度の自己点検 

卒業生・就職先アンケート 

JABEE 中間審査＇免除（ 

２０１２ 

＇平成２４年（ 

2011 年度分スパイラルアップ点検・改善 

中期計画ロードマップ達成度の自己点検 

認証評価基準による自己点検評価・改善 

外部評価、自己点検・評価報告書作成 

 

 

認証評価前年 

５年に一度の外部評価 

２０１３ 

＇平成２５年（ 

2012 年度分スパイラルアップ点検・改善 

中期計画ロードマップ達成度の自己点検 

JABEE 基準による自己点検評価・改善 

認証評価 自己評価書 作成 

 

 

JABEE 本審査前年 

認証評価 

 

（出典 平成19年度第2回点検評価・フォローアップ委員会議事要旨） 
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資料９－１－②－９ 

 

 

（出典 平成19年度自己点検・評価報告書 抜粋） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 教育の状況に関する自己点検・評価として，自己点検・評価検討ＷＧが点検項目を検討及び指示を

出し，自己点検評価実施ＷＧが自己点検・評価を実施し報告書（資料９－１－②－１，２，４など）

にまとめている。その中で学校の構成員，学外関係者の意見（資料９－１－②－３，５，７など）を

聴取しており，これらの結果をもとに，資料９－１－②－８で示したように学校として策定した基準

で計画的かつ適切に自己点検・評価を実施している（資料９－１－②－９など）。 
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観点９－１－③： 各種の評価の結果を教育の質の向上，改善に結び付けられるような組織として

のシステムが整備され，教育課程の見直し等の具体的かつ継続的な方策が講じら

れているか。 

（観点に係る状況）  

毎年の恒常的な点検評価・改善システムとしてスパイラルアップ会議が担当している。中長期的な

点検評価・改善については将来計画委員会が担当している。 

９－１－②で記述した各種自己点検・評価の結果は，すべてスパイラルアップ会議に集約され審議

される。同会議では，前年度からの改善状況を確認すると同時に今年度の問題点等を明らかにし，新

たな改善事項を年度初めに各会議，委員会，ワーキンググループに対し指示を出す。スパイラルアッ

プ会議規程を資料９－１－③－１，教育点検システムに関係した組織相互関連図を資料９－１－③－

２に示す。 

 教育課程や学習・教育目標の見直しは専攻科内にあるカリキュラム検討ＷＧで改善指示される。 

 

資料９－１－③－１ 

 

岐阜工業高等専門学校スパイラルアップ会議規程 

制定 平成１７年１月６日 

学校規則第２号 

（設置） 

第１条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，スパイラルアップ会議を置く。 

（審議事項） 

第２条 スパイラルアップ会議は，次の各号に掲げる事項を調査審議する。 

一 教育点検システムに関すること。 

二 学校運営の点検及び改善に関すること。 

三 各会議・委員会等からの活動報告書の点検評価及び改善に関すること。 

四 外部評価に対する点検評価及び改善状況の報告に関すること。 

五 自己点検結果に基づく継続的改善に関すること。 

六 その他点検評価に関すること。 

（組織） 

第３条 スパイラルアップ会議は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 校長 

二 教務主事，研究主事，学生主事及び寮務主事 

三 専攻科長 

四 ＪＡＢＥＥプログラム責任者 

五 点検評価･フォローアップ委員会委員長 

六 事務部長 

七 総務課長及び学生課長 

八 その他校長が必要と認めた者 

（任期） 

第４条 前条第８号の委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（会議の招集及び議長） 

第５条 スパイラルアップ会議は，校長が招集し,その議長となる。 

２ 校長に事故があるときは，教務主事がその職務を代行する。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 校長が必要と認めたときは，スパイラルアップ会議に構成員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴く

ことができる。 

（庶務） 

第７条 スパイラルアップ会議の庶務は，総務課において処理する。 

附 則 

１ この規程は，平成17年1月6日から施行する。 

２ この規程の施行後，最初に委嘱される第３条第８号の委員の任期は，第４条第１項の規定にかかわらず，平成
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17年3月31日までとする。 

附 則（平成19 年学校規則第16号） 

この規程は，平成19年4月1日から施行する。 

附 則（平成20 年学校規則第8号） 

この規程は，平成20年3月6日から施行する。 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

資料９－１－③－２ 

教育点検システムに関する組織相互関連図 

 

（出典 岐阜高専学外Ｗeb資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

 スパイラルアップ会議が各種の点検・評価から改善に結び付け，各会議，委員会，ＷＧに対して改

善を指示するシステムを整備している。 

 

観点９－１－④： 個々の教員は，評価結果に基づいて，それぞれの質の向上を図るとともに，授

業内容，教材，教授技術等の継続的改善を行っているか。また，個々の教員の改

善活動状況を，学校として把握しているか。 

（観点に係る状況）  

学習評価・フォローアップ点検実施要領（前出 資料９－１－①－３）に基づき，通年科目につい

ては前期末及び後期末の年２回，半期科目については学期末の１回，学生による授業アンケート（資

料９－１－④－１）を実施している。評価項目として，授業評価，達成度評価，満足度評価，学習環

境評価があり，教員も同項目について自己点検・評価を実施している。また，非常勤講師の科目も同

様に実施される。 

１回目のアンケート結果における評価の低い項目について，教員及び非常勤講師は改善案を検討し，

学生に改善事項を明言し，後期の授業において改善する。その際，授業参観による教職員や保護者に

よる報告書（資料９－１－④－２）の内容も教員へフィードバックし，授業内容，教材，教授法等の

改善案に反映し質の向上を図る。２回目の授業アンケートで実際に改善されたかどうかを学生が評価

する。改善内容と改善された例（項目10）を資料９－１－④－３に示す。半期科目については次年度

以降のシラバスや授業方法等にフィードバックし反映させる。 

これらの改善活動状況を，個々の教員は全科目において授業評価・達成度評価報告書＆フィードバ

ック報告書（前出 資料９－１－④－３）にまとめ，各学科のフォローアップ委員に提出し，報告書

は観点９－１－①で述べたように各科の資料室等に保存される。フォローアップ委員は提出された報

告書をもとに教員面談を実施して改善状況を確認する。面談結果により教員は改善事項があれば，次

年度のシラバスを修正し改善を図る。その結果は，教員面談報告書（前出 資料９－１－①－４）と

して点検評価・フォローアップ委員会に報告され，同委員会の掲示板（学内Webサイト，資料９－１

－④－４）から閲覧できる。さらに同委員会は上部組織のスパイラルアップ会議へ結果を報告（資料

９－１－④－５）することで学校として把握するシステムとなっている。 

 

資料９－１－④－１ 

授業アンケート 

（出典 点検評価フォローアップ委員会資料） 
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資料９－１－④－２ 

授業参観報告書 

（出典 教務掲示板） 

 

資料９－１－④－３ 

授業評価・達成度評価報告書及びフィードバック報告書 

授 業 評 価 ・  達 成 度 評 価 報 告 書　及び　フィードバック報告書

授　業　科　目 学 年 ・ 学 科 ： ２Ｃ

基礎力学 担 当 教 員 ： 水野

学生 教員 学生 教員
１ 4.0 4 4.1 4

２ 4.4 4 4.4 4

３ 4.2 4 4.2 4

４ 4.1 3 4.3 4

５ 3.7 3 3.8 4

６ 4.0 3 4.1 3

７

８

９ 3.9 4 4.2 4

１０ 3.6 3 3.8 4 学生の理解度を把握しながら授業を進行していく

１１ 3.8 4 4.0 4

１２ 3.8 4 4.0 4

１３ 3.7 4 4.0 4

１４ 4.1 4 4.4 4

１５ 4.5 4 4.5 4

１６ 4.0 3 4.0 4

１７ 4.1 4 4.1 3

１８ 2.0 3 1.9 2

１９ 3.8 4 4.0 3

２０ 目標① 3.5 3

２１ 目標② 3.3 3 3.7 3

２２ 目標③ 3.0 3 3.6 3

２３ 目標④

２４ 目標⑤

２５ 目標⑥

２６ 3.4 3 3.6 3

２７

年度
開講期間 通年

H21

アンケート項目
第1回評価 第2回評価

学生に説明した改善内容

予習復習などの必要な準備をしましたか

授業を熱心に受けましたか

総合的にみて、この科目の受講態度に対する総合評価はよいですか

この科目はシラバスに示された内容に基づいて行われましたか

この科目の内容は理解できましたか

この科目の理解を深める演習・宿題は充分ありましたか

実験器具、設備（製図器具、ＣＡＤ等を含む）は適切でしたか　　

安全性についての説明や配慮がなされていましたか

この科目の進度は適切でしたか

先生は学生の理解度を把握していましたか

ポイントを的確に押さえた構成になっていましたか

総合的に判断して、この科目の目標・目的を達成したと思いましたか

質問をしやすい雰囲気でしたか

試験問題、レポート等の内容は適切でしたか

公平かつ正確な成績評価が行われましたか

この科目への取り組みは熱心でしたか

話し方、説明の仕方は適切でしたか

板書、書画カメラ、ＯＨＰ等などによる資料提示は適切でしたか

教室外学修の内容は適切でしたか

授業の進め方をもっと改善してもらいたかったですか

総合的に判断して、この授業は良かったと思いましたか

力の性質をほぼ正確(6割以上)に理解ができる 備考

力のつり合い式をたてて，解くことが8割以上できる

物体内部の断面の性質についてほぼ正確(6割以上)に理解できる

 

（出典 成績評価資料） 
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資料９－１－④－４ 

スパイラルアップ会議に提出された教員面談報告 

 

平成２４年度 第３回スパイラルアップ会議議事要旨 

 
開催日時：平成２４年１２月４日（火）～１２月７日（金） 

開催場所：メール会議 

構 成 員：校長，教務主事，研究主事，学生主事，寮務主事，ＪＡＢＥＥプログラム責任者（柴田）， 

点検評価・フォローアップ委員長（水野和憲），久世学科長 

事務部長，総務課長，学生課長 

陪 席：（記録）若園（総務課長補佐） 

 

議 題： 

Ｉ 略 
 
Ⅱ 点検評価・フォローアップ委員会関係 
 
審議事項 

１．自己点検・評価実施ＷＧ関係 

（１）卒業生アンケート（平成23 年度実施）の点検・評価                 別紙 4/12～8/12 

・機構による卒業生アンケートと同時実施のため，アンケート実施は平成24 年3 月～9 月 

・回収率：6.2%（12 名／平成18 年度本科卒業生193 名） 

・別紙の結果（分析）についてご審議下さい。 

・その後，本校トップページ下「教育改善」にて学外公開予定 

 

資料９－１－④－４ 

平成23年度教員面談報告書の学内公開 

 

（出典 学内Web資料） 
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報告事項 

（２）本校教育目標等の周知に関するアンケートの点検・評価               別紙 9/12～12/12 

・自己点検・評価検討WG（将来計画委員会内）からの点検事項 →答申（10/10 教務主事へメール） 

・点検評価・フォローアップ掲示版にて学内公開（教職員all でのメールにて周知） 

http://www.cc.gifu-nct.ac.jp/gakunaiyou/followup/mokuhyou_kekka_H24.pdf 

 

（３）平成23 年度 教員面談／フィードバック 実施状況最終報告 

一般科目（人文）：問題なし 

一般科目（自然）：問題なし 

機械工学科 ：問題なし 

電気情報工学科 ：成績評価資料の不足が一部（非常勤）で見られるが、その他は問題なし 

電子制御工学科 ：問題なし 

環境都市工学科 ：成績評価資料の不足が一部（非常勤）で見られるが、その他は問題なし 

建築学科 ：成績評価資料保存状況に問題がある。昨年度に引き続き，改善を要する。 

 

各科，各科目の実施状況については点検評価・フォローアップ委員会掲示板に掲載 

http://www.cc.gifu-nct.ac.jp/gakunaiyou/followup/followup.html 

 

（４）その他 

・機構による卒業生アンケートの結果及び分析は，機構からデータが届き次第実施する。 

 
Ⅲ その他 

（出典 平成24年度第3回スパイラルアップ会議資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 学生による授業アンケート結果や教職員及び保護者からの授業参観報告（資料９－１－④－２）を

教員（非常勤講師含む）へフィードバックし，個々の教員は，次学期もしくは次年度の授業内容，教

材，教授技術等について改善活動を行っている。これらの内容を授業科目ごとに報告書（資料９－１

－④－３）にまとめ，点検評価・フォローアップ委員長が最終的にスパイラルアップ会議に報告する

ことで，全科目における改善活動状況を学校として把握している（資料９－１－④－４，５）。 

 

観点９－１－⑤： 研究活動が教育の質の改善に寄与しているか。 

（観点に係る状況）  

本校教員および技術職員の研究活動は、教育方法改善に関する研究活動を含めて積極的に推進され

ている。その成果の一つとして科学研究費補助金の平成23年度の採択課題一覧を資料９－１－⑤－１

に示す。このほかにも共同研究や他の外部資金の獲得を通して、教育研究の質の改善を進めている。

平成21－23年度の外部資金の獲得状況を資料９－１－⑤－２に示す。また、教員の研究活動について、

平成７－23年度の実績を本校紀要の研究業績報告から資料９－１－⑤－３に示す。また、学生の研究

活動についても、平成19－23年度の専攻科修了判定資料より、外部発表回数とTOEIC平均点の推移を

資料９－１－⑤－４に示す。 

教員の研究テーマのいくつかは教育の質の改善にかかるテーマでもあり、教育環境や質の改善に

寄与している。また、近年はアウトリーチ活動やリテラシー活動への学生の参加を通した教育研究活

動も積極的に推進されている。平成23年度のアウトリーチ教育活動推進室のテーマ及び参加学生数一

覧を資料９－１－⑤－５に示す。 

 

平成２３年度科学研究費補助金採択課題一覧を資料９－１－⑤－１に示す。 
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 資料９－１－⑤－１ 

 

平成24年度 科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金採択状況 

 

（出典 総務課資料） 
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平成２３年度科学研究費補助金採択課題一覧を資料９－１－⑤－２に示す。 

 資料９－１－⑤－２ 

 
（出典 H24教員会議第2回研究主事報告資料） 

 

平成７－23年度の本校紀要への教職員研究活動報告数一覧を資料９－１－⑤－３に示す。 

 資料９－１－⑤－３ 

年　　　度 期　　　　　　間
１．著

書

２．学術
雑誌に掲
載の論文

３．特許
等

４．口頭
発表の研

究

その他１
～４に準
ずるもの

新任教員
の主要な
論文

合
計

平成７年度 H　７．４．１～　８．３．３１ 10 75 3 84 36 6 214

平成８年度 H　８．４．１～　９．３．３１ 8 79 2 101 34 5 229

平成９年度 H　９．４．１～１０．３．３１ 2 108 0 85 36 7 238

平成１０年度 H１０．４．１～１１．３．３１ 13 91 0 113 29 7 253

平成１１年度 H１１．４．１～１２．３．３１ 10 82 2 111 42 21 268

平成１２年度 H１２．４．１～１３．３．３１ 10 70 1 112 39 16 248

平成１３年度 H１３．４．１～１４．３．３１ 13 95 2 104 38 2 254

平成１４年度 H１４．４．１～１５．３．３１ 8 74 0 119 50 7 258

平成１５年度 H１５．４．１～１６．３．３１ 11 90 1 137 43 11 293

平成１６年度 H１６．４．１～１７．３．３１ 8 84 2 139 47 21 301

平成１７年度 H１７．４．１～１８．３．３１ 9 94 0 107 49 8 267

平成１８年度 H１８．４．１～１９．３．３１ 12 86 1 175 60 7 341

平成１９年度 H１９．４．１～２０．３．３１ 14 70 4 141 70 63 362

平成２０年度 H２０．４．１～２１．３．３１ 5 61 7 119 54 55 301

平成２１年度 H２１．４．１～２２．３．３１ 6 60 2 131 54 5 258

平成２２年度 H２２．４．１～２３．３．３１ 6 57 5 138 49 39 294

平成２３年度 H２３．４．１～２４．３．３１

岐阜高専教職員研究活動　１６年の推移（紀要教員研究活動の概要より）

平成２４年度に集計  

（出典 岐阜高専紀要32-47号より取りまとめ） 
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平成19－23年度の専攻科修了生の学会発表件数とTOEIC平均点一覧を資料９－１－⑤－４に示す。 

 資料９－１－⑤－４ 

専攻科修了生の学会等における発表件数とTOEIC平均点の一覧 

項目 系 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

学会発

表 

Ｓ系 29 24 32 30 43 

Ｋ系 12＊ 31 34 15＊ 14＊ 

TOEIC 
Ｓ系 493 493 467 467 532 

Ｋ系 473 489 467 446 476 

 ＊学外発表一回以上の確認データのみ（ひとり１回としてカウント） 

（出典 各年度専攻科修了認定資料より取りまとめ） 

 

平成23年度のアウトリーチ教育活動推進室のテーマ及び参加学生数一覧を資料９－１－⑤－５に示

す。 

 資料９－１－⑤－５ 

平成 23 年度 ものづくり（科学技術）リテラシー教育実習 テーマ一覧 

番

号 
テーマ名 指導教員 参加学生 

1 カップ麺容器でホバークラフトを作ろう 小栗久和 6 

2 コーディネイトに挑戦～自分の部屋を作ろう～ 羽渕仁恵 4 

3 ヘンゼルとグレーテル 山田実 3 

4 さまざまな発電を体験しよう 栗山嘉文 4 

5 ライントレーサーを動かしてみよう 飯田民夫 4 

6 地雷探査ロボットを体験しよう 栗山嘉文 7 

7 レスキューロボットを体験しよう 臼井敏男 5 

8 斬って斬って２進数 田島孝治 3 

9 ゲームを作って学ぶ－プロクラム製作委員会- 田島孝治 2 

10 パズルであるれるコンピュータの世界－Puzzle De Programing－ 田島孝治 2 

11 地震防災について考えよう 廣瀬康之 6 

総計４６名の参加  

（出典 平成23年度のアウトリーチ教育活動報告会資料より） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校教員と技術職員は校費が削減される中、外部資金の獲得や、校内・校外の連携を通して、また、

学生との研究活動を通して、積極的に研究活動や教育に関する改善活動および外部連携活動を推進し、

教育の質の改善を進めている。これらの成果として、平成23年度の本校の科学研究費補助金採択課題

数は２５件で有り、仙台高専に次ぐ、全国２位の採択数であった。この外部資金による教育・研究機

器の更新や教員および学生の研究活動やその学会等での発表は、全国または海外との比較を可能とし、

教育の質の改善に大きく寄与している。また、平成22年３月に科学技術リテラシー教育推進室長・羽

渕仁恵准教授（電気情報工学科）が野依科学奨励賞を受賞、平成23年度の学生による地域課題解決提

案事業（ネットワーク大学コンソーシアム岐阜）において，環境都市工学科５年生の永田臨君（都市

交通研究室）がグランプリを受賞するなど、多くの成果が得られている。 

以上に加えて、平成16年に採択されたe-learningに関する現代ＧＰプログラムや、平成17年に採択

されたリテラシー教育に関する現代ＧＰプログラム、社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラ
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ムなど、それらの成果となる教育研究活動を、改良を加えつつ現在まで全て継続して実施・拡充して

いることも、研究活動が教育の質の改善に寄与していることの根拠となる。なぜならばこれらは全て

学生の参加により成り立つプログラムで有り、一部他大学や他高専の外部受講者を含めて、単位認定

を可能とするプログラムであるため、学生の選択参加が継続される事を前提としているからである。 

 

観点９－２－①： ファカルティ・ディベロップメントが，適切な方法で実施され，組織として教

育の質の向上や授業の改善に結び付いているか。 

（観点に係る状況）  

資料９－２－①－１に「教育改善活動実施規程」を示した。本規程では，本校におけるＦＤ活動と

して，授業参観，学生による授業評価，及び研修会等の実施及び派遣の３項目が規定されており，ま

た，この推進組織も規定されている。すなわち，ＦＤ活動推進会議は， 教務会議の下に設置し，教

務主事，教務主事補佐及び教務主事が指名する教員３名で構成することとされている。資料９－２－

①－２は教務会議における役割分担を示したものであり，ＦＤ活動推進会議のメンバー割り当てられ

ている。実際の活動は，教務会議の中で一体運営されており，この件は，教務会議の議事録にも明記

されている。（資料９－２－①－３） 

資料９－２－①－４は，教務会議内のＦＤ活動推進会議から，スパイラルアップ会議に報告された

活動内容の一例（抜粋）である。また，学外における研修会等への参加状況を資料９－２－①－５に

示す。 

 

資料９－２－①－１ 
岐阜工業高等専門学校における教育改善活動実施規程 

制定 平成 17 年 10 月 5 日 

学校規則第 34 号 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）におけるファカルティ・ディベロップメント（教育内容及

び教育方法を改善し，向上させるための組織的かつ継続的な取組。（以下「ＦＤ」という。））の推進に関する事

項については，この規程の定めるところによる。 

（ＦＤ活動） 

第２条 本校におけるＦＤ活動は，次のとおりとする。 

一 授業参観（全学的に計画し，年１回以上実施） 

ニ 学生による授業評価（前期末及び後期末に実施） 

三 教職員の資質向上のための研修会等の実施及び派遣 

四 その他のＦＤ活動 

（ＦＤ推進組織） 

第３条 本校におけるＦＤを推進する組織は，次のとおりとする。 

一 学習評価フォローアップワーキンググループ 

二 ＦＤ活動推進会議 

２ 学習評価フォローアップワーキンググループは，点検評価フォローアップ委員会の下に設置し，同委員会委員長

及び委員長が指名する委員９名で構成する。 

３ ＦＤ活動推進会議は， 教務会議の下に設置し，教務主事，教務主事補佐及び教務主事が指名する教員３名で構成

する。 

（ＦＤ活動の点検，評価及び改善） 

第４条 学習評価フォローアップワーキンググループは，学生による授業アンケートを実施し，それに基づく授業の

評価及び改善を行う。 

２ ＦＤ活動推進会議は，保護者及び教職員等による授業評価として，授業参観等の企画及び実施を行い，授業の改

善を推進する。 

３ 前２項に規定するＦＤ活動の具体的な活動内容及び点検・評価の方法は，年度ごとに定める実施要項によるもの

とする。 

４ ＦＤ推進組織は，第１項及び第２項に規定する点検，評価又は改善の実施状況について，スパイラルアップ会議

へ報告しなければならない。 
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（その他） 

第５条 この規程に定めるもののほか，ＦＤ活動に関する必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この規程は，平成 17 年 10 月 5 日から施行し，平成 16 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則（平成 22 年学校規則第 11 号） 

この規則は，平成 22 年 5 月 24 日から施行し，平成 22 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則（平成 23 年学校規則第 19 号） 

この規則は，平成 23 年 5 月 23 日から施行し，平成 22 年 4 月 1 日から適用する。 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 
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資料９－２－①－２ 

　　教務会議委員の分担項目 委員構成・仕事内容・日程等 H24委員 事務担当者

点検評価・フォローアップ委員会（1名） 教務･専攻科・学生･寮務から各1名 山田実 ‐

教務事務電算処理検討委員会(委員） 電算処理システムの完成 福永 西田・佐藤

◆学校広報活動部門

ホームページ部門委員(1名） 教務･専攻科・学生･寮務から各1名 山田博文 西田

広報誌部門委員（1名） 教務･専攻科・学生･寮務から各1名 山田博文 渡邊

広報総括 年度始めの計画と年度末の総括 山田実・廣瀬 國枝

中学校訪問立案・出前授業立案・塾訪問立案 中学訪問6月中旪～11月中旪，出前授業を予計画 廣瀬・山田実 國枝

学校説明会
学校説明会（本校主催10回），中学校からの要請

(中期目標５校以上）

山田実・

廣瀬・福永
國枝

中学校からの来訪対応 主にＰＴＡさんの見学ツアー 上原・廣瀬 國枝

岐阜高専オープンキャンパス（旧見学会） 9月1日実施 山田実・廣瀬 國枝

岐阜高専一日入学 10月30・31　11月1日 清水（隆） 國枝

地区保護者懇談会への教務委員対応者（主事の代理） 11月中に７会場で実施予定 上原　 ‐

◆定常的な仕事

シラバス関係の維持・管理 12月～2月改変，3月CD化又はHP上に公開・印刷 山田博文・上原 前原

教務重要事項の学内周知（教務掲示板の更新・維持・管理） 毎日，定常活動 山田博文・上原 西田・佐藤

6号館の利用促進・管理・機種更新計画・教育コンテンツ 年2～3回会議 山田博文・上原 渡邊

次年度の学生募集要項 12月～2月頃までに原案完成，印刷3月 福永 國枝

次年度の編入学生募集要項 12月～2月頃までに原案完成，印刷3月 福永 國枝

次年度の年間行事予定計画 後期から立案，２月末校了 福永 渡邊

次年度の新入生の手引き（一般科が妥当） 2月校了予定 上原 渡邊

次年度の特別活動計画　（一般科が妥当） 2月校了予定（ホームページ上に公開） 上原 渡邊

次年度学級担任の手引き
2月校了予定，3月初旪に印刷，オリエンテーション

に間に合わせる
加藤 渡邊

次年度の学生便覧・教員手帳 規則改正を含み12月～2月校了，3月印刷予定 上原・清水（隆） 渡邊

次年度の学校案内 3月上旪校了予定 清水（隆）・中島 國枝

次年度の中学生向けパンフレット・ポスター 3月上旪校了予定 清水（隆）・中島 國枝

新入生研修（参加）・校内研修立案 2月立案。４月実施 上原 渡邊

入学者の追跡調査の入力作業 10月末データ打込。11月末までに分析 中島 ‐

◆上記以外または緊急事項

JABEE関係および中期計画，認証評価関係1名 随時，主事指名 上原 ‐

教員・教科間ネットワーク担当 （英語，数学，物理，留学生問題），4名程度 上原 西田・佐藤

FD活動推進会議 主事，教務委員3名
主事・上原・

中島・清水
今西

授業参観の立案 FD推進会議委員が兼務 主事・上原・中島 今西

カリキュラム検討WG 教務会議委員2名 上原・廣瀬 渡邊

学生支援委員会(学生主事主管） 学生支援委員会へ教務委員1名 上原 ‐

進学指導部門委員会（教務主事主管） 進学指導部門へ教務主事補佐1名 上原 ‐

その他・緊急事項 随時 主事指名 ‐

教務掲示板の維持管理（アップロード等） 随時 主事

議事録 年間の教務会議　36回程度 主事 ‐

平成24年度　教務会議委員業務分担表　10月10日修正

時間割の作成・授業変更・補講計画など

前期時間割，前期中間試験，前期期末試験，前期補

講，後期時間割，後期中間試験，後期期末試験，後

期補講など，

上原 前原

 
 

 

（出典 教務会議資料） 
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資料９－２－①－３ 
平 24 年度 第 14 回 教務会議議事録 

日時：平成 24 年 8 月 24 日（金）15：05-15：55 開催場所：教務主事室 

出席者：加藤，宮口，上原，石丸代，山田博文，福永，廣瀬，清水，和田学生課長，渡邊教務係長，國枝入試係

長 

欠席者： 山田実 

（審議事項） 

① オープンキャンパス 2012 最終確認 

ロボ研によるロボコンのデモ参加：主顧問の北川先生から校長名の依頼書がないと受けられないとの要望

を頂いたが，実施要項とオープンキャンパスのチラシを提示しご理解頂いた．平成 25 年度についてはチラ

シ作成段階で参加の可否を確認する． 

業務分担及び受付業務 資料に基づき國枝入試係長から説明があった．教務委員は受付業務． 

専門学科の昼食券・腕章・アンケート回収箱が配布された． 

② 平成 24 年度前期期末試験運用方針の確認 

非常勤講師については，7/19 に資料配布済．後期の非常勤講師には学期当初の配布資料で，注意喚起． 

③ 一日入学計画 

清水委員から資料に基づき，説明され原案が了解された． 

各学科で実施要項の●印の担当者を決めて，清水委員に連絡．清水委員から別途，メール配信される．締

切 9/7 

 

（報告事項） 

① 第 13 回議事録を掲示板にアップ済 

② 機構本部の幹事監査の資料集協力をお願い致します． 

「中長期目標における独創的なカリキュラムの有無」のエビデンスを求められているので，8/31 までに各

専門学科の情報（資料）を加藤宛にお送りください．関連の授業科目のシラバスや高専教育等への投稿論

文の抜き刷り等を頂けるとありがたいです．抜き刷りの場合は現物でけっこうです．ちなみに，前回の平

成 20 年度では 

Ｍ科：創生工学実習，Ｅ科：コース制のカリキュラム，Ｄ科：４年生の総合実験システム， 

Ｃ科：シビルエンジニアリング入門 

教務主事から資料に基づき依頼がなされた．別途，メールにて案内が出される予定． 

③ 学生の異動 

       退学：平成 24 年 9 月 30 日 付 進路変更のため 

④ 平成 24 年度の学習到達度試験 数学及び物理の学習領域を教科目担当教員で検討．平成 23 年度と同じと

して機構本部に回答 

⑤ 教員授業持時間一覧表 締切 8/31（金）7/26 前原さん配信 

⑥ ４年の研修旅行の旅程を教務掲示板項目 206 にアップロード 8/24 

⑦ モデルコアカリキュラム（試案）の検討項目について 

各専門学科の教育課程とモデルコアカリキュラムに提示されている学習内容とを比較し，不足している内

容を抽出．教務掲示板項目 119 に掲載 

⑧ 後期授業時間割作成（上原） 

⑨ 前期期末試験時間割・フォローアップ等時間割作成（上原）8/1 付メール配信 （専攻科分はファイル上で

作成） 

⑩ 中学校訪問 報告書 教務掲示板の項目 401 に掲載 8/2 付 

⑪ 広報活動スケジュール総括  

一日入学の項目も増やされる予定（オープンキャンパスと同様の表現を予定） 

中学校主催進路説明会担当者 9/27 上石津：上原補佐 10/17 不破中：廣瀬委員 10/19 山田中：清水委員 

 

（ＦＤ活動推進会議 報告）メンバー 上原補佐，宮口委員，清水委員 

① 8 月 30 日（木） ＦＤ講演会を開催予定．講師は天野先生  

当日の会議構成（検討中） 13 時 ＦＤ講演会 14：30 教員会議 → 学級担任会議 

 

（全国教務主事会議が 8/30 に実施されるため廣瀬委員に代理出席を依頼済） 

② 空先生 8/2-8/5 平成 24 年度就職・キャリア支援研修会「基礎コース」（(独)日本学生支援機構主催） 

 

（学科への報告事項・依頼事項） 

① 【9 月末締切】「学位取得候補教員の業務負荷配分の取扱い」の案内 8/24 配信 

 

教務会議予定 第 15 回 8 月 31 日（金） 15 時 

（出典 平24年度第14回教務会議議事録） 
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資料９－２－①－４ 
平成 23 年 5 月 

スパイラルアップ会議資料 

平成 22 年度の活動報告 

ＦＤ活動推進会議 

平成 22 年度ＦＤ活動一覧 

番号 実施項目 概要 資料 

１ 新任教員研修

（校内） 

4 月 1 日（木） 教務主事室 

2 頁 
鈴木基伸先生（交流），菱川洋介先生，本塚智先生，水野剛規先生の４名の新任教員が参加し

た． 

２ 授業参観週間

（教職員） 

5 月 17 日（月）～5 月 21 日（金） 本校教職員 

8 頁 
延べ 94 件の個別の報告があり，Ｈ22 年度教務掲示板にて学内公開された． 

機械工学科会議では講義方法についての相互のアドバイスがなされた． 

3 新任教員研修

（派遣） 

8 月 23 日（月）～25 日（水）国立オリンピック記念青尐年総合センター 

11 頁 
一般科（自然）菱川洋介先生，Ｍ科 本塚智先生，Ｃ科 水野剛規先生，Ａ科 犬飼利嗣先生の４

名が参加した．吉村学生主事が助言者として参加． 

４ 管理職研修

（派遣） 

9 月 30（水）～10 月 1 日（金）機構本部主催 研究主事 臼井敏男先生 

18 頁 
リスクマネジメント，学校経営，青年心理，スクールコンプライアンス等の講演があり，参加の

臼井先生から詳細な報告がなされた． 

5 ＦＤ講演会 10 月 13 日（水）多目的ホール 

23 頁 

英語：鈴木先生『教員交流制度の意義と将来展望』 

人事交流で豊田高専から岐阜高専に来られている鈴木先生に講演を頂いた．多方面から岐阜高専

と豊田高専の差異についての比較検討結果を示され，岐阜高専の教育システムを俯瞰的に見直す

機会となった． 

6 授業参観日

（保護者） 

10 月 21 日（木）～10 月 22 日（金）本校 

24 頁 
学外者の参加は３名と尐なかった．教職員参加 28 名，保護者参加 84 名で合計 112 名であった．

アンケートの回答は 84 件であり，平成 22 年度教務掲示板にて学内公開された． 

事後，10 月期の授業参観のあり方がＦＤ活動推進会議（教務会議）で検討され，平成 23 年度か

らは 5 月に集約すること等が確認された． 

７ 発達障がい FD

講演会 

1 月 19 日（水）多目的ホール （学生相談室主催） 

28 頁 
『発達障害的な傾向のある学生の理解と対応』外部の臨床心理士天野先生を講師として招き，発

達障害学生の指導についての講演を頂いた 

（出典 平成23年度スパイラルアップ会議資料） 
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資料９－２－①－５ 

（社）日本工学教育協会での研修一覧 

 
会の名称 平成20年度　第３回ワークショップ「エンジニアリング・デザインの指導法」
日　　程 平成21年3月14日（土）
参 加 者 稲葉　成基（電気情報工学科）
開催場所 工学院大学
会の名称 平成20年度　第９回ワークショップ「コミュニケーションスキルの指導法」
日　　程 平成21年2月14日（土）
参 加 者 所　哲郎（電気情報工学科）
開催場所 日本大学
会の名称 平成20年度　第９回ワークショップ「技術者倫理」
日　　程 平成21年2月21日（土）
参 加 者 所　哲郎（電気情報工学科）
開催場所 日本大学
会の名称 平成21年度　第４回ワークショップ「エンジニアリング・デザインの指導法」
日　　程 平成22年3月6日（土）
参 加 者 山田　功（電気情報工学科）
開催場所 工学院大学
会の名称 平成21年度　第10回ワークショップ「コミュニケーションスキルの指導法」
日　　程 平成22年2月13日（土）
参 加 者 柴田　良一（建築学科）
開催場所 東京工業大学
会の名称 平成21年度　第10回ワークショップ「技術者倫理」
日　　程 平成22年2月26日（土）
参 加 者 空　健太（一般科目人文）
開催場所 金沢工業大学　東京虎ノ門キャンパス
会の名称 平成22年度　第11回ワークショップ「技術者倫理」
日　　程 平成23年2月26日（土）
参 加 者 熊崎　裕教（電気情報工学科）
開催場所 芝浦工業大学

平
成
2
0
年
度

平
成
2
1
年
度

平

成

2

2

年

度  
（出典 総務課資料） 

 

資料９－２－①－６には「平成24年度授業参観実施要項」を示した。また，資料９－２－①－７は

保護者や外部からの参加者のアンケート結果をまとめたものの最初の部分のみを抜粋したものである。

また，資料９－２－①－８は教員による授業参観の件数，及び報告書の提出件数を取りまとめたもの

である。さらに，資料９－２－①－９は，各学科による事後の関連の意見交換の議事録一例であり，

電気情報工学科の例である。 

また，学生による授業評価（授業アンケート）の項目別クラス平均値の年度別推移から，授業の満

足度や達成度において改善された例を資料９－２－①－10に示す。 

 

資料９－２－①－６ 

平成 24 年 4 月 19 日 

平成 24 年度 授業参観実施要項 

１．主旨 

本校の FD 活動として，教員相互の授業参観を含め，本校関係者から一般の教育関係者まで広く授業を公開し，

これに伴う授業評価を通して，本校教員の授業運営能力及び教授能力の向上を図る。 

 

２．参観者 

本校教職員（非常勤を含む）及び保護者，中学生及びその保護者，中学校の先生及び教育関係者 

 

３．実施期間 

平成 24 年 5 月 14 日（月）～ 18 日（金） 

 

４．参観対象授業 

本科及び専攻科の実験実習を含む全授業（ただし，卒業研究，特別研究を除く） 
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５．周知方法 

① 学内者：教員は教務主事より，事務職員・非常勤講師は教務係長より 

② 保護者：保護者宛ての案内文書を送付（案内文書と授業時間割） 

③ その他学外者：ホームページ（山田博文委員担当） 

 

６．授業評価の方法 

① 学内者は，別紙１の報告書を電子ファイルで，教員は教務委員，事務職員は教務係長へ提出する（5 月 25 日

（金）締切）。 

② 保護者及び学外者には，別紙２のアンケート用紙を受付で配布し，教務係で回収する。 

③ 教務主事は，提出されたすべての報告書等を PDF 化して，学内ホームページに公開する。 

④ 各学科長は，参観対象となった所属学科教員に関する報告書等を閲覧し，改善すべき事項について，最良の

改善策を見出すために学科会議等で意見交換を行い，その経緯を議事録として記録に残し，保管する。 

⑤ 教務主事は，必要に応じて各学科長にその議事録の提出を求め，総括を行う。 

 

７．保護者及び学外者への対応 

① 受付：学生課窓口（保護者は名列表に人数を記載，保護者以外は所属と氏名を記載） 

② 受付で，リボン，アンケート用紙，授業時間割表，敷地建物案内図，筆記用具を渡す。 

③ アンケートの回収：学生課窓口に回収箱を設置 

 

８．その他 

① 各学科でこの期間に工場見学等の学外授業を計画しないようにする。高専バスの利用は許可しない方針。 

② FD 活動推進会議委員はフォローアップ委員会で『満足度』や『達成度の自己評価』について懸念の指摘のあ

ったクラス（①5D②4E③4C の３クラスを）を重点的に参観． 

（出典 教務会議資料） 
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資料９－２－①－７ 

全体的に、

授業に意欲

的・積極的

に取り組ん

でいた

全体的に、

授業内容を

理解してい

るようだった

話し方、説

明の仕方

は、わかり

やすいもの

だった

板書・プロ

ジェクターな

どによる資

料提示が適

切だった

教室は、清

掃・整頓等、

学習しやす

い環境に

なっていた

5月14日 保護者 M 2 化学Ｂ 4 4 4 4 3
ノートをしっかりとっていた。

前に出て答えている姿がよかった。

5月14日 保護者 E 2 倫理 3 4 4 4 3 先生がていねいに説明していた。

5月14日 保護者 A 2 数学ＡⅠ 4 4 4 4 3 机上になにもない子がいた。

5月14日 保護者 M 2 化学Ｂ 4 4 4 4 4

5月14日 保護者 E 2 倫理 3 4 4 4 4

5月14日 保護者 A 2 数学ＡⅠ 3 4 4 4 4

5月14日 保護者 M 2 化学Ｂ 4 4 4 4 3

5月14日 保護者 E 2 倫理 4 4 4 4 3

5月14日 保護者 A 2 数学ＡⅠ 4 4 4 4 3

5月14日 保護者 M 2 化学Ｂ 4 4 4 4 4

5月14日 保護者 E 2 倫理 4 4 4 4 4

5月14日 保護者 A 2 数学ＡⅠ 4 4 4 4 4

5月14日 保護者 M 1 保健 5 5 5 5 5

教室のゴミ箱が仕分けされていて驚きました。

午後の眠い時間帯の保健の授業、みんな頑張って聞いてい

ました。

5月14日 保護者 A 1 特活 3 3 3 3 3

5月14日 祖母 A 1 建築製図Ⅰ 4 3 3 3 4

5月14日 祖母 A 1 特活 4 4 4 4 4

5月14日 保護者 A 1 建築製図Ⅰ 4 3 4 3 4

5月14日 保護者 A 1 特活 4 4 4 4 4

5月14日 保護者 D 1 英語Ａ 4 4 5 4 3

先生の発音が良く、説明を聞き取りやすく良かったです。

但し、生徒の中には集中できず、他事をしている子もいたの

で、もう尐しがんばってほしい（１年生ならこんなもんかな

あ？）

5月14日 保護者 E 2 英語Ｃ 3 4 3 3 3

5月14日 保護者 M 3 4 3 4 3 3

5月14日 保護者 D 3 英語Ａ 2 2 2 3 2

5月14日 保護者 D 1 数学ＡⅠ 4 4 4 4 4

静かで（ムダ口がなく）真剣に授業に取り組んでいる様子で

した。クラスの雰囲気が見たかったので、尐しだけ参観させ

ていただきました。

5月14日 保護者 Ｃ 1 数学ＡⅠ 3 3 4 3 女子のマスク

5月14日 保護者 Ｃ 1 数学ＡⅠ 4 4 4 3

5月14日 保護者 A 3

5月14日 中学３年保護者 A 1 国語Ｂ 4 5
学校の地図がよく分からない。Ｃ科やＤ科、４号館、５号館、

呼び名と表示が違う気がする。

5月14日 中学３年保護者 E 1 英語Ａ 4 3

5月14日 中学３年保護者 D 1 数学ＡⅠ 4 5 4

5月14日 中学３年保護者 A 1 国語Ｂ 3 3 4 3 3
校内地図が解りづらく、移動教室先へ行く事ができなかっ

た。

5月14日 中学３年保護者 D 1 数学ＡⅠ 4 4 4 3 3

5月14日 中学３年保護者 E 1 英語Ａ 4 4 4 3 3

5月15日 保護者 D 1 物理Ａ 3 3 0 0 3
尐しザワザワしているのが気になりました。

まじめにとりくんでいる子もいましたが…。

自由記述欄

平成２４年度　授業参観アンケート集計一覧

学生の様子 教員の教え方と教室の雰囲気について

参観月日 回答者

ク

ラ

ス

学

年
授業科目

 
（出典 教務会議資料） 
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資料９－２－①－８ 
平成２４年度 授業参観参加 教員による報告書件数とりまとめ 

報告書提出件数
授業参観件数

（含　報告書提出分）

1 北田敏廣 0 4

1 清水晃 2 2

2 高原清志 2 2

3 亀山太一 0 0

4 宮口典之 2 3

5 山本浩樹 0 0

6 久保田圭司 2 3

7 中島泰貴 1 2

8 種村俊介 2 2

9 野々村咲子 2 2

10 空健太 2 5

15 21

1 久世早苗 2 7

2 岡田章三 0 0

3 上原敏之 2 2

4 山本浩貴 1 10

5 坂部和義 1 1

6 中島泉 1 12

7 麻草淳 1 1

8 岡崎貴宣 2 10

9 北川真也 2 6

10 菱川洋介 1 1

13 50

1 片峯英次 2 2

2 加藤浩三 12 44

3 小栗久和 2 2

4 石丸和博 2 2

5 山村基久 2 2

6 山田実 2 2

7 山本高久 2 2

8 中谷淳 1 1

9 河野託也 0 0

10 稲葉金正 2 2

11 本塚智 2 2

29 61

1 安田真 1 1

2 稲葉成基 2 2

3 山田功 3 3

4 所哲郎 3 6

5 熊﨑裕教 2 2

6 出口利憲 1 1

7 冨田睦雄 3 3

8 山田博文 2 2

9 富田勲 1 1

10 飯田民夫 2 2

11 田島孝治 2 2

12 白木英二 2 15

24 40

1 藤田一彦 4 4

2 臼井敏男 2 3

3 長南功男 0 0

4 森口博文 1 1

5 北川秀夫 2 2

6 福永哲也 4 4

7 遠藤登 2 2

8 森貴彦 1 1

9 小林義光 1 1

10 北川輝彦 1 1

11 栗山嘉文 1 1

19 20

1 鈴木正人 3 3

2 鈴木孝男 2 2

3 岩瀬裕之 2 2

4 和田清 3 3

5 吉村優治 2 2

6 廣瀬康之 2 2

7 水野和憲 3 3

8 角野晴彦 2 2

9 東海林孝幸 2 2

10 坂本淳 2 2

11 水野剛規 2 2

12 渡邉尚彦 4 4

29 29

1 下村波基 1 1

2 犬飼利嗣 2 2

3 鶴田佳子 3 5

4 小川信之 0 0

5 柴田良一 1 1

6 今田太一郎 1 1

7 青木哲 1 2

8 藤田大輔 0 0

9 清水隆宏 2 4

10 中谷岳史 2 2

11 田中正史 2 2

15 20

8 14

2 0

154 259

所属

校長

一般科目（人文）

小計

一般科目（自然）

小計

機械工学科

小計

電気情報工学科

小計

電子制御工学科

小計

環境都市工学科

小計

建築学科

小計

事務部

合計

非常勤講師

 
 

（出典 教務会議資料） 
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資料９－２－①－９ 
平成 24 年 6 月 18 日 

授業参観に関わる学科における検討（電気情報工学科） 

 

 各授業参観報告書をもとに参観者・授業担当者がコメントし、その後自由に発言する形式で検討会を実施した。

検討会にて話し合われた内容は、以下のとおりである。 

 

1. 授業の準備について 

 板書の内容について検討し、改良を重ねることにより、わかりやすい（ノートが取りやすい）板書となっ

ている。 

2. スライドを用いた授業について 

 スライドを用いて話すだけだと学生は聞くだけになるので、そうならないよう工夫が必要である。 

 配布資料の重要箇所を抜いておく（ただし、配布資料の重要箇所を抜いておいても、スライドが変わ

ると書き写し、それ以外は授業を聞いていない学生もいる）。 

 学生に質問する。 

3. 黒板・ホワイトボードの使い方について 

 3ECR の黒板の下のほうは、後方の席からは見えにくいので、書かないようにするなど配慮が必要である。 

 4ECR において板書で授業する場合、今年度の 4E は人数が尐ないので、普通に書いても後方の席でも案外

文字が読める。教員によっては、一つの数式を横方向に複数枚のホワイトボードに渡って大きな文字で書

いているなど工夫している。 

4. 実験について 

 説明書を見ればある程度分かるように工夫して作成している。 

 安全のため、服装（特に靴）については常に指導している。参観者から指摘があった、女子学生の髪につ

いては、束ねるように指導した。 

5. 各クラスについて 

 3E は質問しても反応がない。 

 4E は点検評価・フォローアップによる追跡調査対象のクラスであるが、4 年になり授業態度等から判断す

るとよくなっていると思われる。 

 5E(E)については、一部の学生が私語をすると止まらない。板書をすれば学生が私語をしないので、ある教

員はたくさん板書することで私語をさせないようにしている。 

（出典 教務会議資料） 

 

 

資料９－２－①－10 
授業アンケート結果に関する平成２２年度からの追跡事項 

  

１）満足度に関する平成 22 年度からの懸案事項について 

 ①3.4 以下のクラスについて年度別に推移を分析した結果、 

平成 19 年度→20 年度→21 年度→22 年度 以下同じ 

２Ｅは 3.5→3.6→4→3.4 と推移しており、今年度の２Ｅの結果を注視したいとしていた。 

今年度の結果は 3.6 であり、改善されていると判断する。 

３Ａは 3.6→3.5→3.6→3.3 と推移しており、今年度の３Ａの結果を注視したいとしていた。 

今年度の結果は 3.6 であり、改善されていると判断する。 

 ②3.4 以下のクラスについて学年進行とともに推移を分析した結果、 

２Ｅは 3.5→3.4 と推移しており、今年度の３Ｅの結果を注視したいとしていた。 

今年度の結果は 3.4 であり、低落傾向に歯止めがかかったと判断する。 

３Ａは 3.7→3.4→3.3 と減尐で推移しており、４Ａでの改善が望ましい。今年度の４Ａの結果を注視したいとし

ていた。 

今年度の結果は 3.4 であり、低落傾向を持ちなおしたと判断する。 

 

２）達成度の自己評価に関する平成 22 年度からの懸案事項（審議事項） 

①年度別に推移を分析した結果、 

 ３Ａは 3.6→3.5→3.4→3.3 と推移しており、今年度の３Ａの結果が懸念される。今年度の３Ａの結果を注視し

たいとしていた。 

今年度の結果は 3.5 であり、低落傾向は解消されたと判断する。 

 ②学年進行とともに推移を分析した結果、特に、単調な減尐傾向を認めないとしていた。 
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上記の２件の審議事項の結果については、教員会議及びスパイラルアップ会議にて報告する。 

（出典 平成２３年度点検評価フォローアップ委員会会議資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校ではファカルティ・ディベロップメントの推進により「教育改善活動実施規程」が規定されて

いる。特に本規程ではＦＤ活動として，授業参観，学生による授業評価，及び研修会等の実施及び派

遣の３項目が規定されている。また，この推進組織としてＦＤ活動推進会議が定められており，教務

主事，教務主事補佐及び教務主事が指名する教員３名で構成することとされている。また，実施報告

は，教務会議内のＦＤ活動推進会議から，スパイラルアップ会議に報告されている。 

授業参観は，計画的に実施され，各教員の参観報告書が提出され，これに基づき各学科の意見交換

もなされる。本校では，総じてファカルティ・ディベロップメントが，適切な方法で実施され，資料

９－２－①－９より教育の質の向上や授業の改善に結び付いていると言える。 

 

観点９－２－②： 教育支援者等に対して，研修等，その資質の向上を図るための取組が適切に行

われているか。 

（観点に係る状況）  

本校の主たる教育支援者である技術室職員に対しては、東海北陸の技術職員研修、地域技術開発・

教育センター機器の安全講習会、情報処理センター技術職員のセキュリティ研修等に参加する機会を

毎年与えている。また、企画室職員を含めて認証評価や科学研究費補助金等の講習会・研修会に参加

している。また、教職員を対象にした、熱中症に対する安全講習会や、カウンセリングや学生に対す

る講習会等、その資質の向上を図るための取り組みが行われている。資料９－２－②－１に技術室職

員が参加した研修等の一覧を示す。また、資料９－２－②－２に地域技術開発・教育センター付けの

技術室職員が参加した研修名等の一覧を示す。なお、外部資金獲得講習会はじめ、いくつかの取り組

みや講習会は教職員、場合によっては学生を含めて受講対象として開催している。 

 

平成１９－２３年度技術職員研修・講習会参加一覧を資料９－２－②－１に示す。 

 資料９－２－②－１ 

  研修・講習名 
平成１

９年度 

平成２

０年度 

平成２

１年度 

平成２

２年度 

平成２

３年度 

1 東海・北陸地区国立高等専門学校技術職員研修 2 2 2 2 2 

2 西日本地域国立高等専門学校技術職員特別研修   2       

3 東海・北陸地区国立大学法人等技術職員合同研修     2   1 

4 豊橋技術科学大学 技術公開講座「技術者養成研修」       1   

5 オムロン 高専基礎コース（PLC 基礎編）研修         1 

6 オムロン 高専セミナ応用コース（サーボ編）研修         1 

7 ファナック R-J3 保守コース研修   1       

8 ヤマザキマザック プログラムトレーニングマシニングコース研修     5     

9 ヤマザキマザック プログラムトレーニング旋盤コース研修     3 1   

10 ヤマザキマザック トレーニングスクール EIA/ISO マシニングセンタ       4   

11 ヤマザキマザック トレーニングスクール EIA/ISO 旋盤       1 1 
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12 三菱電機 型彫放電加工機標準操作コース研修     5     

13 三菱電機 ワイヤ放電加工機標準操作コース研修     4   1 

14 ミツトヨ 形状偏差の測定技術         1 

15 産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育       1   

16 アーク溶接特別教育   2       

17 ガス溶接技能講習       1   

18 玉掛け技能講習 1     1   

19 クレーン特別教育       1   

20 ネットワークのトラブルシューティング・実践トレーニング（Cisco 編）   1       

21 情報システム統一研修（第３回情報セキュリティⅢ）     1     

22 Windows2008 サーバ構築・管理講座       1   

（出典 技術職員会議資料取りまとめ） 

 

平成１９－２３年度地域技術開発・教育センター技術職員研修・講習会参加テーマ一覧を資料９－

２－②－２に示す。 

 資料９－２－②－２ 

氏名 年度 研修名 

佐藤昌彦 H２０年度 ファナック R-J3 保守コース研修 

佐藤昌彦 H２１年度 ヤマザキマザック プログラムトレーニングマシニングコース研修 

佐藤昌彦 H２１年度 ヤマザキマザック プログラムトレーニング旋盤コース研修 

佐藤昌彦 H２１年度 三菱電機 型彫放電加工機標準操作コース研修 

佐藤昌彦 H２１年度 三菱電機 ワイヤ放電加工機標準操作コース研修 

佐藤昌彦 H２２年度 ヤマザキマザック プログラムトレーニングＥＩＡ／ＩＳＯコース研修 

佐藤昌彦 H２３年度 オムロン 高専基礎コース（PLC 基礎編）研修 

佐藤昌彦 H２３年度 オムロン 高専セミナ応用コース（サーボ編）研修 

奥田浩幸 H２０年度 溶接研修 

奥田浩幸 H２１年度 マザックマシニングセンター研修 

奥田浩幸 H２１年度 三菱放電加工研修 

奥田浩幸 H２２年度 マザック NC 旋盤研修 

奥田浩幸 H２３年度 三菱ワイヤー放電加工機研修 

奥田浩幸 H２３年度 マザック EIA NC 旋盤研修 

洲崎文嘉 H２１年度 アーク溶接特別教育 

洲崎文嘉 H２１年度 ヤマザキマザック トレーニングスクール プログラミングコース マシニングセンタ 

洲崎文嘉 H２１年度 ヤマザキマザック トレーニングスクール プログラミングコース 旋盤 

洲崎文嘉 H２１年度 三菱電機セミナー ワイヤ放電加工機 標準操作コース 

洲崎文嘉 H２１年度 三菱電機セミナー 形彫放電加工機 標準操作コース 

洲崎文嘉 H２２年度 ガス溶接技能講習 

洲崎文嘉 H２２年度 玉掛け技能講習 

洲崎文嘉 H２２年度 クレーン特別教育 

洲崎文嘉 H２２年度 ヤマザキマザック トレーニングスクール EIA/ISO 旋盤 

洲崎文嘉 H２２年度 ヤマザキマザック トレーニングスクール EIA/ISO マシニングセンタ 

洲崎文嘉 H２２年度 豊橋技術科学大学 技術公開講座「技術者養成研修」 

佐藤健治 H２１年度 ヤマザキマザック プログラムトレーニングマシニングコース研修 

佐藤健治 H２１年度 ヤマザキマザック プログラムトレーニング旋盤コース研修 

佐藤健治 H２１年度 三菱電機 型彫放電加工機標準操作コース研修 
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佐藤健治 H２１年度 三菱電機 ワイヤ放電加工機標準操作コース研修 

佐藤健治 H２２年度 ヤマザキマザック プログラムトレーニングＥＩＡ／ＩＳＯコース研修 

奥村政充 H２２年度 ヤマザキマザック プログラムトレーニングＥＩＡ／ＩＳＯコース研修 

奥村政充 H２１年度 三菱電機 型彫放電加工機標準操作コース研修 

奥村政充 H２１年度 三菱電機 ワイヤ放電加工機標準操作コース研修 

奥村政充 H２１年度 ヤマザキマザック プログラムトレーニングマシニングコース研修 

奥村政充 H２０年度 アーク溶接特別教育 

奥村政充 H１９年度 玉掛け技能講習 

奥村政充 H１９年度 クレーン特別教育 

奥村政充 H２２年度 産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育 

奥村政充 H２３年度 ミツトヨ 形状偏差の測定技術 

（出典 技術職員会議資料取りまとめ） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 教育支援者等のスキル更新や能力改善にかかる研修会、安全にかかる研修会に予算と日程の許す範

囲で積極的に参加させている。また、公開講座や出前授業等にも技術室職員等の参加を促している。

それらの成果として、本校技術職員が平成23年度は１件、24年度は２件の科学研究費（奨励研究）を

獲得している。また、特に問題等も発生しておらず、学生及び教員の技術職員に対する期待は大きく、

小水力発電コンテスト等、新しい活動へも積極的な参加が得られている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 「教育改善活動実施規程」により規定されたＦＤ活動の実施とその点検・評価及び改善を行うルー

プが適切に機能している点は優れていると言える。また「学習評価・フォローアップ点検実施要領」

を定め，授業に関する改善を年度中に図るなどの徹底した教育改善の実施，教員同士の点検・評価と

その後の面談におけるフォローアップ点検システムの構築，教職員及び保護者による授業参観と授業

評価などは，他の高専では類をみないものである。 

（改善を要する点）  

 特になし。 

 

（３）基準９の自己評価の概要 

教育活動に関する点検・評価及び改善を「教育改善活動実施規程」により規定し，教職員による授業

参観とその評価，学生による授業評価，教職員の資質向上のための研修会の実施などのＦＤ活動を，

ＦＤ活動推進会議と学習評価フォローアップワーキンググループの２つの組織が中心となって適切に

実施している。また，これらの取組みをスパイラルアップ会議にて点検・評価及び改善することで，

学校全体として教育の質の向上をはかるループが機能している。
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基準10 財務 

（１）観点ごとの分析 

観点10－１－①： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有しているか。

また，債務が過大ではないか。 

（観点に係る状況）  

本校における教育研究活動を将来にわたって適切にかつ安定して遂行するために必要な資産を、平

成16年４月の法人化移行の際に国から出資・継承された土地及び建物・構築物等を有している。平成

24年３月末現在におけるその資産の現在額及び保有状況は、固定資産状況一覧（資料10－１－①－

１）に示すとおりである。 

固定資産状況一覧

平成19年度末 平成20年度末 平成21年度末 平成22年度末 平成23年度末

㎡ 106,936 106,936 106,936 106,936 106,936

千円 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

延㎡ 34,653 34,653 34,652 34,743 34,743

千円 1,649,483 1,549,119 1,556,868 1,525,359 1,440,456

構築物 千円 83,006 67,208 64,421 56,368 50,910

小 計 千円 2,932,489 2,816,327 2,821,289 2,781,727 2,691,366

車両運搬具 千円 2,554 1,296 364 0 2,536

工具器具備品 千円 142,600 109,586 189,560 185,257 218,447

小 計 千円 145,154 110,882 189,924 185,257 220,983

千円 0 0 0 0 0

千円 3,887 4,043 4,161 4,620 2,288

千円 3,081,530 2,931,252 3,015,374 2,971,604 2,914,637

（出典　総務課作成資料）

資料１０－１－①－１

合  計

土地

建物

区　　　分

不動産

動 産

その他有形固定資産

無形固定資産
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また、貸借対照表（資料10－１－①－２）が示すように、機構本部からの運営費交付金の範囲内で

運用しており、財務分析した結果、債務が過大になっている状況にない。 

資料１０－１－①－２

貸借対照表

単位：円

科目 金額 科目 金額

［資産の部］ 2,962,107,269 ［負債の部］ 560,022,247

    流動資産 47,368,590     流動負債 226,184,322

        現金及び預金 46,267,470         運営費交付金債務 72,980

        棚卸資産 350,000         授業料債務 0

        前渡金 56,000         預り施設費 0

            前渡金 56,000         預り補助金等 0

        前払費用 150,720         預り寄附金 46,080,380

        その他の流動資産 544,400         前受受託研究費等 1,620,000

    固定資産 2,914,738,679         前受受託事業費等 0

        有形固定資産 2,912,349,107         短期借入金 0

            建物 2,314,752,282         未払金 112,451,724

            建物減価償却累計額 -874,296,463         未払費用 12,121,276

            構築物 184,121,819         前受金 0

            構築物減価償却累計額 -133,211,442         預り金　 53,837,962

            車両運搬具 9,646,440         引当金 0

            車両運搬具減価償却累計額 -7,110,284         その他の流動負債 0

            工具器具備品 472,449,775     固定負債 333,837,925

            工具器具備品減価償却累計額 -254,003,020         資産見返負債 293,121,333

            土地 1,200,000,000             資産見返運営費交付金等 195,189,736

        無形固定資産 2,288,432             資産見返補助金等 78,302,038

            特許権 619,934             資産見返寄附金 17,936,040

            電話加入権 66,000             資産見返物品受贈額 91,021

            特許権仮勘定 1,602,498             特許権仮勘定見返運営費交付金等 1,602,498

        投資その他の資産 101,140         長期未払金 40,716,592

            長期前払費用 92,200 ［純資産の部］ 2,531,240,148

            その他の投資その他の資産 8,940     資本金 3,382,998,403

        資本剰余金 189,436,041

        損益外減価償却累計額 -1,036,943,038

        損益外減損損失累計額 -154,000

本支店勘定 129,155,126         損益外固定資産除売却差額 -6,328,877

　[本支店勘定]機構本部 129,155,126         当期未処分利益 2,231,619

合計 3,091,262,395 3,091,262,395

（出典　総務課作成資料）

貸借対照表

資産の部 負債及び資本の部

　　　　　　　　　　　（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校の教育研究活動を安定して遂行できる土地・校舎・設備等の資産を有し、その都度増減及び異

動の管理を適切に行い、施設等の充実を図ったことにより、必要な施設・設備が整備され、教育研究

活動に十分ふさわしい環境を維持している。また、貸借対照表により債務の状況について分析した結

果、長期借入金等の過大な債務はなく健全な運営を行っている。 

以上のことから、教育研究活動を安定して遂行できる資産を有し、債務が過大となっていない。 

 

 

観点10－１－②： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための、経常的収入が継

続的に確保されているか。 

（観点に係る状況）  

 本校の目的に沿った教育研究活動を将来にわたって適切かつ安定して遂行するため、高専機構本部

から配分される運営費交付金収入及びその他の経常的収入である授業料等収入（資料10－１－②－

１）を教育研究活動の基本的財源としている。 
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収入確保等の状況

（単位： 千円）

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

　運営費交付金 1,170,233 1,158,388 1,002,215 1,203,757 89,194

　施設整備費補助金 0 0 106,454 0 0

35,385 8,505 0 22,260 9,429

　自己収入 277,950 281,380 278,185 286,694 289,264

　　 授業料収入 240,840 247,171 243,253 251,205 253,612

　　 入学金収入 21,091 19,847 20,768 20,574 21,191

　　 検定料収入 7,600 6,082 6,167 7,907 7,317

　　 雑収入 8,420 8,281 7,997 7,010 7,144

　産学連携等研究収入 24,581 28,759 25,258 21,234 28,582

　寄附金収入 25,021 23,402 17,891 16,536 21,564

　その他補助金 10,000 0 112,062 27,067 24,993

　目的積立金取崩 0 0 0 0 0

1,543,170 1,500,434 1,542,065 1,577,548 463,025

資料１０－１－②－１

（出典　総務課作成資料）

  国立大学財務・経営センター施設費交付事業費

収入計

区　　　　　分

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

運営費交付金収入については、事業年度毎に高専機構本部から配分されている。（平成23年度から

人件費は機構本部一括管理で本校へ配分なし）学生数は定員を充足し、授業料、入学料、検定料、雑

収入の自己収入については、過去５年間の収入状況から安定した収入があり、本校の目的に沿った教

育研究活動を安定して遂行するための経常的収入が継続的に確保されている。 

しかし、運営費交付金は毎年、効率化係数対前年度１％削減されており、年々財政状況がひっ迫し

てきている。これまで光熱水費の節減や各種の効率化・合理化策等を実施し対応してきたが、限界に

近づきつつある。今後とも教育研究活動を将来にわたって適切かつ安定して遂行するためには、例え

ば省エネルギー中長期計画を策定し、さらなる光熱水費の節減、産学連携等研究収入や寄附金収入等

外部資金獲得（特に研究環境の向上等、各機関で共通的に使用できる間接経費が措置される外部資

金）をこれまで以上、より積極的に獲得を目指していくこと等の新たな対応策が必要である。 
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観点10－１－③： 学校の目的を達成するために、外部の財務資源の活用策を策定し、実行してい

るか。 

（観点に係る状況）  

 本校教職員が応募可能な外部資金に関するデータベースを構築、学内で公開し情報を提供している

（資料１０－１－③－１）。また、外部資金獲得に関する講習会を毎年開催し、多数の教職員が受講

している（資料１０－１－③－２）。科学研究費をはじめ、Ａ－ｓｔｅｐ等の外部資金申請に関して

は、審査経験者やＣＤ等による申請書のブラッシュアップや、採択課題申請書の閲覧等により、採択

率改善環境を整えている。また、岐阜技術革新センターやＩＡＭＡＳ、ネットワーク大学コンソーシ

アム岐阜、その他岐阜県工業会や岐阜県インターンシップ推進協議会等との連携を通して、外部施設

・外部人材の活用や連携組織としての外部資金獲得に努力している。科学研究費等の外部資金獲得状

況は、資料１０－１－③－３のとおりである。 

その他の外部の財務資源等の活用策としては、約２５０会員の外部組織である地域連携協力会予算

による共同研究や本校の広報活動・ものづくり支援活動等、及び産学官連携アドバイザー制度による

本校の教育や地域連携の推進にかかる外部人材の活用、ＯＢ連携による人材育成を通した地域貢献等

を積極的に推進している。平成23年度の地域連携協力会共同研究課題は、資料１０－１－③－４のと

おりである。また、平成23年度の産学官連携アドバイザー名簿（資料１０－１－③－５）によるアド

バイザーの地域連携にかかる活動費は、地域連携協力会から支出されている。さらに、平成23年度の

本校ＯＢによる地域の人材育成活動（資料１０－１－③－６）は、岐阜県及び全国中小企業団体中央

会の委託等により事業を実施している。このＯＢによる３回の人材育成事業で約７００万円の外部資

金を獲得し、非常に評価の高い地域貢献を実施してきている。 

 資料10－１－③－１ 

 

（出典 総務課学内用サーバ研究助成データベースホームページより） 
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 資料10－１－③－２ 

 

平成２４年８月２３日 

 教職員 各位 

                          校    長 

         外部資金獲得のための講演会の開催について（通知）            

 本日、外部資金獲得のための講演会を下記のとおり開催しますので、 

ご出席くださいますよう改めてお知らせします。 

                                  記 

      日 時  ８月２３日（木） １０：００～１１：１０ 

   場 所  図書館 多目的ホール 

   講師及び演題   

         杉山コーディネーター 

          「外部資金申請時の留意点」 

         所研究主事 

          「岐阜高専の外部資金獲得状況２０１２」 

 

参考：以下は前年度のプログラム 

 

日 時  8月3日（水） 10:00～11:30 

場 所  図書館 多目的ホール 

講 演  (1) 10:05～10:25 所 哲郎 研究主事 

       「岐阜高専の科研費採択数全国高専日本一を目指して」 

     (2) 10:30～11:30 森永正彦 コーディネータ 

       「科学研究費 －その申請におけるポイント－」 

 

（出典 総務課よりの全教職員への通知メールより） 
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資料10－１－③－３ 

科学研究費助成事
業（科学研究費補

助金）
共同研究 受託研究 寄附金 計

件数
20 15 2 36 73

金額
22,100,182 13,596,990 5,310,000 24,986,050 65,993,222

件数
18 19 2 39 78

金額
24,460,000 13,199,574 1,335,000 23,380,210 62,374,784

件数
12 23 2 30 67

金額
15,040,000 12,080,000 2,950,000 16,891,190 46,961,190

件数
12 23 2 30 67

金額
15,740,000 10,868,500 1,010,000 17,536,080 45,154,580

件数
25 20 6 42 93

金額
41,010,000 10,311,500 6,659,500 20,564,210 78,545,210

件数
87 100 14 177 378

金額
118,350,182 60,056,564 17,264,500 103,357,740 299,028,986

計

Ｈ２３

外部資金の獲得状況資料

　
（単位：円）

Ｈ１９

Ｈ２０

Ｈ２１

Ｈ２２

 

 

（出典 総務課作成資料） 

 



岐阜工業高等専門学校 基準10 

- 267 - 

 資料10－１－③－４ 

平成23年地域連携協力会共同研究課題一覧 

 

－研究プロジェクト1 － 

研究題名： 道路舗装の遮熱性能評価と持続性改善に関する研究 

研究代表者：岐阜高専 環境都市工学科 教授 和田 清 

共同研究者：株式会社市川工務店 技術調査部長 江口 真澄 

研究助成額：200、000円 

－研究プロジェクト2 － 

研究題目： 珪酸カルシウム板を用いた外断熱構法の建物における、非定常多数室計算を用いた年間

熱負荷の検討 

研究代表者：岐阜高専 建築学科 講師 中谷 岳史 

共同研究者：日本インシュレーション株式会社 建築事業部担当部長 中村 誠 

研究助成額：150、000円 

－研究プロジェクト3 － 

研究題目： 高齢者の所在確認を目的とした位置情報応用システム「イマドコ・ココ」の開発 

研究代表者：岐阜高専 電気情報工学科 助教 田島 孝治 

共同研究者：株式会社トゥ・ステップ 坂之上 達成 

研究助成額：149、000円 

 

（出典 地域連携協力会会報第７号８ページより） 
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 資料10－１－③－５ 

 

 

 

（出典 テクノセンター前年度ホームページより） 
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 資料10－１－③－６ 

 

 



岐阜工業高等専門学校 基準10 

- 270 - 

 

（出典 テクノセンター学外用ホームページより） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校の目的を達成するための外部の公的財務資源の獲得に関する支援策と獲得実績は、科学研究費

の獲得等の十分な実績をはじめ、資料のとおり現在も示している。地域連携協力会はじめ各種外部団

体との連携活動を推進し、教育研究の質の改善・拡充と、外部資金や外部人材の獲得を資料に示すと

おり推進している。また、創立50周年を迎える高専が、現在最も推進・拡充すべき項目である、ＯＢ

との連携活動も推進し、外部資金を獲得しての地域人材育成への貢献や、学生の教育への連携を精力

的に進めつつある。以上のことから、本校の目的を達成するために、外部の財務資源の活用策を策定

し、実行している。 

一方、高専機構の財務資源の活用に関しては、高専間連携経費の獲得や教育研究施設・設備の更新

など、全国高専やスーパー高専との格差は甚だしいものがある様に感ずる。地元には有力な外部財務

資源が乏しい中、高専機構へのより積極的な支援要請が必要である。 
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観点10－２－①： 学校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として、適切な収支に係る計

画等が策定され、関係者に明示されているか。 

（観点に係る状況）  

本校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として、高専機構が策定した中期目標・中期計画

を踏まえた岐阜工業高等専門学校中期計画（資料１０－２－①－１）を策定し教職員に周知している。 

資料１０－２－①－１ 

岐阜工業高等専門学校中期計画（抜粋） 

Ⅲ 予算 

  １ 予算 

     機構本部から交付される運営費交付金に対応した予算計画を立案する。 

  ２ 収支計画 

     機構本部から交付される運営費交付金に対応した収支計画を立案する。 

  ３ 資金計画 

     機構本部から交付される運営費交付金に対応した資金計画を立案する。 

  ４ その他 

  （１）外部からの教育研究資金その他の自己収入の増加 

・教員の外部資金獲得活動のほか、組織的な活動を展開し積極的に外部資金の増加を図る。 

・科学研究費補助金等の外部研究資金、施設使用料、特許実施料、寄附金等、多様な収入の

方策を検討し、自己収入の増加を検討する。 

・過去の外部研究資金の申請・採択状況を調査し、研究及び教育分野を考慮して申請が推奨

される内容を校内に周知する。 

また、研究分野により、近隣の大学や他高専等の共同研究等の可能性等を調査する。 

・毎年、重点的な分野での組織的な研究助成金申請の取組みにより、採択者10 人以上の外部

研究資金の獲得を図る。 

（２）管理的経費の節減及び資産の管理 

・教育研究の活性化に有効な財政運営を行うため、管理的経費の節減を図る。 

・管理業務の効率化・合理化を行うとともに、効率的な設備・施設の運営を行うなど、管

理的経費の節減を図る。 

・廃棄物品（大型什器、パソコン、焼却が必要な書類等）は毎年全校的に実施し、処理経

費を節減する。 

・校内美化運動の一環として、学生及び教職員による清掃の日を年２回(夏、秋)全校的に

実施する。また、教職員、学生による自主的清掃活動の実施により、請負業者による清掃

回数等の減により経費を節減する。 

・会議、委員会では、効率的に資料を配布、又は電子ファイルにより配信し、用紙の節約

及び業務の効率化を図る。 

 

（出典 本校中期計画） 
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本校の予算配分については、機構本部からの予算配分示達内容を考慮した上で、校長による本校の

予算配分方針（資料１０－２－①－２）と総務課財務係で作成した配分案の内容を基に、財務・施設

委員会及び主管会議において審議・策定された予算配分額（資料１０－２－①－３）を運営会議及び

教員会議等を通じて教職員に周知している。 

 

  資料１０－２－①－２ 

 

平成２４年度予算編成方針 

 

校  長 

 

 

１．予算編成の基本方針 

1.1  本校の平成 24 年度予算は、中期目標・中期計画に照らして、教育・研究の活性化と質

の向上を図るため、戦略的な高専運営を行うことを視野に予算の重点化、効率化を図ること

を基本とする。 

 

1.2  平成 24 年度の予算も効率化として１％の削減（特殊要因経費及び特別教育研究経費等

を除く）が予定されており、一層厳しい状況となる。  

このような状況を勘案すれば、平成 24 年度の予算編成にあたっては、昨年度よりも一段

と厳しい対応を余儀なくされるところであり、経費全般に亘って見直しを行い、徹底した節

減合理化を行う。 

また、外部資金等の自己収入の確保についても、一層推進する。  

 

1.3  これらを踏まえ、平成 24 年度においては次の施策を推進する。  

① 各部署（学科を除く）における自主性・自律性の向上、特定の事業等の実施への適切な

対応のため、前年度中に所要額を審査することとする。 

② 科学研究費補助金など競争的研究資金の積極的な獲得を図るとともに、外部資金の積極

的な確保を図る。  

③ 経費の抑制・縮減に向けて、業務全般の見直しを行い、効率化・合理化を進める。  

 

２．予算編成の具体方針  

2.1 概要 

2.1.1 本校の当初予算は、高専機構本部積算額を自己収入見込みにより調整した額を基準と

する（以下「基準額」という。）。 

 

2.1.2 予算配分額は、高専機構本部積算額から次の経費を順に決定する。 

① 事項指定経費 

② 各部署（学科を除く）の管理運営に必要な経費 



岐阜工業高等専門学校 基準10 

- 273 - 

③ 重点特別経費(校長裁量経費) 

④ 教育研究経費(教育研究費・教員研究旅費・特殊装置維持費) 

 

2.2 詳細 

① 事項指定経費 

赴任旅費、内地研究員旅費、特別教育研究経費、概算要求事項で採択されたもの等が該当

し、用途が完全に指定されていて、他に流用することが許されないものであるため、全額を

配分する。 

 

② 各部署（学科を除く）の管理運営に必要な経費 

   各部署（学科を除く）の所要経費については、前年度中に別紙様式により要求することと

し、財務・施設委員会により内容を審査する。 

 なお、審査する経費は次の経費とする。 

・ 図書館経費 

・ 情報処理センター経費 

・ 地域技術開発・教育センター技術開発部門経費 

・        〃     技術教育部門（実習工場）経費 

・ e-Learning 実践研究推進室経費 

・ 科学技術リテラシー教育推進室経費 

・ 共通管理経費 

・ その他校長が必要と認めた経費 

 

③ 重点特別経費(校長裁量経費) 

基準額から 2.1.2①②、教員研究旅費、及び特殊装置維持費を引いた額(Ⅰ)の１７．８

８％相当額とし、校長裁量経費に繰入とする。 

 

④ 教育研究経費 

(1)基準額から 2.1.2①～③、教員研究旅費、及び特殊装置維持費を引いた額(Ⅰ)の８２．

１２％相当額（以下「教育研究費」という。）については、別紙１のとおり配分する。 

但し、欠員がある場合には、欠員分を留保するものとし、採用の際には、該当学科に配

分する。また、採用が１２月までに見込まれない場合には、留保した額を校長裁量とし、

学生の教育用に充当するものとする。 

(2)教員研究旅費については、講師以上６５千円／１名、助教・助手６０千円／１名を、現

員により配分する。 

但し、欠員がある場合には、欠員分を留保するものとし、採用により該当学科に配分す

る。また、採用が１２月までに見込まれない場合には、予備費とする。  

  (3)特殊装置維持費については、別途算出する。 

(4)教員現員は、５月１日現在を基礎とする。   
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                                                                     別紙 １ 

 

教育研究費の学科等配分方針 

 

（１）全体を平成１１年度の教員当積算校費と学生当積算校費の配分比率で次のとおり按分す

る。 

 

教員当積算校費 ： 学生当積算校費 

           0.676    ：   0.324 

 

また、上記により算出した学生当積算校費を平成１１年度の本科と専攻科の配分比率で次

のとおり按分する。 

 

本科配分額  ：  専攻科配分額 

             0.9569   ：    0.0431 

 

（２）各学科等の教員当積算校費は、次表の指数に各学科等の現員を乗じて得た配分指数（欠員

がある場合は、欠員分（助手とみなす。）の指数を加えたものとする。）の合計により配分

単価を算出し、当該単価に各学科等の現員による配分指数を乗じて得た額とする。  

区  分 

指                数 

校  長 
専門 

学科 

一    般    科    目 

 物理・ 

化学 

保健 

体育 

美術 

数 学 非実験 

校 長 2.0 

3.5 
3.0 1.7 1.3 1.0 

教 授 

 

准 教 授 

講 師 

助 教 

助 手 1.5 

 

（３）各学科等の学生当積算校費は、授業時間数に上記（１）の表の指数を乗じた配分指数によ

り配分単価を算出し、当該単価に各学科等の配分指数を乗じて得た額とする。 

 

（出典 総務課作成資料） 
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資料１０－２－①－３

(単位：千円)

番号 事　　　項　　　名 ２３年度当初 ２３年度決算 ２４年度予算 備                      考

【教育研究費】

1 教育研究経費 56,123 68,874 35,277

2 特別教育研究経費 1,935 11,632 140

3 式典経費 342 276 170

4 教育用電子計算機システム賃貸借経費 15,400 13,541 13,541

5 厚生補導経費 11,032 9,416 9,400

6 厚生補導設備充実費 8,158 12,845 2,158

7 大学会館運営費（福利施設） 600 313 600

8 教室維持費 1,687 797 1,657

9 体育施設維持費 1,707 594 1,297

10 入学試験経費 1,008 1,286 1,170

11 留学生経費 2,339 447 1,645

12 インターンシップ推進経費 395 50 446

13 学寮経費 2,400 686 8,400

14
地域技術開発・教育センター
技術開発部門経費 1,769 1,474 1,278

15
地域技術開発・教育センター
技術教育部門（実習工場）経費 2,155 2,945 2,068

16
地域技術開発・教育センター
科学技術リテラシー教育推進室経費 458 457 458

17
地域技術開発・教育センター
技術室経費 65 0 65

18 e-Learning実践研究推進室経費 1,500 1,504 1,032

19 コーディネーター経費 2,700 0 2,700

20 内地研究員経費 374 0 0

【教育研究支援経費】

21 情報処理センター経費 6,757 7,888 6,221

22 図書館経費 3,539 4,406 3,526

【一般管理費】

23 職員厚生経費 512 722 512

24 電話料 1,793 1,533 1,700

25 通信費 1,823 2,072 1,800

26 協会費 1,296 1,276 1,296

27 自動車維持費 1,435 1,353 1,435

28 会議費 230 153 200

29 事務電算化経費 759 865 500

30 宿舎維持費 1,500 740 1,500

31 巡回警備費 5,000 3,024 4,000

平成２３年度決算及び平成２４年度　校内歳出予算配分一覧
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【教育研究・支援・一般管理】

32 旅費交通費（中央） 4,000 9,846 4,000

33 光熱水料 30,287 32,708 31,700

34 重油費 3,590 3,242 4,400

35 印刷出版費 4,275 4,017 4,030

36 共通管理費 9,323 9,788 9,323

37 施設管理費 9,039 17,039

38 施設整備費 7,153 7,153

39 構内維持費 5,402 0 5,402

【校長裁量経費】

40 重点特別経費 7,657 7,640 6,280

41 施設維持管理費 11,080 11,127 11,000

42 教育改善充実費 12,500 23,215 22,500

【人件費】

43 常勤教職員給与 0 0 0

44 常勤教職員退職金 0 0 0

45 非常勤職員退職金 0 0 0

46 非常勤教員給与 31,798 32,525 33,093

47 非常勤職員給与 24,345 24,095 26,449

【特殊要因】

48 固定資産税 0 0 740

49 在外研究経費 0 0 2,877

合  計 297,240 378,443 292,178

（出典　総務課作成資料）

69,071

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

高専機構の中期目標・中期計画を基本として、本校における中期計画（資料１０－２－①－１）を

策定し、財務・施設委員会及び主管会議において審議・策定した予算配分額（資料１０－２－①－

３）を、運営会議及び教員会議等を通じて教職員に周知徹底を図った上で、予算を執行している。ま

た、財政状況（収入・支出）に関しては、毎年度学校要覧（資料１０－２－①－４）に掲載すること

で明示している。 

以上のことから、本校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として、適切な収支に係る計画

等が策定され、関係者に明示されている。 
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 資料１０－２－①－４ 

 

 

（出典 本校ホームページ） 
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観点10－２－②： 収支の状況において、過大な支出超過となっていないか。 

（観点に係る状況）  

支出については、財務会計システムで一元管理されており、損益計算書（資料10－２－②－１）で

示すように支出超過はない。 

資料１０－２－②－１

［経常費用］ （単位：円）
    業務費
        教育・研究経費 307,623,334
        教育研究支援経費 19,819,930
        受託研究費 2,896,160
        共同研究費 9,269,340
        受託事業費 1,900,030
        教員人件費 39,459,060
        職員人件費 24,095,162
    一般管理費 80,508,261
    財務費用 942,700
    雑損 0

経常費用合計 486,513,977

［経常収益］
    ［経常収益］運営費交付金収益 87,097,565
    ［経常収益］授業料収益 251,378,640
    ［経常収益］入学金収益 21,190,900
    ［経常収益］検定料収益 7,317,500
    ［経常収益］受託研究等収益 16,701,000
    ［経常収益］受託事業等収益 2,088,878
    ［経常収益］補助金等収益 24,992,942
    ［経常収益］寄附金収益 19,496,112
    ［経常収益］施設費収益 798,000
    ［経常収益］資産見返負債戻入
        資産見返運営費交付金等戻入 19,228,190
        資産見返補助金等戻入 13,646,854
        資産見返寄附金戻入 5,968,688
        資産見返物品受贈額戻入 99,225
        特許権仮勘定見返運営費交付金等戻入 2,242,984
        特許権仮勘定見返補助金等戻入 0
        特許権仮勘定見返寄附金戻入 0
    ［経常収益］雑益
        財産貸付料収入 6,686,896
        文献複写料 1,515
        間接経費収入 9,522,000
        助成金等収入 389,892
        その他の雑益 3,300

経常収益合計 488,851,081

経常利益 0
［臨時損失］ 105,533
［臨時利益］ 48
［当期純利益（純損失）］ 2,231,619
［当期総利益（総損失）］ 2,231,619

（出典　総務課作成資料）

（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）
損益計算書
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（分析結果とその根拠理由）  

 高専機構会計規則第17条及び第18条に基づき、通知された予算額をもって執行計画を策定し、予算

執行している。また、損益計算書で示すように、収支決算については財務会計システムで一元管理さ

れており、支出超過はない。 

以上のことから、収支は適正に管理されており過大な支出超過となっていない。 

 

 

観点10－２－③： 学校の目的を達成するため、教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む）

に対し、適切な資源配分がなされているか。 

（観点に係る状況）  

予算配分については、財務・施設委員会及び主管会議において予算配分方針及び予算配分額を審議

・策定し適切に配分している。また、本校の教育・研究及び管理運営の質的充実を推進するための重

点配分経費として校長裁量経費を設け、校長のリーダーシップのもと公募等により効果的・重点的に

優れたプロジェクト等に配分している（資料１０－２－③－１）。 

 

資料１０－２－③－１ 

校長裁量経費申請要領（抜粋） 

 

 

教 員 各 位 

   （事務関係者各位） 

                                            

   校      長 

  

平成２４年度 校長裁量経費の予算要求について 

   

このことについて、予算要求を希望する場合は、下記の期限までに別添の様式により、「校長

裁量経費予算要求書」を提出してください。 

なお、臨時的に予算要求がある場合は、下記提出期限後も随時提出してください。 

  【提出期限】 平成２４年９月７日（金）17：00 

  【提 出 先】 総務課 財務係長 

  （別添）「校長裁量経費予算要求書」様式 

 

（以下、校長裁量経費予算要求書作成要領） 

【概要】 

校長裁量経費は、当初配分時に想定し得なかった教育・研究等の要求に対して、弾力的に対応

するために、支出項目を定めずに予算措置しているものです。 

予算的には複数の経費（別紙１参照。）から構成され、要求が認められた場合に、いずれの経

費から支出するかを校長が判断することで、幅広い経費要求に対応させています。 
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【作成における留意事項等】 

１．要求者は、組織として要求する場合はその組織の長としてください。 

２．要求事項欄は、事業名または品名等・規格・数量・所要額を記入してください。 

３．所要額は、「実際の納入価格・実勢価格」を記入し、根拠となる見積書等を添付してくだ

さい（ただし、定価見積は無効とします）。なお、説明用のカタログ等は必要に応じて添付

してください。 

４．施設の修繕や増改築等の場合は、総務課資産管理係と事前に内容等を協議した上で所要額

を記入してください。また、現場写真等の現状説明資料も添付してください。 

５．マスタープランとの関係 

平成２２年度から機構本部でマスタープランが導入されましたので、設備整備要求に関し

てはそちらで行うこととします。 

   ただし、対象外となっている３００万円未満の案件に関しては、引き続き校長裁量経費

への要求を受け付けることとします。要求理由等欄に現有機器の導入年度・台数・状況と具

体的な必要理由を記入してください。 

   なお、設備備品の場合は次の事項についても必ず検討してください。 

   ①電源等は現状のままでＯＫか。 

   ②導入後のランニングコスト（保守費、消耗品費等）はどう賄うか。 

６．廃止されたプロジェクトＡとの関連について 

平成２４年度から科研採択支援であるプロジェクトＡが廃止されたことに伴い、科研申請

関連での教育・研究目的の要求を公募時に提出することが可能となりました。 

７．外部資金獲得に係る研究助成 

平成２４年度から、外部資金獲得に係る研究助成が校長裁量経費を財源に行います。 

ただし、本助成の詳細については別途企画室から通知等され、今回の要求とは別に行われ

ます。 

※予算額には限りがありますので、真に必要なものを検討した上で提出してください。 

また、要求書によって必ずしも要求が認められるわけではなく、場合によっては、一部学科

等の負担を要請する場合もあります。 

（出典 総務課作成資料） 

 

 

また、施設・設備の整備については、財務・施設委員会等において全校的見地から整備・将来計画

を検討した後、予算要求すべきものは高専機構本部に概算要求等により予算の確保を図り、計画的な

整備に努めている。また、大型の設備整備に必要な予算ついては、機構本部にマスタープランで予算

要求等を行っている（資料１０－２－③－２）。 
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資料１０－２－③－２ 

設備整備マスタープラン導入希望調査 

平成２４年 ２月１２日 

教 職 員 各位 

                                                 

校     長 

  

設備整備マスタープランの作成について（依頼） 

  

標記のことについて、高専機構から、各高専の課題とされている老朽化設備の更新や先端的設

備の導入を戦略的かつ効果的に推進するため、また、今後の概算要求において育教育研究設備整

備に関する予算を獲得することを目的として、作成依頼がありましたのでお知らせします。  

ついては、記入要領を参照の上、下記により提出願います。 

  

記 

 

【設備区分・導入目的】 

○更新設備区分 

更新設備（1）：マスタープランに採択されている更新設備 

更新設備（2）：マスタープランに採択されていない更新設備 

○新規設備区分 

新規設備（1）：マスタープランに採択されている新規設備 

新規設備（2）：マスタープランに採択されていない新規設備 

○新規設備導入目的区分 

導入目的（1）：新学科の設置、改組・再編等に伴い教育研究上新たに必要となる設備及びそ

の高専の特色を更に高めるために必要となる教育研究設備等の導入を目的とし、

原則、取得見込額が 5、000 千円以上で、汎用性が高く学内共同利用が可能なも

の。 

導入目的（2）：（１）以外の目的によるもの 

 

○提出期限 ： 3 月 2 日(金)15：00 (高専機構への提出期限 3 月 15 日(木)15：00) 

○提出方法 ： 財務係に電子メールにて  

○提出資料 ： 13-21 岐阜設備整備マスタープラン導入希望設備調＿○○   

※ ファイル名のうち○○→（学科等名）に変更してください。 

○注意点   ： 前年度既提出のものについても、再度提出願います。 

 

（出典 総務課作成資料） 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  
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 学内の予算配分については、財務・施設委員会及び主管会議において予算配分方針及び予算配分額

を審議・策定し、各学科及び教育研究施設等へ毎事業年度の状況に応じて適切な予算配分（資料１０

－２－①－３：前出）がなされている。さらに、校長裁量経費において、本校の年度計画等を実行・

推進するため、教育研究プロジェクト経費等を助成し、重点的及び柔軟な予算執行を行っている。 

また、施設・設備の整備については、財務・施設委員会等において全学的見地から整備・将来計画

を検討した後、概算要求等により予算の確保を図り、計画的な整備に努めている。 

以上のことから、教育研究活動に対し、適切な資源配分がなされている。 

 

 

観点10－３－①： 学校を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。 

（観点に係る状況）  

 本校は、高専機構として統一された財務会計システムによって財務会計処理を行っており、このシ

ステムによって作成された高専機構全体の財務諸表は、官報及び機構ウェブサイトにおいて公表され

ている（資料10－３－①－１～２）。 

また、「収入支出状況」については、毎年度の「学校要覧」（資料１０－２－①－４：前出）に概

要を掲載しているほか、本校のウェブサイトでも公表している。 

 

資料１０－３－①－１ 

（財務諸表等）  

独立行政法人通則法第３８条第４項 

第三十八条  独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処

理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書（以下「財務諸表」とい

う。）を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければな

らない。  

２  独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業

年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告

書に関する監事の意見（次条の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人

にあっては、監事及び会計監査人の意見。以下同じ。）を付けなければならない。  

３  主務大臣は、第一項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、評価委

員会の意見を聴かなければならない。  

４  独立行政法人は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表

を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに第二項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載し

た書面を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 

 

（出典 機構本部公式ウェブサイト） 
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（分析結果とその根拠理由）  

高専機構全体の財務諸表は、高専機構本部のウェブサイト上で公表されており、本校の「収入支出

状況」についても、本校のウェブサイト、学校要覧等を用いて広く適正に公表されている。 

以上のことから、財務諸表等は、適切な形で公表されている。 

 

 

観点10－３－②： 財務に対して、会計監査等が適正に行われているか。 

（観点に係る状況）  

 本校においては、高専機構監事による監事監査及び監査室による内部監査を平成24年９月に受検し

ている。また、毎年、本校における内部監査による定期会計監査を実施し、さらに高専間による高専

相互会計内部監査（資料10－３－②－１～２）を受検し、監査報告書等の指摘により改善を図ってい

る。 
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資料１０－３－②－１ 

独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則（抜粋） 

 

独立行政法人国立高等専門学校機構規則第３４号 

制定 平成１６年４月１日 

一部改正 平成２０年１２月２４日 

 

（略） 

第７章 内部監査及び責任 

（内部監査） 

第４５条 理事長は、予算の執行及び会計処理の適正を期するため、必要と認めるときは、 

特に命令した教職員に内部監査を行わせるものとする。２ 内部監査について必要な事項 

は、別に定めるものとする。 

（略） 

 

（出典 国立高等専門学校機構公式ウェブサイト） 

 

 

資料１０－３－②－２ 

 

高専相互会計内部監査報告書 

 

 独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第４５条に基づき、内部監査を実施しましたの

で、下記のとおり報告します。 

記 

被監査高専名 岐阜工業高等専門学校 

監査実施日 平成２３年１２月７日 ～１２月８日 

監査担当者 

福井工業高等専門学校 総務課課長補佐（財務担当） 塚崎 勇夫 

           総務課財務係長 入澤 啓文 

           総務課契約主任 坂井 優子 

【監査結果の詳細】 

被監査部署及び対応者名：総務課 広瀬総務課長、山田財務係長 他 

①被監査部署の現状 

・総務課には、課長の他、課長補佐１名と６係が配置されている。 

・また、岐阜高専の会計を担当する職員は、予算決算、債権管理・収入支出を担当する財務

係（４名）、契約事務を担当する契約係（５名。）施設管理を担当する資産管理係（２名）

の３係、計１３名（課長、課長補佐を含む）となっている。 

②監査結果により把握された重要な問題点と所見 
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・別添「高専相互会計内部監査チェックリスト」に従って、会計事務全般について聞き取り

調査及び書類確認等を行ったところ、概ね良好な会計処理が行われており、重要な問題点は

見受けられなかった。 

 

③発見事項及び指摘事項 

・特になし 

 

 

 

④指摘事項等（指示、考究） 

・別添「高専相互会計内部監査チェックリスト」のとおり 

 指示（会計処理について改めるよう要求したもの）･･･３件 

 

 

 

⑤被監査部署の意見等 

・上記④について、その対応について速やかな検討を図り対応していくとのことであった。 

 

 

 

⑥関係資料等（徴収資料等） 

・なし 

 

 

 

（出典 総務課作成資料） 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 外部監査については、高専機構監事による監事監査を受検し、内部監査については、高専機構会計

規則第45条に基づく高専機構本部監査室による内部監査及び高専間による高専相互会計内部監査を受

検している。また、学内監査については、本校会計事務内部監査要項に基づく内部監査による定期会

計監査を毎年実施している等、財務に対して、必要と認められる会計監査等が適正に行われている。 

以上のことから、財務に対して会計監査等は、適正に行われている。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

本校の目的を達成するため、予算の重点的配分や外部資金獲得等、限られた資源を効率的に活用す
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る努力を行っている。また、地域連携協力会はじめ各種外部団体との連携活動を推進し、現在最も推

進・拡充すべき項目である、ＯＢとの連携活動も推進し、外部資金を獲得しての地域人材育成への貢

献や、学生の教育への連携を精力的に進めている。 

（改善を要する点）  

 文部科学省や日本学術振興会の科学研究費補助金、各省庁等が募集する各種事業（特に研究環境の

向上等、各機関で共通的に使用できる間接経費が措置される外部資金）、各種財団等の教育・研究助

成等の申請及び採択率を上げるための取組を一層強化し、外部資金をより積極的に獲得していくこと

が必要である。 

 

（３）基準10の自己評価の概要 

 本校が中期計画で掲げている教育研究活動を安定して遂行できる土地・校舎・設備等の資産を有し、

過大な債務はなく健全な運営を行っている。 

 学生数は定員を充足し、授業料、入学料、検定料、雑収入の自己収入については、過去５年間の収

入状況から安定した収入があり、本校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための経常的

収入が継続的に確保されている。 

 本校の目的を達成するための外部の公的財務資源の獲得実績は、科学研究費の獲得等の十分な実績

がある。地域連携協力会はじめ各種外部団体やＯＢとの連携活動を推進し、外部の財務資源の活用策

を策定し、実行している。 

 本校における中期計画を策定し、財務・施設委員会及び主管会議において審議・策定した予算配分

額を、運営会議及び教員会議等を通じて教職員に周知し予算を執行している。また、財政状況（収入

・支出）に関しては、毎年度学校要覧に掲載することで明示している。 

 高専機構本部から通知された予算額をもって、執行計画を策定し予算執行している。また、収支決

算については財務会計システムで一元管理されており、支出超過はない。 

 学内の予算配分については、限られた予算をより効果的に配分するため、校長のリーダーシップの

下で、教育研究経費や学生支援のための経費に重点配分を行っている。 

高専機構全体の財務諸表は、高専機構本部のウェブサイト上で公表され、本校の「収入支出状況」

についても、本校のウェブサイト、学校要覧等を用いて広く適正に公表されている。 

財務会計処理に関する監査については、高専機構監事による外部監査、高専機構本部監査室・高専

間による高専相互会計内部監査等が行われており、適正な財務会計処理を行っている。 

 

 



岐阜工業高等専門学校 基準11 

- 287 - 

基準11 管理運営 

（１）観点ごとの分析 

観点11－１－①： 学校の目的を達成するために，校長，各主事，委員会等の役割が明確になっ

ており，校長のリーダーシップの下で，効果的な意思決定が行える態勢となっ

ているか。 

（観点に係る状況）  

 本校では校長のリーダーシップの下に，校長を補佐する副校長を配置し，次のとおり業務の割り

振りをしている。 

・教務主事は，教学の総括等に関すること。 

・研究主事は，専攻科の総括，研究及び地域社会との連携総括等に関すること。 

・学生主事は，学生指導の総括等に関すること。 

・寮務主事は，寄宿舎における学生指導等に関すること。 

副校長の配置及び業務内容については「岐阜工業高等専門学校組織及び運営規程」（資料１１－

１－①－１）に定められている。特に，本校においては，研究主事を独自に設置し，研究活動の促

進，及び産学連携の推進等を図っている。また，同規程には各種会議の設置についても規定されて

おり，各種会議の組織・審議事項等については，それぞれの会議規程に定められている。各種会議

等で審議・検討された事項は，主管会議（資料１１－１－①－２）や運営会議（資料１１－１－①

－３）で審議・協議が行われ，これらの決定事項等は教員会議資料（１１－１－①－４）で報告さ

れ，教職員に周知される態勢となっている。 

資料11－１－①－１ 

岐阜工業高等専門学校組織及び運営規程（抜粋） 

制定 昭和49年9月18日 

学校規則 第108号 

（目的） 

第１条 この規程は,岐阜工業高等専門学校学則（以下「学則」という。）第１１条の規定に基づき，岐阜工業高

等専門学校（以下「本校」という。）の内部組織を定め，校務の円滑な運営を図ることを目的とする。 

（校長） 

第２条 校長は，校務を掌り，所属教職員を監督する。 

（主事） 

第３条 本校に,副校長として，教務主事,研究主事,学生主事及び寮務主事を置き,校長の職務を補佐する。 

２ 教務主事は,校長の命を受け,教学の総括等に関することを掌理する。 

３ 研究主事は,校長の命を受け,専攻科の総括，研究及び地域社会との連携総括等に関することを掌理する。 

４ 学生主事は,校長の命を受け,学生指導の総括等に関すること（寮務主事の所掌に属するものを除く。）を掌理

する。 

５ 寮務主事は,校長の命を受け,寄宿舎における学生指導等に関することを掌理する。 

６ 教務主事は教授をもって,学生主事及び寮務主事は教授又は准教授をもって充てる。 

７ 研究主事は教授をもって充て，校長が任命する。 

（校長補佐） 

第４条 本校に，学校運営に係る特命事項について校長を補佐するため，校長補佐を置くことができる。 

２ 校長補佐は，本校の教授をもって充て，校長が任命する。 

（主事補佐） 

第５条 本校に,主事を補佐するため，教務主事,学生主事及び寮務主事にあってはそれぞれ主事補佐を各１名，研

究主事にあっては主事補佐（テクノ担当及びメディア担当）を各１名置くことができる。 

２ 主事補佐は,本校の教授，准教授又は講師のうちから校長が任命する。 

（地域技術開発・教育センター） 

第６条 本校に地域技術開発・教育センターを置く。 

２ 地域技術開発・教育センターに，センター長及び副センター長を置き，本校の教授，准教授又は講師のうちか

ら校長が任命する。 

３ センター長は，主事補佐（テクノ担当）を充てる。 

４ センター長は，地域技術開発・教育センターの運営及び地域技術開発・教育に関する専門的事項を掌理する。 

５ 地域技術開発・教育センターの運営については，別に定める 
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（図書館） 

第７条 本校に，図書館を置く。 

２ 図書館に,館長を置き，本校の教授，准教授又は講師のうちから校長が任命する。 

３ 館長は,図書館の運営及び図書等の資料に関する専門的事項を掌理する。 

４ 図書館の運営については,別に定める。 

（情報処理センター） 

第８条 本校に情報処理センターを置く。 

２ 情報処理センターに,センター長を置き，本校の教授，准教授又は講師のうちから校長が任命する。 

３ センター長は,情報処理センターの運営及び情報処理に関する専門的事項を掌理する。 

４ 情報処理センターの運営については,別に定める。 

第９条 削除 

（学生相談室） 

第１０条 本校に，学生相談室を置く。 

２ 学生相談室に,室長を置き，本校の教授又は准教授のうちから校長が任命する。 

３ 室長は,学生相談室の運営及び学生相談に関する専門的事項を掌理する。 

４ 学生相談室の運営については,別に定める。 

（ＩＴ戦略企画室） 

第１１条 本校に，ＩＴ戦略企画室を置く。 

２ ＩＴ戦略企画室に,室長を置き，本校の教授，准教授又は講師のうちから校長が任命する。 

３ 室長は, ＩＴ戦略企画室の運営及びＩＴ教育・研究環境の構築等に関する専門的事項を掌理する。 

４ ＩＴ戦略企画室の運営については,別に定める。 

（専攻科） 

第１２条 専攻科に,専攻科長及び専攻科主任を置き，本校の教授又は准教授のうちから校長が任命する。 

２ 専攻科長は,専攻科の総括に関し，研究主事を補佐する。 

３ 専攻科主任は,専攻科における組織の連絡調整を図る。 

４ 専攻科の運営については別に定める。 

（学科長） 

第１３条 学則第７条第１項に規定する学科及び一般科目（以下「学科等」という。）に学科長各1 名を置く。た

だし,一般科目にあっては2 名とする。 

２ 学科長は,当該学科等の教授のうちから当該学科等の推薦により，校長が任命する。ただし,校長が必要と認め

るときは当該学科等の准教授をもって充てることができる。 

３ 学科長は,当該学科等の教育研究活動及び学生指導の充実を図り,当該学科等内の連絡調整に当たる。 

（学級担任） 

第１４条 本校の学級に,学級担任各1 名を置き，本校の教授，准教授，講師又は助教のうちから学科長の指名に

より，校長が任命する。 

２ 学級担任は,当該学級の運営及び学生指導等に関することを所掌する。 

（学年主任） 

第１５条 本校の学年に,学年主任各1 名を置き，学級担任のうちから教務主事の推薦により，校長が任命する。 

２ 学年主任は,当該学年の学級担任との連絡調整に当たる。 

（顧問） 

第１６条 本校の学生会のクラブ及び同好会に,それぞれ顧問を置く。 

２ 顧問は,学生会のクラブ及び同好会の指導に当たる。 

３ 顧問は,教員をもって充てる。 

（会議） 

第１７条 本校に次の会議を置く。 

一 主管会議 

二 運営会議 

三 教員会議 

四 学科会議 

五 教務会議 

六 専攻科会議 

七 学生会議 

八 寮務会議 

九 学級担任会議 

十 クラブ顧問連絡会議 

十一 スパイラルアップ会議 

２ 会議の組織及び運営については,別に定める。 

（専門委員会） 

第１８条 本校に，校長が必要と認めたときは，専門委員会を置くことができる。 
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２ 専門委員会の組織及び運営等については,別に定める。 

（事務組織及び分掌） 

第１９条 本校の事務組織及び事務分掌については,別に定める。 

附 則 

１ この規程は，昭和49 年9 月18 日から施行し，昭和49 年4 月1 日から適用する。 

２ 本校委員会規程及び本校会議運営要項は、廃止する。 

附 則（平成23 年学校規則第5 号） 

この規程は，平成23 年4 月1 日から施行する。 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 
資料11－１－①－２ 

岐阜工業高等専門学校主管会議規程 

制定 平成16年2月4日 

学校規則第１号 

（設置） 

第１条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，主管会議を置く。 

（審議事項） 

第２条 主管会議は,次に掲げる事項を審議する。 

一 本校学則その他重要な規則の制定,改廃に関する事項 

二 中期計画・年度計画の策定に関する事項 

三 組織,施設の設置改廃に関する事項 

四 財務に関する事項 

五 評価に関する事項 

六 入学,進級及び卒業その他学生の身分に関する事項 

七 教務に関する事項 

八 学生支援に関する事項 

九 その他本校の運営に関する事項 

（組織） 

第３条 主管会議は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 校長 

二 教務主事,研究主事,学生主事及び寮務主事 

三 事務部長 

２ 構成員に事故があるときは,主管会議の議を経て代理の者を出席させることができる。 

３ 校長が必要と認めるときは,主管会議に構成員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。 

（会議の招集及び議長） 

第４条 主管会議は,校長が招集し，その議長となる。 

２ 校長に事故があるときは,教務主事が議長の職務を代行する。 

（庶務） 

第５条 主管会議の庶務は，総務課において処理する。 

附 則 

この規程は,平成16 年4 月1 日から施行する。 

附 則（平成19 年学校規則第13 号） 

この規程は,平成19 年4 月1 日から施行する。 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集）  

 

資料11－１－①－３ 

岐阜工業高等専門学校運営会議規程 

制定 平成16年3月4日 

学校規則第2号 

（設置） 

第１条 岐阜工業高等専門学校（以下｢本校｣という。）に，運営会議を置く。 

（目的） 

第２条 運営会議は，本校の運営事項等に関し，協議することを目的とする。 

（組織） 

第３条 運営会議は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 主管会議構成員 

二 学科長 

三 専攻科長 
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四 総務課長及び学生課長 

五 その他校長が必要と認めた者 

２ 校長が必要と認めたときは，運営会議に構成員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。 

（会議の招集及び議長） 

第４条 運営会議は，校長が招集し，その議長となる。 

２ 校長に事故があるときは，教務主事がその職務を代行する。 

（庶務） 

第５条 運営会議の庶務は，総務課において処理する。 

附 則 

この規程は，平成16 年4 月1 日から施行する。 

附 則（平成19 年学校規則第14 号） 

この規程は，平成19 年4 月1 日から施行する。 

附 則（平成２１年学校規則第４号） 

この規程は，平成２１年４月１日から施行する。 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

資料11－１－①－４ 

岐阜工業高等専門学校教員会議規程 

制定 平成16年3月4日 

学校規則第３号 

（設置） 

第１条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，教員会議を置く。 

（目的） 

第２条 教員会議は，主管会議，運営会議等における事項その他の事項に関し，周知・報告等を行い，意見を聴

き，本校の意思統一を図ることを目的とする。 

（組織） 

第３条 教員会議は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 教員 

二 事務部長 

三 その他校長が必要と認めた者 

（会議の招集及び議長） 

第４条 教員会議は，校長が招集する。 

２ 教員会議の議長は，校長が指名する学科長が務める。 

（庶務） 

第５条 教員会議の庶務は，総務課において処理する。 

附 則 

この規程は，平成16 年4 月1 日から施行する。 

附 則（平成19 年学校規則第15 号） 

この規程は，平成19 年4 月1 日から施行する。 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

校長は，主管会議及び運営会議の議長となり，本校の管理運営面に関して，全体を把握可能な体

制となっている。また，校長が決定した事項等について，教員会議で教員への周知・報告等を行い，

本校の意思統一を図るとともに，実行に移されており，校長のリーダーシップの下に効果的な意思

決定と決定事項を周知する体制となっている。 

 

観点11－１－②： 管理運営の諸規程が整備され，各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担

し，効果的に活動しているか。また，危機管理に係る体制が整備されているか。 

（観点に係る状況）  

本校の管理運営組織図を資料１１－１－②－１に示した。管理運営に必要な役割を「校務分掌」

（１１－１－②－２，及び３）のとおりに分担している。本校では，管理運営に関する重要事項に

ついて，主管会議で審議し，その後，運営会議で協議される。その結果，必要に応じて各々担当す
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る会議・委員会において検討を行い，あるいは，担当部署において計画・実施している。また，各

会議・委員会には事務部長又は担当課長が構成員として出席しており，現状を把握し，事務部内に

周知することとしている。 

資料11－１－②－１ 

課長
（２人）

学科長
（７人）

 
（出典 総務課Webサイト） 
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資料11－１－②－２ 

平成24年度校務分掌

１．校長指名の主管会議および運営会議の役職等 ２．その他の校長指名の役職等

役　　職　　名 氏　名 役　　職　　名 氏　名

教務主事（副校長） 加藤 教務主事補佐 上原

研究主事（副校長） 所 研究主事補佐（テクノ担当） 和田

学生主事（副校長） 吉村 研究主事補佐（メディア担当） 長南

寮務主事（副校長） 久保田 学生主事補佐 麻草

事務部長 大平 ※機構理事長任命 寮務主事補佐 高原

専攻科長 柴田 ホームページ部門委員会委員長 青木

学科長 （一般科目（人文）） 清水（晃） 学生相談室長 清水（晃）

学科長 （一般科目（自然）） 久世 技術開発部門長（地域技術開発・教育副センター長） 北川（秀）

学科長 （機械工学科） 片峯 技術教育部門長（地域技術開発・教育副センター長） 山田（実）

学科長 （電気情報工学科） 安田 ＩＴ戦略企画室長 亀山

学科長 （電子制御工学科） 藤田（一） 点検評価・フォローアップ委員長 水野（和）

学科長 （環境都市工学科） 鈴木（正） ＪＡＢＥＥプログラム責任者 柴田

学科長 （建築学科） 下村

図書館長 長南

情報処理センター長 亀山

地域技術開発・教育センター長 和田 学生相談室長補佐 為岡

総務課長 田之上 ※機構理事長任命

学生課長 和田 ※機構理事長任命

専攻科主任　　 熊﨑
※ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰとして出席

(Ｈ16.10.4主管会議了承)

平成24年4月1日

各学科会議
（現学科長）
が推薦し，
校長が任命

運
営
会
議

主
管
会
議

会　議　名 備　　　　考

＝地域技術開発・教育センター長

＝専攻科長

情報処理センター長と同じ場合が多
い（必ず同じというわけではない）

 
（出典 総務課Webサイト） 
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資料11－１－②－３ 

 
３．校長が任命する各学科からの選出委員等

種別 会議等 人文 自然 M E D C A 委員会等の構成員等 担当課

1年 岡崎 坂部 種村 中島（泰） 山本（樹） －

2年 清水 中島(泉) 北川（真） 野々村 空 －

3年 本塚 飯田 森 角野 小川 －

4年 小栗 冨田（睦） 遠藤 水野（和） 犬飼 －

5年 石丸 出口 臼井 岩瀬 今田 －

教務会議 宮口 上原 山田（実） 山田（博） 福永 廣瀬 清水（隆） 構成員：教務主事（議長）、教務主事補佐（上原）、７学科委員（学科長指名）、学生課長、陪席：教務係長、入試係長 学生課

専攻科会議 空 岡田 中谷（淳）
熊崎

山田（功）
森口 渡邉 青木

構成員：研究主事、専攻科長（議長）、専攻科主任（熊﨑）、７学科委員（学科長指名）、学生課長、陪席：教務係長、入試

係長
※専攻科会議の中にカリキュラム検討（仮称）、（WG）をおく。適宜委員を他の会議から抽出する。

学生課

学生会議 亀山 麻草 山村 白木 北川（輝） 東海林 藤田(大） 構成員：学生主事（議長）、学生主事補佐（麻草）、７学科委員（学科長指名）、学生課長、陪席：学生係長 学生課

寮務会議 高原 菱川 山本（高） 田島 栗山 坂本 中谷（岳） 構成員：寮務主事（議長）、寮務主事補佐（高原）、７学科委員（学科長指名）、学生課長、陪席：学生生活支援係長 学生課

将来計画委員会 清水(晃) 久世 片峯 安田 藤田（一） 鈴木(正) 下村

構成員：教務主事（委員長）、研究主事（副委員長）、学生主事、寮務主事、各学科長、各主事補佐（上原、和田、長南、

麻草、高原）、専攻科長、事務部長（企画室長）、２課長、委員長が指名した者(若干名)　陪席：総務係長、教務係長、財

務係長、企画室室長補佐（企画係長）

※委員会内に適宜に中期計画WG、組織・財政WG、自己点検・評価検討WG（教務を含む）を随時設置する。

企画室

財務・施設委員会 総務課

環境保全委員会 高原 山本(貴) 中谷（淳） 富田（勲） 栗山 鈴木（孝） 犬飼
構成員：校長（委員長）、環境管理責任者（副委員長：環境都市工学科長）、４主事、事務部長、７学科委員（学科長指

名）、専攻科長、陪席：２課長、契約係長、資産管理係長
総務課

入試運営委員会 清水(晃) 久世 片峯 安田 藤田（一） 鈴木(正) 下村
構成員：校長（委員長）、教務主事（副委員長）、研究主事、学生主事、寮務主事、各学科長、専攻科長、事務部長、学生

課長、陪席：教務係長、入試係長
学生課

専門基礎グループ －

広報委員会 総務課

　　　ホームページ部門委員会 総務課

　　　広報誌部門委員会 総務課

人事委員会 総務課

安全衛生委員会 総務課

防災対策委員会 総務課

スパイラルアップ会議 総務課

点検評価・フォローアップ委員会
宮口
種村

岡田
菱川

片峯
山村

稲葉（成）
山田（博）

福永
森

和田
角野

鶴田
田中（正）

構成員：校長指名者(委員長：水野（和）)、寮務主事(副委員長)、教務（山田（実））・専攻科（中谷（淳））・学生
（亀山）・寮務（中谷（岳））の4会議各1名、各学科から指名された教授各1名及び准教授、講師又は助教各1
名、委員長が指名した者(若干名)、事務部長、２課長、 陪席：総務係長、教務係長、学生係長、企画室室長補
佐（企画係長）
※委員会内に適宜に中期計画WG、自己点検・評価実施WG（教務を含む）、学習評価フォローアップWGを随時
設置する。

企画室

国際交流委員会 総務課

人権教育委員会 総務課

情報セキュリティ対策委員会 総務課

仕様策定委員会
（その都度設置）

構成員：委員３名以上（「１.設備を主として使用する者　２.総務課長、総務課課長補佐又は契約係長　３.設備
の使用に直接関係のない者のうちから校長が必要と認めた者」）、委員長：委員の互選
＊大型設備購入計画毎に設置

総務課

教務事務電算処理検討ワーキン
ググループ

学生課

地域技術開発・教育センター
運営委員会

亀山 岡田 稲葉（金） 富田（勲） 北川（秀） 坂本 柴田
構成員：研究主事、地域技術開発・教育センター長（委員長（和田））、技術開発部門長（北川（秀））、技術教育
部門長（山田（実））、７学科委員（学科長指名）、２課長、企画室長　陪席：企画室室長補佐、技術長 企画室

富田（勲） 北川（秀） 坂本 柴田

高専連携クラウド推進室　
室長：技術開発部門長が指名する者
室員：室長が技術開発部門長と協議の上、技術開発部門長が指名する者

企画室

亀山 岡田 稲葉（金）

　　　　　　科学技術ﾘﾃﾗｼｰ教育推進室
室長：技術教育部門長が指名する者
室員：室長が技術教育部門長と協議の上、技術教育部門長が指名する者

技術室

メディア委員会 亀山 菱川 河野 稲葉（成） 福永 鈴木（孝） 小川
研究主事（委員長）、研究主事補佐（メディア担当）、IT戦略企画部門委員会委員長(＝IT戦略企画室長)、情報
処理センター部門委員会委員長(＝情報処理センター長)、図書館部門委員会委員長(＝図書館長)、７学科委
員（学科長指名）、総務課長、その他委員長が指名する者

総務課

　　IT戦略企画部門委員会 亀山 岡田 中谷（淳）
出口

山田（博）
遠藤 水野(剛)

柴田
小川

IT戦略企画室長（委員長）、メディア委員長が校長と協議の上指名する者９名 総務課

　　情報処理センター部門委員会 総務課

　　図書館部門委員会 総務課

　　　e-Learning実践研究推進室 推進室代表（山田（博））、推進室メンバー（亀山、岡田、片峯、福永、小川、所） 総務課

学生相談室 学生課

岐阜高専創立50周年記念事業実
行委員会

清水(晃) 久世 片峯 安田 藤田（一） 鈴木(正) 下村
構成員：校長（議長）、主管会議構成員（教務・研究・学生・寮務主事、事務部長）、各学科長、専攻科長、地域
技術開発・教育センター長、図書館長、情報処理センター長、総務課長、学生課長
陪席：専攻科主任、学生相談室長、総務課課長補佐、企画室室長補佐、技術長

総務課

　岐阜高専50年史編集委員会 種村 岡崎 河野 冨田（睦） 福永 鈴木（孝） 小川
構成員：図書館長（委員長）、校長が指名する者（＝H23メディア委員会委員のうち、メディア委員会規程第3条
第6号及び第7号に規定した者）、総務課長、　　陪席：情報管理係長、八代

総務課

　岐阜高専50周年記念式典専
　門員会

総務課

　岐阜高専50周年記念募金活
　動及びその他専門委員会

清水(晃) 久世 片峯 安田 藤田（一） 鈴木(正) 下村
構成員：研究主事（委員長）、各学科長、専攻科長、地域技術開発・教育センター長、図書館長、情報処理セン
ター長、企画室室長補佐、情報管理係長、財務係長、契約係長

企画室

・担　　　任＝学科長の指名により、校長が任命

・学年主任＝第１学年：中島（泰）、第2学年：中島（泉）、第3学年：角野、第4学年：小栗、第5学年：岩瀬
※担任は、新規採用者を極力避けて配置

大型設備購入計画時に委員会を設置し、委員を任命

専門員：本塚

構成員：校長（委員長）、教務主事（副委員長（財務））、研究主事（副委員長（施設））、学生主事、寮務主事、事務部長、2課長、校長指名者（清水（晃）、久世、片峯、安田、藤田（一）、鈴木（正）、下
村）、陪席：財務係長、資産管理係長
※委員会内に施設有効活用WGを設置する。

学生主事（委員長）、委員長指名者若干名（H24なし）、ホームページ部門長（青木）、広報誌部門長（学生主事）、研究主事補佐（テクノ担当（和田）、メディア担当(長南））、事務部長、２課長

校長指名者（委員長：青木）、教務（山田（博））・専攻科(青木）・学生（亀山）・寮務（田島）の４会議各１名、地域技術開発・教育センター運営委員会（岡田）、IT戦略企画部門委員会（選出しない）、図書
館部門委員会(菱川）、2課・企画室・技術室広報担当者各１名(若園、西田、安藤、洲崎）

①事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずるもののうちから校長指名者（委員長：事務部長)　②衛生管理者又はこれに準ずる者ののうちから校長指名者（阿良）　③産業医のうちから校長指名者
（堀部）　④教職員で、安全に関し経験を有する者から校長指名者（稲葉（金）、田島）　⑤教職員で、衛生に関し経験を有する者から校長指名者（清水（晃）、久世、北川（輝）、鈴木（孝）、犬飼、看護師）
⑥校長は、教職員で作業環境測定士であるものを委員に指名することができる。

校長指名者（委員長：安田）、４主事、IT戦略企画室長(亀山）、情報処理センター長(亀山）、事務部長、２課長

学生主事（委員長）、教務(山田（博））・専攻科（渡邉）・学生（亀山）・寮務（栗山）の４会議各１名、地域技術開発・教育センター運営委員会（亀山）、IT戦略企画部門委員会（選出しない）、図書館部門
委員会(河野）、2課・企画室広報担当者各１名（若園、國枝、安藤）

校長（議長）、４主事、専攻科長・JABEEプログラム責任者（柴田）、点検評価・フォローアップ委員長（水野（和））、事務部長、２課長、校長指名（一般科目（自然）学科長（久世））

校長指名者（グループ長：出口）、教務（福永）、専攻科（森口）の2会議各1名、学生課長、その他校長が必要と認める者

委
員
会
・
部
門
委
員
会

教務主事（委員長）、事務部長、総務課長、学生課長、総務課課長補佐

室長（山田（実））、室員（山田（実）、飯田、栗山、廣瀬、藤田（大）、野々村、岡田）

地域技術開発・教育センター長（和田）、技術教育部門長（委員長：山田（実））、部門専門員（センター長が校
長と協議の上、指名した者）、部門委員（地域技術開発・教育センター委員から互選された教員、部門専門員と
の兼務可）

図書館長（委員長）、メディア委員会委員（亀山、菱川、河野、稲葉（成））

構成員：学生相談室長（清水（晃））、校長指名者（学生相談室長補佐（為岡）、相談員（山本（樹）、菱川、田島、森、清水（隆）））、陪席：学生課長、学生係長

情報処理センター長（委員長）、メディア委員会委員(福永、鈴木（孝）、小川）

校長（委員長）、4主事、事務部長、陪席：当該学科長(該当教員選考の場合)、総務課長、職員係長

森口（グループ長）、森口、小川、富田（勲）、渡邉、河野

学
級
担
任

一般科目から指名

一般科目から指名

専門学科から指名

専門学科から指名

専門学科から指名

会
議

委
員
会
・
部
門
委
員
会

技術室

専門員：飯田、栗山、廣瀬、藤田（大）

校長（委員長）、４主事、事務部長、校長指名者（稲葉（金）、飯田、北川（秀）、鈴木（孝）、鶴田）、２課長

　　技術教育部門委員会

委員長：校長指名（山本（樹））、４主事、事務部長、２課長、学生相談室長（清水（晃））、校長指名者（女性含む）若干名（鶴田）

地域技術開発・教育センター長（和田）、技術開発部門長（委員長：北川（秀））、部門専門員（センター長が校
長と協議の上、指名した者）、部門委員（地域技術開発・教育センター委員から互選された教員、部門専門員と
の兼務可）

寮務主事（委員長）、教務主事、研究主事、学生主事、寮務主事指名者若干名（山本（高）、柴田）、２課長

企画室　　技術開発部門委員会

室長（柴田）、室員（中谷（淳）、田島、北川（秀）、水野（和））

 
 

（出典 総務課Webサイト） 
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資料１１－１－②－４に本校の事務組織規程を示し，また資料１１－１－②－５には，この規程

に基づく事務組織図を示した。事務組織に関する規程が整備され，これに基づく管理運営がなされ

ている。 

資料11－１－②－４ 

岐阜工業高等専門学校事務組織規程（抜粋） 

学校規則第79号 

制定 昭和46年4月1日 

（趣旨） 

第１条 独立行政法人国立高等専門学校機構の本部事務局の組織等に関する規則及び岐阜工業高等専門学校学則

第11 条の規定に基づき，岐阜工業高等専門学校の事務組織及びその所掌事務に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（事務部の組織） 

第２条 事務部に総務課，学生課及び企画室を置く。 

２ 総務課，学生課及び企画室に課長補佐，専門員及び専門職員を置くことができる。 

３ 課長補佐及び専門員は，上司の命を受け,課長を補佐するとともに,専門的事項を企画,立案及び処理する。 

４ 専門職員は，上司の命を受け,専門的事項を企画,立案及び処理する。 

第３条 総務課，学生課及び企画室にそれぞれ係を置く。 

第４条 各係に係長を置き，事務職員，技術職員又は図書館職員をもって充てる。 

２ 係長は，上司の命を受け，その係の事務を分掌する。 

３ 総務課，学生課及び企画室の係に主任を置くことができる。 

４ 主任は，事務職員，技術職員又は図書館職員をもって充てる。 

５ 主任は，上司の命を受け，その係の事務を分掌する。 

（総務課） 

第５条 総務課においては，次の事務を行う。 

一 学校の事務の総括及び連絡調整に関すること。 

二 学校の制度及び組織の改革に関し，企画及び連絡調整に関すること。 

三 機密に関すること。 

四 式典に関すること。 

五 学則その他諸規程の制定及び改廃に関すること。 

六 教育研究等に係る他機関との連絡調整に関すること。 

七 情報公開及び個人情報の総括に関すること。 

八 渉外に関すること。 

九 公文書類の授受，発送に関すること。 

十 公印の管守に関すること。 

十一 教職員の任免，分限，懲戒及び服務等に関すること。 

十二 教職員の給与に関すること。 

十三 教職員の定員に関すること。 

十四 教職員の研修及び勤務評定に関すること。 

十五 教職員の健康管理，福祉及び災害補償に関すること。 

十六 教職員の安全管理に関すること。 

十七 教職員の退職手当に関すること。 

十八 教職員の栄典，表彰，名誉教授の称号等に関すること。 

十九 人事記録に関すること。 

二十 職員団体に関すること。 

二十一 図書館資料の受入並びに整理及び保存等に関すること。 

二十二 図書館資料の閲覧，貸出等利用に関すること。 

二十三 図書館における参考奉仕（検索指導，読書相談等）に関すること。 

二十四 研究紀要の編集及び学術文献の交換に関すること。 

二十五 情報に関する基盤及びセキュリティ対策に関すること。 

二十六 事務情報化に関すること。 

二十七 宿日直に関すること。 

二十八 校内の警備，取締及び清掃，整備に関すること。 

二十九 広報活動に関すること。 

三十 調査統計，その他諸報告に関すること。 

三十一 予算及び決算に関すること。 

三十二 債権の管理に関すること。 

三十三 物品の管理に関すること。 

三十四 会計の監査に関すること。 
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三十五 契約に関すること。 

三十六 収入，支出及び計算証明に関すること。 

三十七 預り金及び有価証券に関すること。 

三十八 所得税等の徽収に関すること。 

三十九 資産の管理及び処分に関すること。 

四十 防災・防火に関すること。 

四十一 土地，建物の借入に関すること。 

四十二 教職員宿舎に関すること。 

四十三 科学研究費補助金等の競争資金，受託研究，共同研究，研究助成及び寄附金の経理に関すること。 

四十四 共済組合に関すること。 

四十五 会計機関の設置及び命免に関すること。 

四十六 会計機関の公印の管守に関すること。 

四十七 土地，建物及び工作物の整備復旧に関すること。 

四十八 土地，建物及び工作物の維持保全に関すること。 

四十九 学校環境の整備保全に関すること。 

五十 その他会計経理及び営繕に関すること。 

五十一 その他，学生課，企画室の所掌に属しないこと。 

（学生課） 

第６条 学生課においては，次の事務を行う。 

一 入学者の選抜に関すること。 

二 学生の編入学及び進学に関すること。 

三 学生の修学指導に関すること。 

四 教育課程の編成及び授業に関すること。 

五 年間授業計画及び年間行事計画に関すること。 

六 学生の学業成績の整理及び記録に関すること。 

七 学生の学籍に関すること。 

八 学生の実習に関すること。 

九 学位申請に関すること。 

十 外国人留学生に関すること。 

十一 研究生，聴講生，特別聴講生及び科目等履修生に関すること。 

十二 学生の課外教育に関すること。 

十三 学生の海外派遣に関すること。 

十四 学生の課外活動に関すること。 

十五 学生及び学生団体の指導監督に関すること。 

十六 学生の賞罰に関すること。 

十七 学生相談に関すること。 

十八 入学料及び授業料等の免除並びに徴収猶予に関すること。 

十九 学生に対する奨学金及び経済援助に関すること。 

二十 学生の厚生施設の管理運営及び厚生事業に関すること。 

二十一 学生の保健管理及び保健施設の管理運営に関すること。 

二十二 学生に対する職業指導及び就職あっせんに関すること。 

二十三 学生旅客運賃割引証及びその他諸証明に関すること。 

二十四 学寮の管理運営に関すること。 

二十五 学生の入退寮に関すること。 

二十六 学寮の指導当直に関すること。 

二十七 寮生の指導監督に関すること。 

二十八 学生の学校管理下の災害共済事務に関すること。 

二十九 その他教務，学生指導，寮務及び実習に関すること。 

（企画室） 

第７条 企画室においては，次の事務を行う。 

一 中期計画及び年度計画の企画に関すること。 

二 自己点検・評価に関すること。 

三 機関別認証評価，ＪＡＢＥＥ，参与会等の外部評価に関すること。 

四 地域貢献・連携に関すること。 

五 公開講座に関すること。 

六 公募型教育・研究資金（総務課の所掌に属するものを除く。）に関すること。 

七 科学研究費補助金等の競争資金（総務課の所掌に属するものを除く。）に関すること。 

八 受託研究（総務課の所掌に属するものを除く。）に関すること。 

九 共同研究（総務課の所掌に属するものを除く。）に関すること。 
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十 研究助成及び寄附金（総務課の所掌に属するものを除く。）に関すること。 

十一 知的財産に関すること。 

十二 その他研究支援に関すること。 

附 則（平成23 年学校規則第15号） 

この規程は，平成23 年4 月25 日から施行し，平成23 年4 月1 日から適用する。 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

 

資料11－１－②－５ 

 

 
 

 

 

（出典 総務課Webサイト） 
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資料11－１－②－６に本校の危機管理規程を示した。また，本規程の具体的な運用として資料11

－１－②－７に危機管理対応マニュアルと危機管理対応フローを示した。また，学生に焦点を絞っ

た危機管理の運用として，資料11－１－②－８には学生に係る重大な事故等への対応時のマニュア

ルを示し，資料11－１－②－９には，「学生の傷病時の対処・連絡についてのガイドライン」を示

した。 

 

資料11－１－②－６ 

岐阜工業高等専門学校危機管理規程 

制定 平成23 年6月23日 

学校規則第20号 

（目的） 

第１条 この規程は，岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）において発生する様々な事象に伴う危機

に迅速かつ的確に対処するため，本校における危機管理体制，対処方法等を定めることにより，本校の学

生，教職員及び近隣住民等（以下「学生等」という。）の安全確保を図るとともに，本校の社会的な責任を

果たすことを目的とする。 

（危機管理の対象） 

第２条 前条の目的を達成するため，この規程に定める危機管理の対象とする事象（以下「危機事象」とい

う。）は，次の各号の一に該当するものであって，組織的・集中的に対処することが必要な事態とする。 

一 学生等の安全にかかわる重大な事態 

二 本校の教育研究等の活動の遂行に重大な支障がある事態 

三 本校に対する社会的信頼を損なう事態 

四 施設管理上の重大な事態 

五 その他前各号に類するような事態 

（危機管理のための校長等の責務） 

第３条 校長は，本校における危機管理を統括する責任者であり，危機管理を推進するとともに，必要な措置を

講じなければならない。 

２ 副校長は，校長を補佐し，危機管理の推進に努めなければならない。 

３ 学科長，専攻科長，地域技術開発・教育センター長，図書館長及び情報処理センター長は，当該学科，専攻

科，地域技術開発・教育センター，図書館及び情報処理センター（以下「学科等」という。）における危機

管理責任者であり，全学的な危機管理体制と連携し，当該学科等の危機管理を推進するとともに，必要な措

置を講じなければならない。 

４ 教職員は，危機管理意識をもって，その職務の遂行に当たるものとする。 

（リスク管理室の設置） 

第４条 校長の下にリスク管理室を設置する。 

２ リスク管理室は，本校の危機管理に関して総括し，校長を補佐するとともに，危機管理体制の充実に努め，

校長の指揮の下に，対処に必要な危機管理に当たる。 

３ リスク管理室の構成は，次のとおりとする。 

一 校長 

二 副校長 

三 事務部長 

四 総務課長及び学生課長 

五 その他校長が指名する者 

六 前第二号から第五号に掲げる者をリスク管理員とする。 

（リスク管理室の業務等） 

第５条 リスク管理室は，次に掲げる業務を行うものとする。 

一 想定される危機に関する危機事象に関する情報（校内外の動向等の情報を含む。）の収集及び分析 

二 想定される危機事象の検討，対応策の立案及び実施 

三 危機管理マニュアル等の作成，見直し及び周知 

四 学生等に対する適切な情報提供 

五 教職員及び学生への教育及び訓練の実施 

六 緊急対策本部の組織体制及び活動内容の決定 

七 緊急時の情報伝達体制の整備 

八 その他危機管理に係る必要な事項の実施 

２ リスク管理室は，法令及び関係する本校規程等に従い，学生等が本校に起因する危機により災害を被ること

がないよう常に配慮しなければならない。 

（リスク管理室員以外の出席） 

第６条 校長が必要と認めたときは，リスク管理室以外の者を会議に出席させ，当該事項の意見を述べさせるこ
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とができる。 

（危機事象に関する通報等） 

第７条 教職員は，緊急に対処すべき危機事象が発生又は発生する恐れがあることを発見した場合は，リスク管

理員に通報しなければならない。 

２ リスク管理員は，前項の通報を受け，又は自ら危機事象を察知した場合は，直ちに校長に連絡するととも

に，当該危機事象の状況を確認し，校長と対処方針を協議しなければならない 

（緊急対策本部の設置） 

第８条 校長は，危機事象の対処のために必要と判断する場合は，速やかに当該事象に係る緊急対策本部を設置

するものとする。 

２ 緊急対策本部の構成は，次のとおりとする。 

一 本部長は，校長をもって充て，緊急対策本部の業務を統括する。 

二 副本部長は，リスク管理員の中から本部長が指名する者をもって充て，本部長を補佐する。 

三 本部員は，リスク管理員及び本部長が指名する者をもって充てる。 

３ 緊急対策本部は，危機事象への対処の終了をもって解散する。 

（対応室の設置） 

第９条 副校長（教務主事）は，学生の重大な事故等（死亡・行方不明等）が発生した場合の対処のため必要と

判断した場合は，この規程に準じ対応室を設置することが出来る。対応室の設置等に関し必要な事項は，別

に定める。 

（緊急対策本部の権限等） 

第１０条 緊急対策本部は，本部長の指揮の下に，迅速に危機事象に対処しなければならない。 

２ 教職員及び学生は，緊急対策本部の指示に従わなければならない。 

３ 緊急対策本部は，危機事象の対処終了後に，必要事項を教員会議に報告しなければならない。 

（機構本部リスク管理本部等との連携） 

第１１条 緊急対策本部は，危機管理を総合的かつ有機的に実施するため，機構本部リスク管理本部と相互連携

を図るものとする。必要に応じて関係行政機関及び保護者等と連携して対応するものとする。 

（校長が不在の場合の措置）第１２条 校長が出張等により不在の場合は，校長が指名する副校長が，この規定

に基づき，危機管理に対処するものとする。 

（秘密保持の義務） 

第１３条 本校のリスク管理又は危機対策に関する業務に従事する教職員は，その業務に関して知ることができ

た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も，同様とする。 

（雑則） 

第１４条 リスク管理室及び緊急対策本部の庶務は，総務課において処理する。 

第１５条 この規程に定めるもののほか，危機管理に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この規程は，平成23年6月23 日から施行する 

 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 
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資料11－１－②－７ 

 
（出典 総務課Webサイト） 
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資料11－１－②－８ 

 
（出典 総務課Webサイト） 
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資料11－１－②－９ 

 
（出典 総務課Webサイト） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校の目的を達成するために，主管会議，運営会議，あるいは教員会議等の諸規程が整備されて
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おり，管理運営体制が整備されている。また，校務分掌一覧に示されるように，各種委員会及び事

務組織における役割分担が適切に配置され，効果的に活動している。また，危機管理に係る諸体制

が規程として定められ，その運用についても整備されている。 

 

観点11－２－①： 自己点検・評価が学校として策定した基準に基づいて高等専門学校の活動の

総合的な状況に対して行われ，かつ，その結果が公表されているか。 

（観点に係る状況）  

本校の自己点検・評価システムを総括する中心的な組織として，スパイラルアップ会議がある。

資料11－２－①－１にこの規程を示した。また，資料11－２－①－２に将来計画委員会規程を示し，

資料11－２－①－３に点検評価・フォローアップ委員会規程を示した。将来計画委員会の「自己点

検・評価検討ワーキンググループ」が検討項目の実施を，点検評価・フォローアップ委員会の「自

己点検・評価実施ワーキンググループ」に指示し，自己点検評価が実施されるシステムになってい

る。資料11－２－①－４にスパイラルアップ会議の議事要旨の一例を示した。スパイラルアップ会

議，点検評価・フォローアップ委員会の各組織が相互に関連し，有機的な自己点検・評価システム

が機能している状況が垣間見られる。 

 

資料11－２－①－１ 

岐阜工業高等専門学校スパイラルアップ会議規程 

制定 平成17年1月6日 

学校規則第２号 

（設置） 

第１条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，スパイラルアップ会議を置く。 

（審議事項） 

第２条 スパイラルアップ会議は，次の各号に掲げる事項を調査審議する。 

一 教育点検システムに関すること。 

二 学校運営の点検及び改善に関すること。 

三 各会議・委員会等からの活動報告書の点検評価及び改善に関すること。 

四 外部評価に対する点検評価及び改善状況の報告に関すること。 

五 自己点検結果に基づく継続的改善に関すること。 

六 その他点検評価に関すること。 

（組織） 

第３条 スパイラルアップ会議は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 校長 

二 教務主事，研究主事，学生主事及び寮務主事 

三 専攻科長 

四 ＪＡＢＥＥプログラム責任者 

五 点検評価･フォローアップ委員会委員長 

六 事務部長 

七 総務課長及び学生課長 

八 その他校長が必要と認めた者 

（任期） 

第４条 前条第８号の委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（会議の招集及び議長） 

第５条 スパイラルアップ会議は，校長が招集し,その議長となる。 

２ 校長に事故があるときは，教務主事がその職務を代行する。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 校長が必要と認めたときは，スパイラルアップ会議に構成員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴

くことができる。 

（庶務） 

第７条 スパイラルアップ会議の庶務は，総務課において処理する。 

附 則 
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１ この規程は，平成17 年1 月6 日から施行する。 

２ この規程の施行後，最初に委嘱される第３条第８号の委員の任期は，第４条第１項の規定にかかわらず，平

成17 年3 月31 日までとする。 

附 則（平成19 年学校規則第16 号） 

この規程は，平成19 年4 月1 日から施行する。 

附 則（平成20 年学校規則第8 号） 

この規程は，平成20 年3 月6 日から施行する。 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

資料11－２－①－２ 

岐阜工業高等専門学校将来計画委員会規程 

制定 平成16 年5 月12 日 

学校規則第 25 号 

（設置） 

第１条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，将来計画委員会（以下「委員会」という。）を置

く。 

（審議事項） 

第２条 委員会は，本校の持続的，かつ，継続的な発展を図るため，次の各号に掲げる事項に関する中長期的な

将来計画について調査審議する。 

一 教育研究上の基本となる組織・運営に関すること。 

二 教育課程に関すること。 

三 財務に関すること。 

四 施設及び設備に関すること。 

五 教員組織に関すること。 

六 事務組織に関すること。 

七 その他本校の将来計画に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 

一 教務主事，研究主事，学生主事及び寮務主事 

二 学科長，教務主事補佐，研究主事補佐（テクノ担当，メディア担当），専攻科長，学生主事補佐及び寮務主

事補佐 

三 事務部長 

四 総務課長，学生課長及び企画室長 

五 その他委員長が指名した者 若干名 

（任期） 

第４条 前条第５号の委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き，それぞれ教務主事及び研究主事をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代行する。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 委員会が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができ

る。 

（ワーキンググループ） 

第７条 必要に応じ，委員会に，次のワーキンググループを置くことができる。 

一 中期計画ワーキンググループ 

二 組織・財政ワーキンググループ 

三 自己点検・評価検討ワーキンググループ 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は，企画室において処理する。 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 

 

附 則 

（略） 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 



岐阜工業高等専門学校 基準11 

- 304 - 

 

資料11－２－①－３ 

岐阜工業高等専門学校点検評価・フォローアップ委員会規程 

制定 平成16年3月4日 

学校規則第8号 

（設置） 

第１条 岐阜工業高等専門学校学則（以下「学則」という。）第２条第３項の規定に基づき，岐阜工業高等専門

学校（以下「本校」という。）に，点検評価・フォローアップ委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項について審議する。 

一 中期計画及び年度計画の評価に関すること。 

二 認証評価に関すること。 

三 自己点検・評価の基本方針に関すること。 

四 自己点検・評価結果の公表に関すること。 

五 学習・教育目標の達成度及び社会や学生の要望に基づく点検・改善並びに継続的な向上に関すること。 

六 その他前各号に関連する必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 校長が委員長として指名した者 １名 

二 寮務主事 

三 教務会議，専攻科会議，学生会議及び寮務会議の各委員のうちから選出された者 各１名 

四 学則第７条第１項に規定する学科から選出された教員 各教授１名及び准教授，講師又は助教１名 

五 一般科目から選出された教員 教授２名及び准教授，講師又は助教２名 

六 事務部長 

七 総務課長及び学生課長 

八 委員長が指名する者 若干名 

（任期） 

第４条 前条第３号から第５号まで及び第８号に掲げる委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き，それぞれ校長が指名した者及び寮務主事をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときはその組織を代行する。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 委員長が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができ

る。 

（ワーキンググループ） 

第７条 必要に応じ，委員会に，次のワーキンググループを置くことができる。 

一 中期計画ワーキンググループ 

二 自己点検・評価実施ワーキンググループ 

三 学習評価フォローアップワーキンググループ 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は，企画室において処理する。 

附 則 

１ この規程は，平成16 年4 月1 日から施行する。 

２ 岐阜工業高等専門学校自己点検・評価検討委員会規程（平成４年１月２９日制定），岐阜工業高等専門学校

自己点検・評価実施委員会要項（平成５年１月２９日制定），岐阜工業高等専門学校ＪＡＢＥＥ等検討委員会

規程（平成１４年１月９日制定）及び岐阜工業高等専門学校学習評価フォロー・アップ委員会規程（平成１４

年１月９日制定）は，廃止する。 

附 則（平成19 年学校規則第24 号） 

この規程は，平成19 年4 月1 日から施行する。 

附 則（平成20年学校規則第9号） 

この規程は，平成20 年3 月6 日から施行する。 

附 則（平成23 年学校規則第11 号） 

この規程は，平成23 年4 月1 日から施行する。 

附 則（平成24 年学校規則第2 号） 

この規程は，平成24 年4 月1 日から施行する。 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 
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資料11－２－①－４ 

平成24年度 第２回スパイラルアップ会議議事要旨 

 

日 時 平成２４年８月２１日（火）１４時４５分から１５時３４分 

場 所 大会議室 

委 員 校長，教務主事，研究主事，学生主事，寮務主事，ＪＡＢＥＥプログラム責任者（柴田）， 

点検評価・フォローアップ委員長（水野），久世学科長 

    事務部長，総務課長，学生課長 

陪 席 日比野企画室室長補佐，安藤企画係員，若園総務課課長補佐， 

 

議 題 

Ｉ 学校教育法第１０９条第１項に基づく自己点検及び評価（５年に一度の外部評価）に関する実施要領

（案）について 

審議事項 

（１）点検評価・フォローアップ委員長から資料１に基づき，本件に関する事項は，スパイラルアップ会議規

程第２条により本会議にて審議することの説明があった。 

（２）点検評価・フォローアップ委員長から資料２に基づき，今回の自己点検及び評価（点検評価項目）は，

「認証評価基準」による自己点検及び評価を実施する旨の説明があった。 

（３）点検評価・フォローアップ委員長から資料３に基づき，自己点検・評価の実施担当者及び報告書執筆の

分担について，評価事項ごとに各主事等を責任者として実施することの説明があり，審議の結果，承認され

た。 

  なお，審議の過程で以下のとこが確認された。 

 ① 複数分野にわたる評価事項については，担当主事等が中心となり，他分野の教員に執筆を依頼の上，取

りまとめることとした。 

② ＪＡＢＥＥと認証評価の両方を網羅する形でフォーマット（選択的評価事項）を統一する方向とする。 

③ 評価の記述方法等については，教務掲示板に掲載の「10認証評価関係資料」を参考に記述すること。 

（４）外部評価委員の選定と委嘱 

  校長と点検評価・フォローアップ委員長の協議の結果，岐阜大学工学部関係２名，豊橋技術科学大学関係

１名，豊田高専・鈴鹿高専から各１名の５名程度に依頼する計画について報告され，審議の結果，原案どお

り承認された。 

（５）点検評価・フォローアップ委員長から，資料５に基づき，自己点検・評価報告書作成の基本方針につい

て説明があり，審議の結果，承認された。 

（６）点検評価・フォローアップ委員長から，資料６に基づき，今後のスケジュールについて，原稿提出締切

を１０月１２日（金）とする等の説明があった。 

以上 

 

（出典 総務課Webサイト） 
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資料11－２－①－５にはスパイラルアップ会議の外部向けWebサイトの写しを示した。各年度の

各会議の評価結果が公表されている。また，資料11－２－①－６は，これについての平成23版の抜

粋であり，各会議，あるいは委員会等についての活動状況が評価され，改善点が指摘されている。 

 

資料11－２－①－５ 

 
（出典 総務課Webサイト） 

 

 

資料11－２－①－６ 

 

（出典 総務課Webサイト） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校の自己点検・評価システムを総括する中心的な組織として，スパイラルアップ会議がある。

スパイラルアップ会議，点検評価・フォローアップ委員会の各組織が相互に関連し，有機的な自己

点検・評価システムが機能している。また，スパイラルアップ会議の活動状況は，外部向けWebサ

イトに公開されている。以上のように，自己点検・評価のシステムは，定められた各組織の規程に

基づいて運営されており，その結果が公表されている。 

 

観点11－２－②： 自己点検・評価の結果について，外部有識者等による検証が実施されている

か。 

（観点に係る状況）  

資料11－２－②－１に本校の外部有識者の組織としての「参与会」の規程を示した。また，資料

11－２－②－２には，平成23年度に実施された参与会の次第を示した。さらに資料11－２－②－３

には参与会における「参与からの指摘事項及び対応策等」を示した。 

 

資料11－２－②－１ 

岐阜工業高等専門学校参与会規程 

制定 平成16年８月２５日 

学校規則第３８号 

（設置） 

第１条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，広く学外有識者の意見を聴くため，参与会を置

く。 

（任務） 

第２条 参与会は，次の各号に揚げる事項について，校長の諮問に応じて審議し，及び校長に対して助言又は勧

告を行うものとする。 

一 本校の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する事項 

二 本校の教育研究活動等の状況について本校が行う自己点検・評価に関する事項 

三 その他本校の運営に関する事項 

（組織） 

第３条 参与会は，次の各号に掲げる参与若干名で組織する。 

一 大学又は高等専門学校等の教育研究機関の教員等 

二 産業・経済界の関係者 

三 本校の所在する地域の関係者 

四 本校を卒業又は修了した者 

五 その他高等専門学校に関し広くかつ高い識見を有する者 

（委嘱） 

第４条 参与は，校長が委嘱する。 

（任期） 

第５条 参与の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 前項の参与に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第６条 参与会に会長及び副会長を置き，それぞれ委員の互選とする。 

２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代行する。 

（運営） 

第７条 参与会の会議は，校長が招集し，会長がその議長となる。 

（庶務） 

第８条 参与会の庶務は，企画室において処理する。 

附 則 

１ この規程は，平成１６年８月２５日から施行する。 

２ 岐阜工業高等専門学校有識者との懇話会要綱（平成１３年１２月５日校長裁定）は，廃 

止する。 

附 則（平成19年学校規則第29 号） 

この規程は，平成19年4 月1 日から施行する。 
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（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

資料11－２－②－２ 

平 成 ２ ３ 年 度 参 与 会 日 程 

期 日：平成２３年１２月２０日（火）１４：００～１５：３０  

会 場：岐阜工業高等専門学校 大会議室 

  日 程：１４：００～ 開  会 

       （１）校長挨拶（参与会の趣旨説明を含む。） 

       （２）本校関係者の自己紹介 

       （３）参与の自己紹介 

      １４：１５～ 平成２２年度参与会指摘事項及び対応策について 

１４：２０～ 岐阜高専の将来構想等について 

１４：３５～ 岐阜高専の地域貢献及び研究活動について 

１４：５０～ 岐阜高専の２３年度計画実施状況及び高専機構の 

第２期中期計画の重点課題への取組状況について 

１５：２５～ 校長挨拶  

１５：３０  閉  会 

（出典 総務課資料） 

 

資料11－２－②－３ 

平成２３年度参与会（平成２３年１２月２０日開催）指摘事項及び対応策等（抜粋) 

１．平成22年度参与会指摘事項及び対応策について 

参与からの指摘事項等 本校からの説明と対応策等 

【若井参与】 

入試倍率が1.9倍のうち何割が受験して、定員の何割増し

で採られて、成績はどんな様子でしょうか。 

【加藤教務主事】 

入試は5学科、各学科定員40名で、          で

採っています。 

【若井参与】 

定員の５％追加くらいですが、入学試験の下位の得点は

どのようになっているでしょうか。 

【加藤教務主事】 

学力選抜試験では、英語・国語・数学・理科の4科目で400点

満点と調査書の  満点、合計  点満点です。学科により異

なりますが、ボーダーラインが   点位です。     点

で拮抗しています。 

 

２．岐阜高専の将来構想等について 

参与からの指摘事項等 本校からの説明と対応策等 

【荻須参与】 

JABEEの認定の継続目的、効果とはどのようなことでしょ

うか。 

【北田校長】 

JABEEの目的の１つは、日本の企業に就職して海外勤務にな

る時には高専卒業という資格で十分であるが、海外の企業に就

職する時に、国際的に認証された工学エンジニアの資格を有す

ること示すために必要であると考えています。 

【神野参与】 

豊橋技術科学大学では、今までの教養教育の変化について

他大学の例を見るとうまくいっていないことから、昨年組織

の再編を行い、専門の基礎科目について総合教育院を設け

て、そこに専門の基礎科目をいれるような形を昨年4月から

始めています。 

特に高専生を受入れるにあたっては、専門の基礎科目に加

えて教養科目をもう尐し強くしなければいけないため、そう

いうものも含めた組織として総合教育院を作り、特に高専出

身者の教育を充実させることで始めています。他大学もその

ようなことをやらざるを得ないという状況になっていると考

えられます。 

 

 

３．地域貢献及び研究状況について 

参与からの指摘事項等 本校からの説明と対応策等 

【若井参与】 

OBの方にやっていただく時に謝金等の支給はあるのでし

ょうか。 

【所研究主事】 

今回の人材育成に関しては外部資金を獲得し、その外部資金

は基本的にすべてOBが使う形です。岐阜高専としては場所の提
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供と企画室事務が色々な作業を行っているが、本校の教員は関

わらず、全国で最高の人材育成事業がＯＢ連携のもと、岐阜高

専で進んでいると認識しています。 

【若井参与】 

文科省など申請時に事業の継続性まで考えておかなけれ

ばいけないが、何か考えはあるでしょうか。 

【所研究主事】 

人材育成に関しては、東日本大震災が起きるまでは、色々な

省庁が人材育成のテーマを出して豊富に資金がある状態だった

が、24年度からは非常に難しくなると思われるので、OBが作っ

たコンテンツを利用して事業を継続出来るように、継続性を視

野に入れたプログラムを作ってもらっている。 

 

４．岐阜高専２３年度計画実施状況及び高専機構第2期中期計画の重点課題への取組状況について 

参与からの指摘事項等 本校からの説明と対応策等 

【若井参与】 

コース制の導入の検討を開始するということは、先程の大

括り化とはまったく関係ないのでしょうか。 

【北田校長】 

機構の理事長が１０月に来校されて大括り化の話をされた

が、岐阜高専には馴染まないと思われるので、スケジュールは

決まっていません。機構の中期目標にあるのでコース制の導入

を検討する程度の記載です。 

 【所研究主事】 

電気情報工学科のみで電気電子コースと情報コースを導入し

ており、1年生から入学した学生が３年間ある程度専門を勉強

した後に、３年時の成績をもって自分の好きなコースを選択

し、独立した4年生と5年生の授業が2クラスずつあります。そ

のようなコース制を機械工学科も意識されていると思います。

入学する時に大括りにするという話は多いが、岐阜高専は

JABEEのプログラム的に、最後に大括りにしてM、E、D、C、Aの

5学科の学生をまとめて、もう一回教育し直すという形で、一

番最後が大括りになる教育のプログラムができていると認識し

ています。 

企画室室長補佐から、牛込参与から寄せられた「県内企業との共同研究のあり方」と「人材育成」に関する提言について、

資料により報告があった。 

 

５.その他（全体を通して） 

参与からの指摘事項等 本校からの説明と対応策等 

【神野参与】 

先ほど北田校長から「岐阜高専の将来構想等」について、

所副校長から「岐阜高専の地域貢献及び研究活動」について

報告がありましたことも含めて参与の皆様からの発言をお願

いします。 

 

【神野参与】 

保護者の立場で若原さん、何かご意見、あるいは高専に対

して望むことがあればお願いいたします。 

 

【若原参与】 

教育後援会主催で秋に各地区の保護者と地区懇談会を開催

して、色々意見交換を行い、その意見を吸い上げるという良

い事業で、先生方に大変お世話になり、今年度も続けていた

だいたことに感謝しています。保護者の方が出来るだけ学校

に関わって、学校に足を運ぶ機会が尐しでも多くなるような

ことが出来れば良いと考えています。今年は保護者の方から

沢山工場見学会や地区懇談会に参加したと報告も受けている

ので、来年も保護者の立場で色々なご意見を伺いながら、出

来ることを聞いて協力したいと考えています。 
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【荻須参与】 

私は岐阜高専の寮生活の経験者で、当時はイジメなど経験

しなかったが、今年東北の高専に入学して寮に入られた知り

合いの娘さんが寮に馴染めないということで、両親が心配し

ているという話を聞きましたので、今の寮生活の中で俗にい

う中学の延長だと考え、イジメや親から離れてきたという不

安定な精神状態の中で、寮生をフォローするなどの活動をさ

れているのでしょうか。 

【久保田寮務主事】 

各寮には基本的に上級生が居り、A寮の場合、2，3，4年生が

1年生と暮らしています。Ｂ寮では３年生が２年生と暮らして

います。こういう図式になっているので、基本的にはその中で

総代と呼ばれる学生たちが、他の一緒に暮らしている上級生と

連携して、その情報を寮務担当者に寮務会議で報告するので、

問題がなければ見守り、問題があれば介入して対応していま

す。 

また、最近の学生は直接話をするよりも、携帯電話を経由し

て話をしたがる傾向があるため、寮務主事が270名の学生全員

の携帯メールアドレスを把握しており、逆に寮務主事の携帯電

話番号やパソコンのメールアドレスを公開して、何かあったら

連絡してもらっています。匿名で意見箱に投函もできますが、

今の学生はすぐにメールで送ってくるので、ある程度の情報を

集めて寮務会議で話し合い、問題が解決できない場合には教室

会議に下ろして、広く学校全体で話し合っています。 

基本的には学校の教職員全体で、何か問題があればそれに関

してみんなで情報公開し、共有化して対応を考えるという体制

です。 

 【北田校長】 

今の学生は同世代、先輩と一緒に暮らすという環境は経験が

無く、入寮当初はカルチャーショックで大げさに感じたままを

保護者に伝えるため、親はとんでもないと思い学校に連絡があ

るが、１１月に行われた地区懇談会で意見交換した時には、半

年くらい経って学生もそういう生活を経験して慣れてくるの

で、親もあまり過敏にはならないと思われます。 

【神野参与】 

校長から最後に本日の参与会全体を通して発言をお願いし

ます。 

【北田校長】 

学校案内や学校要覧等のパンフレットの作り方では、誰を対

象にしているのかということを意識して作らないといけないと

参考になり、掲載する情報を取捨する必要があることや、専門

基礎を廃止すると困るという話では、過去の経験を踏まえて問

題が起こらないように対応すること、地域貢献では、高専の学

生や教員が取り組んでいることでお褒めの言葉をいただき、貴

重な意味のある地域研究であると思われるので、高専としても

続けていきたいと思います。 

また、地区懇談会では、土日に実施されるので業務負担が増

えますが、保護者とうまく連携を取れるようにするコミュニケ

ーションの良い機会であり、色々な声が聞けますので今後も続

けていきたいと思います。 

今日は本当に色々と貴重なご意見をいただきありがとうござ

いました。 

（出典 総務課資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校の外部有識者の組織としての「参与会」の規程を示した。また，この運用の事例として，平

成23年度に実施された参与会の次第と「参与からの指摘事項及び対応策等」を示した。総じて，本

校においては，外部有識者等による検証システムが機能している。 

 

観点11－２－③： 評価結果がフィードバックされ，高等専門学校の目的の達成のための改善に

結び付けられるようなシステムが整備され，有効に運営されているか。 

（観点に係る状況）  

資料11－２－③－１に岐阜高専のスパイラルアップシステムの構成を示した。スパイラルアップ

システムの中心に，スパイラルアップ会議が位置しており，参与会等の外部評価組織から受けた指
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摘事項等を関連の部署にフィードバックする。各部署では，指摘事項の改善を図る。スパイラルア

ップ会議では，この改善状況を吸い上げ評価している。さらに改善点があれば，指摘し再度の改善

を促すシステムである。また，資料11－２－②－３に示したように，各参与の指摘事項は，各部署

の長が運営する各組織で検討され改善が図られる。 

 

資料11－２－③－１ 

岐阜高専のスパイラルアップシステムの構成 

 
 

（出典 総務課Webサイト） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

岐阜高専のスパイラルアップシステムの中心に，スパイラルアップ会議が位置しており，参与会

等の外部評価組織から受けた指摘事項等を関連の部署にフィードバックしている。各部署で取り組

まれた改善内容をスパイラルアップ会議で評価し，改善点があれば再度の改善を促すシステムが構

築されている。総じて，評価結果が改善に結び付けられるようなシステムが整備され，有効に運営

されている。 

 

観点11－３－①： 外部有識者等の意見や第三者評価の結果が適切な形で管理運営に反映されて

いるか。 

（観点に係る状況）  

資料11－３－①－１は参与会の指摘を受けて，主管会議の主要メンバーで大括り化の検討を実施

した際の議事録の抜粋である。資料11－２－②－３に示した参与会の若井参与の指摘を受けて，検
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討を実施した例である。 

資料11－３－①－１ 

平 24 年度 第３回 大括り化予備検討会議 議事録 

日時：平成 24 年 9 月 28 日（金） 16:30-17:30 開催場所：校長前室 

出席者：校長，教務主事，研究主事，学生主事，寮務主事 

１．報告事項 

① 第２回 大くくり化予備検討会議の議事要旨が了解されている。 

２．審議事項 

① 専攻科のコースの枠組みについて 

各委員から提案されたコース案を基に検討した。その結果，以下の事項が了解された。 

1. 専攻科にコース制を設ける場合にも，現状の開講講義数を維持する。すなわち，各学生は多くの共通

開講科目に加えて，各コース固有の比較的尐数の必修科目を履修する方式とする。 

2. 専攻科の入学者選抜について『環境システムデザイン専攻』の１専攻で大括り入試方法を採用する。

これにより，大括り化を具現するが，選抜検査に際しては，現行の５群（ＭＥＤＣＡ）から成る入

試制度を踏襲し，大きな変革とはならない配慮をする。 

3. 本科５学科の学際分野を反映した基盤コースを設ける。すなわち，各学生が本科で修得した学際分野

のアドバンスコース的な位置づけであり，各学際領域における能力の高度化により，企業への人材

像の明確化を図る。ただし，コース名称は本科の学科名に固執しないで，産業界の要請をある程

度，反映させる。 

4. 上記の基盤コースの他に，地域産業の特性を反映させた新たな領域のコースを３コース程度，設ける

（新領域コース：仮称）。これを構成する各３つのコース名称は別途，定める。 

5. 各学生は，基盤コースに加えて，もう一つ別の新領域コースを選び，併せて２つのコースを選択し受

講する。（主コース・副コース） 

6. 専攻科の定員 20 名は，設置基準の制約により増加は困難であるとしても，５基盤コースと３新領域

コースの併せて８コースの枠組みは，実質 32 名程度の入学者を受け入れ可能なコース構成を意図し

ている。（８コースを将来的に並列化した場合に，４名×８コース＝32 名） 

7. 新領域コースの開講に際しては，本校の専攻科運営に過大な負荷がかからないように，学外単位を現

行以上に積極的に導入し，新領域の各コースの構成には，学外単位を積極的に割り当てる。 

8. 学外単位の活用に際しては，すでに協定が結ばれている大学のみならず，新規の大学，あるいは研究

機関とも新たな協定を結ぶ努力をする。また，企業の技術者や，国土交通省の技術系職員を非常勤

講師として積極的に活用する。さらに本校の非常勤講師の経費負担を軽減するため寄付講座の適用

を積極的に推進する。 

9. 新領域コースの設定に際しては，大型予算の採択を配慮し，これと有機的に関連付ける工夫をする。

すなわち，新領域コースの設置コースは，地域産業との連携を設置のコンセプトとし，各個の学生

の能力向上のみならず，新領域コースには，マネージメント業務を担当するコース長（仮称）を設

け，本校が推進する大型プロジェクトの一翼を担う。産業界の要請に応じて，概ね５年周期で設置

コースを見直す。 

10. 新領域コースの設定に際しては，学生の就職に直結させ，当該企業との連携が一層深まるよう配慮す

る。また，これに先立ちインターンシップ先の企業も同じ観点で選択する。 

11. 新領域コースの設定に際して話題になった教育機関，及び企業は以下のとおりである。 

岐阜大学（工学部，医学部，応用生物科学部），豊橋技術科学大学，岐阜薬科大学，ＩＡＭＡＳ，

川崎重工業，ＴＹＫ，イビデン，中電，貝印，フェザー，国土交通省，ＮＥＸＣＯ，核融合科学研

究所（併設の総合研究大学院大学） 

12. 新領域コース関連のキーワードは，重複も含めて，概ね以下のとおりである。 

炭素繊維複合材，ＣＦＲＰ，カーボンナノチューブ，航空工学，医工連携，医療用ロボット，医療

画像，身体機能補助，バイオ環境・材料，環境共生，環境・循環社会，インテリア・デザイン，小

水力発電，自然エネルギー，水質浄化，地域再生，スマートシティ，スマートフォン，スマートメ

ディア，ＧＰＳ位値情報，林業・農業 

３．今後の予定・スケジュール 

① 次回 第４回大括り化予備検討会議 10/1 （月） 主管会議終了後 

機構本部の『学科改組検討状況調査』の回答案の観点から議論を進める。 

（出典 教務主事資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

参与会の指摘を受けて，主管会議の主要メンバーで大括り化の検討を実施した例が示されている。

この例が示すように，外部有識者等の評価の結果が管理運営に反映されている。 
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観点11－３－②： 学校の目的を達成するために，外部の教育資源を積極的に活用しているか。 

（観点に係る状況）  

観点10－１－③ で述べたとおり、岐阜県下２２の参加機関から成るネットワーク大学コンソ

ーシアム岐阜、岐阜県インターンシップ推進協議会、ぎふ技術革新センター等との連携は、その

外部教育資源の活用において、教育研究に大いに貢献している。 

大学等との連携においても、資料11－３－②－１に示す豊橋技術科学大学との包括協定、資料

11－３－②－２に示すＩＡＭＡＳとの包括提携、資料11－３－②－３に示す海外大学との提携に

より、学生のインターンシップや教員の教育研究活動での連携などを推進することに外部の教育

資源が積極的に活用できている。また、地域の課題解決やもの作り教室開催等でも、外部の教育

資源を活用した取り組みが精力的に行われている。 

ＯＢ連携の活用に関しても、非常勤講師としての活用はもちろん、ＯＢの意見を反映した専攻

科教育課程の改善科目として、ビジネスアカウンティングとプロジェクトマネージメントの科目

新設など、本校教職員では実施困難な科目の開講など、積極的な連携が推進されている。資料11

－３－②－４に両科目のシラバスを示す。 

なお、高専機構の連携予算に関しても、本校による申請は残念ながら予算獲得できていないが、

他高専からの共同申請申し込みは全て受け入れており、大学との共同申請を含めて、外部の教育

資源の獲得に努めている。外部の研究資源を活用することが前提のA-step採択課題を資料11－３

－②－５に示す。ぎふ技術革新センターの最新鋭の機器を活用した研究内容が採択され、学生の

教育・研究活動が外部の資源の活用により推進された。 

 

豊橋技術科学大学と本校が包括提携したことの点検結果を資料11－３－②－１に示す。 

 資料11－３－②－１ 

・高専間連携、技術科学大学との連携などの交流活動を継続する。 

・豊橋技術科学大学との包括提携を実施した。また、技科大担当者と本校担当者との面談や交

流会議を実施した。 

・情報科学芸術大学院大学(IAMAS)と本校の共同公開講座を行った（各２回の計４件）。 

・ぎふ技術革新センター運営委員会に参加した。 

○技科大との共同研究７件。 

IAMASとの共同講座４件（柴田･福永） 

 

（出典 本校第２期中期計画ロードマップ 項目Ｎｏ．５１ 平成２３年度部分より） 

 

情報科学芸術大学(IAMAS)と本校が包括提携したことの点検結果を資料11－３－②－２に示す。 

 資料11－３－②－２ 

・高専間連携、技術科学大学との連携などの交流活動を継続する。 

・豊橋技術科学大学との包括提携に向けて、技科大担当者と本校校長の面談を実施した。 

・情報科学芸術大学(IAMAS)と本校の包括提携を行った（平成23. 2. 7）。 

・ぎふ技術革新センター設立に向けた運営委員会に参加した。 
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（出典 本校第２期中期計画ロードマップ 項目Ｎｏ．５１ 平成２２年度部分より） 

 

海外大学との提携の紹介を資料11－３－②－３に示す。 

 資料11－３－②－３ 

  

http://www.gifu-nct.ac.jp/shomu/jimutopics/20111103.pdf 

（出典 本校総務課広報資料のホームページより） 
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ＯＢ非常勤教員による新規開設科目のシラバスを資料11－３－②－４に示す。 

 資料10－１－②－４ 
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  （出典 本校シラバスホームページより） 

 

外部の研究資源を活用することが前提のA-step採択課題を資料11－３－②－５に示す。ぎふ技術

革新センターの機器を活用した研究課題である。 

 資料11－３－②－５ 

【装置・デバイス分野（２７９件）】 
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（注）コーディネータなどの欄が空欄の場合は、企業コメントを付した申請 

課題名 研究者 コーディネータなど 

窒化炭素薄膜の合成と硬質コーティング材へ

の応用 

岐阜工業高等専門学

校 

羽渕仁恵 

岐阜工業高等専門学校 

杉山正晴 

http://www.jst.go.jp/a-step/kadai/h23-fs.html#t 

（出典 独立行政法人 科学技術振興機構 A-stepホームページより） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

  資料11－３－②の１－５に示すとおり、地域の各種機関との連携、国内外の大学等との連携に

より、教育研究と学生のインターンシップ活動を効果的に推進している。また、ＯＢとの連携によ

り外部の教育資源を学生の教育活動に活用することを積極的に推進している。 

 また、学生によるリテラシー教育活動等を含めて、地域の科学館や児童館と連携してアウトリー

チ活動や教育・研究活動を、外部教育資源の活用により推進している。 

 

観点11－４－①： 高等専門学校における教育研究活動等の状況や，その活動の成果に関する情

報を広くわかりやすく社会に発信しているか。 

（観点に係る状況）  

資料11－４－①－１に本校の広報委員会規程を示した。また，資料11－４－①－２には，広報誌

の「校報」の一例を示し，資料11－４－①－３には，広報誌の「岐阜高専だより」の一例を示した。

さらに，資料11－４－①－４には，本校のホームページのトップページを示した。本校では，以上

のように広報委員会規程に定められた規定に基づき，「校報」あるいは「岐阜高専だより」の紙媒

体やＷｅｂサイトにより情報発信をしている。 

 

資料11－４－①－１ 

岐阜工業高等専門学校広報委員会規程 

制定 平成 16 年 5 月 12 日 

学校規則第 2 3 号 

（設置） 

第１条 岐阜工業高等専門学校に，広報委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項について調査審議する。 

一 広報に関する基本方針の策定に関すること。 

二 各種情報メディアを利用した広報誌等の編集及び発行に関すること。 

三 広報活動に関する各学科等との連絡調整に関すること。 

四 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１７２条の２に掲げる情報の公表に関すること。 

五 その他広報に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 学生主事 

二 ホームページ部門委員会委員長及び広報誌部門委員会委員長 

三 研究主事補佐（テクノ担当及びメディア担当） 

四 事務部長 

五 総務課長及び学生課長 

六 その他委員長が指名した者 若干名 
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（任期） 

第４条 前条第６号の委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き，学生主事をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代行する。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 委員会が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。 

（専門委員会） 

第７条 委員会に専門的事項を審議するため，次の各号に掲げる専門委員会を置く。 

一 ホームページ部門委員会 

二 広報誌部門委員会 

２ 専門委員会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は，総務課において処理する。 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 

附 則 

１ この規程は，平成 16 年 5 月 12 日から施行する。 

２ この規程の施行後，最初に委嘱される第３条第６号の委員の任期は，第４条第１項本文 

の規定にかかわらず，平成 18 年 3 月 31 日までとする。 

附 則（平成 19 年学校規則第 20 号） 

この規程は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則（平成 23 年学校規則第 2 号） 

この規程は，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料11－４－①－２ 
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（出典 校報） 

 



岐阜工業高等専門学校 基準11 

- 320 - 

 

資料11－４－①－３ 

 
 

（出典 岐阜高専だより） 
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資料11－４－①－４ 

 
 

（出典 総務課Ｗｅｂサイト） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校では，教育研究活動を広く社会に発信することを企画・計画するための運営組織として，広

報委員会が設けられている。広報委員会主導で紙媒体，あるいはWebを用いた多様な情報発信が
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実施されている。総じて本校では，教育研究活動等の状況や，その活動の成果に関する情報を広

くわかりやすく社会に発信している。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

特になし。 

（改善を要する点）  

特になし。 

 

（３）基準11の自己評価の概要 

本校の目的を達成するために，主管会議，運営会議，あるいは教員会議等の諸規程が整備されて

おり，管理運営体制が整備されている。また，各種委員会及び事務組織における役割分担が適切に

配置され，効果的に活動している。また，危機管理に係る諸体制が規程として定められ，その運用

についても整備されている。 

校長は，主管会議及び運営会議の議長となり，本校の管理運営面に関して，全体を把握可能な体

制となっている。また，校長が決定した事項等について，教員会議で教員への周知・報告等を行い，

本校の意思統一を図るとともに，実行に移されており，校長のリーダーシップの下に効果的な意思

決定と決定事項を周知する体制となっている。 

本校の自己点検・評価システムを総括する中心的な組織として，スパイラルアップ会議がある。

スパイラルアップ会議，点検評価・フォローアップ委員会の各組織が相互に関連し，有機的な自己

点検・評価システムが機能している。また，スパイラルアップ会議の活動状況は，外部向けWebサ

イトに公開されている。すなわち，自己点検・評価のシステムが存在し，これが定められた各組織

の規程に基づいて運営されており，その結果が公表されている。 

本校では，教育研究活動を広く社会に発信することを企画・計画するための運営組織として，広

報委員会が設けられており，教育研究活動等の状況や，その活動の成果に関する情報を広くわかり

やすく社会に発信している。 




